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平成 30（2018）年３月に策定した「第３期島根県がん対策推進計画（平成

30（2018）年度～令和５（2023）年度）」は、計画策定から３年を目処に中間

評価を行い、がん医療に関する状況の変化や中間評価の結果等により、計画期

間内であっても必要に応じて見直し、後半計画の推進に反映することとしてい

る。 

このため、計画に掲げた目標の進捗状況等を把握し、島根県がん対策推進協

議会の意見を聴きながら、評価及び今後の取組等について検討した。 

 

 

 

は じ め に 

－ 1 －



 

 

    

 

第Ⅰ章 計画の変更、修正 
 

－ 2 －



 

 

 

 

 

中間評価における変更、修正については、全て本章に記載した。 

１． 本文   

（１）新規追加 

 

項目 内 容 理 由 備 考 

具体的 

施策 

24 

●がんゲノム医療体制の整備 

令和元年度に４拠点病院が、がんゲノム医療連

携病院として整備されました。 

 県及び拠点病院は、ゲノム医療を提供するため

の必要な情報を適切に患者に伝えることやゲノム

医療に従事する人材の確保等の体制整備に取り組

みます。 

国の「第３期がん対策

推進基本計画」に基づ

きゲノム医療提供体

制が段階的に構築さ

れたため 

全体目標Ⅱ／が

ん医療／ア拠点

病院体制の維持

と医療機能の向

上 

具体的 

施策 

32 

●がんゲノム医療体制の整備 

（具体的施策 24の再掲） 

 

（具体的施策 24 の再

掲） 

 

全体目標Ⅱ／が

ん医療／ウ高度

医療等へのアク

セス 

具体的 

施策 

33 

●【小児・AYA】生殖機能の温存等に関する施策の

実施 

 令和３年度に、拠点病院等は「島根県がん・生殖

医療ネットワーク」を構築し、小児・AYA 世代のが

ん患者に対し、妊孕性温存療法の適切な情報提供

や、治療のすみやかな実施のための連携に取り組

んでいます。 

 県は「島根県がん・生殖医療ネットワーク」と連

携して、放射線治療や化学療法により生殖機能が

損なわれる可能性のある小児・AYA世代のがん患者

に対し、妊孕性温存療法に係る費用の助成を行い、

患者の経済的負担の軽減を図るとともに、将来、子

を授かることへの希望を繋ぎます。 

令和２年度に拠点病

院等が「島根県がん・

生殖医療ネットワー

ク」を構築し、令和３

年度より「小児・AYA 世

代のがん患者等の妊

孕性温存療法研究促

進事業」（費用助成事

業）が開始となったた

め 

全体目標Ⅱ／が

ん医療／ウ高度

医療等へのアク

セス 

具体的 

施策 

55 

●【小児・AYA】生殖機能の温存等に関する施策の

実施 

（具体的施策 33の再掲） 

（具体的施策 33 の再

掲） 

全体目標Ⅲ／患

者家族支援／オ

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ別支援

の実施 

第Ⅰ章 計画の変更、修正 

－ 3 －



 

 

（２）変更 

番号 変更前 変更後 理 由 備 考 

中間 

アウト

カム 

２ 

◎感染症に起因し

たがんの発症を防

ぐ取組みを実施し 

がんの発生リスク

である肝炎ウイル

スやヒトパピロー

マウイルスなどの

感染症について、

国の動向を見なが 

◎感染症に起因したが

んの発症を防ぐ取組み

を実施している 

がんの発生リスクであ

る肝炎ウイルスやヒト

パピローマウイルスな

どの感染症について、国

の動向を見ながら、必要

な対策を実施します。 

現計画中「計画の体

系」で肝炎ウイルス

対策として文言を検

討することとなって

いたため 

※他の感染症対策も

含めて整理した 

全体目標Ⅰ／１次予

防 

 

 

  

－ 4 －



 

 

２． 数値目標 

（１） 新規追加 

番号 項 目 理 由 備 考 

数 

24 

がんゲノム医療連

携病院数 

・本文の追加（具体的施策 24、32）及び国の「第

３期がん対策推進基本計画」中間評価指標に「が

んゲノム医療中核拠点病院等が整備されている

都道府県数」が設定されたため 

・併せて、国の第７次医療計画の中間見直しにより

本文にがんゲノム医療連携病院数が記載された

ため 

全体目標Ⅱ／がん医

療／ア拠点病院体制

の維持と医療機能の

向上／具体的施策 24

がんゲノム医療体制

の整備 

【目標値】 

４（維持） 

数 

31 

がんゲノム医療連

携病院数 

（数 24の再掲） 

（数 24の再掲） 全体目標Ⅱ／がん医

療／ウ高度医療等へ

のアクセス／具体的

施策 32 がんゲノム医

療体制の整備 

 

  

－ 5 －



 

 

（２） 変更 

 

番号 変更前 変更後 理 由 備 考 

数 

7 

今後５年間で肝炎ウ

イルス検査未受診者

のうち、未発見の感染

者数の半減 

肝炎ウイルス検査受検

者数 

算出に用いる島根県

肝炎対策推進基本指

針が改定となったた

め、改定後の項目に

変更 

全体目標Ⅰ／１次予

防／イ感染症対策 

 

数 

36 

拠点病院全医師 拠点病院等 1 年以上所

属するがんに携わる医

師・歯科医師 

算出に用いる拠点病

院等現況報告書の様

式変更に伴い「拠点

病院全医師」及び「卒

後２年目の医師」の

項目が変更となった

ため、様式変更後の

項目を設定 

全体目標Ⅱ／緩和ケ

ア／ア緩和ケア提供

体制の強化 

【目標値】90％以上 

 

【目標値】増加 

 

数 

36 

卒後２年目の医師 拠点病院等臨床研修医 同上 同上 

【目標値】100％ 【目標値】増加 

数 

37 

苦痛のスクリーニン

グを行っている施設

数 

 

同左 

 

県内の拠点病院等及

びがん情報提供促進

病院の全病院での実

施を目標としていた

が、令和２年度に１

病院が診療所に移行

したため全数が変更 

全体目標Ⅱ／緩和ケ

ア／ア緩和ケア提供

体制の強化 

【目標値】28施設 

 

【目標値】27施設 

 

数 

60 

がん教育の外部講師

養成研修の累計受講

者数（H29～R4 年度の

累計） 

同左 令和２年度において

目標値を達成したた

め、目標値を「増加」

に変更 

全体目標Ⅲ／がん教

育／ア子どもへのが

ん教育 

【目標値】200 人 【目標値】増加 

 

  

－ 6 －



 

 

（３） 中間評価で設定することとしていた目標値（患者体験調査、遺族調査を除

く） 

 

番号 項 目 対 応 備 考 

数 

７ 

今後５年間で肝炎ウイルス検査未受診者のう

ち、未発見の感染者数の半減 

項目を変更し、設定した 全体目標Ⅰ／１次予防 

 

数 

49 

ピアサポート利用者満足度 コロナウイルス感染症

の影響により、測定・設

定困難 

全体目標Ⅲ／患者家族支

援／ウﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄの充実 

数 

50 

小児・AYA 患者家族が、相談体制が整っている

と感じている割合 

（4）患者体験調査及び

遺族調査に同じく「参考

値」とした 

全体目標Ⅲ／患者家族支

援／オﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ別支援の

実施 

数 

51 

小児・AYA 患者家族が、不安や悩みが軽減され

ていると感じている割合 

（4）患者体験調査及び

遺族調査に同じく「参考

値」とした 

同上 

数 

52 

小児・AYA 患者家族が、保育・教育を受けられ

ていると感じている割合 

（4）患者体験調査及び

遺族調査に同じく「参考

値」とした 

同上 

数 

58 

学校におけるがん教育の実施率 

 

設定した  全体目標Ⅲ／がん教育／

ア子どもへのがん教育 

数 

59 

学校におけるがん教育に関する校内研修の実

施率 

設定した 同上 

数 

61 

がん教育を公開実施した学校の割合 

 

設定した 全体目標Ⅲ／がん教育／

イ大人へのがん教育 

 

 

  

－ 7 －



 

 

（４）患者体験調査及び遺族調査にかかるもの（国立がん研究センター実施） 

 

ア 「参考値」への変更 

 

① 患者体験調査 

・平成 30 年度に行われた患者体験調査は、平成 26 年度の１回目に引き続き、国

のがん対策の進捗評価を行うことを目的とした調査である。第３期がん対策推

進基本計画に沿って、平成 26 年度に使用された患者体験調査の質問紙の改定が

行われたとともに表現や内容がより明瞭となるように変更され、また、回答選

択肢が変更された。 

 

・このことにより、前後比較は困難な状況（平成 26 年度調査と平成 30 年度調査

の比較は困難な状況）である。 

 

・よって、患者体験調査にかかる項目は、前後比較を行う「数値目標」から「参

考値」（平成 30年度のみの値）に変更した。 

 

 

② 遺族調査 

・次回調査は未定であるため、前後比較は困難な状況である。 

 

・よって、患者体験調査に同じく、遺族調査にかかる項目は、前後比較を行う「数

値目標」から「参考値」（平成 30 年度のみの値）に変更した。 

 

 

  

－ 8 －



 

 

イ 項目の変更 

区 分 項目及び変更内容 理 由 

詳述 用いる調査が「患者体験調査」である項目全て 

 

 

正確を期すため、内容の記載を各

調査の質問項目にあわせて詳述 

新規追加 数 44 

家族への支援・サービス・場所 

がん患者の家族の悩みや負担を相談できる支援・

サービス・場所が十分あると回答した患者・家族

の割合 

 

平成30年度患者体験調査に新設さ

れた「家族」についての質問項目を

追加 

 

変更 数 46 

【変更前】 

がん相談支援センターを知っていると回答した

患者の割合（島根県県民健康調査） 

【変更後】 

がん相談支援センターを知っていると回答した

患者・家族の割合（国立がん研究センター患者者

体験調査） 

 

 

平成30年度患者体験調査に「家族」

の支援を含む項目があるため、患

者体験調査に変更 

 

 

 

 

 

数 47 

【変更前】 

がん相談支援センター利用者満足度 

※がん相談センターを知っていると回答した患

者・家族のうち、がん相談支援センターを利用し

たことがあると回答した患者・家族のうち、役に

立ったと回答した患者・家族の割合 

【変更後】 

がん相談支援センターの利用     

※がん相談センターを知っていると回答した患

者・家族のうち、がん相談支援センターを利用し

たことがあると回答した患者・家族       

             の割合 

 

平成30年度患者体験調査において

母数が小さすぎて値が公表されな

かったため、類似質問項目に変更 

 

－ 9 －



 

 

 

 

  

数 53 

【変更前】 

がんによる休職後の復職率 

【変更後】 

休職・休業 

がんと診断された時の仕事について「休職・休業

はしたが、退職・廃業はしなかった」と回答した

患者の割合 

 

数 56 

【変更前】 

がん患者が周囲の人（家族、友人、近所の人、職

場菅家車など）からがんに対する偏見を感じると

回答した割合 

【変更後】 

がんに対する偏見 

（家族以外の）周囲の人からがんに対する偏見を

感じると回答した患者の割合 

 

数 57 

【変更前】 

がん患者が家族以外の周囲の人（友人、近所の人、

職場関係者など）から不必要に気を遣われている

と感じると回答した割合 

【変更後】 

周囲からの不必要な気遣い 

がんと診断されてから周囲に不必要に気を遣わ

れていると感じると回答した患者の割合 

 

平成30年度患者体験調査において

平成26年度と同じ質問項目がない

ため、類似質問項目に変更 

－ 10 －



 

 

３． 計画の体系 

・具体的施策 36（緩和ケアを適切に提供するための取組）の実施主体を実情に併せて、

次のように変更した。 

【変更前】医療機関 

【変更後】県、島根大学医学部附属病院、医療機関 

・この他、本章「１．本文」及び「２．数値目標」を踏まえ、後掲のとおり変更した。 

 

 

４． ロードマップ 

・本章「１．本文」及び「２．数値目標」を踏まえ、後掲のとおり変更した。 

 

 

５． 軽微な修正 

該当 修正前 修正後 

頁 

当初

計画 

「あるべき姿を目

指します」の次段

落 

平成 35（2023）年３月 平成 36（2024）年３月 ２ 

数値目標２ 10 万人 10万対 30 

数値目標２ 年度 年  30 

【現状と課題】の

上段落 

             

      

ア生活習慣病の改善、イ感染症対策 30 

【中間ｱｳﾄｶﾑ】上段

落 

           ア生活習慣病の改善 35 

新規追加の「中間ｱ

ｳﾄｶﾑ２」の上段落 

      イ感染症対策 38 

具体的施策２ 喫煙（受動喫煙防止、禁煙支援）・ｱﾙ

ｺｰﾙ健康障がい対策のさらなる推進 

喫煙          

 ・ｱﾙｺｰﾙ健康障がい対策のさらなる

推進 

36 

具体的施策９  生活習慣病検診管理指導協議会 県生活習慣病検診管理指導協議会 43 

具体的施策 10 がん検診従事者講習会やがん検診担

当者会議の開催による検診の質の向

上 

がん検診従事者講習会やがん検診担

当者会議の       

        充実 

43 

具体的施策 12 がん検診従事者講習会やがん検診担             43 

－ 11 －



 

 

 

 

 

当者会議の開催による検診の質の向

上 

            

    検診の質の向上 

図表 4-7        【出典】島根県のがん登録H25(2013)

年集計 

45 

具体的施策 20 精度管理を実施 受診率向上対策を実施 49 

数値目標 27 か所 施設 70 

最終ｱｳﾄｶﾑ４ 痛み 苦痛 76 

数値目標 32 痛み 苦痛 76 

数値目標 34 医療者は、患者のつらい症状にすみ

やかに対応していたと回答した   

割合 

医療者は、患者のつらい症状にすみ

やかに対応していたと回答した遺族

の割合 

79 

数値目標 37 18 施設 19施設 80 

数値目標 38 患者は望んだ場所で過ごせたと回答

した   割合 

患者は望んだ場所で過ごせたと回答

した遺族の割合 

81 

具体的施策 41             

            

                

国が提唱する総括相談支援センター

（がん患者家族サポートセンター）

の運営 

※当初計画 27頁体系図より 

86 

数値目標 48 64％ 71％ 86 

具体的施策 47 特性を生かし 特性を活かし 88 

具体的施策 51 【小児・AYA】小児・AYA 世代の患者

実態調査の実施 

【小児・AYA】患者に必要な施策の検

討、実施 

94 

具体的施策 60 「しまね☆まめなカンパニー（仮）」 「しまね☆まめなカンパニー  」 94 

数値目標 56 2.8％ 1.4％ 

※目標値。参考値に変更したため計

画（中間評価後）の修正なし 

96 

具体的施策 68 特性を生かし 特性を活かし 100 

数値目標 

6,12,55,62 

箇所 事業所 100 

数値目標（全般） 平成（31年以降） 令和（元年以降） － 

 

－ 12 －



－ 13 －
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【全体目標Ⅰ】科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（１）がんの１次予防（発生リスクの低減）　（１次予防）

最終アウトカム 数値目標

中間アウトカム

具体的施策 実施主体
重点
施策

番号 内容

最終
1

数
2

年齢調整罹患率 低減

数
3

成人の喫煙率 低減

数
4

生活習慣のリスクを高める量を飲酒している
者の割合

低減

施策
1

生活習慣のさらなる改善 県 － － － －

施策
2

喫煙・アルコール健康障がい対策のさらなる推進 県 －
数
5

敷地内・施設内禁煙、完全分煙を実施してい
る事業所の割合

完全
実施

施策
3

圏域では、罹患・死亡状況などから重点的に取り組むがん
種を決定し、そのリスクとなる生活習慣の改善に取組む

県、市町村
重点
施策 － － －

施策
4

事業所と連携した情報提供の実施 県 －
数
6

しまね☆まめなカンパニー登録事業所数 増加

中間
2

数
7

肝炎ウイルス検査受検者数 増加

施策
5

Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種及び肝炎ウイルス検査の受診
促進

県 － － － －

施策
6

子宮頸がん予防ワクチン接種への適切な対応 県、拠点病院 － － － －

施策
7

ヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）への対策 県、拠点病院 － － － －

施策
8

ヒトT細胞白血病ウイルス１型（HTLV-1）への対策 県、拠点病院 － － － －

がんに罹患する者が減っている

中間
1

がんの発生リスクがあると科学的に実証されている生活習慣等が改善している

感染症に起因したがんの発症を防ぐ取組みを実施している

計画の体系

【 ア 生活習慣病等の改善 】

【 イ 感染症対策 】

１次予防
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（２）がんの２次予防（早期発見・早期受診）　（がん検診）

最終アウトカム 数値目標

中間アウトカム

具体的施策 実施主体
重点
施策

番号 内容

最終
2

数
8

臨床進行度　がんと診断された時点での病巣
の広がりが、早期がん（上皮内及び限局）の
割合

増加

数
9

科学的根拠に基づくがん検診（対策型検診）
を実施している市町村数

全市町村

数
10

市町村が実施するがん検診の精密検査受診率 増加

施策
9

 県生活習慣病検診管理指導協議会における精度管理や事業
評価の実施

県 － － － －

施策
10

がん検診従事者講習会やがん検診担当者会議の充実 県 － － － －

施策
11

指針に基づいたがん検診の実施および精度管理の向上 市町村
重点
施策 － － －

施策
12

検診の質の向上 検診機関 － － － －

施策
13

効果的ながん検診を実施するためのデータ収集・分析の実
施

県 － － － －

施策
14

圏域では、罹患・死亡状況などから重点的に取り組むがん
種を決定し、それに対応したがん検診の精度管理を実施

県、市町村
重点
施策 － － －

中間
4

数
11

島根県全体のがん検診受診率 増加

施策
15

検診の実態を把握し、その結果から効果的な検診体制の整
備を実施

県 － － － －

施策
16

働き盛り世代に対し、かかりつけ医からの受診勧奨を実施 県
重点
施策

－ － －

施策
17

がん検診と特定健診の同時受診の促進を図る
市町村、協会けん
ぽ － － － －

施策
18

（再掲：施策4）事業所と連携した情報提供の実施 県 －
数
12

（再掲：数6）しまね☆まめなカンパニー登録
事業所数

増加

施策
19

SNSを利用した若い世代に向けた子宮頸がん検診受診向上対
策

県 － ʷ － ʷ

施策
20

圏域では、罹患・死亡状況などから重点的に取り組むがん
種を決定し、それに対応したがん検診の受診率向上対策を
実施

県、市町村
重点
施策

数
13

松江圏域のがん検診受診率（市町村実施分） 増加

数
14

雲南圏域のがん検診受診率（市町村実施分） 増加

数
15

出雲圏域のがん検診受診率（市町村実施分） 増加

数
16

大田圏域のがん検診受診率（市町村実施分） 増加

数
17

浜田圏域のがん検診受診率（市町村実施分） 増加

数
18

益田圏域のがん検診受診率（市町村実施分） 増加

数
19

隠岐圏域のがん検診受診率（市長町村実施
分）

増加

中間
3

科学的根拠に基づくがん検診を精度管理の下で実施

がんに罹患した場合でも早期発見・早期受診につながっている

働き盛り世代の検診受診率が向上している

【 ア 精度管理の徹底 】

【 イ 働き盛り世代への受診率向上対策 】

がん検診

－ 16 －



【全体目標Ⅱ】患者本位で将来にわたって持続可能なしまねらしいがん医療の実現

（１）どこに住んでいても安心してがん医療が受けられる体制の構築　（がん医療）

最終アウトカム 数値目標

中間アウトカム

具体的施策 実施主体
重点
施策

番号 内容

数
20

全がんの５年相対生存率 増加

数
21

納得のいく治療選択：
がんの診断から治療開始までの状況を総合的
に振り返って、納得いく治療選択ができたと
回答した人の割合

参考値

中間
5

数
22

医療の進歩の実感：
一般の人が受けられるがん医療は数年前と比
べて進歩したと回答した人の割合

参考値

施策
21

拠点病院体制の維持及び質の向上に必要な施策の実施 県
重点
施策

数
23

がん診療連携拠点病院数 維持

施策
22

拠点病院における連携体制の強化及び医療提供体制の質の
向上(都道府県拠点病院)

島根大学医学部附
属病院

重点
施策 － － －

施策
23

拠点病院における連携体制の強化及び医療提供体制の質の
向上(地域拠点病院)

松江市立病院、松
江赤十字病院、県
立中央病院、浜田
医療センター

重点
施策 － － －

施策
24

【新規】
がんゲノム医療体制の整備

県、島根大学医学
部附属病院、松江
市立病院、松江赤
十字病院、県立中
央病院

重点
施策

数
24

【新規】
がんゲノム医療連携病院数

維持

数
25

圏域内受診率（外来） 増加

数
26

紹介先医療機関の支障のない受診：
紹介先の医療機関を支障なく受診できたと回
答した人の割合

参考値

施策
25

益田赤十字病院の地域がん診療病院指定に向けた支援の実
施

県
重点
施策

数
27

地域がん診療病院の数 増加

施策
26

（再掲：施策22）拠点病院における連携体制の強化及び医
療提供体制の質の向上(都道府県拠点病院)

島根大学医学部附
属病院

重点
施策

－ － －

施策
27

（再掲：施策23）拠点病院における連携体制の強化及び医
療提供体制の質の向上(地域拠点病院)

松江市立病院、松
江赤十字病院、県
立中央病院、浜田
医療センター

重点
施策

－ － －

数
28

24時間対応が可能な在宅医療を提供している
医療機関数（成人）

増加

数
29

24時間対応が可能な在宅医療を提供している
医療機関数（小児）

増加

施策
29

病院間や病院と診療所・介護施設等の連携強化(地域の病院
におけるがんチーム医療の向上）

県、拠点病院
重点
施策

－ － －

施策
30

病院間や病院と診療所・介護施設等の連携強化（診療所や
介護施設等の連携体制を強化する事業の実施・検討）

県、拠点病院 － － － －

中間
7

数
30

妊孕性についての説明：
最初のがん治療が開始される前に、医師から
その治療による不妊の影響について説明が
あったと回答した患者・家族の割合（40歳未
満）

参考値

施策
31

高度な医療や県外での治療等へのアクセスが可能となる事
業の検討

県、拠点病院 － － － －

施策
32

【新規】
（再掲：施策24）がんゲノム医療体制の整備

県、島根大学医学
部附属病院、松江
市立病院、松江赤
十字病院、県立中
央病院

重点
施策

数
31

【新規】
（再掲：数24）がんゲノム医療連携病院数

維持

施策
33

【新規】
【小児・ＡＹＡ】生殖機能の温存等に関する施策の実施

県、拠点病院等
重点
施策 － － －

最終
3

県内どこに住んでいても安心してがん医療が受けられている

拠点病院体制を維持し、患者が適切ながん医療を受けられている

中間
6

拠点病院と地域の病院等の機能分担による連携強化が図られている

施策
28

病院間や病院と診療所・介護施設等の連携強化（拠点病院
から地域の病院へ患者が紹介される取り組みへの支援)

県、島根大学医学
部附属病院 －

高度な医療等へのアクセスが可能になっている

【 ア 拠点病院体制の維持と医療機能の向上 】

【 イ 拠点病院と地域の病院等の連携・機能分担の推進 】

【 ウ 高度医療等へのアクセス 】

がん医療
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（２）切れ目のない緩和ケアの提供　（緩和ケア）

最終アウトカム 数値目標

中間アウトカム

具体的施策 実施主体
重点
施策

番号 内容

数
32

身体的苦痛（痛みに限らず包括的）：
がんやがん治療に伴う身体の苦痛がないと回
答した患者の割合

参考値

数
33

精神的苦痛：
がんやがん治療に伴い気持ちがつらくないと
回答した患者の割合

参考値

数
34

医療者は患者のつらい症状にすみやかに対応
していたと回答した遺族の割合

参考値

数
35

がんに伴う痛み：
がんやがん治療に伴う痛みがないと回答した
患者の割合

参考値

施策
34

患者とその家族に関わる医療・介護従事者のより一層の人
材育成(緩和ケアに係る研修会)

県
拠点病院 －

数
36

緩和ケア研修会を受講した医師の割合
拠点病院等１年以上所属するがん診療に携わる医師・歯科医師
拠点病院等臨床研修医

増加

施策
35

患者とその家族に関わる医療・介護従事者のより一層の人
材育成(医師以外)

県
医療機関 － － － －

施策
36

緩和ケアを適切に提供するための取組の強化
県、島根大学医学
部附属病院、医療
機関

－
数
37

苦痛のスクリーニングを行っている施設数 増加

施策
37

個別の状況に応じた緩和ケアや、グリーフケアに対する取
組の検討

県
拠点病院等 － － － －

中間
9

数
38

患者は望んだ場所で過ごせたと回答した遺族
の割合

参考値

数
39

成人の患者に対してがん性疼痛等に対する緩
和ケアが実施できる診療所

増加

数
40

成人の患者に対して医療用麻薬を提供できる
体制を有する医療機関

増加

施策
39

圏域ごとの在宅緩和ケア提供体制の強化 県 －
数
41

緩和ケアネットワーク会議を開催している圏
域

全圏域

中間
10

数
42

希望の尊重：治療における希望が尊重された
と回答した患者の割合

参考値

施策
40

意思決定支援に対する取組の検討
県
拠点病院等 － － － －

患者とその家族が、自分らしく生きるために治療や療養生活を自己選択し、その状況に
満足している

最終
4

患者やその家族の苦痛やつらさが緩和され、生活の質が向上している

中間
8

がん診療に携わるすべての医療・介護従事者が患者とその家族の身体的・精神的・心理
社会的痛みに対応できている

患者が望む場所で適切な緩和ケアを受けられている

施策
38

地域での緩和ケアの提供を支える基盤の強化
県
医療機関

重点
施策

【 ア 緩和ケア提供体制の強化 】

【 イ 自宅や介護施設等における緩和ケアの充実 】

【 ウ 意思決定支援 】

緩和ケア
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【全体目標Ⅲ】尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（１）患者・家族の治療や療養生活の悩みが軽減するための支援　（患者家族支援）

最終アウトカム 数値目標

中間アウトカム

具体的施策 実施主体
重点
施策

番号 内容

数
43

自分らしい日常生活：
現在自分らしい日常生活を送れていると回答
した患者の割合

参考値

数
44

家族への支援・サービス・場所：
がん患者の家族の悩みや負担を相談できる支
援・サービス・場所が十分あると回答した患
者・家族の割合

参考値

中間
11

数
45

療養に関する相談：
治療開始前に病気のことや療養生活について
誰かに相談できた患者の割合

参考値

施策
41

国が提唱する統括相談支援センター（がん患者家族サポー
トセンター）の運営

県
島根大学医学部附
属病院

－ － － －

施策
42

がん相談支援センターの認知度向上
拠点病院の医療従
事者

－
数
46

がん相談支援センターの認知度：
がん相談支援センターを知っていると回答し
た患者・家族の割合

参考値

施策
43

がん相談支援体制の広域連携の構築
県、サポートセン
ター、拠点病院

－ － － －

中間
12

数
47

がん相談支援センターの利用：
がん相談支援センターを利用したことがある
と回答した患者・家族の割合（がん相談セン
ターを知っていると回答した患者・家族のう
ち）

参考値

施策
44

がん相談に関わる相談員のより一層の資質向上
県、サポートセン
ター、拠点病院

－
数
48

がん患者・家族サポートセンターが実施する
資質向上研修を受講した病院の割合

増加

施策
45

（再掲：施策43）がん相談支援体制の広域連携の構築
県、サポートセン
ター、拠点病院

－ － － －

中間
13

－ － －

施策
46

わかりやすく確実に伝わる情報提供の実施（ホームペー
ジ、SNS、しまねのがんサポートブック等）

県
重点
施策 － － －

施策
47

わかりやすく確実に伝わる情報提供の実施（SNSは双方向の
情報発信が可能である特性を活かし、県民からの反応に対
して、必要な対応を行う）

県
重点
施策 － － －

施策
48

正しいがん情報の提供 拠点病院等 － － － －

中間
14

数
49

ピアサポート利用者満足度
測定困
難

施策
49

ピアサポートの充実(患者サロン、ピアサポーター相談会)
県、サポートセン
ター、拠点病院等

重点
施策 － － －

中間
15

－ － －

施策
50

社会生活支援(就労以外)の充実 県、拠点病院等 － － － －

最終
5

患者とその家族の治療や療養生活の悩みが軽減している

患者が相談できる環境があると感じている

がん相談支援センター等が患者やその家族の不安や悩みに対応できている

患者やその家族が正しい情報を得られている

患者やその家族がピアサポートを受けることで悩みが軽減できている

患者のＱＯＬが向上している

【 ア がん相談支援体制の充実 】

【 イ 正しい情報の提供 】

【 ウ ピアサポートの充実 】

【 エ がん患者が自分らしくあるための社会生活支援の充実 】

患者家族支援

－ 19 －



最終アウトカム 数値目標

中間アウトカム

具体的施策 実施主体
重点
施策

番号 内容

中間
16

数
50

小児・AYA患者家族が、相談体制が整っている
と感じている割合

参考値

施策
51

【小児・ＡＹＡ】患者に必要な施策の検討・実施 県、拠点病院
重点
施策 － － －

施策
52

【小児・ＡＹＡ】世代特有の課題へのワーキンググループ
の開催（患者きょうだいへの支援の検討）

県、拠点病院
重点
施策 － － －

中間
17

数
51

小児・AYA患者家族が、不安や悩みが軽減され
ていると感じている割合

参考値

施策
53

【小児・ＡＹＡ】家族の付き添い支援の実施
島根大学医学部附
属病院

－ － － －

施策
54

【小児・ＡＹＡ】世代特有の課題へのワーキンググループ
の開催（生殖機能の温存等に関する施策の実施を検討）

県 － － － －

施策
55

【新規】
（再掲：施策33）【小児・ＡＹＡ】生殖機能の温存等に関
する施策の実施

県、拠点病院等
重点
施策 － － －

中間
18

数
52

小児・AYA患者家族が、保育・教育を受けられ
る環境が整備されていると感じている割合

参考値

施策
56

【ＡＹＡ】世代特有の課題へのワーキンググループの開催
（療養中の保育や高等教育のあり方の検討）

県 － － － －

数
53

休職・休業：
がんと診断された時の仕事について「休職・
休業はしたが、退職・廃業はしなかった」と
回答した患者の割合

参考値

数
54

就労に際する配慮：
職場や仕事上の関係者から治療と仕事を両方
続けられるような勤務上の配慮があったと回
答した患者の割合

参考値

施策
57

就労支援相談会等の開催（がん患者への両立支援を推進）

県、拠点病院等、
ハローワーク、産
業保健総合支援セ
ンター等

－ － － －

施策
58

就労支援相談会等の開催（事業所への両立支援を推進）

県、拠点病院等、
島根労働局、産業
保健総合支援セン
ター等

－ － － －

施策
59

復職支援モデル事業の実施 県、ハローワーク
重点
施策 － － －

施策
60

（再掲：施策4）事業所と連携した情報提供の実施 県 －
数
55

（再掲：数6）しまね☆まめなカンパニー登録
事業所数

増加

中間
20

－ － －

施策
61

がん患者を親に持つ子ども等に対する必要な支援の検討 県、拠点病院 － － － －

中間
21

－ － －

施策
62

がん患者及びその家族に対する必要な支援の実施 県、拠点病院等 － － － －

中間
19

【小児・ＡＹＡ】患者や家族が相談できる環境が整っている

【小児・ＡＹＡ】医療機関や相談支援センターが患者やその家族の不安や悩みに対応で
きている

【小児・ＡＹＡ】患者が療養生活において保育・教育を受けられる環境が整備されてい
る

【働き盛り】患者の子供等の悩みが軽減できている

【高齢者】意思決定支援が可能となるための方策の検討

【働き盛り】患者が療養生活と仕事を両立できている

【 オ ライフステージ別支援の実施】

患者家族支援

－ 20 －



（２）がんを正しく理解し、がんに向き合うためのがん教育　（がん教育）

最終アウトカム 数値目標

中間アウトカム

具体的施策 実施主体
重点
施策

番号 内容

数
56

がんに対する偏見：
（家族以外の）周囲の人からがんに対する偏
見を感じると回答した患者の割合

参考値

数
57

周囲からの不必要な気遣い：
がんと診断されてから周囲に不必要に気を遣
われていると感じると回答した患者の割合

参考値

中間
22

23

－ － －

施策
63

子どもへのがん教育の円滑な実施 学校
重点
施策

数
58

学校におけるがん教育の実施率 増加

施策
64

校内研修の実施 学校 －
数
59

学校におけるがん教育に関する校内研修の実
施率

増加

施策
65

外部講師の養成 県 －
数
60

がん教育の外部講師養成研修受講者数（H29～
R4年度の累計）

増加

中間
24

25

－ － －

施策
66

子どもへのがん教育を通じて大人への正しいがん情報の提
供

県 －
数
61

がん教育を公開実施した学校の割合 増加

施策
67

わかりやすく確実に伝わる情報提供の実施（ホームペー
ジ、SNS、広報等）

県
重点
施策 － － －

施策
68

わかりやすく確実に伝わる情報提供の実施（SNSは双方向の
情報発信が可能である特性を活かし、県民からの反応に対
して、必要な対応を行う）

県
重点
施策 － － －

施策
69

関係者と連携した情報提供の実施

県、がん検診啓発
サポーター、島根
県立大学、各種団
体等

－ － －

施策
70

（再掲：施策4）事業所と連携した情報提供の実施 県 －
数
62

（再掲：数6）しまね☆まめなカンパニー登録
事業所数

増加

最終
6

県民が自分や身近な人ががんに罹患していてもそれを正しく理解し向き合えている

県民ががんについて正しく理解している

県民が健康や命の大切さについて理解している

（再掲：中間22）県民ががんについて正しく理解している

（再掲：中間23）県民が健康や命の大切さについて理解している

【 ア 子どもへのがん教育 】

【 イ 大人へのがん教育 】

がん教育

－ 21 －



 

 

    

 

計 画 の ロ ー ド マ ッ プ 

 

－ 22 －



【全体目標Ⅰ】科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（１）がんの１次予防（発生リスクの低減）　（１次予防） 「〇」は実施する年度

最終
アウトカム

中間
アウトカム

具体的施策
重点
施策

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

【ア　生活習慣病等の改善】
施策
1

生活習慣のさらなる改善 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
1

施策
2

喫煙・アルコール健康障がい対策のさらなる推進 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
3

圏域では、罹患・死亡状況などから重点的に取り組むが
ん種を決定し、そのリスクとなる生活習慣の改善に取組
む

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
4

事業所と連携した情報提供の実施 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【イ　感染症対策】
施策
5

Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種及び肝炎ウイルス検査の受
診促進

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
2

施策
6

子宮頸がん予防ワクチン接種への適切な対応 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
7

ヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）への対策 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
8

ヒトT細胞白血病ウイルス１型（HTLV-1）への対策 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

（２）がんの２次予防（早期発見・早期受診）　（がん検診）

最終
アウトカム

中間
アウトカム

具体的施策
重点
施策

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

【ア　精度管理の徹底】
施策
9

 県生活習慣病検診管理指導協議会における精度管理や事
業評価の実施

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
3

施策
10

がん検診従事者講習会やがん検診担当者会議の充実 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
11

指針に基づいたがん検診の実施および精度管理の向上
重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
12

検診の質の向上 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
13

効果的ながん検診を実施するためのデータ収集・分析の
実施

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
14

圏域では、罹患・死亡状況などから重点的に取り組むが
ん種を決定し、それに対応したがん検診の精度管理を実
施

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【イ　働き盛り世代への受診率向
上対策】

施策
15

検診の実態を把握し、その結果から効果的な検診体制の
整備を実施

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
4

施策
16

働き盛り世代に対し、かかりつけ医からの受診勧奨を実
施

重点
施策 〇 〇

施策
17

がん検診と特定健診の同時受診の促進を図る
－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
18

（再掲：施策4）事業所と連携した情報提供の実施 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
19

SNSを利用した若い世代に向けた子宮頸がん検診受診向
上対策

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
20

圏域では、罹患・死亡状況などから重点的に取り組むが
ん種を決定し、それに対応したがん検診の受診率向上対
策を実施

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　 最終
　　  1
がんに罹患する
者が減っている

がんの発生リスクがあると科学
的に実証されている生活習慣等
が改善している

感染症に起因したがんの発症を
防ぐ取組みを実施している

　 　 最終
　　　 2

がんに罹患した
場合でも早期発
見・早期受診に
つながっている

科学的根拠に基づくがん検診を
精度管理の下で実施

働き盛り世代の検診受診率が向
上している

計画のロードマップ

がん検診１次予防

－ 23 －



【全体目標Ⅱ】患者本位で将来にわたって持続可能なしまねらしいがん医療の実現

（１）どこに住んでいても安心してがん医療が受けられる体制の構築　（がん医療）

最終
アウトカム

中間
アウトカム

具体的施策
重点
施策

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

【ア　拠点病院体制の維持と医療
機能の向上】

施策
21

拠点病院体制の維持及び質の向上に必要な施策の実施
重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
5

施策
22

拠点病院における連携体制の強化及び医療提供体制の質
の向上(都道府県拠点病院)

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
23

拠点病院における連携体制の強化及び医療提供体制の質
の向上(地域拠点病院)

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
24

【新規】
がんゲノム医療体制の整備

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【イ　拠点病院と地域の病院等の
連携・機能分担の推進】

施策
25

益田赤十字病院の地域がん診療病院指定に向けた支援の
実施

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
6

施策
26

（再掲：施策22）拠点病院における連携体制の強化及び
医療提供体制の質の向上(都道府県拠点病院)

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
27

（再掲：施策23）拠点病院における連携体制の強化及び
医療提供体制の質の向上(地域拠点病院)

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
28

病院間や病院と診療所・介護施設等の連携強化（拠点病
院から地域の病院へ患者が紹介される取り組みへの支
援)

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
29

病院間や病院と診療所・介護施設等の連携強化(地域の
病院におけるがんチーム医療の向上）

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
30

病院間や病院と診療所・介護施設等の連携強化（診療所
や介護施設等の連携体制を強化する事業の実施・検討）

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【ウ　高度医療等へのアクセス】 施策
31

高度な医療や県外での治療等へのアクセスが可能となる
事業の検討

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
7

施策
32

【新規】
（再掲：施策24）がんゲノム医療体制の整備

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高度な医療等へのアクセスが可
能になっている 施策

33
【新規】
【小児・ＡＹＡ】生殖機能の温存等に関する施策の実施

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　 最終
　　　3
県内どこに住ん
でいても安心し
てがん医療が受
けられている

拠点病院体制を維持し、患者が
適切ながん医療を受けられてい
る

拠点病院と地域の病院等の機能
分担による連携強化が図られて
いる

がん医療

－ 24 －



（２）切れ目のない緩和ケアの提供　（緩和ケア）

最終
アウトカム

中間
アウトカム

具体的施策
重点
施策

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

【ア　緩和ケア提供体制の強化】
施策
34

患者とその家族に関わる医療・介護従事者のより一層の
人材育成(緩和ケアに係る研修会)

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
8

施策
35

患者とその家族に関わる医療・介護従事者のより一層の
人材育成(医師以外)

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
36

緩和ケアを適切に提供するための取組の強化 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
37

個別の状況に応じた緩和ケアや、グリーフケアに対する
取組の検討

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
38

地域での緩和ケアの提供を支える基盤の強化
重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
39

圏域ごとの在宅緩和ケア提供体制の強化 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【ウ　意思決定支援】
  　　　　　10
患者とその家族が、自分らしく
生きるために治療や療養生活を
自己選択し、その状況に満足し
ている

施策
40

意思決定支援に対する取組の検討 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　 最終
      4

患者やその家族
の苦痛やつらさ
が緩和され、生
活の質が向上し
ている

がん診療に携わるすべての医
療・介護従事者が患者とその家
族の身体的・精神的・心理社会
的痛みに対応できている

【イ　自宅や介護施設等における
緩和ケアの充実】

　　　　　　中間
　　　　　　 9
患者が望む場所で適切な緩和ケ
アを受けられている

緩和ケア

－ 25 －



【全体目標Ⅲ】尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（１）患者・家族の治療や療養生活の悩みが軽減するための支援　（患者家族支援）

最終
アウトカム

中間
アウトカム

具体的施策
重点
施策

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

【ア　がん相談支援体制の充実】
施策
41

国が提唱する統括相談支援センター（がん患者家族サ
ポートセンター）の運営

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
11

施策
42

がん相談支援センターの認知度向上 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

患者が相談できる環境があると
感じている 施策

43
がん相談支援体制の広域連携の構築 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
12

施策
44

がん相談に関わる相談員のより一層の資質向上 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

がん相談支援センター等が患者
やその家族の不安や悩みに対応
できている

施策
45

（再掲：施策43）がん相談支援体制の広域連携の構築 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【イ　正しい情報の提供】
施策
46

わかりやすく確実に伝わる情報提供の実施（ホームペー
ジ、SNS、しまねのがんサポートブック等）

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
13

施策
47

わかりやすく確実に伝わる情報提供の実施（SNSは双方
向の情報発信が可能である特性を活かし、県民からの反
応に対して、必要な対応を行う）

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

患者やその家族が正しい情報を
得られている 施策

48
正しいがん情報の提供 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【ウ　ピアサポートの充実】
　　　　中間　14
患者やその家族がピアサポート
を受けることで悩みが軽減でき
ている

施策
49

ピアサポートの充実(患者サロン、ピアサポーター相談
会)

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【エ　がん患者が自分らしくある
ための社会生活支援の充実】
      　中間　15
患者のQOLが向上している

施策
50

社会生活支援(就労以外)の充実 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【オ　ライフステージ別支援の実
施】
　　　　　　中間
　　　　　　 16

施策
51

【小児・ＡＹＡ】患者に必要な施策の検討・実施
重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【小児・ＡＹＡ】患者や家族が
相談できる環境が整っている 施策

52
【小児・ＡＹＡ】世代特有の課題へのワーキンググルー
プの開催（患者きょうだいへの支援の検討）

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
17

施策
53

【小児・ＡＹＡ】家族の付き添い支援の実施 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
54

【小児・ＡＹＡ】世代特有の課題へのワーキンググルー
プの開催（生殖機能の温存等に関する施策の実施を検
討）

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
55

【新規】
（再掲：施策33）【小児・ＡＹＡ】生殖機能の温存等に
関する施策の実施

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　　　  　中間
　　　　　　 18
【小児・ＡＹＡ】患者が療養生
活において保育・教育を受けら
れる環境が整備されている

施策
56

【ＡＹＡ】世代特有の課題へのワーキンググループの開
催（療養中の保育や高等教育のあり方の検討）

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中間
19

施策
57

就労支援相談会等の開催（がん患者への両立支援を推
進）

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
58

就労支援相談会等の開催（事業所への両立支援を推進） － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
59

復職支援モデル事業の実施
重点
施策 〇 〇

施策
60

（再掲：施策4）事業所と連携した情報提供の実施 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　　　　　中間
　　　　　　 20
【働き盛り】患者の子供等の悩
みが軽減できている

施策
61

がん患者を親に持つ子ども等に対する必要な支援の検討 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　　　　  中間
　　　　　   21
【高齢者】意思決定支援が可能
となるための方策の検討

施策
62

がん患者及びその家族に対する必要な支援の実施 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

  　 最終
      5

患者とその家族
の治療や療養生
活の悩みが軽減
している

【小児・ＡＹＡ】医療機関や相
談支援センターが患者やその家
族の不安や悩みに対応できてい
る

【働き盛り】患者が療養生活と
仕事を両立できている

患者家族支援

－ 26 －



（２）がんを正しく理解し、がんに向き合うためのがん教育　（がん教育）

最終
アウトカム

中間
アウトカム

具体的施策
重点
施策

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

【ア　子どもへのがん教育】
施策
63

子どもへのがん教育の円滑な実施
重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　　　　 中間
　　　　 　 22
県民ががんについて正しく理解
している

施策
64

校内研修の実施 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　　　　 中間
　　　 　　 23
県民が健康や命の大切さについ
て理解している

施策
65

外部講師の養成 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【イ　大人へのがん教育】
施策
66

子どもへのがん教育を通じて大人への正しいがん情報の
提供

－ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　　　　 中間
　　　 　　 24
（再掲：中間22）県民ががんに
ついて正しく理解している

施策
67

わかりやすく確実に伝わる情報提供の実施（ホームペー
ジ、SNS、広報等）

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　　　　 中間
　　　　 　 25
（再掲：中間23）県民が健康や
命の大切さについて理解してい
る

施策
68

わかりやすく確実に伝わる情報提供の実施（SNSは双方
向の情報発信が可能である特性を活かし、県民からの反
応に対して、必要な対応を行う）

重点
施策 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
69

関係者と連携した情報提供の実施 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

施策
70

（再掲：施策4）事業所と連携した情報提供の実施 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　　 最終
　　　６
県民が自分や身
近な人ががんに
罹患していても
それを正しく理
解し向き合えて
いる

がん教育

－ 27 －



 

 

    

 

第Ⅱ章 進 捗 状 況 

－ 28 －



項　　目 － 数値目標 備考

番号 内容 傾向

数
１

年齢調整死亡率（75歳
未満人口10万対）

低減すべての県民が、がんを知り、がんの克服を目指す （全施策における取組）

基本理念

【 基本理念】すべての県民が、がんを知り、がんの克服を目指す

－ 29 －



（１）がんの１次予防（発生リスクの低減）　（１次予防）

最終アウトカム 状　況 数値目標 備考

中間アウトカム 状　況 わ

具体的施策
実施
主体

重点
施策

評価 取組状況 番号 内容 傾向

最終
1

数
2

年齢調整罹患率 低減

数
3

成人の喫煙率 低減
中間年
の値な
し

令和４年年度
調査実施予定

数
4

生活習慣のリスクを高
める量を飲酒している
者の割合

低減
中間年
の値な
し

令和４年年度
調査実施予定

施策
1

生活習慣のさらなる改善 県 － ◎

しまね健康寿命延伸プロジェクトに
おいて、「運動の促進」及び「食生
活の改善」を重点に健康づくりの取
組を強化

－ － － －

施策
2

喫煙・アルコール健康障が
い対策のさらなる推進

県 － ◎

たばこ対策取組宣言及び禁煙支援薬
局への登録や、街頭キャンペーン並
びにイベント及び広報誌等により、
禁煙や受動喫煙防止、適正飲酒の周
知啓発を実施

数
5

敷地内・施設内禁煙、
完全分煙を実施してい
る事業所の割合

完全
実施

中間年
の値な
し

施策
3

圏域では、罹患・死亡状況
などから重点的に取り組む
がん種を決定し、そのリス
クとなる生活習慣の改善に
取組む

県、
市町
村

重点
施策

◎
圏域ごとに重点的に取り組むがん種
を定め取組を推進する、圏域がん対
策推進事業を実施

－ － －
中間年
の値な
し

施策
4

事業所と連携した情報提供
の実施

県 － ◎

従業員の健康づくり・健康経営に取
り組み、特にがんの１次予防、がん
検診受診促進、仕事と治療の両立支
援を行う事業所を「しまね☆まめな
カンパニー」として認定登録し、事
業所が取り組む優良事例を県のHPで
取り上げる等の支援を実施

数
6

しまね☆まめなカンパ
ニー登録事業所数

増加

中間
2

数
7

肝炎ウイルス受検者数 増加

施策
5

Ｂ型肝炎ワクチンの定期接
種及び肝炎ウイルス検査の
受診促進

県 － ◎
7月の重点普及啓発月間や市民公開
講座などにより啓発の実施

－ － － －

施策
6

子宮頸がん予防ワクチン接
種への適切な対応

県、
拠点
病院

－ ○

令和2年10月に、依然として積極的
な勧奨を差し控えている状況である
が、希望者が定期接種を受けられる
よう対象者等への周知等の実施や、
接種機会の確保を図る旨の国通知を
市町村へ通知

－ － － －

施策
7

ヘリコバクター・ピロリ
（ピロリ菌）への対策

県、
拠点
病院

－ ○

令和2年度末時点ではピロリ菌検査
は国のがん検診の指針に記載されて
いないが、県内の複数自治体では住
民検診として実施しており、引き続
き国の動向を注視している

－ － － －

施策
8

ヒトT細胞白血病ウイルス１
型（HTLV-1）への対策

県、
拠点
病院

－ ○
平成22年度から、各保健所及び拠点
病院等に窓口を設置し、県民からの
相談に対応

－ － － －

感染症に起因したがんの発症を防ぐ取組みを実
施している

感染に起因するがんへの対策として、国の
動向を注視しつつ、啓発や相談対応を実施
した

がんに罹患する者が減っている
胃・肝がんは、計画策定時に比べて減少し
たが、大腸・肺・子宮頸・乳がんは増加し
ている

中間
1

がんの発生リスクがあると科学的に実証されて
いる生活習慣等が改善している

１日の野菜摂取量が３５０ｇ以上の者の割
合は、男性で約４割、女性で約３割を占め
ている。また、１日の食塩摂取量が８ｇ以
下の者の割合は、男性で約２割、女性で約
４割を占めている。(平成２８年県民健康・
栄養調査)
１日に３０分以上軽く汗をかく運動を週２
回以上している者の割合は、男性で約３
割、女性で約２割を占めている。(平成２８
年県民健康・栄養調査)

【 ア 生活習慣病等の改善 】

【 イ 感染症対策 】

【全体目標Ⅰ】科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 （１次予防、がん検診）

１次予防

【 イ 感染症対策 】

－ 30 －



（２）がんの２次予防（早期発見・早期受診） 　（がん検診）

最終アウトカム 状　況 数値目標 備考

中間アウトカム 状　況 わ

具体的施策
実施
主体

重点
施策

評価 取組状況 番号 内容 傾向

最終
2

数
8

臨床進行度　がんと診
断された時点での病巣
の広がりが、早期がん
（上皮内及び限局）の
割合

増加

数
9

科学的根拠に基づくが
ん検診（対策型検診）
を実施している市町村
数

全市町村

数
10

市町村が実施するがん
検診の精密検査受診率

増加

施策
9

 県生活習慣病検診管理指導
協議会における精度管理や
事業評価の実施

県 － ○
各種がん部会、子宮頸がん検診精度
管理事業を実施

－ － － －

施策
10

がん検診従事者講習会やが
ん検診担当者会議の充実

県 － ◎
がん検診担当者会議及び研修会、
各種がん検診従事者講習会を実施
（島根県環境保健公社へ委託）

－ － － －

施策
11

指針に基づいたがん検診の
実施および精度管理の向上

市町
村

重点
施策

◎
市町村又は圏域単位でがん検診の事
業評価及び精度管理向上に関する検
討会を実施

－ － － －

施策
12

検診の質の向上
検診
機関

－ ◎
各種がん検診の読影委員会及び研修
会の開催、各団体が開催する外部精
度管理への参加の実施

－ － － －

施策
13

効果的ながん検診を実施す
るためのデータ収集・分析
の実施

県 － ○
がん検診の事業評価や効果的な事業
の企画立案のために必要なデータの
集計・分析・提供を実施

－ － － －

施策
14

圏域では、罹患・死亡状況
などから重点的に取り組む
がん種を決定し、それに対
応したがん検診の精度管理
を実施

県、
市町
村

重点
施策

◎ 圏域がん対策推進事業を実施 － － － －

がんに罹患した場合でも早期発見・早期受診につな
がっている

中間
3

科学的根拠に基づくがん検診を精度管理の下で
実施

胃・肺・乳がんでは早期がん割合が増加
し、胃・肺がんでは目標値１０％増加を達
成した
大腸・子宮頸がんは、やや減少した

全１９市町村で国の指針に基づく対策型検
診を実施した

胃がん検診ではやや減少したが、他の肺・
大腸・子宮頸・乳がん検診では増加し、乳
がん検診は目標値９０％以上を達成した

【 ア 精度管理の徹底 】

がん検診

－ 31 －



最終アウトカム 状　況 数値目標 備考

中間アウトカム 状　況 わ

具体的施策
実施
主体

重点
施策

評価 取組状況 番号 内容 傾向

最終
2

中間
4

数
11

島根県全体のがん検診
受診率

増加

施策
15

検診の実態を把握し、その
結果から効果的な検診体制
の整備を実施

県 － ◎ 島根県がん検診実施体制調査を実施 － － － －

施策
16

働き盛り世代に対し、かか
りつけ医からの受診勧奨を
実施

県
重点
施策

◎
受診勧奨リーフレットを作成し、か
かりつけ医からの受診勧奨を実施

－ － － －

施策
17

がん検診と特定健診の同時
受診の促進を図る

市町
村、
協会
けん
ぽ

－ ◎

協会けんぽでは、特定健診にがん検
診をセットした「生活習慣病予防健
診」の実施、集団健診に市町村のが
ん検診をセットして実施

－ － － －

施策
18

（再掲：施策4）事業所と連
携した情報提供の実施

県 － ◎

（再掲：施策4）従業員の健康づく
り・健康経営に取り組み、特にがん
の１次予防、がん検診受診促進、仕
事と治療の両立支援を行う事業所を
「しまね☆まめなカンパニー」とし
て認定登録し、事業所が取り組む優
良事例を県のHPで取り上げる等の支
援を実施

数
12

（再掲：数6）しまね
☆まめなカンパニー登
録事業所数

増加

施策
19

SNSを利用した若い世代に向
けた子宮頸がん検診受診向
上対策

県 － △
YouTubeやLINEによる啓発動画の配
信を検討

ʷ － ʷ －

施策
20

圏域では、罹患・死亡状況
などから重点的に取り組む
がん種を決定し、それに対
応したがん検診の受診率向
上対策を実施

県、
市町
村

重点
施策

◎ 圏域がん対策推進事業を実施
数
13

松江圏域のがん検診受
診率（市町村実施分）

増加

圏域ごとの重
点目標の進捗
状況は次頁に
掲載

数
14

雲南圏域のがん検診受
診率（市町村実施分）

増加

数
15

出雲圏域のがん検診受
診率（市町村実施分）

増加

数
16

大田圏域のがん検診受
診率（市町村実施分）

増加

数
17

浜田圏域のがん検診受
診率（市町村実施分）

増加

数
18

益田圏域のがん検診受
診率（市町村実施分）

増加

数
19

隠岐圏域のがん検診受
診率（市長町村実施
分）

増加

働き盛り世代の受診率が向上している

肺・大腸・乳がん検診は前回よりも受診率
が増加した。また、目標値５０％を超えた
のは、肺がん検診のみであった

【 イ 働き盛り世代への受診率向上対策 】

がん検診
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施策
20

圏域では、罹患・死亡状況などから重点的に取り組むがん種を決定し、それに対応したがん検診の受診率向上を実施

 圏域ごとの重点目標の進捗状況

圏域 重点目標 進捗状況（中間年における現状） 課題（今後の取組）

松江圏域

大腸がん検診受診率、精密検査受診率向上と
生活習慣の改善に向けた取組の推進

・大腸がん検診受診率は低下し、県全体より
低い。
・大腸がん検診精密検査受診率は改善し、県
全体より高い。

・罹患率が上がる４０～６０歳代の働き盛り
世代への取組を行うことが必要。

雲南圏域

大腸がん検診の受診率の向上と精密検査の確
実な受診による早期発見・早期受診等の意識
啓発を図る

・大腸がん検診受診率は低下している。
・大腸がん検診精密検査受診率は低く、未把
握率が県よりも高い。

・大腸がん検診の受診勧奨が必要。
・大腸がん検診精密検査の受診勧奨、未把握
率を低くするための取組が必要。

出雲圏域

肺がん・胃がんの発生リスクの低減と早期発
見によるがん予防の推進

・胃がん検診受診率は県内で最も低い状況が
続いている。
・肺がん検診は、令和元年度より胸部X線及
び喀痰検査を実施している。

・受診率向上のための新たな取り組み（胃内
視鏡検診導入）を引き続き検討。
・肺がん検診は今後評価が必要。

大田圏域

特に壮年期に対して、5つのがんの早期発
見・受診と発症予防の推進

・５つのがんの受診率は県全体より高いが、
胃がんと肺がんは減少傾向。
・精密検査は胃がんを除く４つのがんで県平
均より高い。

・がん検診の正しい知識の普及や事業評価、
実施体制の検討が必要

浜田圏域

〇壮年期における胃がんの発症予防とがん検
診による早期発見の推進
〇男性の肺がん、女性の乳がんの発症予防と
がん検診による早期発見の推進

・乳がん検診受診率は、県全体より高い。
・胃がん及び肺がん検診受診率は、県全体よ
り低い。

・これまでの取組に加え、事業所訪問時に聞
き取りを行い適切な情報提供をするなど、事
業所への支援を強化していくことが必要。

益田圏域

子宮頸がん検診受診率・精密検査受診率向上
と働き盛り世代の生活習慣改善に向けた取組
の推進

・子宮頸がん検診受診率は、増加傾向であ
る。
・子宮頸がん検診精密検査受診率は、増加傾
向だが県内で一番低い。

・これまでの取組に加え、対象者を絞り普
及・啓発活動に取組の強化が必要。

隠岐圏域

肺がん、大腸がん、乳がんの発生リスクの低
減と早期発見の推進

・３つのがん検診受診率は、県全体より高い
が、肺がん及び大腸がんは減少傾向にある。
・がん検診精密検査受診率は、全てのがんで
県全体より高い。

・正しい知識の普及や検診受診率向上の取
組、発症予防に向けて取組の推進が必要。

－ 33 －



（１）どこに住んでいても安心してがん医療が受けられる体制の構築 （がん医療）

最終アウトカム 状　況 数値目標 備考

中間アウトカム 状　況 わ

具体的施策
実施
主体

重点
施策

評価 取組状況 番号 内容 傾向

数
20

全がんの５年相対生存
率

増加

・島根県はH19(2007)年
から地域がん登録を開
始し、H28(2016)年から
「がん登録推進法」に
基づく全国がん登録に
移行
・地域がん登録と全国
がん登録では集計方法
が異なるため、計画策
定時と中間年では集計
方法が異なる

数
21

納得のいく治療選択：
がんの診断から治療開
始までの状況を総合的
に振り返って、納得い
く治療選択ができたと
回答した患者の割合

参考値 77.8% 患者体験調査

中間
5

数
22

医療の進歩の実感：
一般の人が受けられる
がん医療は数年前と比
べて進歩したと回答し
た患者の割合

参考値 76.6% 患者体験調査

施策
21

拠点病院体制の維持及び質
の向上に必要な施策の実施

県
重点
施策

◎
がん診療連携拠点病院機能強化補助
金を交付。拠点病院の指定要件の充
足状況について関係者と協議

数
23

がん診療連携拠点病院
数

維持

施策
22

拠点病院における連携体制
の強化及び医療提供体制の
質の向上(都道府県拠点病
院)

島根
大学
医学
部附
属病
院

重点
施策

◎

島根県がん診療ネットワーク協議
会、がん相談員実務担当者会、がん
登録部会、がん診療部会、がん医療
従事者研修会を開催

ʷ － ʷ －

施策
23

拠点病院における連携体制
の強化及び医療提供体制の
質の向上(地域拠点病院)

松江市立病
院、松江赤
十字病院、
県立中央病
院、浜田医
療センター

重点
施策

◎

地域連携パスの活用。まめネットを
活用したオンライン会議、カンファ
レンスの開催
新規開業診療所への訪問、がんパス
に関する研修会の開催

ʷ － ʷ －

施策
24

【新規】
がんゲノム医療体制の整備

県、島根大
学医学部附
属病院、松
江市立病
院、松江赤
十字病院、
県立中央病
院

重点
施策

◎

がんゲノム医療連携病院として、島
根大学医学部附属病院、松江市立病
院、松江赤十字病院、県立中央病院
の４病院を整備

数
24

【新規】
がんゲノム医療連携病
院数

維持 －

最終
3

県内どこに住んでいても安心してがん医療が受けら
れている

全がんの５年相対生存率は、60.2％である

また、納得のいく治療選択ができたと感じ
る患者の割合は、約８割を占める

拠点病院体制を維持し、患者が適切ながん医療
を受けられている

医療の進歩を実感している患者の割合は、
約８割を占めている

【 ア 拠点病院体制の維持と医療機能の向上 】

【全体目標Ⅱ】患者本位で将来にわたって持続可能なしまねらしいがん医療の実現（がん医療、緩和ケア）

がん医療
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最終アウトカム 状　況 数値目標 備考

中間アウトカム 状　況 わ

具体的施策
実施
主体

重点
施策

評価 取組状況 番号 内容 傾向

数
25

圏域内受診率（外来） 増加
中間年
の値な
し

R2年度データ
ブックへの掲
載に向け、厚
生労働省で作
業中

数
26

紹介先医療機関の支障
のない受診：
紹介先の医療機関を支
障なく受診できたと回
答した患者の割合

 参考値 80.3% 患者体験調査

施策
25

益田赤十字病院の地域がん
診療病院指定に向けた支援
の実施

県
重点
施策

○
益田赤十字病院の地域がん診療病院
指定に向け、協議を継続中

数
27

地域がん診療病院の数 増加

施策
26

（再掲：施策22）拠点病院
における連携体制の強化及
び医療提供体制の質の向上
(都道府県拠点病院)

島根
大学
医学
部附
属病
院

重点
施策

◎

（再掲：施策22）島根県がん診療
ネットワーク協議会、がん相談員実
務担当者会、がん登録部会、がん診
療部会、がん医療従事者研修会を開
催

ʷ － ʷ －

施策
27

（再掲：施策23）拠点病院
における連携体制の強化及
び医療提供体制の質の向上
(地域拠点病院)

松江市立病
院、松江赤
十字病院、
県立中央病
院、浜田医
療センター

重点
施策

◎

（再掲：施策23）地域連携パスの活
用、まめネットを活用したオンライ
ン会議、カンファレンスの開催
新規開業診療所への訪問、がんパス
に関する研修会の開催

ʷ － ʷ －

数
28

24時間対応が可能な在
宅医療を提供している
医療機関数（成人）

増加
中間年
の値な
し

令和４年年度
調査実施予定

数
29

24時間対応が可能な在
宅医療を提供している
医療機関数（小児）

増加
中間年
の値な
し

令和４年年度
調査実施予定

施策
29

病院間や病院と診療所・介
護施設等の連携強化(地域の
病院におけるがんチーム医
療の向上）

県、
拠点
病院

重点
施策

○

がんチーム医療づくり推進事業を実
施
在宅緩和ケア他職種カンファレンス
研修会、ELNEC研修会、国立がん研究
センター開催の研修会への参加

ʷ － ʷ －

施策
30

病院間や病院と診療所・介
護施設等の連携強化（診療
所や介護施設等の連携体制
を強化する事業の実施・検
討）

県、
拠点
病院

－ ◎

緩和ケア他職種カンファレンスコア
委員会を開催し、ケアマネージャー
協会等との間で事例検討、情報共
有、意見交換を実施

ʷ － ʷ －

中間
7

数
30

妊孕性についての説
明：
最初のがん治療が開始
される前に、医師から
その治療による不妊の
影響について説明が
あったと回答した患
者・家族の割合（40歳
未満）

 参考値 40.8% 患者体験調査

施策
31

高度な医療や県外での治療
等へのアクセスが可能とな
る事業の検討

県、
拠点
病院

－ ◎

ゲノム診療部の創設、遺伝子パネル検査
の導入
適応外薬や未承認薬の使用を検討する審
査委員会の設置、臨床研究内容のホーム
ページでの情報公開
先進的な医療について広報誌での周知

ʷ － ʷ －

施策
32

【新規】
（再掲：施策24）がんゲノ
ム医療体制の整備

県、島根大
学医学部附
属病院、松
江市立病
院、松江赤
十字病院、
県立中央病
院

重点
施策

◎

（再掲：施策24）がんゲノム医療連
携病院として、島根大学医学部附属
病院、松江市立病院、松江赤十字病
院、県立中央病院の４病院を整備

数
31

【新規】
（再掲：数24）がんゲ
ノム医療連携病院数

維持 －

施策
33

【新規】
【小児・ＡＹＡ】生殖機能
の温存等に関する施策の実
施

県、
拠点
病院
等

重点
施策

◎

島根県がん・生殖医療ネットワーク
を構築し、妊孕性温存療法について
の患者への情報提供体制や医療機関
間の連携フローを整備し、助成事業
の実施要綱等を検討

ʷ － ʷ －

高度な医療等へのアクセスが可能になっている

治療開始前に、生殖機能への影響に関する説
明を受けた患者・家族の割合は、約４割を占
める

最終
3

中間
6

拠点病院と地域の病院等の機能分担による連携
強化が図られている

地域の病院のがん医療のレベルアップに向
け、拠点病院と地域の病院の連携に取り組ん
でいる

また、紹介先医療機関を支障なく受診できた
と感じる患者の割合は、約８割を占める

施策
28

病院間や病院と診療所・介
護施設等の連携強化（拠点
病院から地域の病院へ患者
が紹介される取り組みへの
支援)

県、
島根
大学
医学
部附
属病
院

－ ◎

地域連携パスを活用し、患者が望む
地域の医療機関への紹介
外来通院患者からの在宅療養の相談
に対し、地域の在宅療養所等の紹
介、連携

【 イ 拠点病院と地域の病院等の連携・機能分担

の推進 】

【 ウ 高度医療等へのアクセス 】

がん医療
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（２）切れ目のない緩和ケアの提供　（緩和ケア）

最終アウトカム 状　況 数値目標 備考

中間アウトカム 状　況 わ

具体的施策
実施
主体

重点
施策

評価 取組状況 番号 内容 傾向

数
32

身体的苦痛（痛みに限
らず包括的）：
がんやがん治療に伴う
身体の苦痛がないと回
答した患者の割合

参考値 51.1% 患者体験調査

数
33

精神的苦痛：
がんやがん治療に伴い
気持ちがつらくないと
回答した患者の割合

参考値 68.6% 患者体験調査

数
34

医療者は患者のつらい
症状にすみやかに対応
していたと回答した遺
族の割合

参考値 85.0% 遺族調査

数
35

がんに伴う痛み：
がんやがん治療に伴う
痛みがないと回答した
患者の割合

参考値 77.3% 患者体験調査

施策
34

患者とその家族に関わる医
療・介護従事者のより一層
の人材育成(緩和ケアに係る
研修会)

県、
拠点
病院

－ ◎
国の定める緩和ケア研修会、がん診
療連携拠点病院医療従事者研修会、
ELNEC研修会、講演会等を開催

数
36

緩和ケア研修会を受講し
た医師の割合
拠点病院等１年以上所属
するがん診療に携わる医
師・歯科医師
拠点病院等臨床研修医

増加

施策
35

患者とその家族に関わる医
療・介護従事者のより一層
の人材育成(医師以外)

県、
医療
機関

－ ◎

島根県がん診療拠点病院がん看護研
修（緩和ケア）、緩和ケア地域連携
検討会、在宅緩和ケア多種職カン
ファレンス研修会、ELNEC研修会、
在宅PCAポンプ研修会等を実施

ʷ － ʷ －

施策
36

緩和ケアを適切に提供する
ための取組の強化

県、島
根大学
医学部
附属病
院、医
療機関

－ △

苦痛のスクリーニング実態把握調査
実施、苦痛のスクリーニングを外来
入院患者等に実施、緩和ケア連携パ
スを活用、緩和ケアチームへ看護専
門看護師・緩和ケア認定看護師を配
置、患者の外出等に際しPCAポンプ
を提供

数
37

苦痛のスクリーニング
を行っている施設数

増加

施策
37

個別の状況に応じた緩和ケ
アや、グリーフケアに対す
る取組の検討

県、
拠点
病院
等

－ ◎

デスカンファレンスの実施、グリー
フハガキの送付、遺族会の定期開
催。ACPの普及啓発、自死患者の対
応について今後に生かせるよう診療
科・精神科医師等でカンファレンス
を開催

ʷ － ʷ －

中間
9

数
38

患者は望んだ場所で過
ごせたと回答した遺族
の割合

参考値 54.8% 遺族調査

数
39

成人の患者に対してが
ん性疼痛等に対する緩
和ケアが実施できる診
療所

増加
中間年
の値な
し

令和４年年度調
査実施予定

数
40

成人の患者に対して医
療用麻薬を提供できる
体制を有する医療機関

増加
中間年
の値な
し

令和４年年度調
査実施予定

施策
39

圏域ごとの在宅緩和ケア提
供体制の強化

県
重点
施策

◎

緩和ケアネットワーク会議開催、緩
和ケア従事者研修会実施、遺族聞取
調査の実施及び結果配布、圏域在宅
医療・緩和ケア資源情報の更新、住
民への普及啓発、ハンドブック作成
〈県、市町村〉

数
41

緩和ケアネットワーク
会議を開催している圏
域

全圏域

中間
10

数
42

希望の尊重:治療におけ
る希望が尊重されたと
回答した患者の割合

参考値 79.6% 患者体験調査

施策
40

意思決定支援に対する取組
の検討

県、
拠点
病院
等

－ ◎

ACPの普及啓発、ワーキング、検討
会を実施、終末期の意思決定に係る
マニュアルの整備・共有、終末医療
にかかるガイドライン作成

ʷ － ʷ －

患者とその家族が、自分らしく生きるために治
療や療養生活を自己選択し、その状況に満足し
ている

治療における希望が尊重されたと感じる患
者の割合は、約８割を占めている

患者が望む場所で適切な緩和ケアを受けられて
いる

患者は望んだ場所で過ごせたと思う遺族の
割合は、約６割を占めている

施策
38

地域での緩和ケアの提供を
支える基盤の強化

県、
医療
機関

－

拠点病院主催の緩和ケア研修会を医
療機関及び各医師会へ案内

令和３年度から実施する在宅医への
緩和ケア研修会の企画及び準備

△

最終
4

患者やその家族の苦痛やつらさが緩和され、生活の
質が向上している

身体的・精神心理的な苦痛を抱える患者の
割合は、約５～７割を占めている

中間
8

がん診療に携わるすべての医療・介護従事者が
患者とその家族の身体的・精神的・心理社会的
痛みに対応できている

医療者が患者のつらさにすみやかに対応し
ていたと思う遺族の割合は、約９割を占め
ている

また、がんやがん治療に伴う痛みを抱えて
いない患者の割合は、約８割を占めている

【 ア 緩和ケア提供体制の強化 】

【 イ 自宅や介護施設等における緩和ケアの充実 】

【 ウ 意思決定支援 】

緩和ケア

－ 36 －



（１）患者・家族の治療や療養生活の悩みが軽減するための支援（患者家族支援）　

最終アウトカム 状　況 数値目標 備考

中間アウトカム 状　況 わ

具体的施策
実施
主体

重点
施策

評価 取組状況 番号 内容 傾向

数
43

自分らしい日常生活：
現在自分らしい日常生
活を送れていると回答
した患者の割合

参考値 77.2% 患者体験調査

数
44

家族への支援・サービ
ス・場所:
がん患者の家族の悩み
や負担を相談できる支
援・サービス・場所が
十分あると回答した患
者・家族の割合

参考値 53.7% 患者体験調査

中間
11

数
45

療養に関する相談：
治療開始前に病気のこ
とや療養生活について
誰かに相談できた患者
の割合

参考値 77.1% 患者体験調査

施策
41

国が提唱する統括相談支援
センター（がん患者家族サ
ポートセンター）の運営

県
島根
大学
医学
部附
属病
院

－ ◎

島根県がん診療ネットワーク協議会
がん相談員実務担当者会と連携し、
相談員等研修会、ピアサポーター相
談会・フォローアップ研修、就労支
援、広報活動を企画運営、情報共有
の実施

－ － － －

施策
42

がん相談支援センターの認
知度向上

拠点
病院
の医
療従
事者

－ ◎
ホームページ、院内掲示、パンフ
レット、ケーブルテレビ、YouTube
等で周知

数
46

がん相談支援センター
の認知度：
がん相談支援センター
を知っていると回答し
た患者・家族の割合

参考値 75.9% 患者体験調査

施策
43

がん相談支援体制の広域連
携の構築

県、
サ
ポー
トセ
ン
ター
、拠
点病

－ ◎

鳥取県及び国立がん研究センターと
の共催による相談員研修の実施、ま
めネット会議サービスを活用した
webカンファレンス開催

－ － － －

中間
12

数
47

がん相談支援センター
の利用：
がん相談支援センター
を利用したことがある
と回答した患者・家族
の割合（がん相談セン
ターを知っていると回
答した患者・家族のう
ち）

参考値 13.5% 患者体験調査

施策
44

がん相談に関わる相談員の
より一層の資質向上

県、
サ
ポー
トセ
ン
ター
、拠
点病

－ ◎

島根県がん診療ネットワーク協議会
がん相談員実務担当者会の開催、各
種がん相談員研修の実施及び参加、
国立がん研究センター認定がん専門
員認定増

数
48

がん患者・家族サポー
トセンターが実施する
資質向上研修を受講し
た病院の割合

増加

令和２年度は新
型コロナウィル
ス感染症の影響
を受けたが、工
夫して開催した

施策
45

（再掲：施策43）がん相談
支援体制の広域連携の構築

県、
サ
ポー
トセ
ン
ター
、拠
点病

－ ◎

（再掲：施策43）鳥取県及び国立が
ん研究センターとの共催による相談
員研修の実施、まめネット会議サー
ビスを活用したwebカンファレンス
開催

－ － － －

中間
13

－ － － －

施策
46

わかりやすく確実に伝わる
情報提供の実施（ホーム
ページ、SNS、しまねのがん
サポートブック等）

県
重点
施策

〇

ホームページのリニューアル、情報
更新
県立図書館におけるがん関連図書整
備

－ － － －

施策
47

わかりやすく確実に伝わる
情報提供の実施（SNSは双方
向の情報発信が可能である
特性を活かし、県民からの
反応に対して、必要な対応
を行う）

県
重点
施策

△
県民からの問合せは電話であり、が
ん相談支援センターを紹介する等の
対応をしている。

－ － － －

施策
48

正しいがん情報の提供
拠点
病院
等

－ ◎

ホームページに各診療科の治療実績
を掲載、がん情報センター（イン
ターネット、冊子等）の活用、お食
事読本（がん治療中の食事内容につ
いて患者に情報提供するもの）の作
成と情報提供、がん遺伝子パネル検
査についてのパンフレット作成

－ － － －

患者やその家族が正しい情報を得られている
県及び医療機関、マスコミ、患者等が協働
して、正しい情報が患者や家族に伝わるよ
う努めている

最終
5

患者とその家族の治療や療養生活の悩みが軽減して
いる

自分らしい日常生活が送ることができてい
ると感じる患者の割合は、約８割を占めて
いる

また、家族の悩みや負担を相談できる支援
が十分あると感じている患者・家族の割合
は、約５割を占めている

患者が相談できる環境があると感じている
がん診断から治療開始前に病気や療養生活
について相談できたと感じる患者の割合
は、約８割を占める

がん相談支援センター等が患者やその家族の
不安や悩みに対応できている

がん相談支援センターを利用したことがあ
る患者・家族の割合は、約１割を占める
（がん相談支援センターを知っている患
者・家族のうち）

【 ア がん相談支援体制の充実 】

【 イ 正しい情報の提供 】

【全体目標Ⅲ】尊厳をもって安心して暮らせる社会の構築 （患者家族支援、がん教育）

患者家族支援

－ 37 －



最終アウトカム 状　況 数値目標 備考

中間アウトカム 状　況 わ

具体的施策
実施
主体

重点
施策

評価 取組状況 番号 内容 傾向

中間
14

数
49

ピアサポート利用者満
足度

増加
中間年
の値な
し

コロナウイル
ス感染症の影
響のため測定
困難

施策
49

ピアサポートの充実(患者サ
ロン、ピアサポーター相談
会)

県、サ
ポート
セン
ター、
拠点病
院等

重点
施策

◎

ピアサポーター相談会の実施及び支
援、がんサロン活動への支援、「小
児がん経験者の親の交流会」の実
施、遺伝性がんの当事者を対象とし
た講演会・意見交換会の実施

－ － － －

中間
15

－ － － －

施策
50

社会生活支援(就労以外)の
充実

県、
拠点
病院
等

- ◎

ウィッグ・補整下着補助、外来化学
療法室のパウダールームを設置しア
ピアランスケア支援、がん治療に関
連した医療費等の制度説明会実施

－ － － －

中間
16

数
50

小児・AYA患者家族
が、相談体制が整って
いると感じている割合

参考値 57.7%
島根県健康推
進課調査

施策
51

【小児・ＡＹＡ】患者に必
要な施策の検討・実施

県、
拠点
病院

重点
施策

◎

小児・AYA世代患者実態調査を実
施。小児・AYA世代のがん対策部会
の開催
AYA世代交流会開催への支援、がん
相談支援センターでの情報提供

－ － － －

施策
52

【小児・ＡＹＡ】世代特有
の課題へのワーキンググ
ループの開催（患者きょう
だいへの支援の検討）

県、
拠点
病院

重点
施策

◎
子どもとAYA世代サポートセンター
の設置、小冊子を活用した情報提供

－ － － －

中間
17

数
51

小児・AYA患者家族
が、不安や悩みが軽減
されていると感じてい
る割合

参考値 69.3%
島根県健康推
進課調査

施策
53

【小児・ＡＹＡ】家族の付
き添い支援の実施

島根
大学
医学
部附
属病
院

－ ◎
入院児童等家族宿泊施設「だんだん
ハウス」の運営

－ － － －

施策
54

【小児・ＡＹＡ】世代特有
の課題へのワーキンググ
ループの開催（生殖機能の
温存等に関する施策の実施
を検討）

県 － ◎

小児・AYA世代のがん対策部会の開
催、島根県がん・生殖医療ネット
ワーク構築や妊孕性温存療法に係る
助成事業の検討

－ － － －

施策
55

【新規】
（再掲：施策33）【小児・
ＡＹＡ】生殖機能の温存等
に関する施策の実施

県、
拠点
病院
等

重点
施策

◎

（再掲：施策33）島根県がん・生殖
医療ネットワークを構築し、妊孕性
温存療法についての患者への情報提
供体制や医療機関間の連携フローを
整備し、助成事業の実施要綱等を検
討

－ － － －

中間
18

数
52

小児・AYA患者家族
が、保育・教育を受け
られる環境が整備され
ていると感じている割
合

参考値 82.1%
島根県健康推
進課調査

施策
56

【ＡＹＡ】世代特有の課題
へのワーキンググループの
開催（療養中の保育や高等
教育のあり方の検討）

県 － ◎

高校生がん患者の教育支援検討会を
開催。入院中の高校生がん患者に対
する遠隔授業実施の支援フローを検
討、作成

－ － － －

【小児ＡＹＡ】医療機関や相談支援センターが
患者やその家族の不安や悩みに対応できている

小児・AYA世代のがん患者特有の不安や気が
かりの軽減に向けた施策を実施

【小児ＡＹＡ】患者が療養生活において保育・
教育を受けられる環境が整備されている

教育支援フローを作成し、入院中の患者が
遠隔授業を受けやすい体制整備に取り組ん
でいる

最終
5

患者やその家族がピアサポートを受けることで
悩みが軽減できている

ピアサポートを利用した患者家族からの
「コロナ禍でも連絡を取り合い、励まし
合っている」「気持ちを聴いてもらってら
くになった」等の声が、各患者サロンやが
ん患者・家族サポートセンター等に寄せら
れている

患者のＱＯＬが向上している

アピアランスケア支援により、患者が自分
らしく過ごせるように、また、患者と社会
をつなぐように努めている

【小児・AYA】患者や家族が相談できる環境が
整っている

小児・AYA世代のがん患者やその家族が抱え
る様々な疑問や不安について、相談できる
環境の整備に取り組んでいる

【 ウ ピアサポートの充実 】

【 エ がん患者が自分らしくあるための社会生活

支援の充実 】

【 オ ライフステージ別支援の実施】

患者家族支援

－ 38 －



最終アウトカム 状　況 数値目標 備考

中間アウトカム 状　況 わ

具体的施策
実施
主体

重点
施策

評価 取組状況 番号 内容 傾向

数
53

休職・休業：
がんと診断された時の
仕事について「休職・
休業はしたが、退職・
廃業はしなかった」と
回答した患者の割合

参考値 55.2% 患者体験調査

数
54

就労に際する配慮：
職場や仕事上の関係者
から治療と仕事を両方
続けられるような勤務
上の配慮があったと回
答した患者の割合

参考値 61.3% 患者体験調査

施策
57

就労支援相談会等の開催
（がん患者への両立支援を
推進）

県、拠点
病院等、
ハロー
ワーク、
産業保健
総合支援
センター
等

－ ◎

島根県産業保健総合支援センター、
就労支援ナビゲーター（ハローワー
ク）、拠点病院が連携し、両立支援
相談会及び就労相談会を実施。島根
労働局が主催する島根県地域両立支
援推進チームに参画

－ － － －

施策
58

就労支援相談会等の開催
（事業所への両立支援を推
進）

県、拠点
病院等、
島根労働
局、産業
保健総合
支援セン
ター等

－ ◎

出張相談窓口の開設
島根県地域両立支援推進チームの活
動を通じ、「事業場における治療と
仕事の両立支援のためのガイドライ
ン」及び企業と医療機関の連携のた
めのマニュアルの周知、事業場にお
ける両立支援の実態把握

－ － － －

施策
59

復職支援モデル事業の実施

県、
ハ
ロー
ワー
ク

重点
施策

○ 嘱託職員を雇用し、情報発信を実施 － － － －

施策
60

（再掲：施策4）事業所と連
携した情報提供の実施

県 － ◎

（再掲：施策4）従業員の健康づく
り・健康経営に取り組み、特にがん
の１次予防、がん検診受診促進、仕
事と治療の両立支援を行う事業所を
「しまね☆まめなカンパニー」とし
て認定登録し、事業所が取り組む優
良事例を県のHPで取り上げる等の支
援を実施

数
55

（再掲：数6）しまね
☆まめなカンパニー登
録事業所数

増加

中間
20

－ － － －

施策
61

がん患者を親に持つ子ども
等に対する必要な支援の検
討

県、
拠点
病院

－ ◎

「子どもとAYA世代サポートセン
ター」の設置
がんの親をもつ子ども達への支援と
してCLIMBプログラムを開催

－ － － －

中間
21

－ － － －

施策
62

がん患者及びその家族に対
する必要な支援の実施

県、
拠点
病院
等

－ ◎

マンガ「ACP=人生会議って何だろ
う」を作成しACPの普及啓発を実施
認知症ケアチームや緩和ケアチーム
等及び精神科医や看護師、歯科医師
等と連携し、対応を検討し支援

－ － － －

がんと診断後も仕事を継続していた患者の
割合は、約５割を占める

また、治療と仕事を両立するための勤務上
の配慮がなされている患者の割合は、約６
割を占める

地域包括ケア等で関係者が一体となって方
策を検討し、支援に取り組んでいる

医療機関や公的機関、民間等の様々な機関
が一体となって子育て支援を実施

最終
5

【高齢者】意思決定支援が可能となるための方
策の検討

【働き盛り】患者が療養生活と仕事を両立でき
ている

中間
19

【働き盛り】患者の子供等の悩みが軽減できて
いる

患者家族支援

－ 39 －



（２）がんを正しく理解し、がんに向き合うためのがん教育（がん教育）

最終アウトカム 状　況 数値目標 備考

中間アウトカム 状　況 わ

具体的施策
実施
主体

重点
施策

評価 取組状況 番号 内容 傾向

数
56

がんに対する偏見：
（家族以外の）周囲の
人からがんに対する偏
見を感じると回答した
患者の割合

参考値 3.7% 患者体験調査

数
57

周囲からの不必要な気
遣い：
がんと診断されてから
周囲に不必要に気を遣
われていると感じると
回答した患者の割合

参考値 6.1% 患者体験調査

中間
22

23

－ － － －

施策
63

子どもへのがん教育の円滑
な実施

学校
重点
施策

◎
公立学校において、がん教育を実施
した小学校は約５割、中学校及び高
等学校は約７割である

数
58

学校におけるがん教育
の実施率

増加

施策
64

校内研修の実施 学校 － ○
公立学校において、がん教育に関す
る校内研修率は、小学校及び中学
校、高等学校において１割弱である

数
59

学校におけるがん教育
に関する校内研修の実
施率

増加

施策
65

外部講師の養成 県 － ◎

がん教育外部講師養成研修及びフォ
ローアップ研修を実施
外部講師は医療機関やサロン等１７
団体及び個人２６名をリストへ掲載
し、各学校へ周知

数
60

がん教育の外部講師養
成研修受講者数（H29
～R4年度の累計）

増加

中間
24

25

－ － － －

施策
66

子どもへのがん教育を通じ
て大人への正しいがん情報
の提供

県 － ○
がん教育研修会や養護教諭研修にお
いて啓発するとともに、公開授業を
実施

数
61

がん教育を公開実施し
た学校の割合

増加

施策
67

わかりやすく確実に伝わる
情報提供の実施（ホーム
ページ、SNS、広報等）

県
重点
施策

○

ホームページのリニューアル、情報
更新
県立図書館におけるがん関連図書整
備

－ － － －

施策
68

わかりやすく確実に伝わる
情報提供の実施（SNSは双方
向の情報発信が可能である
特性を活かし、県民からの
反応に対して、必要な対応
を行う）

県
重点
施策

△
県民からの問合せは電話であり、が
ん相談支援センターを紹介する等の
対応をしている。

－ － － －

施策
69

関係者と連携した情報提供
の実施

県、がん検
診啓発サ
ポーター、
島根県立大
学、各種団
体等

－ ◎
がん検診啓発サポーターによる啓発
及び情報発信の実施、「しまね☆ま
めなカンパニー」をHPに掲載

－ － － －

施策
70

（再掲：施策4）事業所と連
携した情報提供の実施

県 － ◎

（再掲：施策4）従業員の健康づく
り・健康経営に取り組み、特にがん
の１次予防、がん検診受診促進、仕
事と治療の両立支援を行う事業所を
「しまね☆まめなカンパニー」とし
て認定登録し、事業所が取り組む優
良事例を県のHPで取り上げる等の支
援を実施

数
62

（再掲：数6）しまね
☆まめなカンパニー登
録事業所数

増加

最終
6

県民が自分や身近な人ががんに罹患していてもそれ
を正しく理解し向き合えている

県民ががんについて正しく理解している

県民が健康や命の大切さについて理解している

（再掲：中間22）県民ががんについて正しく理
解している

（再掲：中間23）県民が健康や命の大切さにつ
いて理解している

がんに対する偏見があると感じる患者の割
合は、約１割を占める

また、周囲から不要な気遣いをされている
と感じる患者の割合は、約１割を占める

がんについて学ぶことで、自他の健康と命
の大切さに気付くことができるよう、学校
でのがん教育の取組みを推進している

子どもへのがん教育を通じた取組みや、企
業や各種団体と連携した取り組みを通じ
て、特に働き盛りである大人への社会教育
を推進している

【 ア 子どもへのがん教育 】

【 イ 大人へのがん教育 】

がん教育

]－ 40 －
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（計画策定時、中間年、目標値） 
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数 値 目 標
　（計画策定時、中間年、目標値）

項　目 計画策定時 中間年 目標値 傾向 用いる調査 備考

H29年 R2年 R5年

(2017年度) (2020年度) (2023年度)

数
1

がんの年齢調整死亡率（75歳未満人口10万対） H27年 H30年 R3年 低減している

(2015年) (2018年) （2021年）
基準値：第１期計画策
定時・H17(2005)年

男 低減 105.2 89.2 86.1 　男　131.5

女 低減 54.9 47.7 50.4   女　60.6

国立がん研究
センター　が
ん登録

【基本理念】すべての県民が、がんを知り、がんの克服を目指す

基本理念
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項　目 計画策定時 中間年 目標値 傾向 用いる調査 備考

H29年度 R2年度 R5年度

(2017年度) (2020年度) (2023年度)

（１）がんの１次予防（発生リスクの低減）　（１次予防）

数
2

最終 1
がんの年齢調整罹患率（人口10万対）

H25年 H29年 R1年度

　　（　）は上皮内がんを含む値 （2013年） （2017年） (2019年度）

胃がん 低減 60.9 56.3 低減

大腸がん 低減 51.8（81.9） 53.9（81.3） 低減

肺がん 低減 37.1（37.3） 45.5（45.6） 低減

子宮頸がん 低減  8.1（54.2） 14.7（68.6） 低減

乳がん 女 低減 73.2（84.1） 88.9（104.1） 低減

肝がん 低減 18.4 15.0 低減

数
3

中間 1
成人の喫煙率

H28年度 － R3年度

（2016年度） － （2021年度）

20～79歳 男 低減 27.4% － 12.3%

20～79歳 女 低減 4.4% － 3.2%

20～39歳 男 低減 30.3% － 17.7%

20～39歳 女 低減 7.1% － 5.4%

数
4

中間 1 H28年度 － R3年度

（2016年度） － （2021年度）

男 低減 14.7% － 13.0%

女 低減 7.1% － 6.4%

数
5

施策 2
重点
施策 H28年度 － R3年度

（2016年度） － （2021年度）

増加 74.30% － 100%

数
6

施策 4 H30年度 R2年度 R4年度

(2018年度） （2020年度） (2022年度）

増加 146事業所 210事業所 増加

数
7

中間 2 H30年度 R元年度 R3年度
島根県　肝炎対策
推進基本指針

（2018年度） （2019年度） (2021年度）
指針：H29年3月改
定

4年間の累計受検者数
数値目標：H30年
10月改定

3万人以上

16,157人男女
計

増加 6,260人

生活習慣のリスクを高める量
を飲酒している者の割合

敷地内・施設内禁煙、完全分
煙を実施している事業所の割
合

しまね☆まめなカンパニー登
録事業所数

肝炎ウイルス検査受検者数

島根県　健康
長寿しまね推
進計画　（事
業所健康づく
り調査）

・胃・肝がん低減
している

・大腸・肺・子宮
頸がん・乳がんは
増加している

－

－

・中間年の値なし
・令和4年度調査実
施予定

・中間年の値なし
・令和4年度調査実
施予定

島根県　健康
長寿しまね推
進計画　（県
民健康・栄養
調査）

－

島根県　健康
長寿しまね推
進計画　（県
民健康・栄養
調査）

・中間年の値なし
・令和4年度調査実
施予定

島根県　がん
登録

島根県　健康
推進課調査

【全体目標Ⅰ】科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 （１次予防、がん検診）

１次予防
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項　目 計画策定時 中間年 目標値 傾向 用いる調査 備考

H29年度 R2年度 R5年度

(2017年度) (2020年度) (2023年度)

（２）がんの２次予防（早期発見・早期受診）　（がん検診）

数
8

最終 2 H25年 H29年 R1年

（2013年） （2017年） （2019年）

胃がん 増加 55.1% 63.7% 10%増加

肺がん 増加 32.6% 40.0% 10%増加

大腸がん 増加 59.3% 58.4% 10%増加

子宮頸がん 増加 80.8% 79.1% 10%増加

乳がん 女 増加 60.3% 61.3% 10%増加

数
9

中間 3 H29年度 R2年度 R4年度

（2017年度） (2020年度) （2022年度）

全市
町村

15市町村 19市町村 19市町村

数
10

中間 3 H26年度 H29年 R1年度

（2014年度） （2017年） （2019年度）

40～74歳 増加 80.8% 78.0% 90.0%以上

40～74歳 増加 83.9% 85.3% 90.0%以上

40～74歳 増加 64.9% 68.3% 90.0%以上

20～74歳 増加 69.6% 77.1% 90.0%以上

40～74歳 増加 93.7% 95.2% 90.0%以上

数
11

中間 4 島根県全体のがん検診受診率 H28年度 R元年度 R4年度

（2016年度） （2019年度） (2022年度）

増加 45.9% 45.7% 50.0%以上

増加 53.8% 56.9% 50.0%以上

増加 46.6% 49.4% 50.0%以上

増加 40.5% 39.0% 50.0%以上

増加 43.0% 43.7% 50.0%以上

数
12

施策 18 H30年度 R2年度 R4年度

(2018年度） （2020年度） (2022年度）

増加 146事業所 210事業所 増加

胃がん

肺がん

大腸がん

子宮頸がん

乳がん

胃がん

子宮頸がん

大腸がん

肺がん

臨床進行度　早期がん（上皮
内及び限局）の割合

市町村が実施するがん検診の
精密検査受診率

科学的根拠に基づくがん検診
（対策型検診）を実施してい
る市町村数

（再掲：数6）しまね☆まめ
なカンパニー登録事業所数

乳がん

島根県　がん
登録

厚生労働省
市区町村にお
けるがん検診
の実施状況調
査

島根県　健康
推進課調査

・大腸がん、子宮
頸がんは減少

厚生労働省
国民生活基礎
調査

島根県　地域
保健健康増進
事業報告

がん検診
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項　目 計画策定時 中間年 目標値 傾向 用いる調査 備考

H29年度 R2年度 R5年度

(2017年度) (2020年度) (2023年度)

数
13

施策 20
重点
施策 H27年度 H30年度 R3年度

（2015年度） （2018年度） （2021年度）

大腸がん 増加 9.0% 7.4% 13.5%

数
14

施策 20
重点
施策 H27年度 H30年度 R3年度

（2015年度） （2018年度） （2021年度）

大腸がん 増加 12.2% 11.2% 20.0%

数
15

施策 20
重点
施策 H27年度 H30年度 R3年度

（2015年度） （2018年度） （2021年度）

胃がん 増加 0.8% 1.4% 1.2%

数
16

施策 20
重点
施策 H27年度 H30年度 R3年度

（2015年度） （2018年度） （2021年度）

肺がん 増加 18.2% 30.6% 50.0%

胃がん 増加 5.0% 6.7% 50.0%

大腸がん 増加 14.3% 10.6% 50.0%

子宮頸がん 増加 22.8% 23.8% 50.0%

乳がん 増加 22.6% 25.3% 50.0%

数
17

施策 20
重点
施策 H27年度 H30年度 R3年度

（2015年度） （2018年度） （2021年度）

胃がん 増加 2.4% 5.0% 5.5%

肺がん 増加 4.0% 4.1% 8.6%

乳がん 増加 21.6% 25.3% 30.0%

数
18

施策 20
重点
施策 H28年度 R元年度 R3年度

益田圏域がん
検診受診率

（2016年度） （2019年度） （2021年度）

子宮頸がん 増加 33.5% 30.9% 50.0%

数
19

施策 20
重点
施策 H27年度 H30年度 R3年度

（2015年度） （2018年度） （2021年度）

肺がん 増加 13.8% 11.8% 50.0%

大腸がん 増加 12.2% 8.9% 50.0%

乳がん 増加 24.2% 24.5% 50.0%

島根県　地域
保健健康増進
事業報告
(健康推進課)

島根県　地域
保健健康増進
事業報告
(健康推進課)

隠岐圏域のがん検診受診率
（市町村実施分）

益田圏域のがん検診受診率
（市町村実施分）
 ※女性20～69歳、市町村＋管内医療機関
＋環境保健公社／推計人口、２年に１回受
診とする

浜田圏域のがん検診受診率
（市町村実施分）

大田圏域のがん検診受診率
（市町村実施分）

出雲圏域のがん検診受診率
（市町村実施分）

雲南圏域のがん検診受診率
（市町村実施分）

松江圏域のがん検診受診率
（市町村実施分）

島根県　地域
保健健康増進
事業報告
(健康推進課)

島根県　地域
保健健康増進
事業報告
(健康推進課)

島根県　地域
保健健康増進
事業報告
(健康推進課)

 ※女性20～69歳、
市町村＋管内医療
機関＋環境保健公
社／推計人口、２
年に１回受診とす
る

※受診率はマ
ンモ単独＋マ
ンモ・視触診
併用

島根県　地域
保健健康増進
事業報告
(健康推進課)

がん検診
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項　目 計画策定時 中間年 目標値 傾向 用いる調査 備考

H29年度 R2年度 R5年度

(2017年度) (2020年度) (2023年度)

（１）どこに住んでいても安心してがん医療が受けられる体制の構築　（がん医療）

数
20

最終 3 全がんの５年相対生存率 H25年 H29年 R1年

（2013年） （2017年） （2019年）

増加 62.3% 60.2% 増加

※2008年診断症例 ※2012年診断症例

数
21

最終 3 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 77.8% －

数
22

中間 5 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 76.6% －

数
23

施策 21
重点
施策 H29年度 R2年度 R5年度

（2017年度） （2020年度） （2023年度）

維持 5施設 5施設 5施設

数
24

施策 24
重点
施策 － R2年度 R5年度

－ （2020年度） （2023年度）

維持 － 4施設 4施設

数
25

中間 6
圏域内受診率（外来）

H27年度 H30年度 R3年度

（2015年度） （2018年度） （2021年度）

雲南 増加 56.0% － 70.0%

大田 増加 59.7% － 70.0%

益田 増加 88.6% － 90.0%

隠岐 増加 81.6% － 90.0%

数
26

中間 6 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 80.3% －

数
27

施策 25
重点
施策

地域がん診療病院の数 H29年度 R2年度 R5年度

（2017年度） （2020年度） （2023年度）

増加 0施設 0施設 1施設

数
28

施策 28 H29年度 － R5年度

（2017年度） － （2023年度）

増加 164施設 － 増加

数
29

施策 28 H29年度 － R5年度

（2017年度） － （2023年度）

増加 20施設 － 増加

島根県内のがん診療連携拠点
病院の数

【新規】
がんゲノム医療連携病院数

紹介先医療機関の支障のない
受診：
紹介先の医療機関を支障なく
受診できたと回答した患者の
割合

納得のいく治療選択：
がんの診断から治療開始まで
の状況を総合的に振り返っ
て、納得いく治療選択ができ
たと回答した患者の割合

医療の進歩の実感：
一般の人が受けられるがん医
療は数年前と比べて進歩した
と回答した患者の割合

24時間対応が可能な在宅医療を提供し
ている医療機関数（成人）　県内病院及び
訪問看護ステーション並びに一部の診療所及び助産所
に対して医療機能の現状を調査、その結果を計画に掲
載し公表されることについて了解の上、当該医療機関
を持っていると回答した機関の数。以下、本調査の結
果を引用しているものについては、特に記載のある場
合を除き同様の集計方法による。

24時間対応が可能な在宅医療
を提供している医療機関数
（小児）

島根県　がん
登録

参考値

参考値

・島根県はH19(2007)年
から地域がん登録を開
始し、H28(2016)年から
「がん登録推進法」に
基づく全国がん登録に
移行
・地域がん登録と全国
がん登録では集計方法
が異なるため、計画策
定時と中間年では集計
方法が異なる

・中間年の値なし
・令和4年度調査実
施予定

・中間年の値なし
・令和4年度調査実
施予定

国立がん研究
センター　患
者体験調査

国立がん研究
センター　患
者体験調査

島根県　健康
推進課調査

厚生労働省指
定状況

・中間年の値なし
・R2年度データ
ブックへの掲載に
向け、厚生労働省
で作業中

国　医療計画
作成支援デー
タブック

－

－

－

島根県　医療
機能調査

島根県　健康
推進課調査

国立がん研究
センター　患
者体験調査

島根県　医療
機能調査

参考値

【全体目標Ⅱ】患者本位で将来にわたって持続可能なしまねらしいがん医療の実現 （がん医療、緩和ケア）

がん医療

－ 47 －



項　目 計画策定時 中間年 目標値 傾向 用いる調査 備考

H29年度 R2年度 R5年度

(2017年度) (2020年度) (2023年度)

中間 7 － H30年度 －

－ （2018年度） －

数
30

－ 40.8% －

数
31

施策 32
重点
施策 － R2年度 R5年度

－ （2020年度） （2023年度）

維持 － 4施設 4施設

妊孕性についての説明：
最初のがん治療が開始される
前に、医師からその治療によ
る不妊の影響について説明が
あったと回答した患者・家族
の割合（40歳未満）

参考値

【新規】
（再掲：数24）がんゲノム医
療連携病院数

国立がん研究
センター　患
者体験調査

厚生労働省指
定状況

がん医療

－ 48 －



項　目 計画策定時 中間年 目標値 傾向 用いる調査 備考

H29年度 R2年度 R5年度

(2017年度) (2020年度) (2023年度)

（２）切れ目のない緩和ケアの提供　（緩和ケア）

数
32

最終 4 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 51.1% －

数
33

最終 4 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 68.6% －

数
34

中間 8 － H30年度 －

－ (2018年度） －

－ 85.0% －

数
35

中間 8 － H30年度 －

－ (2018年度） －

－ 77.3% －

数
36

施策 34 － R2年度 R4年度

－ (2020年度） (2022年度）

－ 62.3% 69.0%

増加 － 96.5% 増加 －

増加 － 83.3% 増加 －

数
37

施策 36 H29年度 R2年度 R5年度

(2017年度） (2020年度） (2023年度）

増加 19施設 16施設 27施設

数
38

中間 9 － H30年度 －

－ (2018年度） －

－ 54.8% －

数
39

施策 38
重点
施策 H29年度 － R5年度

(2017年度） － (2023年度）

増加 98施設 － 増加

数
40

施策 38
重点
施策 H29年度 － R5年度

(2017年度） － (2023年度）

増加 228施設 － 増加

数
41

施策 39
重点
施策 H28年度 R1年度 R4年度

(2016年度） (2019年度） (2022年度）

全圏
域

６圏域 ７圏域 ７圏域

数
42

中間 10 － H30年度 －

－ （2018年度） －

74.6%－

身体的苦痛（痛みに限らず包
括的）：
がんやがん治療に伴う身体の
苦痛がないと回答した患者の
割合

精神的苦痛：
がんやがん治療に伴い気持ち
がつらくないと回答した患者
の割合

がんに伴う痛み：
がんやがん治療に伴う痛みが
ないと回答した患者の割合

患者は望んだ場所で過ごせた
と回答した遺族の割合

苦痛のスクリーニングを行っ
ている施設数

島根県　健康
推進課調査

国立がん研究
センター　遺
族調査

希望の尊重：
治療における希望が尊重され
たと回答した患者の割合

拠点病院等臨床研修医

拠点病院等１年以上所属するがん診
療に携わる医師・歯科医師

医療者は、患者のつらい症状
にすみやかに対応していたと
回答した遺族の割合

緩和ケア研修会を受講した医
師の割合
県内で受講した医師・歯科医師／
計算時最新の県内医師・歯科医師
数

参考値

参考値

国立がん研究
センター　患
者体験調査

参考値

国立がん研究
センター　患
者体験調査

参考値

国立がん研究
センター　患
者体験調査

参考値

島根県　医療
機能調査

国立がん研究
センター　患
者体験調査

島根県　医療
機能調査

－

参考値

成人の患者に対してがん性疼
痛等に対する緩和ケアが実施
できる診療所

緩和ケアネットワーク会議を
開催している圏域

成人の患者に対して医療用麻
薬を提供できる体制を有する
医療機関 中間年の値なし

・令和4年度調査実
施予定

島根県　健康
推進課調査

・中間年の値なし
・令和4年度調査実
施予定

国立がん研究
センター　遺
族調査

島根県　健康
推進課調査

－

－

緩和ケア

－ 49 －



項　目 計画策定時 中間年 目標値 傾向 用いる調査 備考

H29年度 R2年度 R5年度

(2017年度) (2020年度) (2023年度)

（１）患者・家族の治療や療養生活の悩みが軽減するための支援　（患者家族支援）

数
43

最終 5 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 77.2% －

数
44

最終 5 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 53.7% －

数
45

中間 11 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 77.1% －

数
46

施策 42 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 75.9% －

数
47

中間 12 － H30年度 －

－ （2018年度） －

数
48

施策 44
重点
施策 H28年度 R２年度 R4年度

(2016年度） (2020年度） (2022年度）

増加 71% 46% 100%

数
49

中間 14 ピアサポート利用者満足度 H30年度 － R4年度

(2018年度） － (2022年度）

測定困難 － 設定困難

数
50

中間 16 － H30年度 －

－ (2018年度） －

増加 － 57.7% －

数
51

中間 17 － H30年度 －

－ (2018年度） －

増加 － 69.3% －

数
52

中間 18 － H30年度 －

－ (2018年度） －

増加 － 82.1% －

数
53

中間 19 － H30年度 －

－ （2018年度） －

参考値

自分らしい日常生活：
現在自分らしい日常生活を送
れていると回答した患者の割
合

療養に関する相談：
治療開始前に病気のことや療
養生活について誰かに相談で
きた患者の割合

参考値

国立がん研究
センター　患
者体験調査

国立がん研究
センター　患
者体験調査

参考値

参考値

参考値

・コロナウイルス
感染症の影響によ
り、測定・目標の
設定困難

島根県　健康
推進課調査

・令和２年度はコ
ロナウィルス感染
症の影響を受けた

島根県　健康
推進課調査

島根県　健康
推進課調査

国立がん研究
センター　患
者体験調査

島根県　健康
推進課調査

小児・AYA患者家族が、不安
や悩みが軽減されていると感
じている割合

小児・AYA患者家族が、相談
体制が整っていると感じてい
る割合

がん相談支援センターの認知
度：
がん相談支援センターを知っ
ていると回答した患者・家族
の割合

がん患者・家族サポートセン
ターが実施する資質向上研修
を受講した病院の割合

小児・AYA患者家族が、保
育・教育を受けられる環境が
整備されていると感じている
割合

家族への支援・サービス・場
所：
がん患者の家族の悩みや負担
を相談できる支援・サービ
ス・場所が十分あると回答し
た患者・家族の割合

休職・休業：
がんと診断された時の仕事に
ついて「休職・休業はした
が、退職・廃業はしなかっ
た」と回答した患者の割合

がん相談支援センターの利
用：
がん相談支援センターを利用
したことがあると回答した患
者・家族の割合（がん相談セ
ンターを知っていると回答し
た患者・家族のうち）

－

国立がん研究
センター　患
者体験調査

島根県　健康
推進課調査

国立がん研究
センター　患
者体験調査

国立がん研究
センター　患
者体験調査

－

参考値

参考値

参考値

－－

参考値

55.2%

13.5%－

【全体目標】尊厳をもって安心して暮らせる社会の構築 （患者家族支援、がん教育）

患者家族支援

－ 50 －



項　目 計画策定時 中間年 目標値 傾向 用いる調査 備考

H29年度 R2年度 R5年度

(2017年度) (2020年度) (2023年度)

数
54

中間 19 H26年度 H30年度 R4年度

(2014年度） （2018年度） (2022年度）

－ 61.3% －

数
55

施策 60 H30年度 R2年度 R4年度

(2018年度） （2020年度） (2022年度）

増加 146事業所 210事業所 増加

島根県　健康
推進課調査

（再掲：数6）しまね☆まめ
なカンパニー登録事業所数

就労に際する配慮：
職場や仕事上の関係者から治
療と仕事を両方続けられるよ
うな勤務上の配慮があったと
回答した患者の割合

国立がん研究
センター　患
者体験調査

参考値

患者家族支援

－ 51 －



項　目 計画策定時 中間年 目標値 傾向 用いる調査 備考

H29年度 R2年度 R5年度

(2017年度) (2020年度) (2023年度)

（２）がんを正しく理解し、がんに向き合うためのがん教育　（がん教育）

数
56

最終 6 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 3.7% －

数
57

最終 6 － H30年度 －

－ （2018年度） －

－ 6.1% －

数
58

施策 63
重点
施策 H30年度 R2年度 R4年度

島根県　教育
委員会調査

（2018年度） （2020年度） (2022年度）

小学校　61.6％ 小学校　54.7％ 小学校　増加

増加 中学校　69.4％ 中学校　77.8％ 中学校　100.0％

高等学校　50.0％ 高等学校　72.3％ 高等学校　100.0％

数
59

施策 64 H30年度 R2年度 R4年度
島根県　教育
委員会調査

（2018年度） （2020年度） (2022年度）

小学校　6.4％ 小学校　4.5％

中学校　7.2％ 中学校　7.1％

高等学校　2.8％ 高等学校　0.0％

数
60

施策 65 H29年度 R2年度 R4年度

（2017年度） （2020年度） (2022年度）

増加 36人 270人 増加

数
61

施策 66 H30年度 R2年度 R4年度

（2018年度） （2020年度） (2022年度）

小学校 　 6.0％ 小学校　9.4％

中学校  　7.4％ 中学校　5.4％

高等学校　7.1％ 高等学校　11.1％

数
62

施策 70 H30年度 R2年度 R4年度

(2018年度） （2020年度） (2022年度）

増加 146事業所 210事業所 増加

がん教育の外部講師養成研修
の累計受講者数（H29～R4年
度の累計）

学校におけるがん教育の実施
率

島根県　健康
推進課調査

島根県　健康
推進課調査

国立がん研究
センター　患
者体験調査

（再掲：数6）しまね☆まめ
なカンパニー登録事業所数

周囲からの不必要な気遣い：
がんと診断されてから周囲に
不必要に気を遣われていると
感じると回答した患者の割合

がん教育を公開実施した学校
の割合

学校におけるがん教育に関す
る校内研修の実施率

がんに対する偏見：
（家族以外の）周囲の人から
がんに対する偏見を感じると
回答した患者の割合

参考値

参考値

国立がん研究
センター　患
者体験調査

増加増加

島根県　教育
委員会調査

増加増加

がん教育

－ 52 －
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第Ⅲ章 中 間 評 価 

 

－ 54 －



 

 
 

  

 

 

 

【数値目標】 

  がんの年齢調整死亡率の低減（75 歳未満人口 10 万対） 

  ・男性 

全国の死亡率を上回っていることから、全国の水準まで死亡率が低減 

することを目指す。 

目標値 86.1（令和３（2021）年） 

 

  ・女性 

全国の死亡率を下回っていることから、引き続き現状の水準で低減し 

ていくことを目指す。 

 目標値 50.4（令和３（2021）年） 

  

第Ⅱ章 中間評価    

【 基本理念 】 

すべての県民が、がんを知り、がんの克服を目指す 

－ 55 －



 
 

１．進捗状況                                                                                                   

 

がんの年齢調整死亡率（75 歳未満人口 10 万対） 

 

 

                  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

２．評価と今後の取組                     
 

がんの年齢調整死亡率（75 歳未満人口 10 万対）を全国と比較すると、男性

は高い水準で推移しているが全国との差が縮小傾向にあり、また、女性は低い水準

で推移しており、概ね順調な低減傾向にある。 

引き続き、１次予防・がん検診の充実及びがん医療体制・緩和ケア提供体制の充

実、患者家族支援・がん教育の推進に取り組み、年齢調整死亡率の更なる低減を図

る。 

 基準値① 

第Ⅰ期計画策定 

(H17/2005 年） 

現状値 

 

(H30/2018 年） 

目標値② 

 

(R3/2021 年） 

低減率 

 

（1-②／①）％ 

参考値 

 

(R5/2023 年） 

男性 １３１．５ ８９．２ ８６．１ ３４．５％ ８２．４ 

女性 ６０．６ ４７．７ ５０．４ １６．８％ ４９．２ 
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女性 

（年） 

【出典】国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」 
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１．進捗状況                           

 

（１） がんの１次予防（発生リスクの低減） （１次予防） 

 

ア） 生活習慣病等の改善 

 

 

 

 

①状況 

・１日の野菜摂取量が３５０ｇ以上の者の割合は、男性で約４割、女性で約

３割を占めている。また、１日の食塩摂取量が８ｇ以下の者の割合は、男

性で約２割、女性で約４割を占めている。(平成２８年県民健康・栄養調査) 

・１日に３０分以上軽く汗をかく運動を週２回以上している者の割合は、

男性で約３割、女性で約２割を占めている。(平成２８年県民健康・栄養調査) 

②取組 

・しまね健康寿命延伸プロジェクトにおいて、「運動の促進」及び「食生活

の改善」を重点に、県民自ら健康づくりに取組めるよう環境整備を進めた。 

・たばこ対策推進宣言及び禁煙支援薬局の登録拡大に向けた周知や、適正

飲酒に関する周知をイベントや広報誌等で実施した。 

・圏域単位で定めた重点的に取り組むがん種に関連する取組や、しまね☆

まめなカンパニーを通じた取組等を実施した。 

③課題 

・県民が主体的に食生活や運動、たばこや飲酒などの生活習慣改善に取り

組めるよう、引き続き普及啓発に取り組む必要がある。 

 

イ） 感染症対策 

 

 

 

 

①状況 

・感染症に起因するがんへの対策として、国の動向を注視しつつ、啓発や相

談対応を実施した。 

 

【 全 体 目 標 Ⅰ 】 

科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

（１次予防、がん検診）  

［中間アウトカム］ 

１ がんの発生リスクがあると科学的に実証されている生活習慣等が改善している 

［中間アウトカム］ 

２ 感染症に起因したがんの発症を防ぐ取組みを実施している 

－ 57 －



 
 

②取組 

・肝炎の重点普及啓発月間や市民公開講座などにより啓発を実施した。 

③課題 

・引き続き肝炎ウイルスに関する普及啓発や適切な情報提供を行う必要が

ある。 

 

（２） がんの２次予防（早期発見・早期受診） （がん検診） 

 

ア）精度管理の徹底 

 

 

 

 

 

①状況 

・全 19 市町村で国の指針に基づく対策型検診を実施した。 

・精密検査受診率について、胃がん検診ではやや減少したが、他の肺、大腸、

子宮頸、乳がん検診では増加し、乳がん検診では目標値を達成した。 

②取組 

・各種がん部会、子宮頸がん検診精度管理事業、がん検診事業評価及び精度

管理検討会を開催した。 

・がん検診従事者講習会及び読影委員会などへがん検診従事者が参加した。 

③課題 

・胃、肺、大腸、子宮頸がん検診精密検査受診率が目標値を達成していない。 

・検診記録票等の様式の統一を図るなど、適切な精度管理が行える体制を

構築する必要がある。 

 

 

イ）働き盛り世代への受診率向上対策 

 

 

 

 

 

①状況 

・肺、大腸、乳がん検診受診率は増加している。また、肺がん検診は、目標

値を達成している。 

②取組 

・特定健診とがん検診の同時受診の取組やかかりつけ医からの受診勧奨等

を実施した。 

③課題 

・胃、大腸、乳、子宮頸がん検診受診率が目標値を達成していない。また、

乳がん及び子宮頸がん検診受診率は、全国より低い状況である。 

・検診の広域化等、受診率向上のための取組について検討する必要がある。 

［中間アウトカム］ 

３ 科学的根拠に基づくがん検診を精度管理の下で実施 

［中間アウトカム］ 

４ 働き盛り世代の受診率が向上している 

－ 58 －



 
 

 

２．進捗状況の評価及び今後の取組                 

 

(１) がんの１次予防（発生リスクの低減） （１次予防） 

 

 

 

 

胃がん及び肝がんの年齢調整罹患率は減少しているが、大腸がん、肺がん、子

宮頸がん、乳がんは増加している。 

予防できるがんへの罹患を減らすため、各施策に取り組むとともに、以下につい

て重点的に取り組む。 

・さらなる生活習慣改善への取組 

・圏域単位で定めた重点的に取り組むがん種への取組 

 

 

 

（２）がんの２次予防（早期発見・早期受診） （がん検診） 

 

 

 

 

  がんと診断された時点での病巣の広がりが早期がんである割合は、胃がん、

肺がん、乳がんでは増加しているが、大腸がんと子宮頸がんではやや減少して

いる。 

がんの早期発見・早期治療につなげるため、各施策に取り組むとともに、以下に

ついて重点的に取り組む。 

・県生活習慣病検診管理指導協議会におけるがん検診の適切な精度管理及び事

業評価の実施 

・市町村における指針に基づいたがん検診の実施及びがん検診精密検査受診率

等の精度管理の向上 

・圏域単位で定めた重点的に取り組むがん種への取組を通じた働き盛り世代の

がん検診受診率の向上 

 

［最終アウトカム］ 

２ がんに罹患した場合でも早期発見・早期受診につながっている 

［最終アウトカム］ 

１ がんに罹患する者が減っている 

－ 59 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．進捗状況                         

 

（１） どこに住んでいても安心してがん医療が受けられる体制の構築（がん医療） 

 

ア） 拠点病院体制の維持と医療機能の向上 

 

 

 

 

①状況 

・医療の進歩を実感している患者の割合は、約８割を占めている。 

②取組 

・がんゲノム医療連携病院として、４病院が整備された。 

・島根県がん診療ネットワーク協議会等の各種会議で拠点病院間の連携体

制の強化を図るとともに、がん地域連携パスの活用やがん地域連携パス

に関する研修会の開催により、地域医療提供体制の強化に取り組んだ。 

③課題 

・ゲノム医療を提供するための必要な情報を適切に患者に伝えることやゲ

ノム医療に従事する人材の確保が必要である。 

 

イ） 拠点病院と地域の病院等の連携・機能分担の推進 

 

 

 

 

①状況 

・紹介先医療機関を支障なく受診できたと感じる患者の割合は、約８割を

占めている。 

②取組 

・地域連携パスを活用し、患者が希望する地域の医療機関への紹介や、患者

からの相談に対し、地域の在宅療養所の紹介等に取り組んだ。 

③課題 

・県西部におけるがん医療提供体制の強化が必要である。 

【 全 体 目 標 Ⅱ 】 

患者本位で将来にわたって持続可能なしまねらしい 

 がん医療の実現 

（がん医療、緩和ケア）  

［中間アウトカム］ 

５ 拠点病院体制を維持し、患者が適切ながん医療を受けられている 

［中間アウトカム］ 

６ 拠点病院と地域の病院等の機能分担による連携強化が図られている 

－ 60 －



 
 

 

ウ） 高度医療等へのアクセス 

 

 

 

 

 

①状況 

・治療開始前に、生殖機能への影響に関する説明を受けた患者・家族の割合

は、約４割を占めている。 

②取組 

・ゲノム診療部の創設や遺伝子パネル検査の導入、適応外薬や未承認薬の

使用を検討する審査委員会の設置のほか、臨床研究内容のホームページ

での情報公開や、先進的な医療について広報誌での周知に取り組んだ。 

・がんゲノム医療連携病院として、４病院が整備された。 

・島根県がん・生殖医療ネットワークを構築し、妊孕性温存療法についての

患者への情報提供体制や医療機関間の連携フローを整備し、助成事業の

実施要綱等を検討した。 

③課題 

・ゲノム医療や妊孕性温存療法について、わかりやすい情報提供が必要で

ある。 

 

  

［中間アウトカム］ 

７ 高度な医療等へのアクセスが可能になっている 

－ 61 －



 
 

 

（２） 切れ目のない緩和ケアの提供（緩和ケア） 

 

ア） 緩和ケア提供体制の強化 

 

 

 

 

 

①状況 

・医療者が患者のつらさにすみやかに対応していたと思う遺族の割合は約

９割を占め、また、がんやがん治療に伴う痛みを抱えていない患者の割合

は、約８割を占めている。 

②取組 

・緩和ケアに係る研修会の開催等による人材育成や、苦痛のスクリーニン

グの実施、グリーフケア等に取り組んだ。 

③課題 

・苦痛のスクリーニング実施の希望はあるが実施に至っていない施設があ

る。 

 

 

 

イ） 自宅や介護施設等における緩和ケアの充実 

 

 

 

 

    

①状況 

・患者は望んだ場所で過ごせたと思う遺族の割合は約６割を占めている。 

②取組 

・各圏域において、緩和ケアネットワーク会議を開催し、医療機関や医師会、

訪問看護ステーション、薬剤師等と連携を図った。また、緩和ケア従事者

研修会の実施、遺族聞き取り調査結果（支援スタッフの皆さんに伝えたい

こと）の緩和ケアスタッフへの配布等により、在宅緩和ケア提供体制の強

化に努めた。 

③課題 

・がん性疼痛等に対する緩和ケアが実施できる診療所数の増加及び医療用

麻薬を提供できる体制を有する医療機関数の増加に関する取組が必要で

ある。 

 

  

［中間アウトカム］ 

８ がん患者に関わるすべての医療・介護従事者が患者とその家族の身体的・精神 

的・心理的痛みに対応できている 

［中間アウトカム］ 

９ 患者が望む場所で適切な緩和ケアを受けられている 

－ 62 －



 
 

ウ） 意思決定支援 

 

 

 

 

 

①状況 

・治療における希望が尊重されたと感じる患者の割合は、約８割を占めて

いる。 

②取組 

・アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の普及啓発を行うとともに、各拠

点病院でのワーキングや検討会の開催等により意思決定支援の在り方や

方策について検討した。 

③課題 

・引き続き、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の普及啓発等の取組が

必要である。 

 

  

［中間アウトカム］ 

10 患者とその家族が、自分らしく生きるために治療や療養生活を自己選択し、そ 

の状況に満足している 

－ 63 －



 
 

２．進捗状況の評価及び今後の取組                

 

(１) どこに住んでいても安心してがん医療が受けられる体制の構築（がん医療） 

 

 

 

 

全がんの５年相対生存率は、60.2％である。 

また、納得のいく治療選択ができたと感じる患者の割合は、約８割を占めてい

る。 

県内のどこに住んでいても安心してがん医療が受けられる体制の構築のため、

各施策に取り組むとともに、以下について重点的に取り組む。 

・拠点病院体制の維持及び質の向上に必要な施策の実施 

・拠点病院間の連携体制の強化 

・拠点病院と地域の病院・診療所間の連携体制の強化 

・ゲノム医療に関する適切な情報提供や人材確保 

・県西部におけるがん医療提供体制の強化 

・地域の病院のがんチーム医療のレベルアップの促進 

・妊孕性温存療法に関する情報提供 

 

 

 

(２) 切れ目のない緩和ケアの提供（緩和ケア） 

 

 

 

 

身体的・精神的な苦痛を抱える患者の割合は、約５～７割を占めている。 

患者やその家族の苦痛やつらさが緩和され、生活の質の向上を図るため、各施

策に取り組むとともに、以下について重点的に取り組む。 

・国指定の緩和ケア研修会開催等による人材育成 

・カンファレンス等による苦痛のスクリーニングを行っている施設数の増加 

・在宅医への緩和ケア研修会の実施による在宅緩和ケアの促進 

・アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の普及啓発等による意思決定支援の取

組 

［最終アウトカム］ 

４ 患者やその家族の苦痛やつらさが緩和され、生活の質が向上している 

［最終アウトカム］ 

３ 県内どこに住んでいても安心してがん医療が受けられている 

－ 64 －



 

 

 

 

 

 

 

 

１．進捗状況                        

 

（１） 患者・家族の治療や療養生活の悩みが軽減するための支援（患者家族支援） 

 

ア） がん相談支援体制の充実 

 

 

 

 

 

①状況 

・がん診断から治療開始前に病気や療養生活について相談できたと感じる

患者・家族の割合は、約８割を占めている。 

・がん相談支援センターを利用したことがある患者・家族の割合は、がん相

談センターを知っていると回答した患者（約８割）のうち、約１割を占め

る。 

②取組 

・がん相談員等研修会やピアサポート相談会・フォローアップ研修等の実

施、ホームページや院内掲示等によるがん相談支援センターの周知、鳥取

県や国立がん研究センターとの共催による相談員研修等の相談支援体制

の広域連携に取り組んだ。 

③課題 

・がん相談支援センターを知っている患者・家族のうち、利用していない患

者家族は約９割を占めている。 

 

 

イ） 正しい情報の提供 

 

 

 

 

①状況 

・県及び医療機関、マスコミ、患者等が協働して、正しい情報が患者や家族

につたわるよう努めている状況である。 

【 全 体 目 標 Ⅲ 】 

尊厳をもって安心して暮らせる社会の構築 

（患者家族支援、がん教育） 

［中間アウトカム］ 

11 患者が相談できる環境があると感じている 

12 がん相談支援センター等が患者やその家族の不安や悩みに対応できている 

［中間アウトカム］ 

13 患者やその家族が正しい情報を得られている 

－ 65 －



 
 

②取組 

・ホームページや図書館等による様々な手段で情報提供を実施するととも

に、パンフレット等を作成して科学的根拠に基づく情報提供を行った。 

③課題 

・引き続き、わかりやすく確実に伝わる情報提供を実施する必要がある。 

・しまねのがんサポートブックは平成 25 年度に発行し、平成 28 年度に改

訂した。更新情報は随時、県のホームページに掲載しているが、今後の方

向性について検討が必要である。 

 

 

ウ） ピアサポートの充実 

 

 

 

 

①状況 

・患者やその家族がピアサポートを受けることで悩みが軽減できているこ

とについて把握できる調査はコロナウイルス感染症の影響により未実施

だが、ピアサポートを利用した患者家族からの「コロナ禍でも連絡を取り

合い、励まし合っている」「気持ちを聴いてもらってらくになった」等の

声が、各患者サロンやがん患者・家族サポートセンター等に寄せられてい

る。 

②取組 

・ピアサポーター相談会の実施及び支援、がんサロン活動への支援、「小児

がん経験者の親の交流会」の実施、遺伝性がんの当事者を対象とした講演

会・意見交換会を実施し、ピアサポート（患者サロン・ピアサポーター相

談会）の充実に取り組んだ。 

③課題 

・ピアサポーター相談会のピアサポーターは平成 24 年度から養成し、平成

26 年度から拠点病院等で相談会を実施すると共に、フォローアップ研修

を行っている。最初の養成から 10 年を経て、ピアサポート（患者サロン・

ピアサポーター相談会）の今後の方向性について検討が必要である。 

 

 

エ） がん患者が自分らしくあるための社会生活支援の充実 

 

 

 

 

①状況 

・アピアランスケア支援により、患者が自分らしく過ごせるように、また、

患者と社会をつなぐように努めている状況である。 

②取組 

［中間アウトカム］ 

14 患者やその家族がピアサポートを受けることで悩みが軽減できている 

［中間アウトカム］ 

15 患者の QOL が向上している 

－ 66 －



 
 

・ウィッグ・補整下着補助、外来化学療法室のパウダールームを設置したア

ピアランスケア支援、医療等の説明会実施等、患者の経済的問題の軽減や

アピアランスケア支援（就労以外の充実）に取り組んだ。 

③課題 

・引き続き、アピアランスケア支援の取組が必要である。 

 

 

オ） ライフステージ別支援の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①状況 

【小児・AYA】 

・患者やその家族が抱える様々な疑問や不安について、相談できる環境の

整備に取り組んでいる。 

・小児・AYA 世代のがん患者特有の不安や気がかりの軽減に向けた施策を

実施している。 

・教育支援フローを作成し、入院中の患者が遠隔授業を受けやすい体制整

備に取り組んでいる。 

【働き盛り】 

・がんと診断後も仕事を継続していたがん患者の割合は、約５割を占め

る。また、治療と仕事を両立するための勤務上の配慮がなされているが

ん患者の割合は、約６割を占める。 

・医療機関や公的機関、民間等の様々な機関が一体となって子育て支援を実施し

ている状況。 

【高齢者】 

・地域包括ケア等で関係者が一体となって方策を検討し、支援に取り組ん

でいる状況。 

 

②取組 

【小児・AYA】 

・小児・AYA 世代患者実態調査により小児・AYA 世代の患者の実態を把握

するとともに、小児・AYA 世代のがん対策部会を開催し、施策を検討し

［中間アウトカム］ 

【小児・AYA】 

16 患者や家族が相談できる環境が整っている 

17 医療機関や相談支援センターが患者やその家族の悩みに対応できている 

18 患者が療養生活において保育・教育を受けられる環境が整備されている 

【働き盛り】 

19 患者が療養生活と仕事を両立できている 

20 患者の子ども等の悩みが軽減できている 

【高齢者】 

21 意思決定支援が可能となる方策の検討 

－ 67 －



 
 

た。 

・島根県がん・生殖医療ネットワークを構築し、妊孕性温存療法について

の患者への情報提供体制や医療機関間の連携フローを整備し、助成事

業の実施要綱等を検討した。 

・高校生がん患者の教育支援検討会を開催し、入院中の高校生がん患者に

対する遠隔授業実施の支援フローを検討、作成した。 

【働き盛り】 

・両立支援相談会や就労相談会の実施、「事業場における治療と仕事の両

立支援のためのガイドライン」の周知、事業場における両立支援の実態

把握等に取り組んだ。 

・「子どもと AYA 世代サポートセンター」の設置やがんの親をもつ子ども

達にたいして CLIMB プログラムを開催し、働き盛りの患者の子ども等

に対する必要な支援に取り組んだ。 

【高齢者】 

・マンガ「ACP＝人生会議って何だろう」の作成、認知症ケアチームや緩

和ケアチーム等との連携による対応検討を実施し、認知症等を合併し

た患者に対する必要な支援に取り組んだ。 

 

③課題 

【小児・AYA】 

・引き続き、小児・AYA 世代の患者の実態を把握するとともに、患者に必 

要な施策を検討する必要がある。 

・妊孕性温存療法についての正しい情報の提供や医療連携が必要である。 

【働き盛り】 

・患者の就労支援相談会等の利用を増やす取組が必要である。 

【高齢者】 

・引き続き、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の普及啓発等の取組

が必要である。 
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（２） がんを正しく理解し、がんに向き合うためのがん教育（がん教育） 

 

ア） 子どもへのがん教育 

 

 

 

 

 

 

①状況 

・がんについて学ぶことで、自他の健康と命の大切さに気付くことができ

るよう、学校でのがん教育の取組を推進している。 

②取組 

・がん教育を実施した小学校は約５割、中学校及び高等学校は約７割であ

った。 

・がん教育外部講師養成研修の開催、各学校へ外部講師リストの配布を実

施した。 

③課題 

・学校でのがん教育の実施率増加に向けての取組が必要である。 

 

 

 

イ） 大人へのがん教育 

 

 

 

 

 

①状況 

・子どもへのがん教育を通じた取組や、企業や各種団体と連携した取り組

みを通じて、特に働き盛りである大人への社会教育を推進している。 

②取組 

・学校でのがん教育にあわせた保護者への公開授業の開催、ホームページ

上での情報発信や県立図書館におけるがん関連図書の整備を実施した。 

③課題 

・引き続きわかりやすく確実に伝わる情報提供を実施する必要がある。 

 

 

  

［中間アウトカム］ 

22 県民ががんについて正しく理解している 

23 県民が健康や命の大切さについて理解している 

［中間アウトカム］ 

24 県民ががんについて正しく理解している 

25 県民が健康や命の大切さについて理解している 
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２．進捗状況の評価及び今後の取組              

 

（１） 患者・家族の治療や療養生活の悩みが軽減するための支援（患者家族支援） 

 

 

 

 

自分らしい日常生活が送ることができていると感じる患者の割合は、約８

割を占め､家族の悩みや負担を相談できる支援が十分あると感じている患者・

家族の割合は、約５割を占めている。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により患者サロンの開催が控えら

れる中においても、各患者サロン誌の発行や設立 15 周年のイベント開催など、

患者家族及び医療機関等が連携して患者サロンを運営しているところである。 

患者とその家族の治療や療養生活の悩みの軽減を図るため、各施策に取り組むとと

もに、以下について重点的に取り組む。 

・しまねのがんサポートブックの方向性についての検討 

・ピアサポート（患者サロン・ピアサポーター相談会）の方向性についての

検討 

・小児・AYA 世代の患者の実態把握及び患者に必要な施策の検討 

・妊孕性温存療法に関する情報提供 

・web 活用などの相談しやすい両立支援相談会等の開催方法の検討 

・アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の普及啓発等による意思決定支援

の取組 

 

 

 

（２）がんを正しく理解し、がんに向き合うためのがん教育（がん教育） 

 

 

 

 

 

がんに対する偏見があると感じる患者の割合は、約１割を占め、周囲から不

要な気遣いをされていると感じる患者の割合は、約１割を占めている。 

子どもや大人へのさらなるがん教育を推進し、県民ががんを正しく理解し

向き合うため、各施策に取り組むとともに、以下について重点的に取り組む。 

・学校でのがん教育の実施 

・わかりやすく確実に伝わる情報提供の実施 

［最終アウトカム］ 

５ 患者とその家族の治療や療養生活の悩みが軽減している 

［最終アウトカム］ 

６ 県民が自分や身近な人ががんに罹患していてもそれを正しく理解し向き合えて 

いる 
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［
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ウ
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］
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ウ
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］
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に
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0
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度
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2
(
2
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度
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ロ
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の

影
響

施
策 1

生
活
習
慣
の
さ
ら
な
る
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善
県

－

・
健
康
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し
ま

ね
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進
計
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に
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生
活
習

慣
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善
に
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〈
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康
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ま
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生
活
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慣

改
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る
取
組
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県
〉
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康
長
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し
ま
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進
計
画
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づ
き
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活
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慣
改
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す
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取
組
を
実
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〈
県
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健
康
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伸
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ク
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活
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善
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に
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康
づ
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組
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化
〈
県
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喫
煙
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県
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・
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時
的

に
中
止

・
県
内
に

お
け
る
予
防
接
種
後

に
生
じ
た
症
状
の
診
療

に
つ
い
て

は
、
島
根
大
学
医
学

部
附
属
病
院
を
協
力
医

療
機
関
に

選
定
〈
県
、
拠
点
病

院
〉

・
国
は
令
和
2
年
1
0
月
9
日
の
通
知
に
よ
り
、
ワ
ク
チ

ン
接
種
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
積
極
的
な
勧
奨
を
差

し
控
え
て
い
る
状
況
で
は
あ
る
が
、
定
期
接
種
の
対
象

者
の
う
ち
希
望
者
が
定
期
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
対
象
者
等
へ
の
周
知
等
を
行
う
と
と
も
に
、

接
種
機
会
の
確
保
を
図
る
こ
と
し
た
。

・
県
内
に
お
け
る
予
防
接
種
後
に
生
じ
た
症
状
の
診

療
に
つ
い
て
は
、
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院
を
協
力

医
療
機
関
に
選
定
〈
県
、
拠
点
病
院
〉

施
策 7

ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ

リ
（
ピ
ロ
リ
菌
）

へ
の
対
策

県
、

拠
点

病
院

－

国
の
動
向
を
注
視

し
た
〈
県

〉
国
の
動
向

を
注
視
し
た
〈
県
〉

国
の
動
向

を
注
視
し
た
〈
県
〉

施
策 8

ヒ
ト
T
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル

ス
１
型
（
H
T
L
V
-

1
）
へ
の
対
策

県
、

拠
点

病
院

－

・
平
成
2
2
年
度
か

ら
、
各
保

健
所
及
び
拠
点
病
院
等

に
窓
口
を
設
置
し
、

県
民
か
ら

の
相
談
に
対
応
<
県
>

・
平
成
2
2
年
度
か
ら
、
各
保
健

所
及
び
拠
点
病
院
等
に

窓
口
を
設

置
し
、
県
民
か
ら
の

相
談
に
対
応
〈
県
〉

・
平
成
2
2
年
度
か
ら
、
各
保
健
所
及
び
拠
点
病
院
等

に
窓
口
を
設
置
し
、
県
民
か
ら
の
相
談
に
対
応
〈
県
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

１次予防

－ 76 －



（
２

）
が

ん
の

２
次

予
防

（
早

期
発

見
・

早
期

受
診

）
　

（
が

ん
検

診
）

［
最

終
ア

ウ
ト

カ
ム

２
］

が
ん

に
罹

患
し

た
場

合
で

も
早

期
発

見
・

早
期

受
診

に
つ

な
が

っ
て

い
る

【
ア

　
精

度
管

理
の

徹
底

】

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

３
］

科
学

的
根

拠
に

基
づ

く
が

ん
検

診
（

対
策

型
検

診
）

を
精

度
管

理
の

下
で

実
施

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策 9

 県
生
活
習
慣
病
検
診
管
理

指
導
協
議
会
に
お

け
る
精
度
管
理
や
事
業
評

価
の
実
施

県
－

－

・
各
種
が

ん
部
会
を
実
施

　
胃
・
大

腸
が
ん
部
会
（
5
/
1
6
）

　
肺
が
ん

部
会
（
5
/
1
5
）

　
乳
が
ん

部
会
（
5
/
2
8
）

　
子
宮
が

ん
部
会
（
5
/
2
3
）

・
子
宮
頸

が
ん
検
診
精
度
管
理

事
業
を
実
施
〈
県
〉

・
各
種
が
ん
部
会
を
実
施

　
胃
・
大
腸
が
ん
部
会
（
8
/
7
）

　
肺
が
ん
部
会
（
1
/
2
5
）

　
乳
が
ん
部
会
（
3
/
2
4
）

　
子
宮
が
ん
部
会
（
1
0
/
7
）

・
子
宮
頸
が
ん
検
診
精
度
管
理
事
業
を
実
施
〈
県
〉

・
各

種
が
ん
部

会
を
w
e
b
開
催
に

変
更

し
て
実
施

〈
県
〉

施
策

1
0

が
ん
検
診
従
事
者
講
習
会

や
が
ん
検
診
担
当

者
会
議
の
充
実

県
－

・
島
根
県
環
境
保

健
公
社
に

委
託

　
乳
が
ん
検
診
精

度
管
理
講

習
会
（
3
/
9
）

　
大
腸
が
ん
従
事

者
講
習
会

（
3
/
1
7
）

　
担
当
者
会
議
（

6
/
2
2
）

　
担
当
者
研
修
会

（
9
/
9
）
<
県
>

・
島
根
県

環
境
保
健
公
社
に
委

託
　
乳
が
ん

検
診
精
度
管
理
向
上

講
習
会
（
4
/
2
0
）

　
担
当
者

会
議
＆
研
修
会
（
6
/
2
7
）

　
胃
が
ん

検
診
従
事
者
講
習
会

（
2
/
1
6
）

　
※
コ
ロ

ナ
で
中
止
･
･
･
子
宮
頸

が
ん
検
診
従
事
者
講

習
会
、
乳

が
ん
検
診
精
度
管
理

講
習
会
〈
県
〉

・
島
根
県
環
境
保
健
公
社
に
委
託

　
大
腸
が
ん
検
診
従
事
者
講
習
会
（
2
/
1
4
）

　
子
宮
頸
が
ん
検
診
従
事
者
講
習
会
（
3
/
1
2
）

　
※
コ
ロ
ナ
で
中
止
･
･
･
担
当
者
会
議
＆
研
修
会
、

乳
が
ん
検
診
精
度
管
理
向
上
講
習
会
〈
県
〉

・
全

国
一
斉
の

緊
急
事
態
宣

言
発
令

に
よ
り
市

町
村
の
が
ん

検
診
事

業
が
一
部

中
止
、
延
期

と
な
っ

た
こ
と
か

ら
、
委
託
先

で
あ
る

島
根
県
環

境
保
健
公
社

の
検
診

業
務
が
集

中
し
た
た
め

、
担
当

者
会
議
＆

研
修
会
、
乳

が
ん
検

診
精
度
管

理
向
上
講
習

会
を
中

止
・
大

腸
が
ん
検

診
従
事
者
講

習
会
、

子
宮
頸
が

ん
検
診
従
事

者
講
習

会
は
、
w
e
b
を

併
用
し
た
ハ

イ
ブ

リ
ッ
ド
開

催
に
変
更
し

て
実
施

〈
県
〉

施
策

1
1

指
針
に
基
づ
い
た
が
ん
検

診
の
実
施
お
よ
び

精
度
管
理
の
向
上

市
町

村
重
点

施
策

・
市
町
村
ま
た
は

圏
域
単
位

で
が
ん
検
診
の
事
業
評

価
や
精
度
管
理
向
上

に
関
す
る

検
討
会
を
実
施
<
県
>

・
が
ん
検

診
担
当
者
研
修
会
（

6
/
2
7
）
で
、
国
立
が
ん

研
究
セ
ン

タ
ー
か
ら
講
師
を
招

き
「
対
策
型
検
診
と
し

て
の
が
ん

検
診
の
在
り
方
に
つ

い
て
」
講
演
会
実
施

〈
県
・
市

町
村
〉

・
子
宮
頸
が
ん
検
診
従
事
者
講
習
会
（
3
/
1
2
）
で
、

国
際
医
療
福
祉
大
学
三
田
病
院
予
防
医
学
セ
ン
タ
ー
か

ら
講
師
を
招
き
、
「
子
宮
頸
が
ん
検
診
の
精
度
管
理
と

そ
の
課
題
-
精
検
受
診
率
を
中
心
に
、
今
何
が
で
き
る

か
？
-
」
講
演
会
を
実
施
し
、
対
策
型
検
診
の
イ
メ

ー
ジ
共
有
を
行
っ
た
〈
県
・
市
町
村
・
子
宮
頸
が
ん
検

診
従
事
者
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

がん検診

－ 77 －



H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

1
2

検
診
の
質
の
向
上

検
診

機
関

－

・
各
種
が
ん
検
診

の
読
影
・

判
定
に
つ
い
て
、
技
量

の
維
持
・
向
上
を
図

る
た
め
に

設
置
し
た
読
影
委
員
会

研
修
会
を
医
療
機
関

、
行
政
機

関
の
医
療
従
事
者
や
担

当
者
等
に
対
し
て
検

診
の
技
術

・
知
識
な
ど
を
習
得
す

る
機
会
と
し
て
提
供

し
た
。
以

下
の
研
修
会
を
実
施
し

た
　
胃
が
ん
集
団
検

診
特
別
読

影
委
員
会
研
修
会

　
肺
が
ん
・
結
核

検
診
読
影

委
員
会
研
修
会

　
乳
が
ん
マ
ン
モ

グ
ラ
フ
ィ

検
診
読
影
委
員
会
研
修

会
等 ・
職
員
の
技
術
に

係
わ
る
精

度
の
保
証
を
確
認
し
、

維
持
向
上
を
図
る
た

め
に
日
本

医
師
会
、
結
核
予
防
会

、
全
国
労
働
衛
生
団

体
連
合
会

な
ど
第
三
者
機
関
が
実

施
す
る
各
種
の
精
度

管
理
調
査

に
参
加
し
、
精
度
管
理

に
努
め
た
〈
島
根
県

環
境
保
健

公
社
〉

・
胃
：
読
影
委
員

会
の
開
催

（
1
回
/
年
）
、
専
門
技

師
お
よ
び
認
定
医
の

資
格
取
得

、
各
学
会
へ
の
参
加

・
肺
：
読
影
委
員

会
の
開
催

（
1
回
/
年
）

・
乳
：
読
影
委
員

会
の
開
催

（
1
回
/
年
）
、
施
設
認

定
の
取
得
（
外
部
評

価
）
、
認

定
技
師
お
よ
び
認
定
医

の
資
格
取
得
、
各
学

会
へ
の
参

加
・
大
腸
：
精
度
管

理
委
員
会

（
1
回
/
年
）
、
外
部
精

度
管
理
へ
の
参
加
〈

島
根
厚
生

農
業
協
同
組
合
連
合
会

〉

・
外
部
・
内
部
精

度
管
理
に

実
施
　
講
習
会
等
へ
の

参
加
に
よ
る
技
師
の

ス
キ
ル
ア

ッ
プ
〈
ヘ
ル
ス
サ
イ
エ

ン
ス
セ
ン
タ
ー
島
根

〉

・
各
種
が

ん
検
診
の
読
影
・
判

定
に
つ
い
て
、
技
量
の

維
持
・
向

上
を
図
る
た
め
に
設

置
し
た
読
影
委
員
会
研

修
会
を
医

療
機
関
、
行
政
機
関

の
医
療
従
事
者
や
担
当

者
等
に
対

し
て
検
診
の
技
術
・

知
識
な
ど
を
習
得
す
る

機
会
と
し

て
提
供
し
た

・
以
下
の

研
修
会
を
実
施
し
た

（
2
月
以
降
は
新
型
コ

ロ
ナ
対
応

の
た
め
一
部
中
止
）

・
職
員
の

技
術
に
係
わ
る
精
度

の
保
証
を
確
認
し
、
維

持
向
上
を

図
る
た
め
に
日
本
医

師
会
、
結
核
予
防
会
、

全
国
労
働

衛
生
団
体
連
合
会
な

ど
第
三
者
機
関
が
実
施

す
る
各
種

の
精
度
管
理
調
査
に

参
加
し
、
精
度
管
理
に

努
め
た
〈

環
境
保
健
公
社
〉

・
読
影
委

員
会
開
催
（
乳
が
ん

）
※
肺
、
胃
が
ん
は
コ

ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
防
止
の
た

め
中
止
（
資
料
提
供
の

み
）

・
学
会
へ

の
参
加

・
研
修
会

へ
の
参
加

・
外
部
精

度
管
理
へ
の
参
加
〈

J
A
島
根
厚
生
連
〉

・
学
会
・

講
習
会
へ
の
参
加

・
外
部
精

度
管
理
へ
の
参
加
〈

ヘ
ル
ス
サ
イ
エ
ン
ス
セ

ン
タ
ー
島

根
〉

①
各
種
が
ん
検
診
の
読
影
・
判
定
に
つ
い
て
、
技
量

の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
に
設
置
し
た
読
影
委
員
会

研
修
会
を
医
療
機
関
、
行
政
機
関
の
医
療
従
事
者
や
担

当
者
等
に
対
し
て
検
診
の
技
術
・
知
識
な
ど
を
習
得
す

る
機
会
と
し
て
提
供
し
た
。
以
下
の
研
修
会
を
実
施
し

た
・
胃
が
ん
集
団
検
診
特
別
読
影
委
員
会
研
修
会

・
肺
が
ん
・
結
核
検
診
読
影
委
員
会
研
修
会

②
職
員
の
技
術
に
係
わ
る
精
度
の
保
証
を
確
認
し
、

維
持
向
上
を
図
る
た
め
に
日
本
医
師
会
、
結
核
予
防
会

、
全
国
労
働
衛
生
団
体
連
合
会
な
ど
第
三
者
機
関
が
実

施
す
る
各
種
の
精
度
管
理
調
査
に
参
加
し
、
精
度
管
理

に
努
め
た
〈
環
境
保
健
公
社
〉

・
外
部
精
度
管
理
へ
の
参
加

（
日
本
医
師
会
、
日
本
臨
床
検
査
技
師
会
、
島
根
県

臨
床
検
査
技
師
会
主
催
）

・
学
会
・
講
習
会
へ
の
W
e
b
参
加
〈
ヘ
ル
ス
サ
イ
エ

ン
ス
セ
ン
タ
ー
島
根
〉

・
読
影
委
員
会
開
催
（
乳
が
ん
）
※
肺
、
胃
が
ん
は

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
判
定
医
毎
に
個
別

に
実
施

・
学
会
へ
の
参
加

・
研
修
会
へ
の
参
加

・
外
部
精
度
管
理
へ
の
参
加

・
精
度
管
理
委
員
会
の
開
催
〈
J
A
島
根
厚
生
連
〉

・
県

外
の
研
修

会
は
新
型
コ

ロ
ナ
感

染
症
予
防

対
策
の
た
め

参
加
を

見
送
っ
た

。
（
W
e
b
開
催
で

あ
っ

た
も
の
は

参
加
）
〈
環

境
保
健

公
社
〉

・
新

型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
感

染
拡
大

の
た
め
、

学
会
、
講
習

会
な
ど

が
一
部
の

W
e
b
開
催
の
み
と

な
り

、
知
識
や

技
術
を
習
得

す
る
機

会
が
少
な

か
っ
た
。

〈
ヘ

ル
ス
サ
イ

エ
ン
ス
セ
ン

タ
ー

島
根
〉

・
胃

が
ん
、
肺

が
ん
の
読
影

医
委
員

会
は
判
定

医
が
一
同
に

会
し
て

実
施
す
る

こ
と
が
で
き

な
か
っ

た
〈
J
A
島
根

厚
生
連
〉

施
策

1
3

効
果
的
な
が
ん
検
診
を
実

施
す
る
た
め
の

デ
ー
タ
収
集
・
分
析
の
実

施
県

－

・
が
ん
検
診
の
事

業
評
価
や

効
果
的
な
事
業
の
企
画

立
案
の
た
め
に
必
要

な
各
デ
ー

タ
の
集
計
・
分
析
・
提

供
を
実
施
<
県
>

・
が
ん
検

診
の
事
業
評
価
や
効

果
的
な
事
業
の
企
画
立

案
の
た
め

に
必
要
な
各
デ
ー
タ

の
集
計
・
分
析
・
提
供

を
実
施
〈

県
〉

・
が
ん
検
診
の
事
業
評
価
や
効
果
的
な
事
業
の
企
画

立
案
の
た
め
に
必
要
な
各
デ
ー
タ
の
集
計
・
分
析
・
提

供
を
実
施
〈
県
〉

施
策

1
4

圏
域
で
は
、
罹
患
・
死
亡

状
況
な
ど
か
ら
重

点
的
に
取
り
組
む
が
ん
種

を
決
定
し
、
そ
れ

に
対
応
し
た
が
ん
検
診
の

精
度
管
理
を
実
施

県
、

市
町

村

重
点

施
策

・
圏
域
が
ん
対
策

推
進
事
業

を
実
施
<
県
、
市
町
村

>
・
圏
域
が
ん
対

策
推
進
事
業
を
実
施

〈
県
・
市
町
村
〉

・
圏
域
が

ん
対

策
推
進
事
業
を
実
施
〈
県
・
市
町
村
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

がん検診
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【
イ

　
働

き
盛

り
世

代
へ

の
受

診
率

向
上

対
策

】

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

４
］

働
き

盛
り

世
代

の
検

診
受

診
率

が
向

上
し

て
い

る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

1
5

検
診
の
実
態
を
把
握
し
、

そ
の
結
果
か
ら
効

果
的
な
検
診
体
制
の
整
備

を
実
施

県
－

・
島
根
県
が
ん
検

診
実
施
体

制
調
査
を
実
施
<
県
>

施
策

1
6

働
き
盛
り
世
代
に
対
し
、

か
か
り
つ
け
医
か

ら
の
受
診
勧
奨
を
実
施

県
重
点

施
策

・
医
受
診
勧
奨
リ

ー
フ
レ
ッ

ト
を
作
成
、
か
か
り
つ

け
医
か
ら
の
受
診
勧

奨
を
実
施

　
配
布
先
：
4
1
9
医

療
機
関
<
県
>

・
医
受
診

勧
奨
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

を
作
成
、
か
か
り
つ
け

医
か
ら
の

受
診
勧
奨
を
実
施

　
配
布
先

：
2
9
3
医
療
機
関
〈
県

〉

施
策

1
7

が
ん
検
診
と
特
定
健
診
の

同
時
受
診
の
促
進

を
図
る

市
町

村
、

協
会

け
ん

ぽ

－

・
二
つ
の
健
診
期

間
が
県
内

各
地
で
実
施
す
る
集
団

検
診
に
が
ん
検
診
を

セ
ッ
ト
し

、
保
険
者
協
議
会
作
成

の
チ
ラ
シ
を
通
じ
て

案
内
し
た

（
被
扶
養
者
）

・
協
会
け
ん
ぽ
島

根
支
部
に

お
い
て
、
が
ん
検
診
受

診
啓
発
の
チ
ラ
シ
を

作
成
し
、

案
内
し
た
（
被
扶
養
者

）
・
特
定
健
診
と
が

ん
検
診
が

同
時
に
受
診
で
き
る
「

特
定
健
診
セ
ッ
ト
」

を
県
内
2
6
健
診
機
関
と
契
約
し
、

案
内
し
た
（
被
扶
養

者
）

・
特
定
健
診
に
が

ん
検
診
を

セ
ッ
ト
し
た
「
生
活
習

慣
病
予
防
健
診
」
を

案
内
し
た

（
被
保
険
者
：
3
5
歳
以

上
）
〈
全
国
健
康

保
険
協
会

島
根
支
部
（
協
会
け
ん

ぽ
）
〉

・
特
定
健

診
に
が
ん
検
診
を
セ

ッ
ト
し
た
「
生
活
習
慣

病
予
防
健

診
」
の
実
施
（
被
保

険
者
：
3
5
歳
以
上
）

・
協
会
け

ん
ぽ
が
主
催
す
る
集

団
健
診
に
、
※
市
町
村

の
が
ん
検

診
を
セ
ッ
ト
し
て
実

施
（
被
扶
養
者
）
※
調

整
の
う
え

実
施
可
能
だ
っ
た
市

町
村
の
み

・
協
会
け

ん
ぽ
島
根
支
部
に
お

い
て
、
特
定
健
診
の
案

内
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
内
に
が
ん
検

診
の
受
診
啓
発
と
市
町

村
の
担
当

窓
口
を
記
載
（
被
扶

養
者
）

・
特
定
健

診
と
が
ん
検
診
が
同

時
に
受
診
で
き
る
「
家

族
の
た
め

の
が
ん
検
診
パ
ッ
ク

」
を
県
内
2
6
健
診
機
関

で
実
施
（

被
扶
養
者
）
〈
全
国

健
康
保
険
協
会
島
根
支

部
（
協
会

け
ん
ぽ
）
〉

・
特
定
健
診
に
が
ん
検
診
を
セ
ッ
ト
し
た
「
生
活
習

慣
病
予
防
健
診
」
の
実
施
（
被
保
険
者
：
3
5
歳
以
上
）

・
協
会
け
ん
ぽ
が
主
催
す
る
集
団
健
診
に
、
市
町
村

の
が
ん
検
診
を
セ
ッ
ト
し
て
実
施
（
調
整
の
う
え
実
施

可
能
だ
っ
た
市
町
村
の
み
実
施
）
（
被
扶
養
者
）

・
協
会
け
ん
ぽ
島
根
支
部
に
お
い
て
、
特
定
健
診
の

案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
内
に
が
ん
検
診
の
受
診
啓
発
と
市

町
村
の
担
当
窓
口
を
記
載
（
被
扶
養
者
）

・
特
定
健
診
と
が
ん
検
診
が
同
時
に
受
診
で
き
る
「

家
族
の
た
め
の
が
ん
検
診
パ
ッ
ク
」
を
県
内
2
8
健
診
機

関
で
実
施
（
被
扶
養
者
）
〈
全
国
健
康
保
険
協
会
島
根

支
部
（
協
会
け
ん
ぽ
）
〉

・
「

生
活
習
慣

病
予
防
健
診

」
は
、

実
施
で
き

な
い
期
間
も

あ
り
前

年
に
比
べ

受
診
数
が
減

少
・
「

が
ん
検
診

パ
ッ
ク
」
も

コ
ロ
ナ

の
影
響
か

ど
う
か
の
検

証
は
で

き
て
い
な

い
が
、
受
診

数
は
減

少
〈
全
国

健
康
保
険
協

会
島
根

支
部
（
協

会
け
ん
ぽ
）

〉

施
策

1
8

（
再
掲
：
施
策
4
）
事
業
所

と
連
携
し
た
情

報
提
供
の
実
施

県
－

（
再
掲
：
施

策
4
）

（
再
掲

：
施
策
4
）

（
再
掲
：
施
策
4
）

施
策

1
9

S
N
S
を
利
用
し
た
若
い
世
代

に
向
け
た
子
宮

頸
が
ん
検
診
受
診
向
上
対

策
県

－
－

－

・
Y
o
u
T
u
b
e
や
L
I
N
E
に
よ
る
啓
発
動
画
の
配
信
を
検

討
<

県
>

施
策

2
0

圏
域
で
は
、
罹
患
・
死
亡

状
況
な
ど
か
ら
重

点
的
に
取
り
組
む
が
ん
種

を
決
定
し
、
そ
れ

に
対
応
し
た
が
ん
検
診
の

受
診
率
向
上
対
策

を
実
施

県
、

市
町

村

重
点

施
策

・
圏
域
が
ん
対
策

推
進
事
業

を
実
施
<
県
>

・
圏
域
が

ん
対
策
推
進
事
業
を

実
施
〈
県
・
市
町
村

〉
・
圏
域
が
ん
対
策
推
進
事
業
を
実
施
〈
県
・

市
町
村
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

がん検診
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（
１

）
ど

こ
に

住
ん

で
い

て
も

安
心

し
て

が
ん

医
療

が
受

け
ら

れ
る

体
制

の
構

築
　

（
が

ん
医

療
）

［
最

終
ア

ウ
ト

カ
ム

３
］

県
内

ど
こ

に
住

ん
で

い
て

も
安

心
し

て
が

ん
医

療
が

受
け

ら
れ

て
い

る

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

５
］

拠
点

病
院

体
制

を
維

持
し

、
患

者
が

適
切

な
が

ん
医

療
を

受
け

ら
れ

て
い

る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

2
1

拠
点
病
院
体
制
の
維
持
及

び
質
の
向
上
に
必

要
な
施
策
の
実
施

県
重
点

施
策

・
が
ん
診
療
連
携

拠
点
病
院

機
能
強
化
補
助
金
の
交

付
　
対
象
病
院
：
松

江
市
立
病

院
、
松
江
赤
十
字
病
院

、
県
立
中
央
病
院

　
補
助
率
等
：
国

1
/
2
、
県
1
/
2

　
補
助
額
：
3
1
,
1
5
7
千
円
（

3
病
院
）
<
県
>

・
が
ん
診

療
連
携
拠
点
病
院
機

能
強
化
補
助
金
の
交
付

　
対
象
病

院
：
松
江
市
立
病
院

、
松
江
赤
十
字
病
院
、

県
立
中
央

病
院

　
補
助
率

等
：
国
1
/
2
、
県
1
/
2

　
補
助
額

：
2
9
,
3
5
0
千
円
（
3
病

院
）
〈
県
〉

・
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
機
能
強
化
補
助
金
の
交

付
　
対
象
病
院
：
松
江
市
立
病
院
、
松
江
赤
十
字
病
院

、
県
立
中
央
病
院

　
補
助
率
等
：
国
1
/
2
、
県
1
/
2

　
補
助
額
：
3
1
,
5
0
0
千
円
（
3
病
院
）
〈
県
〉

施
策

2
2

拠
点
病
院
に
お
け
る
連
携

体
制
の
強
化
及
び

医
療
提
供
体
制
の
質
の
向

上
(
都
道
府
県
拠

点
病
院
)

島
根

大
学

医
学

部
附

属
病

院

重
点

施
策

・
島
根
県
が
ん
診

療
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
協
議
会
お
よ
び

が
ん
診
療
部
会
、
が

ん
登
録
部

会
、
が
ん
相
談
実
務
担

当
者
会
等
を
主
催
し

連
携
体
制

、
医
療
機
能
の
質
の
向

上
を
図
っ
た

・
ま
た
、
各
分
野

に
お
け
る

医
療
従
事
者
研
修
会
を

開
催
し
人
材
養
成
を

図
っ
た
〈

島
根
大
学
医
学
部
附
属

病
院
〉

・
島
根
県

が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
協
議
会
等
を
開
催

し
、
病
院

間
の
連
携
体
制
、
医

療
機
能
の
質
の
向
上
を

図
っ
た

・
ま
た
、

各
分
野
に
お
け
る
医

療
従
事
者
研
修
会
を
開

催
し
、
県

内
病
院
の
人
材
養
成

を
図
っ
た

　
島
根
県

が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
協
議
会
（
2
/
5
）

　
が
ん
相

談
員
実
務
担
当
者
会

（
6
/
1
0
、
1
/
2
3
）

　
が
ん
診

療
部
会
（
1
1
/
1
9
）

　
が
ん
登

録
部
会
（
1
2
/
2
0
）
〈

島
根
大
学
医
学
部
附

属
病
院
〉

・
島
根
県
が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
及
び
各

部
会
の
開
催

　
が
ん
相
談
員
実
務
担
当
者
会
（
7
/
3
，
3
/
8
）

　
が
ん
登
録
部
会
（
1
2
/
9
）

　
が
ん
診
療
部
会
（
1
/
2
5
）

　
島
根
県
が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
（
3
/
1
9
）

県
内
医
療
機
関
に
所
属
す
る
職
員
等
を
対
象
に
医
療

従
事
者
研
修
会
の
開
催

　
が
ん
医
療
従
事
者
研
修
会
（
7
/
3
1
，
9
/
4
，
1
1
/
1
3
，

1
/
2
6
，
3
/
4
）
〈
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

【
全

体
目

標
Ⅱ
】

患
者

本
位
で

将
来

に
わ

た
っ

て
持
続

可
能

な
し
ま
ね
ら
し
い

が
ん
医
療

の
実

現
（

が
ん

医
療
、

緩
和
ケ
ア

）

がん医療
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H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

・
W
E
B
会

議
シ
ス
テ

ム
を
使
用

し
、

院
外
講
師

に
よ
る
研
修

会
を
行

っ
た
（
在

宅
緩
和
ケ
ア

他
職
種

カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
研
修

会
）

〈
松
江
市

立
病
院
〉

・
緩

和
ケ
ア
地

域
連
携
検
討

会
(
研
修

会
)
 
(
1
0
/
3
0
)
を
、

隠
岐

圏
域

と
の
W
e
b
中
継

に
て
開
催
し

た ・
化

学
療
法
研

究
会
(
1
/
1
5
)
に

お
い

て
、
現
地

開
催
の
他
に

W
e
b

配
信

も
行
っ
た

・
新

型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対

策
の
た
め

、
転
院
及
び

自
宅
退

院
患
者
の

カ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
を

、
対
面
の

ほ
か
オ
ン
ラ

イ
ン
で

も
開
催
し

た
〈
松
江
赤

十
字
病

院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

施
策

2
3

拠
点
病
院
に
お
け
る
連
携

体
制
の
強
化
及
び

医
療
提
供
体
制
の
質
の
向

上
(
地
域
拠
点
病

院
)

松
江

市
立

病 院
、

松
江

赤
十

字
病

院
、

県
立

中
央

病 院
、

浜
田

医
療

セ
ン

タ
ー

重
点

施
策

・
緩
和
ケ
ア
多
職

種
カ
ン
フ

ァ
レ
ン
ス
コ
ア
委
員
会

を
開
催
し
、
地
域
と

の
連
携
推

進
の
た
め
に
院
内
・
外

の
医
療
・
介
護
等
の

関
係
者
（

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
協

会
、
在
宅
医
療
・

在
宅
介
護

連
携
支
援
セ
ン
タ
ー
（

社
協
）
）
間
で
情
報

共
有
・
意

見
交
換
を
行
っ
て
い
る

・
松
江
市
立
病
院

主
催
の
研

修
会

　
　
松
江
市
立
病

院
地
域
連

携
講
演
会
（
7
/
1
9
開
催

）
　
　
在
宅
緩
和
ケ

ア
多
職
種

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
講
演

会
2
回
（
1
0
/
1
8
，
3
1
年
3
/
４
開

催
）

　
　
松
江
市
立
病

院
公
開
セ

ミ
ナ
ー
（
1
1
/
1
開
催
：

子
宮
頸
が
ん
の
現
状

・
精
度
の

高
い
が
ん
検
診
に
む
け

て
）

・
「
診
療
の
ご
案

内
」
を
作

成
・
配
布
<
松
江
市
立

病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム

、
が
ん
パ
ス
の
活
用
（

新
規
適
用
件
数
：
3
0
件
）
、
緩

和
ケ
ア
地
域
連
携
パ
ス

の
活
用
（
新
規
適
用

件
数
：
5
4
件
）
、
化
学
療
法
研
究

会
、
緩
和
ケ
ア
地

域
連
携
検

討
会
（
研
修
会
）
、
が

ん
パ
ス
に
関
す
る
勉

強
会
の
開

催
、
病
院
と
地
域
医
療

機
関
が
連
携
し
、
治

療
可
能
な

膵
が
ん
の
発
見
、
治
療

成
績
向
上
を
目
指
す

、
膵
が
ん

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
協

力
〈
松
江
赤
十
字
病

院
〉

・
が
ん
パ
ス
を
用

い
て
、
患

者
の
便
宜
を
図
る
〈
県

立
中
央
病
院
〉

・
他
施
設
合
同
会

議
を
開
催

し
た
〈
浜
田
医
療
セ
ン

タ
ー
〉

・
緩
和
ケ

ア
多
職
種
カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
コ
ア
委
員
会
を

開
催
し
、

地
域
と
の
連
携
推
進

の
た
め
に
院
内
・
外
の

医
療
・
介

護
等
の
関
係
者
（
ケ

ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
協

会
、
在
宅

医
療
・
在
宅
介
護
連

携
支
援
セ
ン
タ
ー
（
社

協
）
）
間

で
事
例
検
討
・
情
報

共
有
・
意
見
交
換
を

行
っ
て
い

る
・
松
江
市

立
病
院
主
催
の
研
修

会
　
が
ん
診

療
連
携
拠
点
病
院
医

療
従
事
者
研
修
会

（
7
/
2
5
開

催
）

　
在
宅
緩

和
ケ
ア
多
職
種
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
研
修
会

（
R
2
・
2
/
2
0
開
催
）

・
ス
ム
ー

ズ
な
地
域
連
携
に
向

け
た
「
診
療
の
ご
案

内
」
の
作

成
・
配
布

・
地
域
連

携
パ
ス
の
活
用
（
が

ん
パ
ス
、
緩
和
ケ
ア
パ

ス
）

・
松
江
保

健
所
主
催
の
松
江
圏

域
緩
和
ケ
ア
事
例
検
討

会
へ
の
参

加
・
協
力
〈
松
江
市

立
病
院
〉

・
緩
和
ケ

ア
地
域
連
携
検
討
会

（
研
修
会
）
（
1
/
3
0
）

、
化
学
療

法
研
究
会
（
1
/
1
6
）

の
開
催
（
緩
和
ケ
ア
シ

ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
3
/
1
2
に
開
催
予

定
だ
っ
た
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
に
よ

り
中
止
）

・
五
大
が

ん
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ

ス
、
緩
和
ケ
ア
地
域
連

携
パ
ス
の

活
用

 
 
が
ん
パ

ス
（
新
規
適
用
件
数

：
3
9
件
）

 
 
緩
和
ケ

ア
パ
ス
（
新
規
適
用

件
数
：
4
7
件
）

・
地
域
の

診
療
所
を
訪
問
し
、

が
ん
患
者
の
在
宅
療
養

の
課
題
等

を
共
有

・
新
規
開

業
し
た
診
療
所
に
訪

問
・
が
ん
パ

ス
に
関
す
る
勉
強
会

の
開
催

・
病
院
と

地
域
医
療
機
関
が
連

携
し
、
治
療
可
能
な
膵

が
ん
の
発

見
、
治
療
成
績
向
上

を
目
指
す
、
膵
が
ん
プ

ロ
ジ
ェ
ク

ト
へ
の
協
力
〈
松
江

赤
十
字
病
院
〉

・
が
ん
パ

ス
を
用
い
て
、
患
者

の
便
宜
を
図
っ
た
〈
県

立
中
央
病

院
〉

・
緩
和
ケ
ア
多
職
種
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ア
委
員
会

を
開
催
し
、
地
域
と
の
連
携
推
進
の
た
め
に
院
内
・
外

の
医
療
・
介
護
等
の
関
係
者
（
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
協

会
、
在
宅
医
療
・
在
宅
介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー
（

社
協
）
）
間
で
事
例
検
討
・
情
報
共
有
・
意
見
交
換
を

行
っ
て
い
る

・
松
江
市
立
病
院
主
催
の
研
修
会

　
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
医
療
従
事
者
研
修
会

（
R
3
.
2
/
2
5
開
催
）

　
在
宅
緩
和
ケ
ア
多
職
種
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
研
修
会

（
1
2
/
3
開
催
）

・
ス
ム
ー
ズ
な
地
域
連
携
に
向
け
た
「
診
療
の
ご
案

内
」
の
作
成
・
配
布

・
地
域
連
携
パ
ス
の
活
用
（
が
ん
パ
ス
、
緩
和
ケ
ア

パ
ス
）

・
松
江
保
健
所
主
催
の
松
江
圏
域
緩
和
ケ
ア
事
例
検

討
会
へ
の
参
加
・
協
力
〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
地
域
連
携
検
討
会
(
研
修
会
）
を
開
催

し
、
地
域
と
連
携
し
て
患
者
が
希
望
す
る
場
所
で
生

活
が
で
き
る
支
援
・
連
携
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ

て
い
る
。
隠
岐
圏
域
の
他
職
種
と
ま
め
ネ
ッ
ト
で
の
オ

ン
ラ
イ
ン
開
催
を
行
っ
た
（
1
0
/
3
0
）

・
化
学
療
法
研
究
会
（
1
/
1
5
）
の
開
催
（
現
地
開
催

と
W
e
b
配
信
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
開
催
）

・
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
開
催

(
7
/
3
1
、
1
2
/
1
0
)

・
か
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
に
関
す
る
研
修
の
開
催

・
五
大
が
ん
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
、
緩
和
ケ
ア
地
域

連
携
パ
ス
の
活
用

 
 
が
ん
パ
ス
（
新
規
適
用
件
数
：
5
4
件
）

 
 
緩
和
ケ
ア
パ
ス
（
新
規
適
用
件
数
：
4
3
件
）

・
地
域
の
診
療
所
を
訪
問
し
、
が
ん
患
者
の
在
宅
療

養
の
課
題
等
を
共
有

・
新
規
開
業
し
た
診
療
所
に
訪
問

・
が
ん
パ
ス
に
関
す
る
勉
強
会
の
開
催
(
1
2
/
4
)
及
び

、
が
ん
パ
ス
を
用
い
る
協
力
機
関
の
訪
問

・
病
院
と
地
域
医
療
機
関
が
連
携
し
、
治
療
可
能
な

膵
が
ん
の
発
見
、
治
療
成
績
向
上
を
目
指
す
、
膵
が
ん

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
協
力

・
ま
め
ネ
ッ
ト
W
e
b
会
議
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
た
、

転
院
及
び
自
宅
退
院
患
者
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
開
催

(
隠
岐
圏
域
、
安
来
圏
域
、
及
び
市
内
の
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
)
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

・
が
ん
パ
ス
を
用
い
て
、
患
者
の
便
宜
を
図
っ
た
〈

県
立
中
央
病
院
〉

がん医療
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H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

2
4

【
新
規
】

が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
体
制
の

整
備

県
、

島
根
大

学
医
学

部
附
属

病
院
、

松
江
市

立
病
院

、
松
江

赤
十
字

病
院
、

県
立
中

央
病
院

重
点

施
策

・
が
ん
ゲ
ノ
ム
医

療
連
携
病

院
が
整
備
さ
れ
た
<
島

根
大
学
医
学
部
附
属

病
院
、
松

江
市
立
病
院
、
松
江
赤

十
字
病
院
、
県
立
中

央
病
院
>

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
が
ん
ゲ

ノ
ム
医
療
に
関
す
る
情

報
を
掲
載
<
島
根
大
学

医
学
部
附

属
病
院
、
松
江
市
立

病
院
、
松
江
赤
十
字

病
院
、
県

立
中
央
病
院
>

・
遺
伝
子
パ
ネ
ル

検
査
に
関

す
る
院
内
講
演
会
を
行

っ
た
。

・
遺
伝
相
談
外
来

に
お
い
て

遺
伝
性
疾
患
に
対
す
る

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を

行
っ
て
い

る
。
〈
松
江
赤
十
字
病

院
〉

・
が
ん
ゲ

ノ
ム
医
療
連
携
病
院

に
指
定
〈
島
根
大
学
医

学
部
附
属

病
院
、
松
江
市
立
病

院
、
松
江
赤
十
字
病

院
、
県
立

中
央
病
院
〉

・
が
ん
ゲ

ノ
ム
医
療
に
関
す
る

講
演
を
実
施
<
県
立
中

央
病
院
>

・
遺
伝
相

談
外
来
に
お
い
て
遺

伝
性
疾
患
に
対
す
る
カ

ウ
ン
セ
リ

ン
グ
を
行
っ
て
い
る

。
〈
松
江
赤

十
字
病
院
〉

・
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
に
関
す
る
講
演
を
実
施
<
島
根

大
学
医
学
部
附
属
病
院
、
松
江
市
立
病
院
>

・
2
0
2
0
年
4
月
が
ん
遺
伝
子
パ
ネ
ル
検
査
を
開
始
<
松

江
市
立
病
院
>

・
ゲ
ノ
ム
診
療
科
を
創
設
。
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
連
携

病
院
と
し
て
の
体
制
を
整
備
し
た
。

・
遺
伝
子
パ
ネ
ル
検
査
を
導
入
し
、
先
進
医
療
、
治

験
に
よ
る
治
療
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

・
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
開
催

（
7
/
3
1
、
1
2
/
1
0
）

・
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
に
関
す
る
研
修
会
の
開
催
。

・
が
ん
遺
伝
子
パ
ネ
ル
検
査
に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
作
成

・
遺
伝
性
乳
が
ん
・
卵
巣
が
ん
当
事
者
会
の
協
力
を

得
て
、
遺
伝
性
が
ん
の
当
事
者
を
対
象
に
し
た
講
演
会

を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
、
双
方
で
の
意
見
交
換
を
行

っ
た
。

・
遺
伝
性
乳
が
ん
・
卵
巣
が
ん
当
事
者
会
の
協
力
を

得
て
、
当
事
者
が
家
族
ら
に
あ
て
た
手
紙
を
紹
介
す
る

写
真
パ
ネ
ル
展
を
実
施
し
、
当
事
者
の
か
た
へ
の
支
援

や
社
会
へ
の
啓
発
活
動
を
行
っ
た
。
〈
松
江
赤
十
字
病

院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

がん医療
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［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

６
］

拠
点

病
院

と
地

域
の

病
院

等
の

機
能

分
担

に
よ

る
連

携
強

化
が

図
ら

れ
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

2
5

益
田
赤
十
字
病
院
の
地
域

が
ん
診
療
病
院
指

定
に
向
け
た
支
援
の
実
施

県
重
点

施
策

施
策

2
6

（
再
掲
：
施
策
2
2
）
拠
点

病
院
に
お
け
る
連

携
体
制
の
強
化
及
び
医
療

提
供
体
制
の
質
の

向
上
(
都
道
府
県
拠
点
病
院

)

島
根

大
学
医

学
部
附

属
病
院

重
点

施
策

（
再
掲
：
施
策
2
2
）

（
再
掲
：
施

策
2
2
）

（
再

掲
：
施
策
2
2
）

（
再
掲
：
施

策
2
2
）

施
策

2
7

（
再
掲
：
施
策
2
3
）
拠
点

病
院
に
お
け
る
連

携
体
制
の
強
化
及
び
医
療

提
供
体
制
の
質
の

向
上
(
地
域
拠
点
病
院
)

松
江

市
立
病

院
、

松
江
赤

十
字
病

院
、

県
立
中

央
病
院

、
浜
田

医
療
セ

ン
タ
ー

重
点

施
策

（
再
掲
：
施
策
2
3
）

（
再
掲
：
施

策
2
3
）

（
再

掲
：
施
策
2
3
）

（
再
掲
：
施

策
2
3
）

施
策

2
8

病
院
間
や
病
院
と
診
療
所

・
介
護
施
設
等
の

連
携
強
化
（
拠
点
病
院
か

ら
地
域
の
病
院
へ

患
者
が
紹
介
さ
れ
る
取
り

組
み
へ
の
支
援
)

県
、

島
根

大
学

医
学

部
附

属
病

院

－

・
島
根
県
が
ん
診

療
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
協
議
会
が
ん
診

療
部
会
（
1
1
/
1
2
）
〈

島
大
〉

・
地
域
連
携
パ
ス

を
活
用
し

患
者
が
望
む
地
域
医
療

機
関
へ
の
紹
介
を
行

っ
た

・
外
来
通
院
患
者

か
ら
の
在

宅
療
養
の
相
談
に
対
し

、
地
域
の
病
院
、
あ

る
い
は
在

宅
診
療
支
援
診
療
所
の

紹
介
、
連
携
の
実
施

を
実
施
し

た
〈
島
根
大
学
医
学
部

附
属
病
院
〉

・
地
域
連

携
パ
ス
を
活
用
し
、

患
者
が
望
む
地
域
医
療

機
関
へ
の

紹
介
を
行
な
っ
た

・
外
来
通

院
患
者
か
ら
の
在
宅

療
養
の
相
談
に
対
し
、

地
域
の
病

院
ま
た
は
在
宅
診
療

支
援
診
療
所
の
紹
介
、

連
携
を
実

施
し
た
〈
島
根
大
学

医
学
部
附
属
病
院
〉

・
島
根
県

が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
協
議
会
が
ん
診
療

部
会
（
1
1
/
1
9
）
〈
島
大
〉

が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
が
ん
診
療
部
会
を

開
催
し
た
。
（
1
/
2
5
）

地
域
連
携
パ
ス
を
活
用
し
，
患
者
が
望
む
地
域
の
医

療
機
関
へ
の
紹
介
を
行
な
っ
た
。
外
来
通
院
患
者
か
ら

の
在
宅
療
養
の
相
談
に
対
し
，
地
域
の
在
宅
診
療
所
等

の
紹
介
，
連
携
を
行
っ
た
〈
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病

院
〉

・
会

議
の
開
催

に
つ
い
て
は

，
オ
ン

ラ
イ
ン
に

よ
る
開
催
〈

島
根
大

学
医
学
部

附
属
病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

がん医療

－ 83 －



H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

2
9

病
院
間
や
病
院
と
診
療
所

・
介
護
施
設
等
の

連
携
強
化
(
地
域
の
病
院
に

お
け
る
が
ん

チ
ー
ム
医
療
の
向
上
）

県
、

拠
点

病
院

重
点

施
策

・
が
ん
チ
ー
ム
医

療
づ
く
り

推
進
事
業
委
託

　
対
象
病
院
：
雲

南
市
立
、

町
立
奥
出
雲
、
飯
南
、

公
立
邑
智
、
隠
岐
、

隠
岐
島
前

（
6
病
院
）

　
委
託
金
額
：
2
,
5
5
4
千
円
余

<
県
>

・
島
根
県
主
催
の

事
例
検
討

会
へ
の
参
加
と
協
力

・
緩
和
ケ
ア
研
修

会
（
8
/
2
6
開
催
）

・
松
江
市
立
病
院

地
域
連
携

講
演
会
（
7
/
1
9
開
催
）

・
在
宅
緩
和
ケ
ア

多
職
種
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
講
演
会

2
回
（
1
0
/
1
8
，
3
1
年

3
/
4
開
催

）
・
Ｅ
Ｌ
Ｎ
Ｅ
Ｃ
研

修
会
（
1
1
/
３
～
1
1
/
4
開
催
）
<
松

江
市
立
病
院
>

・
国
立
が
ん
研
究

セ
ン
タ
ー

、
県
内
の
拠
点
病
院
、

行
政
、
が
ん
サ
バ
イ

バ
ー
と
離

島
に
お
け
る
が
ん
患
者

の
が
ん
と
の
共
生
に

つ
い
て
学

び
語
り
合
う
イ
ベ
ン
ト

の
実
施
。

・
緩
和
ケ
ア
研
修

会
の
開
催

。
・
松
江
保
健
所
主

催
の
松
江

圏
域
緩
和
ケ
ア
事
例
検

討
会
へ
の
参
加
・
協

力
。

・
E
L
N
I
C
-
J
コ
ア
カ

リ
キ
ュ
ラ

ム
看
護
師
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
研
修
の
開
催

・
〈
松
江
赤
十
字

病
院
〉

・
地
域
の
が
ん
チ

ー
ム
医
療

の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
目

的
と
し
た
研
修
を
実

施
す
る
た

め
、
国
立
が
ん
研
究
セ

ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ

た
が
ん
化

学
療
法
医
療
チ
ー
ム
指

導
者
養
成
研
修
に
参

加
し
、
指

導
者
と
し
て
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
を
図
っ
た

〈
島
根
大

学
医
学
部
附
属
病
院
〉

・
P
C
A
ポ
ン
プ
研
修

会
の
実
施

・
が
ん
パ
ス
を
利

用
し
、
地

域
の
病
院
と
連
携
を
行

う
<
県
立
中
央
病
院
>

・
が
ん
チ

ー
ム
医
療
づ
く
り
推

進
事
業
委
託

　
対
象
病

院
：
雲
南
市
立
、
町

立
奥
出
雲
、
飯
南
、
公

立
邑
智
、

隠
岐
（
5
病
院
）

　
委
託
金

額
：
1
,
7
1
1
千
円
余

　
※
町
立

奥
出
雲
は
新
型
コ
ロ

ナ
に
よ
る
中
止
等
で
実

績
な
し
〈

県
〉

・
地
域
の

が
ん
チ
ー
ム
医
療
の

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
目
的

と
し
た
研

修
を
実
施
す
る
た
め

、
国
立
が
ん
研
究
セ
ン

タ
ー
で
開

催
さ
れ
る
指
導
者
養

成
研
修
に
職
員
を
参
加

さ
せ
、
指

導
者
と
し
て
の
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
を
図
っ
た

〈
島
根
大

学
医
学
部
附
属
病
院

〉

・
松
江
保

健
所
主
催
の
松
江
圏

域
緩
和
ケ
ア
事
例
検
討

会
へ
の
参

加
・
協
力

・
緩
和
ケ

ア
研
修
会
（
が
ん
に

携
わ
る
医
療
従
事
者
の

た
め
の
研

修
会
）
（
9
/
1
開
催
）

・
が
ん
診

療
連
携
拠
点
病
院
医

療
従
事
者
研
修
会

（
7
/
2
5
開

催
）

・
在
宅
緩

和
ケ
ア
多
職
種
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
研
修
会

（
R
2
・
2
/
2
0
開
催
）

・
Ｅ
Ｌ
Ｎ

Ｅ
Ｃ
研
修
会
（
9
/
2
1
・
9
/
2
2
開
催
）
〈
松
江

市
立
病
院

〉

・
緩
和
ケ

ア
研
修
会
の
開
催
。

・
松
江
保

健
所
主
催
の
松
江
圏

域
緩
和
ケ
ア
事
例
検
討

会
へ
の
参

加
・
協
力
。
〈
松
江

赤
十
字
病
院
〉

・
新

型
コ
ロ
ナ

の
影
響
に
よ

り
、

事
業
を
中

止
〈
公
立
邑

智
、

隠
岐
〉

・
県

外
か
ら
講

師
を
招
く
予

定
で
あ

っ
た
研
修

会
を
中
止
〈

雲
南
市

立
病
院
〉

・
院

外
研
修
を

院
内
で
の
オ

ン
ラ
イ

ン
研
修
に

変
更
〈
飯
南

病
院
〉

・
W
E
B
会

議
シ
ス
テ

ム
を
使
用

し
、

院
外
講
師

に
よ
る
研
修

会
を
行

っ
た
（
在

宅
緩
和
ケ
ア

他
職
種

カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
研
修

会
）

〈
松
江
市

立
病
院
〉

・
緩

和
ケ
ア
地

域
連
携
検
討

会
(
研
修

会
)
 
(
1
0
/
3
0
)
を
、

隠
岐

圏
域

と
の
W
e
b
中
継

に
て
開
催
し

た ・
転

院
及
び
自

宅
退
院
患
者

の
カ
ン

フ
ァ
レ
ン

ス
を
、
対
面

の
ほ
か

オ
ン
ラ
イ

ン
で
も
開
催

し
た
〈

松
江
赤
十

字
病
院
〉

・
参

加
を
予
定

し
て
い
た
に

も
関
わ

ら
ず
中
止

に
な
っ
た
研

修
も
あ

っ
た
が
，

オ
ン
ラ
イ
ン

で
開
催

さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
，

移
動
に

要
す
る
時

間
・
費
用
が

不
要
と

な
り
，
参

加
し
や
す
い

と
い
う

メ
リ
ッ
ト

も
あ
っ
た
〈

島
根
大

学
医
学
部

附
属
病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

・
が
ん
チ
ー
ム
医
療
づ
く
り
推
進
事
業
委
託

　
対
象
病
院
：
雲
南
市
立
、
飯
南
、
公
立
邑
智
、
隠

岐
（
4
病
院
）

　
委
託
金
額
：
4
2
千
円
余

　
※
公
立
邑
智
、
隠
岐
は
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
中
止

等
で
実
績
な
し
〈
県
〉

・
松
江
保
健
所
主
催
の
松
江
圏
域
緩
和
ケ
ア
事
例
検

討
会
へ
の
参
加
・
協
力

・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
（
が
ん
に
携
わ
る
医
療
従
事
者

の
た
め
の
研
修
会
）
（
1
0
/
2
4
開
催
）

・
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
医
療
従
事
者
研
修
会

（
R
3
.
2
/
2
5
開
催
）

・
在
宅
緩
和
ケ
ア
多
職
種
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
研
修
会

（
1
2
/
3
開
催
）

・
Ｅ
Ｌ
Ｎ
Ｅ
Ｃ
研
修
会
（
1
1
/
7
・
1
1
/
8
開
催
）
〈
松

江
市
立
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
地
域
連
携
検
討
会
(
1
0
/
3
0
)
に
て
、
隠

岐
圏
域
の
病
院
と
、
在
宅
で
の
看
取
り
に
お
け
る
介
護

、
医
療
に
お
け
る
役
割
分
担
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た

。
・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
（
が
ん
に
携
わ
る
医
療
従
事
者

の
た
め
の
研
修
会
）
(
2
/
2
0
）

・
ま
め
ネ
ッ
ト
W
e
b
会
議
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
て
転

院
及
び
自
宅
退
院
患
者
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
催
し

、
双
方
の
医
療
機
関
の
が
ん
チ
ー
ム
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

を
は
か
っ
た
。
(
隠
岐
圏
域
、
安
来
圏
域
、
及
び
市
内

の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
)

・
島
根
県
が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
（
2
/
5
）

へ
の
参
加

・
松
江
市
乳
が
ん
検
診
検
討
会
（
2
/
7
）
へ
の
参
加

・
島
根
県
生
活
習
慣
病
検
診
管
理
指
導
協
議
会
乳
が

ん
部
会
（
3
/
2
4
）
へ
の
参
加
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

・
地
域
の
が
ん
チ
ー
ム
医
療
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
目

的
と
し
た
研
修
を
実
施
す
る
た
め
，
国
立
が
ん
研
究
セ

ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
る
指
導
者
養
成
研
修
に
職
員
を
参

加
さ
せ
，
指
導
者
と
し
て
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
っ
た

〈
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院
〉

がん医療
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H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度
コ

ロ
ナ

の
影

響

施
策

3
0

病
院
間
や
病
院
と
診
療
所

・
介
護
施
設
等
の

連
携
強
化
（
診
療
所
や
介

護
施
設
等
の
連
携

体
制
を
強
化
す
る
事
業
の

実
施
・
検
討
）

県
、

拠
点

病
院

－

・
緩
和
ケ
ア
多
職

種
カ
ン
フ

ァ
レ
ン
ス
コ
ア
委
員
会

を
開
催
し
、
地
域
と

の
連
携
推

進
の
た
め
に
院
内
・
外

の
医
療
・
介
護
等
の

関
係
者
（

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
協

会
、
在
宅
医
療
・

在
宅
介
護

連
携
支
援
セ
ン
タ
ー
（

社
協
）
）
間
で
情
報

共
有
・
意

見
交
換
を
行
っ
て
い
る

〈
松
江
市
立
病
院

〉

・
未
実
施
〈
益
田

赤
十
字
病

院
〉

・
出
雲
圏

域
で
は
「
し
ま
ね
治

験
ネ
ッ
ト
」
を
活
用

し
、
県
立

中
央
病
院
と
連
携
し

て
お
り
、
さ
ら
な
る
治

験
の
効
率

化
と
迅
速
化
を
図
っ

て
い
る

・
ま
た
、

地
域
の
医
療
機
関
へ

向
け
て
本
院
が
行
な
っ

て
い
る
先

進
的
な
医
療
に
つ
い

て
広
報
誌
を
送
付
し
、

周
知
を
図

っ
て
い
る
〈
島
根
大

学
医
学
部
附
属
病
院
〉

・
地
域
連

携
係
が
担
当
と
な
り

、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ

ン
・
紹
介

患
者
の
受
診
調
整
及

び
支
援
し
て
い
る

・
ゲ
ノ
ム

診
療
部
を
創
設
し
体

制
整
備
、
R
2
年
1
月
が

ん
ゲ
ノ
ム

医
療
連
携
病
院
に
指

定
〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
遺
伝
子

パ
ネ
ル
検
査
を
導
入

し
、
先
進
医
療
、
治
験

に
よ
る
治

療
に
取
り
組
む
〈
松

江
赤
十
字
病
院
〉

・
地
域
連
携
係
が
担
当
と
な
り
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ

オ
ン
・
紹
介
患
者
の
受
診
調
整
及
び
支
援
し
て
い
る

・
ゲ
ノ
ム
診
療
部
を
創
設
し
体
制
整
備
、
R
2
年
1
月

が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
連
携
病
院
に
指
定
〈
松
江
市
立
病
院

〉

・
ゲ
ノ
ム
診
療
科
を
創
設
。
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
連
携

病
院
と
し
て
の
体
制
を
整
備
し
た
。

・
遺
伝
子
パ
ネ
ル
検
査
を
導
入
し
、
先
進
医
療
、
治

験
に
よ
る
治
療
に
取
り
組
ん
で
い
る

・
月
に
1
～
2
回
、
岡
山
大
学
病
院
の
W
e
b
カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
に
出
席

・
妊
孕
性
温
存
を
希
望
す
る
患
者
に
つ
い
て
、
対
応

可
能
な
医
療
機
関
へ
紹
介
し
て
支
援
し
て
い
る

・
適
応
外
薬
や
未
承
認
薬
の
使
用
を
検
討
す
る
審
査

委
員
会
を
設
置
し
、
臨
床
研
究
の
実
施
内
容
を
H
P
で
情

報
公
開
し
て
い
る
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

・
出
雲
圏
域
で
は
「
し
ま
ね
治
験
ネ
ッ
ト
」
を
活
用

し
、
県
立
中
央
病
院
と
連
携
し
て
お
り
、
さ
ら
な
る

治
験
の
効
率
化
と
迅
速
化
を
図
っ
て
い
る

・
ま
た
、
地
域
の
医
療
機
関
へ
向
け
て
本
院
が
行
な

っ
て
い
る
先
進
的
な
医
療
に
つ
い
て
広
報
誌
を
送
付
し

、
周
知
を
図
っ
た
〈
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

がん医療
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［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

７
］

高
度

な
医

療
等

へ
の

ア
ク

セ
ス

が
可

能
に

な
っ

て
い

る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

3
1

高
度
な
医
療
や
県
外
で
の

治
療
等
へ
の
ア
ク

セ
ス
が
可
能
と
な
る
事
業

の
検
討

県
、

拠
点

病
院

－

・
地
域
連
携
係
が

担
当
と
な

り
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ

オ
ン
・
紹
介
患
者
の

受
診
調
整

及
び
支
援
し
て
い
る
<
松

江
市
立
病
院
>

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

、
が
ん
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ

る
情
報
提
供
<
松
江
赤

十
字
病
院

>

・
病
院
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で

実
施
し
て
い
る
臨
床
研

究
や
治
験
の
情
報
公

開
し
て
い

る
・
出
雲
圏
域
に
お

い
て
は
「

し
ま
ね
治
験
ネ
ッ
ト
」

を
活
用
し
、
島
根
県

立
中
央
病

院
と
連
携
し
、
治
験
の

効
率
化
と
迅
速
化
を

図
っ
て
い

る
・
ま
た
、
毎
月
病

院
ニ
ュ
ー

ス
を
発
行
・
配
布
し
先

端
技
術
等
を
紹
介
し

て
い
る
〈

島
根
大
学
医
学
部
附
属

病
院
〉

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
用
い
て

、
治
療
内
容
を
掲
示
す

る
<
県
立
中
央
病
院
>

・
出
雲
圏

域
で
は
「
し
ま
ね
治

験
ネ
ッ
ト
」
を
活
用

し
、
県
立

中
央
病
院
と
連
携
し

て
お
り
、
さ
ら
な
る
治

験
の
効
率

化
と
迅
速
化
を
図
っ

て
い
る

・
ま
た
、

地
域
の
医
療
機
関
へ

向
け
て
本
院
が
行
な
っ

て
い
る
先

進
的
な
医
療
に
つ
い

て
広
報
誌
を
送
付
し
、

周
知
を
図

っ
て
い
る
〈
島
根
大

学
医
学
部
附
属
病
院
〉

・
地
域
連

携
係
が
担
当
と
な
り

、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ

ン
・
紹
介

患
者
の
受
診
調
整
及

び
支
援
し
て
い
る

・
ゲ
ノ
ム

診
療
部
を
創
設
し
体

制
整
備
、
R
2
年
1
月
が

ん
ゲ
ノ
ム

医
療
連
携
病
院
に
指

定
〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
遺
伝
子

パ
ネ
ル
検
査
を
導
入

し
、
先
進
医
療
、
治
験

に
よ
る
治

療
に
取
り
組
む
〈
松

江
赤
十
字
病
院
〉

・
地
域
連
携
係
が
担
当
と
な
り
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ

オ
ン
・
紹
介
患
者
の
受
診
調
整
及
び
支
援
し
て
い
る

・
ゲ
ノ
ム
診
療
部
を
創
設
し
体
制
整
備
、
R
2
年
1
月

が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
連
携
病
院
に
指
定
〈
松
江
市
立
病
院

〉

・
ゲ
ノ
ム
診
療
科
を
創
設
。
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
連
携

病
院
と
し
て
の
体
制
を
整
備
し
た

・
遺
伝
子
パ
ネ
ル
検
査
を
導
入
し
、
先
進
医
療
、
治

験
に
よ
る
治
療
に
取
り
組
ん
で
い
る

・
月
に
1
～
2
回
、
岡
山
大
学
病
院
の
W
e
b
カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
に
出
席

・
妊
孕
性
温
存
を
希
望
す
る
患
者
に
つ
い
て
、
対
応

可
能
な
医
療
機
関
へ
紹
介
し
て
支
援
し
て
い
る

・
適
応
外
薬
や
未
承
認
薬
の
使
用
を
検
討
す
る
審
査

委
員
会
を
設
置
し
、
臨
床
研
究
の
実
施
内
容
を
H
P
で
情

報
公
開
し
て
い
る
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

・
出
雲
圏
域
で
は
「
し
ま
ね
治
験
ネ
ッ
ト
」
を
活
用

し
、
県
立
中
央
病
院
と
連
携
し
て
お
り
、
さ
ら
な
る

治
験
の
効
率
化
と
迅
速
化
を
図
っ
て
い
る

・
ま
た
、
地
域
の
医
療
機
関
へ
向
け
て
本
院
が
行
な

っ
て
い
る
先
進
的
な
医
療
に
つ
い
て
広
報
誌
を
送
付
し

、
周
知
を
図
っ
た
〈
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院
〉

・
緩

和
ケ
ア
地

域
連
携
検
討

会
(
研
修

会
)
 
(
1
0
/
3
0
)
を
、

隠
岐

圏
域

と
の
W
e
b
中
継

に
て
開
催
し

た
〈

松
江
赤
十

字
病
院
〉

・
4
～

6
月
は
開
催

自
体
を
中
止

し
た

が
，
7
～
3
月

は
，
そ
の

時
々

に
応
じ
て

オ
ン
ラ
イ
ン

の
み
ま

た
は
感
染

対
策
を
十
分

に
施
し

て
対
面
に

よ
り
開
催
を

し
た
〈

島
根
大
学

医
学
部
附
属

病
院
〉

・
コ

ロ
ナ
禍
で

外
部
と
の
会

合
が
し

ず
ら
い
状

況
と
な
っ
て

い
る
〈

益
田
赤
十

字
病
院
〉

施
策

3
2

【
新
規
】

（
再
掲
：
施
策
2
4
）
が
ん

ゲ
ノ
ム
医
療
体
制

の
構
築

県
、

島
根
大

学
医
学

部
附
属

病
院
、

松
江
市

立
病
院

、
松
江

赤
十
字

病
院
、

県
立
中

央
病
院

重
点

施
策

（
再
掲
：
施
策
2
4
）

（
再
掲
：
施

策
2
4
）

（
再

掲
：
施
策
2
4
）

（
再
掲
：
施

策
2
4
）

施
策

3
3

【
新
規
】

【
小
児
・
Ａ
Ｙ
Ａ
】
生
殖

機
能
の
温
存
等
に

関
す
る
施
策
の
実
施

県
、

拠
点

病
院

等

重
点

施
策

市
民
公
開
講
座
で

、
疾
患
の

特
徴
、
体
験
談
、
支
援

制
度
な
ど
多
面
的
な

情
報
提
供

、
周
知
を
行
っ
た
。

・
妊
孕
性
温
存
治

療
を
希
望

す
る
患
者
に
つ
い
て
、

対
応
可
能
な
医
療
機

関
へ
紹
介

し
て
支
援
し
て
い
る
。

〈
松
江
赤
十
字
病

院
〉

・
妊
孕
性

温
存
治
療
を
希
望
す

る
患
者
に
つ
い
て
、
対

応
可
能
な

医
療
機
関
へ
紹
介
し

て
支
援
し
て
い
る
。

〈
松
江
赤

十
字
病
院
〉

・
島
根
県
が
ん
・
生
殖
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

に
向
け
た
準
備
<
県
、
拠
点
病
院
等
>

・
妊
孕
性
温
存
療
法
に
係
る
助
成
事
業
の
実
施
要
綱

等
の
作
成
<
県
>

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

がん医療
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（
２

）
切

れ
目

の
な

い
緩

和
ケ

ア
の

提
供

　
（

緩
和

ケ
ア

）

［
最

終
ア

ウ
ト

カ
ム

４
］

患
者

や
そ

の
家

族
の

痛
み

や
つ

ら
さ

が
緩

和
さ

れ
、

生
活

の
質

が
向

上
し

て
い

る

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

８
］

が
ん

診
療

に
携

わ
る

す
べ

て
の

医
療

・
介

護
従

事
者

が
患

者
と

そ
の

家
族

の
身

体
的

・
精

神
的

・
心

理
社

会
的

痛
み

に
対

応
で

き
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

3
4

患
者
と
そ
の
家
族
に
関
わ

る
医
療
・
介
護
従

事
者
の
よ
り
一
層
の
人
材

育
成
(
緩
和
ケ
ア

に
係
る
研
修
会
)

県 拠
点

病
院

－

・
緩
和
ケ
ア
研
修

会
（
8
/
2
6
開
催
）

・
松
江
市
立
病
院

地
域
連
携

講
演
会
（
7
/
1
9
開
催
）

・
在
宅
緩
和
ケ
ア

多
職
種
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
講
演
会

2
回
（
1
0
/
1
8
，
3
1
年

3
/
4
開
催

）
〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
研
修

会
の
開
催

・
緩
和
ケ
ア
地
域

連
携
検
討

会
（
研
修
会
）
の
開
催

・
緩
和
ケ
ア
・
が

ん
看
護
基

礎
コ
ー
ス
研
修
（
5
月

～
9

月
）
、
が
ん
看
護

に
お
け
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

研
修
の
開
催
、
・
E
L
N
I
C
-
J
コ
ア

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
看
護

師
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

研
修
の
開

催
・
国
立
が
ん
研
究

セ
ン
タ
ー

主
催
の
地
域
緩
和
ケ
ア

連
携
調
整
員
研
修
（

2
/
1
7
～
2
/
1
8
）
へ
の
参
加

・
国
立
が
ん
研
究

セ
ン
タ
ー

主
催
の
地
域
緩
和
ケ
ア

連
携
調
整
員
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ

研
修
（
1
0
/
2
8
）
へ
の

参
加
<
松
江
赤
十
字
病

院
>

・
医
学
部
附
属
病

院
緩
和
ケ

ア
研
修
会
を
開
催
し
た

（
2
0
1
8
/
7
/
8
）
受

講
者
3
6
名

〈
島
根
大
学
医
学
部
附

属
病
院
〉

・
国
が
定
め
る
「

が
ん
等
の

診
療
に
携
わ
る
医
師
等

に
対
す
る
緩
和
ケ
ア

研
修
会
の

開
催
指
針
」
に
基
づ
く

緩
和
ケ
ア
研
修
会
を

開
催
（
平

成
3
0
年
9
月
3
0
日
開
催

）
<

県
立
中
央
病
院
>

・
緩
和
ケ

ア
研
修
会
の
開
催
（

拠
点
病
院
主
催
計
5

回
）

　
修
了
者

数
：
医
師
8
9
名
、
医

師
以
外
4
2
名
〈
県
・
拠

点
病
院
〉

・
医
学
部

附
属
病
院
緩
和
ケ
ア

研
修
会
を
開
催
し
た

（
8
/
1
8
）

　
　
受
講

者
2
5
名
（
医
師
2
2
名

、
医
師
以
外
3
名
）

〈
島
根
大

学
医
学
部
附
属
病
院

〉

・
が
ん
診

療
連
携
拠
点
病
院
医

療
従
事
者
研
修
会

（
7
/
2
5
開

催
）

・
在
宅
緩

和
ケ
ア
多
職
種
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
研
修
会

（
R
2
・
2
/
2
0
開
催
）

・
緩
和
ケ

ア
研
修
会
（
が
ん
に

携
わ
る
医
療
従
事
者
の

た
め
の
研

修
会
）
（
9
/
1
開
催
）

・
Ｅ
Ｌ
Ｎ

Ｅ
Ｃ
研
修
会
（
9
/
2
1
・
9
/
2
2
開
催
）

・
松
江
市

立
病
院
医
療
懇
話
会

：
講
演
会
（
9
/
5
開

催
）

・
松
江
市

立
病
院
研
究
会
（
7
/
1
8
開
催
）
〈
松
江
市
立

病
院
〉

・
緩
和
ケ

ア
研
修
会
（
1
0
/
2
7
）

、
緩
和
ケ
ア
地
域
連

携
検
討
会

（
研
修
会
）
（
1
/
3
0
）
、
緩
和
ケ
ア
・
が
ん

看
護
基
礎

コ
ー
ス
研
修
（
5
～
1
2
月
）
,
が
ん
看
護
に
お

け
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研

修
（
1
0
/
9
）
の
開
催
の

開
催
〈
松

江
赤
十
字
病
院
〉

・
国
が
定

め
る
「
が
ん
等
の
診

療
に
携
わ
る
医
師
等
に

対
す
る
緩

和
ケ
ア
研
修
会
の
開

催
指
針
」
に
基
づ
く
緩

和
ケ
ア
研

修
会
を
開
催
〈
県
立

中
央
病
院
〉

・
緩
和
ケ

ア
研
修
会
の
実
施
（

9
/
8
）
〈
浜
田
医
療
セ

ン
タ
ー
〉

・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
の
開
催
（
拠
点
病
院
主
催
計
4

回
）

　
修
了
者
数
：
医
師
6
8
名
、
医
師
以
外
2
0
名
〈
県
・

拠
点
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
（
が
ん
に
携
わ
る
医
療
従
事
者

の
た
め
の
研
修
会
）
（
1
0
/
2
4
開
催
）

　
　
受
講
者
2
8
名
（
医
師
2
0
名
、
医
師
以
外
8
名
）

〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
（
が
ん
に
携
わ
る
医
療
従
事
者

の
た
め
の
研
修
会
）
の
開
催
（
2
/
2
0
）

・
緩
和
ケ
ア
地
域
連
携
検
討
会
（
研
修
会
）
 
(
隠
岐

圏
域
と
ま
め
ネ
ッ
ト
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
)
の
開
催

（
1
0
/
3
0
）
。

・
緩
和
ケ
ア
・
が
ん
看
護
研
修
会
の
開
催
(
8
月
-
1
1

月
）
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

緩
和
ケ
ア
研
修
会
に
つ
い
て
，
，
1
/
2
3
に
開
催
を
予

定
し
て
い
た
が
，
年
明
け
に
再
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
傾
向
が
み
ら
れ
た
た
め
，
や
む
を
得
ず

今
年
度
の
開
催
を
中
止
と
し
た
。
〈
島
根
大
学
医
学
部

附
属
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
の
開
催
（
1
0
/
1
1
）
修
了
者
2
0
名

（
医
師
：
1
7
名
、
医
師
以
外
：
3
名
）

・
研
修
緩
和
ケ
ア
「
薬
物
療
法
」
研
修
（
9
/
1
0
）
〈

県
立
中
央
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
の
実
施
（
1
1
/
1
5
）
〈
浜
田
医

療
セ
ン
タ
ー
〉

・
緩

和
ケ
ア
地

域
連
携
検
討

会
(
研
修

会
)
 
(
1
0
/
3
0
)
を
、

隠
岐

圏
域

と
の
W
e
b
中
継

に
て
開
催
し

た
〈

松
江
赤
十

字
病
院
〉

・
研

修
会
の
性

質
上
，
対
面

に
よ
ら

な
い
開
催

は
難
し
く
，

新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症

の
流
行

状
況
を
鑑

み
，
開
催
す

る
こ
と

が
で
き
な

か
っ
た
〈
島

根
大
学

医
学
部
附

属
病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

緩和ケア
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H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

・
在
宅
医
へ
の
緩
和
ケ
ア
研
修
会
開
催
の
検
討
、
準

備
を
行
っ
た
〈
県
、
県
医
師
会
、
拠
点
病
院
等
〉

・
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
医
療
従
事
者
研
修
会

（
R
3
.
2
/
2
5
開
催
）

・
在
宅
緩
和
ケ
ア
多
職
種
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
研
修
会

（
1
2
/
3
開
催
）

・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
（
が
ん
に
携
わ
る
医
療
従
事
者

の
た
め
の
研
修
会
）
（
1
0
/
2
4
開
催
）

・
Ｅ
Ｌ
Ｎ
Ｅ
Ｃ
研
修
会
（
1
1
/
7
・
1
1
/
8
開
催
）

・
地
域
連
携
医
療
従
事
者
研
修
会
（
1
0
/
2
8
開
催
）

〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
（
2
/
2
0
）
、
緩
和
ケ
ア
地
域
連

携
検
討
会
（
研
修
会
）
（
1
0
/
3
0
）
(
隠
岐
圏
域
と
ま
め

ネ
ッ
ト
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
)
、
緩
和
ケ
ア
・
が

ん
看
護
基
礎
コ
ー
ス
研
修
（
8
～
1
2
月
）
、
疼
痛
緩
和

の
薬
物
療
法
に
関
す
る
勉
強
会
の
開
催
(
4
/
7
)
、
化
学

療
法
レ
ジ
メ
ン
に
関
す
る
勉
強
会
の
開
催
（
松
江
市
薬

剤
師
会
と
共
催
）
（
2
/
2
5
）
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

が
ん
医
療
従
事
者
研
修
会
と
し
て
，
緩
和
ケ
ア
に
特

化
し
た
研
修
会
を
開
催
し
た
。
（
1
/
2
6
）
〈
島
根
大
学

医
学
部
附
属
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
（
1
0
/
1
1
）

・
在
宅
P
C
A
ポ
ン
プ
研
修
会
（
1
2
/
5
）

・
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
レ
ベ
ル
別
教
育
　
[
が
ん
看
護

」
「
緩
和
ケ
ア
」

・
地
域
医
療
研
修
会
「
保
険
薬
局
薬
剤
師
と
病
院
薬

剤
師
の
が
ん
化
学
療
法
に
関
す
る
情
報
提
供
」
（
9
/
1
7
）

W
e
b
研
修
〈
県
立
中
央
病
院
〉

・
薬
剤
師

　
日
本
緩
和
医
療
薬
学
学
会
　
教
育
セ
ミ
ナ
ー

　
日
本
緩
和
医
療
学
会
　
教
育
セ
ミ
ナ
ー

・
看
護
師

　
緩
和
・
支
持
・
心
の
ケ
ア
　
合
同
学
術
大
会

　
日
本
癌
治
療
学
会
学
術
集
会

　
エ
ン
ゼ
ル
ケ
ア
・
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
院
内
研
修
会
〈

益
田
赤
十
字
病
院
〉

・
W
E
B
会

議
シ
ス
テ

ム
を
使
用

し
、

院
外
講
師

に
よ
る
研
修

会
を
行

っ
た
（
在

宅
緩
和
ケ
ア

他
職
種

カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
研
修

会
）

〈
松
江
市

立
病
院
〉

・
緩

和
ケ
ア
研

修
会
を
院
内

職
員
の

み
で
開
催

し
た

・
緩

和
ケ
ア
地

域
連
携
検
討

会
(
研
修

会
)
 
(
1
0
/
3
0
)
を
、

隠
岐

圏
域

と
の
W
e
b
中
継

に
て
開
催
し

た
〈

松
江
赤
十

字
病
院
〉

・
院

外
講
師
に

よ
る
講
演
・

パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
を

計
画
し

て
い
た
が

，
来
院
い
た

だ
く
こ

と
が
で
き

ず
，
オ
ン
ラ

イ
ン
に

よ
る
開
催

と
し
た

・
県

内
の
広
い

地
域
か
ら
参

加
者
が

あ
っ
た

こ
の

他
に
も
開

催
を
計
画
を

し
て
い

た
が
，
新

型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス

感
染
症
対

策
に
係
る
業

務
量
増

加
に
よ
り

，
看
護
師
・

事
務
職

員
の
業
務

逼
迫
の
た
め

計
画
を

実
行
す
る

こ
と
が
で
き

な
か
っ

た
〈
島
根

大
学
医
学
部

附
属
病

院
〉

・
コ

ロ
ナ
禍
に

よ
り
、
外
部

で
の
学

会
・
研
修

会
は
す
べ
て

w
e
b

形
式

と
な
っ
た

〈
益
田
赤
十

字
病
院

〉

施
策

3
5

患
者
と
そ
の
家
族
に
関
わ

る
医
療
・
介
護
従

事
者
の
よ
り
一
層
の
人
材

育
成
(
医
師
以
外
)

県 医
療

機
関

－

・
緩
和
ケ
ア
ア
ド

バ
イ
ザ
ー

養
成
研
修
を
県
看
護
協

会
に
委
託
（
修
了
者

数
：
1
2
名

）
〈
県
〉

・
Ｅ
Ｌ
Ｎ
Ｅ
Ｃ
研

修
会
（
1
1
/
3
～
1
1
/
4
開
催
）

・
市
民
公
開
講
座

（
1
0
/
７
開

催
）

・
松
江
市
立
病
院

地
域
連
携

講
演
会
（
7
/
1
9
開
催
）

・
在
宅
緩
和
ケ
ア

多
職
種
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
講
演
会

2
回
（
1
0
/
1
8
，
3
1
年

3
/
4
開
催

）
〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
研
修

会
の
開
催

・
緩
和
ケ
ア
地
域

連
携
検
討

会
（
研
修
会
）
の
開
催

・
緩
和
ケ
ア
・
が

ん
看
護
基

礎
コ
ー
ス
研
修
（
5
～

9
月
）
の
開
催

・
E
L
N
I
C
-
J
コ
ア
カ

リ
キ
ュ
ラ

ム
看
護
師
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
研
修
の
開
催

<
松
江
赤
十

字
病
院
>

・
島
根
県
の
都
道

府
県
が
ん

診
療
連
携
拠
点
病
院
と

、
地
域
が
ん
診
療
拠

点
病
院
間

で
研
修
会
を
計
画
以
下

の
研
修
を
実
施
し
た

・
島
根
県
が
ん
診

療
連
携
拠

点
病
院
が
ん
看
護
研
修

（
緩
和
ケ
ア
）

　
1
.
「
E
L
N
E
C
-
J
コ

ア
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
看
護
師
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
2
0
1
8
/
9
/
2
2
-
2
3
,
受
講
者
3
6
名

　
2
.
「
が
ん
看
護

に
お
け
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ス
キ
ル
を
磨
く
～
患

者
の
感
情

表
出
を
促
す
ツ
ー
ル

N
U
R
S
E
を
も
ち
い
て

」
2
0
1
8
/
6
/
2
 
受
講
者
2
8
名
〈
島

根
大
学
医
学
部
附
属

病
院
〉

・
P
C
A
ポ
ン
プ
研
修

会
・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
研
修
が

ん
看
護
コ
ー
ス
〈
県
立

中
央
病
院
〉

・
医
師
以
外
の
職

員
を
、
が

ん
看
護
研
修
、
が
ん
相

談
研
修
な
ど
に
参
加

さ
せ
て
い

る
〈
益
田
赤
十
字
病
院

〉

・
緩
和
ケ

ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
養

成
研
修
を
県
看
護
協
会

に
委
託
（

修
了
者
数
：
1
2
名
）

〈
県
〉

・
島
根
県

が
ん
診
療
連
携
拠
点

病
院
が
ん
看
護
研
修

（
緩
和
ケ

ア
）
の
実
施

　
「
E
L
N
E
C
-
J
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
看
護
師
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
」

（
5
/
1
1
～
1
2
）

　
　
受
講

者
3
0
名

　
「
が
ん

看
護
に
お
け
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ

ル
を
磨
く

　
　
～
患

者
の
感
情
表
出
を
促

す
ツ
ー
ル
N
U
R
S
E
を
も

ち
い
て
」

（
1
2
/
1
）

　
　
受
講

者
2
5
名
〈
島
根
大
学

医
学
部
附
属
病
院
〉

・
緩
和
ケ

ア
研
修
会
（
1
0
/
2
7
）

、
緩
和
ケ
ア
地
域
連

携
検
討
会

（
研
修
会
）
（
1
/
3
0
）
、
緩
和
ケ
ア
・
が
ん

看
護
基
礎

コ
ー
ス
研
修
（
5
～
1
2
月
）
,
が
ん
看
護
に
お

け
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研

修
（
1
0
/
9
）
の
開
催

〈
松
江
赤

十
字
病
院
〉

・
が
ん
診

療
連
携
拠
点
病
院
医

療
従
事
者
研
修
会

（
7
/
2
5
開

催
）

・
在
宅
緩

和
ケ
ア
多
職
種
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
研
修
会

（
R
2
・
2
/
2
0
開
催
）

・
緩
和
ケ

ア
研
修
会
（
が
ん
に

携
わ
る
医
療
従
事
者
の

た
め
の
研

修
会
）
（
9
/
1
開
催
）

・
Ｅ
Ｌ
Ｎ

Ｅ
Ｃ
研
修
会
（
9
/
2
1
・
9
/
2
2
開
催
）

・
地
域
連

携
医
療
従
事
者
研
修

会
（
R
2
年
1
/
2
3
開
催
）

〈
松
江
市

立
病
院
〉

・
在
宅
P
C
A
ポ
ン
プ
研
修
会

・
キ
ャ
リ

ア
ア
ッ
プ
研
修
が
ん

看
護
コ
ー
ス
〈
県
立
中

央
病
院
〉

・
が
ん
相

談
員
等
研
修
会
に
Ｍ

Ｓ
Ｗ
を
参
加
さ
せ
た
。

（
H
3
1
年
度

：
7
/
7
、
1
2
/
7
の
計

2
回
、
延
べ
6
名
が
参

加
）

・
薬
剤
師

　
日
本
緩
和
医
療
薬

学
会
年
会

・
看
護
師

　
緩
和
ケ
ア
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
養
成
研
修

　
　
　
　

　
島
根
県
が
ん
診
療

連
携
拠
点
病
院
が
ん
看

護
研
修
（

緩
和
ケ
ア
）
フ
ァ
シ

　
　
　
　

　
リ
テ
ー
タ
ー

　
　
　
　

　
日
本
緩
和
医
療
学

会
学
術
集
会

　
　
　
　

　
日
本
癌
治
療
学
会

学
術
集
会

　
　
　
　

　
日
本
が
ん
看
護
学

会
学
術
集
会

　
　
　
　

　
日
本
臨
床
腫
瘍
学

会
　
　
　
　

　
緩
和
ケ
ア
　
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
　
養
育
研
修

会
〈
益
田

赤
十
字
病
院
〉

緩和ケア
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H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

施
策

3
6

緩
和
ケ
ア
を
適
切
に
提
供

す
る
た
め
の
取
組

の
強
化

県
、

島
根

大
学

医
学

部
附

属
病

院
、

医
療

機
関

－

・
厚

生
労

働
省

緩
和
ケ

ア
チ
ー

ム
研

修
指

定
病
院

・
緩

和
ケ

ア
地

域
連
携

パ
ス
を

活
用

し
、

病
診
連

携
の

充
実

や
患

者
家
族

支
援

を
図
っ

て
い
る

・
緩

和
ケ

ア
セ

ン
タ
ー

が
中
心

と
な

り
、

緩
和
ケ

ア
チ

ー
ム

・
病

棟
・
外

来
と

の
連
携

を
図
っ

て
い

る
・

緩
和
ケ

ア
多

職
種
カ

ン
フ
ァ

レ
ン

ス
コ

ア
委
員

会
を

開
催

し
、

地
域

と
の

連
携
推

進
の
た

め
に

院
内

・
外
の

医
療

関
係

者
間

で
情
報

共
有

・
意
見

交
換
を

行
っ

て
い

る
〈
松

江
市

立
病

院
〉

緩
和

ケ
ア

チ
ー

ム
体
制

の
充
実

を
は

か
っ

て
い
る

<
松

江
赤

十
字

病
院
>

・
「

生
活

の
し

や
す
さ

調
査
票

」
に

よ
る

苦
痛
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を
外

来
･
入

院
患
者

に
実
施

し
た

・
2
次
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

を
実
施

し
て
苦

痛
へ

の
対

応
状
況

の
確

認
と
対

応
策

を
検
討

し
た

・
緩

和
ケ

ア
セ

ン
タ
ー

（
緩
和

ケ
ア

病
棟

･
チ

ー
ム

･
外

来
）

に
1
名

の
が

ん
看

護
専

門
看

護
師
、

4
名

の
緩

和
ケ
ア

認
定

看
護

師
を

配
置
し

て
い

る
・

緩
和
ケ

ア
リ

ン
ク
ナ

ー
ス
を

配
置

し
て

定
期
的

な
情

報
交

換
を

実
施
し

た
・

が
ん
看

護
外

来
を
設

置
し
、

が
ん

患
者

カ
ウ
ン

セ
リ

ン
グ

を
実

施
し
た

・
薬

剤
師

外
来

の
設
置

や
病
棟

薬
剤

師
に

よ
り
医

療
用

麻
薬

導
入

時
な
ど

に
服

薬
指
導

を
実
施

し
た

・
緩

和
ケ

ア
チ

ー
ム
の

質
の
向

上
の

た
め

日
本
緩

和
医

療
学

会
の

セ
ル
フ

チ
ェ

ッ
ク
プ

ロ
グ
ラ

ム
へ

参
加

す
る
こ

と
に

よ
り

、
活

動
を
評

価
し

た
〈
島

根
大
学

医
学

部
附

属
病
院

〉

・
外

来
化

学
療

法
室
を

利
用
す

る
患

者
に

対
し
て

の
苦

痛
ス

ク
リ

ー
ニ
ン

グ
実

施
率
が

運
用
を

見
直

し
た

半
年
間

で
9
4
.
5
％

ま
で

上
昇
し

た
・

2
0
1
9
年

度
は

外
来
化

学
療
法

室
利

用
患

者
の
み

な
ら

ず
質

問
票

の
使
用

を
希

望
す
る

す
べ
て

の
患

者
に

使
用
で

き
る

よ
う

に
運

用
変
更

予
定

・
医

療
用

麻
薬

の
注
射

剤
で
疼

痛
コ

ン
ト

ロ
ー
ル

を
し

て
い

る
患

者
の
外

出
・

外
泊
、

自
宅
退

院
に

関
し

て
P
C
A
ポ

ン
プ
を

使
用

す
る
体

制
が

整
備
さ

れ
て
お

り
、

必
要

に
応
じ

て
提

供
す

る
こ

と
が
で

き
て

い
る
〈

県
立
中

央
病

院
〉

・
平

成
3
0
年

度
は

、
緩

和
ケ
ア

チ
ー

ム
1
チ

ー
ム
で

活
動
し

て
い

る
・

平
成
3
1
年

度
は

骨
転

移
専
門

の
緩

和
ケ

ア
チ
ー

ム
を

設
立

予
定 ・

ま
た
、

緩
和

薬
物
療

法
認
定

薬
剤

師
1
名

合
格
〈

益
田
赤

十
字

病
院
〉

・
苦

痛
の
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ
を

外
来

･
入

院
患

者
に

実
施
し

た
・
2
次

ス
ク
リ

ー
ニ
ン

グ
を

実
施

し
て
苦

痛
へ

の
対

応
状
況

の
確
認

と
対
応

策
を

検
討

し
た

・
緩

和
ケ
ア

セ
ン

タ
ー

（
緩
和

ケ
ア

病
棟

･
チ

ー
ム

･
外
来

）
に

1
名

の
が

ん
看

護
専
門

看
護

師
、

3
名

の
緩

和
ケ

ア
認

定
看

護
師

を
配

置
し
て

い
る

・
緩

和
ケ
ア

リ
ン

ク
ナ

ー
ス
を

配
置

し
て

定
期

的
な

情
報

交
換

を
実

施
し
た

・
が

ん
看
護

外
来

を
設

置
し
、

が
ん

患
者

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
を

実
施

し
た

・
薬

剤
師
外

来
の

設
置

や
病
棟

薬
剤

師
に

よ
り

医
療

用
麻

薬
導

入
時

な
ど
に

服
薬

指
導

を
実
施

し
た

・
緩

和
ケ
ア

チ
ー

ム
の

質
の
向

上
の

た
め

日
本

緩
和

医
療

学
会

の
セ

ル
フ
チ

ェ
ッ

ク
プ

ロ
グ
ラ

ム
へ

参
加

す
る

こ
と

に
よ

り
、

活
動

を
評
価

し
た

〈
島

根
大
学

医
学

部
附

属
病

院
〉

・
厚

生
労
働

省
緩

和
ケ

ア
チ
ー

ム
研

修
指

定
病

院
・
緩

和
ケ
ア

地
域

連
携

パ
ス
を

活
用

し
、

病
診

連
携

の
充

実
や

患
者

家
族
支

援
を

図
っ

て
い
る

・
緩

和
ケ
ア

セ
ン

タ
ー

が
中
心

と
な

り
、

緩
和

ケ
ア

チ
ー

ム
・

病
棟

・
外
来

と
の

連
携

を
図
っ

て
い

る
・
緩

和
ケ
ア

多
職

種
カ

ン
フ
ァ

レ
ン

ス
コ

ア
委

員
会

を
開

催
し
、

地
域
と

の
連

携
推

進
の
た

め
に

院
内

・
外

の
医

療
関

係
者

間
で

の
事
例

検
討

・
情

報
共
有

・
意

見
交

換
を

行
っ

て
い

る
〈
松

江
市
立

病
院

〉

・
苦

痛
ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を
実

施
・
緩

和
ケ
ア

チ
ー

ム
に

1
名

の
が

ん
看
護

専
門

看
護

師
、
2
名

の
緩
和

ケ
ア
認

定
看

護
師

を
配
置

、
緩

和
ケ

ア
院

内
登

録
看

護
師

の
育

成
・
専

門
看
護

領
域

　
が

ん
看
護

担
当

及
び

病
棟

・
外

来
各

所
配

置
の

認
定
看

護
師

に
よ

り
が
ん

患
者

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
を

実
施

〈
松

江
赤
十

字
病

院
〉

・
苦

痛
ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を
外

来
化

学
療

法
室

利
用

患
者

の
み

な
ら

ず
、
質

問
票

の
使

用
を
希

望
す

る
す

べ
て

の
患

者
が

利
用

で
き

る
よ
う

に
運

用
変

更
し
た

・
医

療
用
麻

薬
の

注
射

剤
で
疼

痛
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
を

し
て

い
る

患
者

の
外
出

・
外

泊
、

自
宅
退

院
に

関
し

て
P
C
A
ポ

ン
プ
を

使
用
す

る
体
制

が
整

備
さ

れ
て
お

り
、

必
要

に
応

じ
て

提
供

す
る

こ
と

が
で
き

て
い

る
・
緩

和
ケ
ア

リ
ン

ク
ナ

ー
ス
の

配
置

・
が

ん
看
護

外
来

設
置

・
入

院
患
者

の
オ

ピ
オ

イ
ド
レ

ス
キ

ュ
ー

自
己

管
理

の
運

用
を

強
化

拡
大
し

た
〈

県
立

中
央
病

院
〉

・
が

ん
性
疼

痛
や

鎮
痛

薬
に
関

す
る

ポ
ケ

ッ
ト

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

作
成

し
、
院

内
医

療
従

事
者
へ

配
布

し
た

〈
益

田
赤

十
字

病
院
〉

・
苦

痛
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
実

施
の

実
態

把
握
調

査
を

実
施

〈
県

〉
・

厚
生
労

働
省

緩
和

ケ
ア

チ
ー

ム
研

修
指

定
病
院

・
緩

和
ケ

ア
地

域
連

携
パ

ス
を

活
用

し
、

病
診
連

携
の

充
実

や
患

者
家
族

支
援

を
図

っ
て

い
る

・
緩

和
ケ

ア
セ

ン
タ

ー
が

中
心

と
な

り
、

緩
和
ケ

ア
チ

ー
ム

・
病

棟
・
外

来
と

の
連

携
を

図
っ

て
い

る
・

緩
和
ケ

ア
多

職
種

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
コ

ア
委
員

会
を

開
催

し
、

地
域

と
の

連
携

推
進

の
た

め
に

院
内

・
外
の

医
療

関
係

者
間

で
の
事

例
検

討
・

情
報

共
有

・
意

見
交

換
を
行

っ
て

い
る

〈
松

江
市

立
病

院
〉

・
苦

痛
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

を
入

院
・

外
来

患
者
に

実
施

し
、

早
期

か
ら
の

緩
和

ケ
ア

に
取

組
ん

で
い

る
・

緩
和
ケ

ア
チ

ー
ム

に
1
名

の
が
ん

看
護

専
門
看

護
師

、
2
名

の
緩

和
ケ
ア

認
定

看
護

師
を

配
置

し
て

い
る

・
緩

和
ケ

ア
の

院
内

登
録

看
護

師
を

育
成

と
、
そ

の
活

用
を

行
っ

て
い

る
・

専
門
看

護
領

域
部

署
を

設
置

し
、

所
属

す
る
が

ん
看

護
担

当
看

護
師
及

び
外

来
・

病
棟

配
置

の
が

ん
専

門
看
護

師
・

認
定

看
護

師
に
よ

る
が

ん
患

者
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

及
び
患

者
の

相
談

支
援

を
実
施

し
て

い
る

・
医

療
用

麻
薬

開
始

時
に

、
自

記
式

記
録

用
紙
を

も
ち

い
て

患
者

が
在
宅

で
の

セ
ル

フ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
が

で
き
る

よ
う

支
援

し
て

い
る

・
W
H
O
癌
疼

痛
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
改
定

に
併

せ
、
院

内
緩

和
ケ

ア
指

針
の
改

訂
を

行
っ

た
・

症
状
の

共
有

・
緩

和
が

円
滑

・
適

切
に

実
施
で

き
る

よ
う

に
、

緩
和

ケ
ア

地
域

連
携

パ
ス

の
「

療
養

日
記
」

を
当

院
通

院
患

者
に
も

活
用

し
て

い
る

〈
松

江
赤

十
字

病
院
〉

・
苦

痛
の

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を

外
来

･
入

院
患
者

に
実

施
し

た
。

2
次
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

を
実
施

し
て

苦
痛
へ

の
対

応
状

況
の

確
認
と

対
応

策
を

検
討

し
た

・
緩

和
ケ

ア
セ

ン
タ

ー
（

緩
和

ケ
ア

病
棟

･
チ
ー

ム
･
外

来
）

に
1
名

の
が
ん

看
護

専
門

看
護

師
、
3
名

の
緩

和
ケ
ア

認
定

看
護

師
を

配
置
し

て
い

る
・

緩
和
ケ

ア
リ

ン
ク

ナ
ー

ス
を

配
置

し
て

定
期
的

な
情

報
交

換
を

実
施
し

た
・

が
ん
看

護
外

来
を

設
置

し
、

が
ん

患
者

カ
ウ
ン

セ
リ

ン
グ

を
実

施
し
た

・
薬

剤
師

外
来

の
設

置
や

病
棟

薬
剤

師
に

よ
り
医

療
用

麻
薬

導
入

時
な
ど

に
服

薬
指

導
を

実
施

し
た

・
緩

和
ケ

ア
外

来
を

受
診

し
た

患
者

を
対

象
に
、

薬
剤

師
が

保
険

薬
局
と

服
薬

情
報

提
供

書
（

ﾄ
ﾚ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾚ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾄ
）

を
用

い
た

情
報

提
供
を

実
施

し
た

・
緩

和
ケ

ア
チ

ー
ム

の
質

の
向

上
の

た
め

日
本
緩

和
医

療
学

会
の

セ
ル
フ

チ
ェ

ッ
ク

プ
ロ

グ
ラ

ム
へ

参
加

す
る
こ

と
に

よ
り

、
活

動
を
評

価
し

た
〈

島
根

大
学

医
学

部
附

属
病
院

〉

・
苦

痛
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

を
外

来
化

学
療

法
室
利

用
患

者
の

み
な

ら
ず
、

質
問

票
の

使
用

を
希

望
す

る
す

べ
て
の

患
者

が
利

用
で

き
る
よ

う
に

運
用

。
入

院
時

が
ん

を
主

病
名
と

す
る

患
者

の
リ

ス
ト
ア

ッ
プ

を
行

い
、

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
の
拡

大
を

図
っ

た
・

医
療
用

麻
薬

の
注

射
剤

で
疼

痛
コ

ン
ト

ロ
ー
ル

を
し

て
い

る
患

者
の
外

出
・

外
泊

、
自

宅
退

院
に

関
し

て
P
C
A
ポ

ン
プ

を
使

用
す

る
体

制
が

整
備

さ
れ

て
お

り
、

必
要

に
応
じ

て
提

供
す

る
こ

と
が
で

き
て

い
る

・
外

来
、

各
病

棟
に

緩
和

ケ
ア

リ
ン

ク
ナ

ー
ス
配

置
し

、
連

携
を

図
っ
て

い
る

・
が

ん
看

護
外

来
設

置
。

が
ん

領
域

専
門

看
護
師

・
認

定
看

護
師

に
よ
る

が
ん

患
者

指
導

を
行

っ
て

い
る

〈
県
立

中
央

病
院

〉

・
が

ん
性

疼
痛

や
鎮

痛
薬

に
関

す
る

ポ
ケ

ッ
ト
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
活

用
し
治

療
・

ケ
ア

に
あ

た
っ

て
い

る
〈

益
田
赤

十
字

病
院

〉

・
面

会
禁
止
と

な
っ
た
た
め

、
オ
ン

ラ
イ
ン
面

会
を
実
施
し

て
い
る

〈
益
田
赤

十
字
病
院
〉

必
要

時
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
の

面
会
体

制
を
整
え

た
〈
県
立
中

央
病
院

〉

緩和ケア
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H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

3
7

個
別
の
状
況
に
応
じ
た
緩

和
ケ
ア
や
、
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
に
対
す
る
取

組
の
検
討

県 拠
点

病
院

等

－

・
個
々
の
症
例
カ

ン
フ
ァ
レ

ン
ス
を
定
期
的
に
多
職

種
で
行
っ
て
い
る

・
緩
和
ケ
ア
チ
ー

ム
や
緩
和

ケ
ア
病
棟
に
よ
る
デ
ス

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の

実
施

・
遺
族
来
院
時
の

対
応
や
遺

族
へ
の
グ
リ
ー
フ
ハ
ガ

キ
の
送
付

・
緩
和
ケ
ア
病
棟

主
催
の
遺

族
会
の
定
期
開
催
〈
松

江
市
立
病
院
〉

緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム

体
制
の
充

実
を
図
っ
て
い
る
〈
松

江
赤
十
字
病
院
〉

・
遺
族
ケ
ア
ワ
ー

キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
を
設
置
し
、
今

後
の
遺
族
ケ
ア
に
必

要
な
事
項

を
検
討
し
た

・
今
年
度
よ
り
グ

リ
ー
フ
レ

タ
ー
を
送
付
を
予
定
し

て
い
る
〈
島
根
大
学

医
学
部
附

属
病
院
〉

・
認
知
症
の
あ
る

が
ん
患
者

や
高
齢
で
精
査
困
難
で

が
ん
の
診
断
が
つ
か

な
い
患
者

な
ど
個
別
の
状
況
に
応

じ
て
、
主
診
療
科
と

合
わ
せ
て

緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
が
介

入
し
て
説
明
の
補
助

や
意
思
決

定
の
支
援
、
症
状
緩
和

を
行
っ
て
い
る

・
ま
た
、
困
難
事

例
で
は
必

要
に
応
じ
て
デ
ス
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
を
実

施
し
て
、

今
後
の
ケ
ア
に
活
か
せ

る
よ
う
に
取
り
組
ん

で
い
る
〈

県
立
中
央
病
院
〉

・
必
要
時
に
緩
和

ケ
ア
チ
ー

ム
が
介
入
し
、
個
別
に

相
談
を
行
い
対
応
し

て
い
る
〈

益
田
赤
十
字
病
院
〉

・
緩
和
ケ

ア
病
棟
に
お
い
て
、

ご
遺
族
へ
の
グ
リ
ー
フ

レ
タ
ー
の

送
付
を
行
っ
て
い
る

。
緩
和
ケ
ア
病
棟
で
の

デ
ス
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
、
緩
和

ケ
ア
チ
ー
ム
に
よ
る
一

般
病
棟
で

の
デ
ス
カ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
を
実
施
し
て
い
る

〈
島
根
大

学
医
学
部
附
属
病
院

〉

・
個
々
の

症
例
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
を
定
期
的
に
多
職
種

で
行
っ
て

い
る

・
在
宅
緩

和
ケ
ア
多
職
種
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ア
委
員

会
で
の
事

例
検
討
（
2
回
開
催
）

（
6
/
2
7
・
1
2
/
1
2
）

・
緩
和
ケ

ア
チ
ー
ム
や
緩
和
ケ

ア
病
棟
に
よ
る
デ
ス
カ

ン
フ
ァ
レ

ン
ス
の
実
施

・
遺
族
来

院
時
の
対
応
や
遺
族

へ
の
グ
リ
ー
フ
ハ
ガ
キ

の
送
付

・
緩
和
ケ

ア
病
棟
主
催
の
遺
族

会
の
定
期
開
催
（
松
江

市
立
病
院

）

・
必
要
に

応
じ
て
、
在
宅
緩
和

ケ
ア
適
応
ケ
ー
ス
で
の

事
例
検
討

、
デ
ス
カ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
の
実
施
〈
松
江
赤

十
字
病
院

〉

・
認
知
症

の
あ
る
が
ん
患
者
や

高
齢
で
精
査
困
難
で
が

ん
の
診
断

が
つ
か
な
い
患
者
な

ど
個
別
の
状
況
に
応
じ

て
、
主
診

療
科
と
合
わ
せ
て
緩

和
ケ
ア
チ
ー
ム
が
介
入

し
て
説
明

の
補
助
や
意
思
決
定

の
支
援
、
症
状
緩
和
を

行
っ
て
い

る
・
困
難
事

例
で
は
必
要
に
応
じ

て
デ
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
を
実
施

し
て
、
今
後
の
ケ
ア

に
活
か
せ
る
よ
う
に
取

り
組
ん
で

い
る
〈
県
立
中
央
病

院
〉

・
デ
ス
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
用
紙

を
改
正
し
、
令
和
2
年
1

月
よ
り
運

用
開
始
し
た
〈
益
田

赤
十
字
病
院
〉

・
個
々
の
症
例
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
定
期
的
に
多
職

種
で
行
っ
て
い
る

・
在
宅
緩
和
ケ
ア
多
職
種
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ア
委

員
会
で
の
事
例
検
討
（
3
回
開
催
）
（
7
/
3
1
・
3
/
1
2
　

他
1
2
月
に
文
書
報
告
を
行
っ
た
）

・
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
や
緩
和
ケ
ア
病
棟
に
よ
る
デ
ス

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
実
施

・
遺
族
来
院
時
の
対
応
や
遺
族
へ
の
グ
リ
ー
フ
ハ
ガ

キ
の
送
付

・
緩
和
ケ
ア
病
棟
主
催
の
遺
族
会
の
定
期
開
催
（
松

江
市
立
病
院
）

・
必
要
に
応
じ
て
、
在
宅
緩
和
ケ
ア
適
応
ケ
ー
ス
で

の
事
例
検
討
、
デ
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
実
施
し
て
い

る
・
自
死
患
者
の
対
応
に
つ
い
て
診
療
科
、
精
神
科
医

師
、
他
関
わ
っ
た
部
門
、
職
種
が
参
加
し
て
カ
ン
フ

ァ
レ
ン
ス
を
開
催
。
今
後
の
医
療
ケ
ア
に
生
か
せ
る
よ

う
取
り
組
ん
で
い
る

・
A
M
E
D
津
端
班
老
年
腫
瘍
学
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
医

師
2
名
が
参
加

・
N
S
T
、
R
S
T
、
認
知
症
ケ
ア
チ
ー
ム
、
褥
瘡
チ
ー
ム

等
の
専
門
チ
ー
ム
と
連
携
し
、
総
合
的
見
地
か
ら
が
ん

患
者
の
Q
O
L
改
善
に
努
め
て
い
る
〈
松
江
赤
十
字
病
院

〉

緩
和
ケ
ア
病
棟
に
お
い
て
、
ご
遺
族
へ
の
グ
リ
ー
フ

レ
タ
ー
の
送
付
を
行
っ
て
い
る
。
緩
和
ケ
ア
病
棟
で
の

デ
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
、
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
に
よ
る
一

般
病
棟
で
の
デ
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
実
施
し
て
い
る

〈
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院
〉

・
奨
励
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
定
期
的
に
多
職
種
で
行

っ
て
い
る

・
必
要
に
応
じ
て
デ
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
実
施
し

て
、
今
後
の
ケ
ア
に
活
か
せ
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で

い
る
〈
県
立
中
央
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
病
棟
に
お
い
て
、
ご
遺
族
へ
グ
リ
ー
フ

レ
タ
ー
の
送
付
を
し
て
い
る
。
デ
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

の
実
施
し
て
い
る
〈
浜
田
医
療
セ
ン
タ
ー
〉

・
引
き
続
き
デ
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
っ
て
い
る

〈
益
田
赤
十
字
病
院
〉

・
病

棟
で
の
季

節
の
行
事
へ

家
族
の

参
加
が
で

き
な
い
た
め

、
行
事

で
の
写
真

を
手
紙
に
添

え
送
付

し
て
い
る

〈
浜
田
医
療

セ
ン
タ

ー
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

緩和ケア

－ 90 －



［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

９
］

患
者

が
望

む
場

所
で

適
切

な
緩

和
ケ

ア
を

受
け

ら
れ

て
い

る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

3
8

地
域
で
の
緩
和
ケ
ア
の
提

供
を
支
え
る
基
盤

の
強
化

県 医
療

機
関

重
点

施
策

・
拠
点
病
院
主
催

の
緩
和
ケ

ア
研
修
会
を
医
療
機
関

及
び
各
医
師
会
へ
案

内
・
拠
点
病

院
主
催
の
緩
和
ケ
ア

研
修
会
を
医
療
機
関
及

び
各
医
師

会
へ
案
内

・
拠
点
病
院
主
催
の
緩
和
ケ
ア
研
修
会
を
医
療
機
関

及
び
各
医
師
会
へ
案
内

・
令
和
3
年
度
か
ら
実
施
す
る
在
宅
医
へ
の
緩
和
ケ

ア
研
修
会
の
企
画
及
び
準
備
〈
県
、
県
医
師
会
〉

施
策

3
9

圏
域
ご
と
の
在
宅
緩
和
ケ

ア
提
供
体
制
の
強

化
県

重
点

施
策

・
緩
和
ケ
ア
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク

会
議
開
催
、
緩
和
ケ
ア

従
事
者
研
修
会
実
施

、
圏
域
在

宅
医
療
・
緩
和
ケ
ア
資

源
情
報
の
更
新
、
住

民
へ
の
普

及
啓
発
、
が
ん
サ
ロ
ン

活
動
支
援
、
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
作

成
〈
県
、
市
町
村
〉

・
緩
和
ケ

ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会

議
開
催
、
緩
和
ケ
ア
従

事
者
研
修

会
実
施
、
遺
族
聞
取

調
査
の
実
施
、
圏
域
在

宅
医
療
・

緩
和
ケ
ア
資
源
情
報

の
更
新
、
住
民
へ
の
普

及
啓
発
、

が
ん
サ
ロ
ン
活
動
支

援
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
作
成

〈
県
、
市

町
村
〉

・
緩
和
ケ
ア
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
開
催
、
遺
族

聞
取
調
査
結
果
の
配
布
、
住
民
へ
の
普
及
啓
発
・
出
前

講
座
、
圏
域
在
宅
医
療
・
緩
和
ケ
ア
資
源
情
報
の
更
新

、
が
ん
サ
ロ
ン
活
動
支
援
〈
県
、
市
町
村
〉

・
一

同
に
会
す

る
会
議
、
研

修
は
書

面
に
変
更

し
た
り
中
止

し
た
も

の
が
あ
っ

た

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

１
０

］
患

者
と

そ
の

家
族

が
、

自
分

ら
し

く
生

き
る

た
め

に
治

療
や

療
養

生
活

を
自

己
選

択
し

、
そ

の
状

況
に

満
足

し
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

4
0

意
思
決
定
支
援
に
対
す
る

取
組
の
検
討

県 拠
点

病
院

等

－

・
ア
ド
バ

ン
ス
ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
に
つ
い
て
、
病
院

内
研
修
、

地
域
と
の
定
期
的
な

緩
和
ケ
ア
地
域
連
携
カ

ン
フ
ァ
レ

ン
ス
な
ど
で
普
及
を

図
っ
て
い
る
〈
島
根
大

学
医
学
部

附
属
病
院
〉

・
「
A
C
P
ワ

ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

」
で
事
例
検
討
や
情

報
交
換
を

し
て
い
る

・
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
し
、

院
内
ス
タ
ッ
フ
へ
の
周

知
や
外
来

へ
配
置
し
た
り
、
患

者
・
家
族
へ
配
布
し
支

援
を
行
っ

て
い
る

・
「
が
ん

患
者
さ
ん
の
意
思
を

支
え
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
」

で
意
思
決
定
支
援
を

し
て
い
る
〈
松
江
市
立

病
院
〉

・
医
療
倫

理
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ

ョ
ン
チ
ー
ム
と
連
携
に

よ
る
、
医

療
チ
ー
ム
の
意
思
決

定
支
援
の
サ
ポ
ー
ト
の

実
施

・
相
談
支

援
分
門
に
お
け
る
意

思
決
定
支
援
の
研
修
を

実
施
し
、

が
ん
患
者
支
援
の
充

実
を
は
か
っ
て
い
る

・
A
C
P
の
普

及
・
啓
発
の
推
進
に

か
か
る
協
議
・
検

討
、
市
民

を
対
象
と
し
た
講
座

の
開
催
な
ど
を
行
っ
て

い
る
、
「

ま
つ
え
ア
ド
バ
ン
ス

・
ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
普
及
・

啓
発
推
進
協
議
会
」

に
、
複
数
診
療
科
の
医

師
が
参
加

し
て
い
る
（
副
会
長

、
幹
事
）

・
告
知
に

お
け
る
心
理
的
負
担

軽
減
を
は
か
る
た
め

に
、
意
思

決
定
支
援
に
専
門
領

域
看
護
師
が
関
与
し
て

い
る
〈
松

江
赤
十
字
病
院
〉

・
マ
ン
ガ
「
A
C
P
＝
人
生
会
議
っ
て
何
だ
ろ
う
？
」

を
作
成
し
、
普
及
啓
発
し
た
〈
県
〉

・
「
A
C
P
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
で
事
例
検
討
や

情
報
交
換
を
し
て
い
る

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
院
内
ス
タ
ッ
フ
へ
の

周
知
や
外
来
へ
配
置
し
た
り
、
患
者
・
家
族
へ
配
布
し

支
援
を
行
っ
て
い
る

・
「
が
ん
患
者
さ
ん
の
意
思
を
支
え
る
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
」
で
意
思
決
定
支
援
を
し
て
い
る
〈
松
江
市

立
病
院
〉

・
医
療
倫
理
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
チ
ー
ム
と
連
携

に
よ
る
、
医
療
チ
ー
ム
の
意
思
決
定
支
援
の
サ
ポ
ー
ト

の
実
施

・
相
談
支
援
分
門
に
お
け
る
意
思
決
定
支
援
の
研
修

を
実
施
し
、
が
ん
患
者
支
援
の
充
実
を
は
か
っ
て
い
る

・
A
C
P
の
普
及
・
啓
発
の
推
進
に
か
か
る
協
議
・
検

討
、
市
民
を
対
象
と
し
た
講
座
の
開
催
な
ど
を
行
っ

て
い
る
、
「
ま
つ
え
ア
ド
バ
ン
ス
・
ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
普
及
・
啓
発
推
進
協
議
会
」
に
、
複
数
診
療
科
の

医
師
が
参
加
し
て
い
る
（
副
会
長
、
幹
事
）
。

・
告
知
に
お
け
る
心
理
的
負
担
軽
減
を
は
か
る
た
め

に
、
意
思
決
定
支
援
に
専
門
領
域
看
護
師
が
関
与
し

て
い
る

・
緩

和
ケ
ア
地

域
連
携
検
討

会
(
研
修

会
)
 
(
1
0
/
3
0
)
を
、

隠
岐

圏
域

と
の
W
e
b
中
継

に
て
開
催
し

た
〈

松
江
赤
十

字
病
院
〉

・
コ

ロ
ナ
対
応

の
た
め
、
十

分
な
検

討
時
間
が

と
れ
て
い
な

い
〈
益

田
赤
十
字

病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

・
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム

関
係
機
関
連
絡
会
議

（
3
/
1
2
）
で
A
C
P
取

組
事
例
を

共
有
〈
県
〉

・
「
A
C
P
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー

プ
」
を
立
ち
上
げ
、

検
討
し
て
い
る

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
作
成
し

、
院
内
ス
タ
ッ
フ
へ
の

周
知
や
外
来
へ
配
置

し
た
り
、

患
者
・
家
族
へ
配
布
し

支
援
を
行
っ
て
い
る

・
「
が
ん
患
者
さ

ん
の
意
思

を
支
え
る
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
」
を
立
ち

上
げ
、
検

討
・
支
援
実
施
を
し
て

い
る
〈
松
江
市
立
病

院
〉

・
日
本
臨
床
倫
理

学
会
の
2
0
1
8
年
度
研
修
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
「
臨
床
倫
理
認

定
士
（
臨

床
倫
理
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

）
コ
ー
ス
」
を
受
講

。
医
師
2
名

が
臨
床
倫
理
認
定
士

（
臨
床
倫
理
ア
ド

バ
イ
ザ
ー

）
に
認
定
さ
れ
た
。

・
厚
生
労
働
省
委
託
事

業
「
本
人
の
意
向

を
尊
重
し
た

意
思
決
定
の
た
め

の
研
修
会

　
相
談
員
研
修
会
」
を

受
講
（
9
/
2
4
）
。
〈

松
江
赤
十

字
病
院
〉

・
ア
ド
バ
ン
ス
ケ

ア
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
に
つ
い
て
、
病

院
内
研
修
、
地
域
と

の
定
期
的

な
緩
和
ケ
ア
地
域
連
携

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
な

ど
で
普
及

を
図
っ
て
い
る
〈
島
根

大
学
医
学
部
附
属
病

院
〉

・
救
命
の
た
め
に

最
善
の
医

療
や
措
置
を
行
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
死

が
不
可
避

に
な
っ
た
患
者
に
対
す

る
医
療
行
為
の
開
始

・
不
開
始

、
医
療
内
容
の
変
更
、

医
療
行
為
中
止
な
ど

の
判
断
の

道
筋
を
示
し
た
終
末
期

医
療
に
係
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を

作
成
。
全
職
員
に
周
知

後
使
用
開
始

・
が
ん
と
診
断
さ

れ
た
と
き

か
ら
、
納
得
し
た
治
療

が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
希
望

す
る
療
養
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
本
人
や

家
族
、
医
療
従
事
者
で

治
療
内
容
や
療
養
場

所
な
ど
を

繰
り
返
し
話
し
合
う
ケ

ー
ス
も
あ
る
（
が
ん

看
護
外
来

の
利
用
や
が
ん
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
の
利
用

な
ど
）
〈

県
立
中
央
病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

緩和ケア

－ 91 －



H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

4
0

意
思
決
定
支
援
に
対
す
る

取
組
の
検
討

県 拠
点

病
院

等

－

・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム

ド
コ
ン
セ

ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
ト
に
つ

い
て
定
め
て
お
り
、

個
々
の
状

況
に
合
わ
せ
患
者
・
家

族
の
意
思
が
尊
重
さ

れ
る
よ
う

図
っ
て
い
る
〈
益
田
赤

十
字
病
院
〉

・
救
命
の

た
め
に
最
善
の
医
療

や
措
置
を
行
っ
た
に
も

か
か
わ
ら

ず
、
死
が
不
可
避
に

な
っ
た
患
者
に
対
す
る

医
療
行
為

の
開
始
・
不
開
始
、

医
療
内
容
の
変
更
、
医

療
行
為
中

止
な
ど
の
判
断
の
道

筋
を
示
し
た
終
末
期
医

療
に
係
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作

成
。
全
職
員
に
周
知
後

使
用
開
始

さ
れ
て
い
る

・
「
共
に

治
療
に
つ
い
て
考
え

て
い
く
た
め
の
質
問

紙
」
運
用

に
つ
い
て
検
討
中
〈

県
立
中
央
病
院
〉

・
緩
和
ケ

ア
チ
ー
ム
に
て
、
A
C
P
に
関
し
て
院
内
検
討

を
進
め
て

い
る
〈
益
田
赤
十
字

病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
地
域
連
携
検
討
会
で
患
者
の
意
向
、
価

値
を
尊
重
し
た
療
養
場
所
の
選
択
、
支
援
に
つ
い
て
検

討
し
た

・
終
末
期
の
意
思
決
定
に
係
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備

・
共
有
し
て
い
る

・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
に
関
す
る
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
改
訂
、
共
有
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

ア
ド
バ
ン
ス
ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
，
病
院

内
で
の
研
修
，
地
域
医
療
機
関
と
の
定
期
的
な
緩
和
ケ

ア
地
域
連
携
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
な
ど
で
，
普
及
の
啓
発

を
図
っ
て
い
る
〈
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院
〉

・
救
命
の
た
め
に
最
善
の
医
療
や
措
置
を
行
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
死
が
不
可
避
に
な
っ
た
患
者
に
対
す

る
医
療
行
為
の
開
始
・
不
開
始
、
医
療
内
容
の
変
更
、

医
療
行
為
中
止
な
ど
の
判
断
の
道
筋
を
示
し
た
終
末
期

医
療
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
。
全
職
員
に
周
知

後
運
用
し
て
い
る

・
A
C
P
勉
強
会
（
研
修
医
向
け
）
開
催

・
介
護
施
設
へ
A
C
P
講
演
会
講
師
派
遣
〈
県
立
中
央

病
院
〉

・
ア
ド
バ
ン
ス
ケ
ア
プ
ラ
ニ
ン
グ
に
関
す
る
普
及
、

運
用
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
て
い
る
。
〈
浜
田
医
療

セ
ン
タ
ー
〉

・
A
C
P
計
画
の
策
定
は
進
ん
で
い
な
い
。
〈
益
田
赤

十
字
病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

緩和ケア
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（
１

）
患

者
・

家
族

の
治

療
や

療
養

生
活

の
悩

み
が

軽
減

す
る

た
め

の
支

援
　

（
患

者
家

族
支

援
）

［
最

終
ア

ウ
ト

カ
ム

５
］

患
者

と
そ

の
家

族
の

治
療

や
療

養
生

活
の

悩
み

が
軽

減
し

て
い

る

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

１
１

］
患

者
が

相
談

で
き

る
環

境
が

あ
る

と
感

じ
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

4
1

国
が
提
唱
す
る
統
括
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー

（
が
ん
患
者
家
族
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
）
の

運
営

県 島
根

大
学

医
学

部
附

属
病

院

－

・
が
ん
患
者
家
族

サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
運
営
を
島
根

大
学
に
委
託
<
県
>

・
が
ん
相
談
員
実

務
担
当
者

会
と
連
携
し
、
相
談
員

等
研
修
会
、
ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー

相
談
会
・
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
研
修
、
就
労
支

援
、
広
報

活
動
実
施
に
つ
い
て
企

画
運
営
・
情
報
共
有

の
実
施
<
島

根
大
学
医
学
部
附
属

病
院
>

・
が
ん
相

談
員
実
務
担
当
者
会

と
連
携
し
、
相
談
員
等

研
修
会
、

ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
相

談
会
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
研
修
、

就
労
支
援
、
広
報
活

動
実
施
に
つ
い
て
、
企

画
運
営
・

情
報
共
有
の
実
施
〈

島
根
大
学
医
学
部
附
属

病
院
〉

が
ん
相
談
員
実
務
担
当
者
会
を
開
催
し
，
相
談
員
等

の
研
修
会
や
，
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
相
談
会
・
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
研
修
，
就
労
支
援
，
広
報
活
動
実
施
に
つ
い

て
，
企
画
運
営
・
情
報
共
有
を
行
っ
た
〈
島
根
大
学

医
学
部
附
属
病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

【
全
体
目
標
】
尊
厳

を
も
っ
て
安

心
し
て

暮
ら
せ

る
社
会
の
構

築
（

患
者
家
族

支
援
、

が
ん

教
育
）

患者家族支援
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H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

4
2

が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

の
認
知
度
向
上

拠
点

病
院

の
医

療
従

事
者

－

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
院
内
掲

示
・
入
院
時
に
渡
す
「

入
院
の
ご
案
内
」
等

で
紹
介
し

て
い
る

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
作
成
し

、
必
要
時
に
患
者
・
家

族
に
渡
し
た
り
、
受

付
に
も
設

置
・
が
ん
対
策
関
連

の
活
動
時

に
は
、
病
院
来
院
者
や

一
般
市
民
の
方
々
へ

配
布
し
、

周
知
を
図
っ
て
い
る

・
市
民
向
け
の
が

ん
関
係
の

出
前
講
座
に
相
談
員
も

同
行
し
、
周
知
を
図

っ
て
い
る

〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
日
常
診
療
で
の

案
内
や
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
啓
発
イ

ベ
ン
ト
を

通
じ
て
周
知
活
動
を
行

っ
て
い
る
〈
松
江
赤

十
字
病
院

〉

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

を
各
病
棟

・
外
来
に
設
置
。
医
療

者
よ
り
情
報
提
供
す

る
取
組
み

を
実
施

・
院
内
モ
ニ
タ
ー

へ
の
掲
載

〈
島
根
大
学
医
学
部
附

属
病
院
〉

【
院
内
】

・
院
内
イ
ベ
ン
ト

の
際
に
が

ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

の
ブ
ー
ス
設
置
や
チ

ラ
シ
配
り

を
実
施
(
看
護
の
日
、

緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
会

、
市
民
公

開
講
座
な
ど
)

・
院
内
ポ
ス
タ
ー

掲
示

【
院
外
】

・
市
民
公
開
講
座

に
て
ブ
ー

ス
設
置
。
が
ん
征
圧
月

間
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

出
雲
中
央

図
書
館
、
島
大
病
院
と

市
民
向
け
講
座
を
実

施
〈
県
立

中
央
病
院
〉

・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
掲
載
、
外

来
各
病
棟
へ
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
の

設
置
、
院
内
モ
ニ
タ

ー
へ
の
掲
載
を
継
続

〈
島
根
大

学
医
学
部
附
属
病
院

〉

・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
・
院
内
掲
示

・
入
院
時
に
渡
す
「
入

院
の
ご
案

内
」
等
で
紹
介
し
て

い
る

・
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
し
、

必
要
時
に
患
者
・
家
族

に
渡
し
た

り
、
受
付
に
も
設
置

・
が
ん
啓

発
イ
ベ
ン
ト
時
に
は

、
病
院
来
院
者
や
一
般

市
民
の
方

々
へ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

等
　
を
配
布
、
パ
ネ
ル

展
示
な
ど

を
行
い
周
知
を
図
っ

て
い
る

・
が
ん
関

係
の
市
民
向
け
出
前

講
座
に
が
ん
専
門
相
談

員
も
同
行

し
周
知
を
図
っ
て
い

る
〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
、
ブ
ロ
グ
、
院
内

掲
示
・
モ

ニ
タ
ー
、
啓
発
イ
ベ

ン
ト
（
病
院
ま
つ
り
・

カ
ラ
コ
ロ

秋
祭
り
）
に
よ
り
周

知
活
動
を
実
施
し
、
が

ん
告
知
時

に
個
別
に
紹
介
〈
松

江
赤
十
字
病
院
〉

・
【
院
内

】
院
内
イ
ベ
ン
ト
の

際
に
が
ん
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
の

ブ
ー
ス
設
置
や
チ
ラ

シ
配
り
を
実
施
(
看
護

の
日
、
緩

和
ケ
ア
チ
ー
ム
会
、

市
民
公
開
講
座
な
ど
)

院
内
ポ
ス

タ
ー
掲
示

・
【
院
外

】
市
民
公
開
講
座
に

て
ブ
ー
ス
設
置
や
チ
ラ

シ
配
り
を

実
施
。
が
ん
征
圧
月

間
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
出

雲
中
央
図

書
館
に
て
島
大
病
院

が
ん
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
と
市

民
向
け
講
座
を
実
施

〈
県
立
中
央
病
院
〉

・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
院
内
掲
示

、
広
報
誌
、
出
前
講
座

に
よ
り
周

知
〈
浜
田
医
療
セ
ン

タ
ー
〉

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
院
内
掲
示
・
入
院
時
に
渡
す
「

入
院
の
ご
案
内
」
等
で
紹
介
し
て
い
る

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
必
要
時
に
患
者
・
家

族
に
渡
し
た
り
、
受
付
に
も
設
置

・
が
ん
啓
発
イ
ベ
ン
ト
時
に
は
、
病
院
来
院
者
や
一

般
市
民
の
方
々
へ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
　
を
配
布
、
パ
ネ

ル
展
示
な
ど
を
行
い
周
知
を
図
っ
て
い
る

・
が
ん
関
係
の
市
民
向
け
出
前
講
座
に
が
ん
専
門
相

談
員
も
同
行
し
周
知
を
図
っ
て
い
る
〈
松
江
市
立
病
院

〉

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ブ
ロ
グ
、
院

内
掲
示
・
モ
ニ
タ
ー
に
よ
り
周
知
活
動
を
実
施
。
が
ん

告
知
時
に
個
別
に
医
師
、
看
護
師
よ
り
紹
介

・
入
院
時
前
の
説
明
、
情
報
収
集
時
に
就
労
、
両
立

支
援
が
必
要
な
方
へ
個
別
に
情
報
提
供
を
行
う

・
ケ
ー
ブ
ル
T
V
を
活
用
し
た
市
民
公
開
講
座
の
番
組

作
成
・
院
内
活
用
。
(
放
射
線
治
療
・
肺
が
ん
の
治
療

・
ゲ
ノ
ム
診
療
に
つ
い
て
)

・
作
成
し
た
番
組
を
院
内
の
T
V
で
放
映
し
た

・
U
I
C
C
ワ
ー
ル
ド
キ
ャ
ン
サ
ー
デ
ー
の
取
り
組
み
に

参
加
し
、
院
内
を
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
し
、
セ
レ
モ
ニ
ー
を
行
っ
た
。
ま
た
地
元
T
V
局

の
協
力
を
得
て
、
鉄
塔
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
行
っ
た

・
患
者
さ
ん
の
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
動
画
で
作
成
し

、
Y
o
u
T
u
b
e
に
投
稿
し
た
。
ま
た
、
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示

し
、
院
内
外
に
周
知
を
行
っ
た

・
地
元
T
V
局
の
取
材
を
受
け
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
が
ん

診
療
や
サ
ポ
ー
ト
の
仕
組
み
に
つ
い
て
情
報
発
信
を
行

っ
た
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
，
外
来
各
病
棟
へ
の
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
設
置
，
院
内
モ
ニ
タ
ー
で
の
放
映
〈
島
根
大

学
医
学
部
附
属
病
院
〉

・
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
載
、
院
内
各
所
に
が
ん

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
、
入
院
案
内

に
ち
ら
し
を
添
付
〈
県
立
中
央
病
院
〉

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
院
内
掲
示
、
広
報
誌
、
出
前
講

座
に
よ
り
周
知
〈
浜
田
医
療
セ
ン
タ
ー
〉

・
ケ

ー
ブ
ル
T
V
を

活
用
し
た
市

民
公

開
講
座
の

番
組
作
成
・

院
内
活

用
(
例
年
は

病
院
ま
つ
り

に
お
い

て
市
民
公

開
講
座
を
開

催
し
て

い
た
)

・
地

元
T
V
局
の
取

材
を
受
け
、

コ
ロ

ナ
禍
で
の

が
ん
診
療
や

サ
ポ
ー

ト
の
仕
組

み
に
つ
い
て

情
報
発

信
を
行
っ

た
〈
松
江
赤

十
字
病

院
〉

・
例

年
実
施
し

て
い
た
市
民

公
開
講

座
や
院
内

イ
ベ
ン
ト
が

実
施
で

き
ず
、
広

報
活
動
を
す

る
機
会

が
減
っ
た

〈
県
立
中
央

病
院
〉

施
策

4
3

が
ん
相
談
支
援
体
制
の
広

域
連
携
の
構
築

県
、

サ ポ
ー

ト
セ

ン タ
ー

、
拠

点
病

院

－

・
島
根
県
が
ん
診

療
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
協
議
会
が
ん
相

談
部
会
へ
参
加
<
松
江

市
立
病
院

>

・
が
ん
相
談
実
務

担
当
者
会

で
の
協
議
、
検
討
さ
れ

て
い
る
〈
松
江
赤
十

字
病
院
〉

・
鳥
取
県
と
の
共

催
に
よ
る

、
2
0
1
9
年
度
相
談
員
研

修
企
画
協
議
実
施
〈

島
根
大
学

医
学
部
附
属
病
院
〉

・
鳥
取
県

、
国
立
が
ん
研
究
セ

ン
タ
ー
と
の
共
催
に
よ

る
相
談
員

研
修
「
相
談
対
応
の

質
保
障
を
学
ぶ
」
を
開

催
（
7
/
7
）

（
参
加
者
　
島
根
県

：
1
3
病
院
3
2
名
　
鳥

取
県
：
8
病

院
1
4
名
、
他
県
1
名

）
〈
島
根
大
学
医
学
部

附
属
病
院

〉

・
島
根
県

が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
協
議
会
が
ん
相
談

部
会
へ
参

加
〈
松
江
市
立
病
院

〉

・
が
ん
相

談
員
広
域
研
修
企
画

へ
の
参
画
〈
松
江
赤
十

字
病
院
〉

・
が
ん
相

談
員
実
務
担
当
者
会

（
6
/
1
0
、
1
/
2
3
）
〈
県

立
中
央
病

院
〉

・
島
根
県
が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
が
ん
相

談
部
会
へ
参
加
〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
ま
め
ネ
ッ
ト
会
議
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
た
W
e
b
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
開
催
(
隠
岐
、
安
来
圏
域
)

・
島
根
県
が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
が
ん
相

談
部
会
へ
の
参
加
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

・
が
ん
相
談
員
実
務
担
当
者
会
に
参
加
〈
県
立
中
央

病
院
〉

・
が

ん
相
談
員

実
務
担
当
者

会
が
オ

ン
ラ
イ
ン

開
催
に
な
っ

た
こ
と

で
複
数
で

の
出
席
が
可

能
に
な

っ
た
〈
県

立
中
央
病
院

〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

患者家族支援
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［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

１
２

］
が

ん
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
等

が
患

者
や

そ
の

家
族

の
不

安
や

悩
み

に
対

応
で

き
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

4
4

が
ん
相
談
に
関
わ
る
相
談

員
の
よ
り
一
層
の

資
質
向
上

県
、

サ ポ
ー

ト
セ

ン タ
ー

、
拠

点
病

院

－

・
が
ん
相
談
員
等

研
修
会
の

開
催
（
1
0
/
2
1
）

　
参
加
者
数
：
3
1
名
（
1
3
病

院
）
〈
県
〉

・
が
ん
相
談
員
対

象
の
島
根

県
中
央
研
修
会
開
催
へ

の
参
画
と
研
修
へ
の

参
加

・
緩
和
ケ
ア
研
修

会
（
8
/
2
6
開
催
）

・
在
宅
緩
和
ケ
ア

多
職
種
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
講
演
会

2
回
（
1
0
/
1
8
，
3
1
年

3
/
4
開
催

）
<
松
江
市
立
病
院
>

・
が
ん
相
談
実
務

担
当
者
会

が
県
内
相
談
員
を
対
象

と
し
た
研
修
会
を
実

施
〈
松
江

赤
十
字
病
院
〉

・
が
ん
相
談
員
実

務
担
当
者

会
で
協
議
の
上
、
1
0
/
2
1

（
土
）
「
相
談
員

自
身
の
セ

ル
フ
ケ
ア
を
大
切
に
～

よ
り
よ
い
相
談
支
援

の
た
め
に

～
」
を
テ
ー
マ
に
研
修

会
実
施
（
参
加
者
：

1
3
病
院
3
1
名
参
加
）
（
島
根
大
学

病
院
か
ら
は
5
名
（
M
S
W
）
参
加

）
<
島
根
大
学
医
学
部

附
属
病
院
>

・
が
ん
相
談
員
向

け
研
修
の

企
画
・
運
営
<
県
立
中

央
病
院
>

・
が
ん
相
談
に
関

す
る
研
修

会
に
相
談
員
を
参
加
さ

せ
た
（
平
成
3
0
年
度

は
1
回
）
〈

益
田
赤
十
字
病
院
〉

・
鳥
取
県

、
国
立
が
ん
研
究
セ

ン
タ
ー
と
の
共
催
に
よ

る
相
談
員

研
修
「
相
談
対
応
の

質
保
障
を
学
ぶ
」
を
開

催
（
7
/
7
）

（
参
加
者
島
根
県
：

1
3
病
院
3
2
名
　
鳥
取

県
：
8
病
院

1
4
名
、
他
県
1
名
）

・
テ
レ
ビ

会
議
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
が
ん
相
談
員
等
研
修

会
　
A
Y
A
世

代
が
ん
患
者
家
族
の

支
援
を
テ
ー
マ
に
開

催
（
参
加

者
1
7
病
院
4
2
名
参
加

）
〈
島
根
大
学
医
学
部

附
属
病
院

〉

・
が
ん
相

談
員
対
象
の
島
根
県

中
央
研
修
会
開
催
へ
の

参
画
と
研

修
へ
の
参
加

・
緩
和
ケ

ア
研
修
会
（
9
/
1
開
催

）
へ
の
参
加

・
国
立
が

ん
研
究
セ
ン
タ
ー
認

定
が
ん
専
門
相
談
員
に

2
名
の
Ｍ
Ｓ

Ｗ
が
認
定
さ
れ
た

・
が
ん
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
相

談
員
指
導
者
研
修
修
了

（
1
名
）
〈

松
江
市
立
病
院
〉

・
が
ん
相

談
員
研
修
会
へ
の
参

加
〈
松
江
赤
十
字
病

院
〉

・
が
ん
相

談
員
向
け
研
修
の
企

画
・
運
営
〈
県
立
中
央

病
院
〉

・
が
ん
相

談
員
等
研
修
会
に
Ｍ

Ｓ
Ｗ
を
参
加
さ
せ
た

（
H
3
1
年
度

：
7
/
7
、
1
2
/
7
の
計

2
回
、
延
べ
6
名
が
参

加
）
〈
益

田
赤
十
字
病
院
〉

・
緩
和
ケ
ア
研
修
会
（
1
0
/
2
4
開
催
）
へ
の
参
加

〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
が
ん
相
談
員
研
修
会
へ
の
参
加
。

・
島
根
県
が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
が
ん
相

談
研
修
会
へ
の
参
加
(
4
名
)
。
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

島
根
県
が
ん
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
が
ん
相
談

実
務
担
当
者
会
の
開
催
（
7
/
3
，
3
/
8
）
，
が
ん
相
談
員

等
研
修
会
の
開
催
（
3
/
7
）
〈
島
根
大
学
医
学
部
附
属

病
院
〉

・
が
ん
相
談
員
向
け
研
修
へ
の
参
加

・
中
国
地
区
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
研
修
会
へ
の
参
加
〈

県
立
中
央
病
院
〉

・
が
ん
相
談
員
等
研
修
会
に
Ｍ
Ｓ
Ｗ
を
オ
ン
ラ
イ
ン

参
加
さ
せ
た
（
R
2
年
度
：
3
/
7
、
1
名
が
参
加
）
〈
益
田

赤
十
字
病
院
〉

・
オ

ン
ラ
イ
ン

に
よ
り
開
催

を
し
た

〈
島
根
大

学
医
学
部
附

属
病
院

〉

・
コ

ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症

の
影
響

で
外
部
の

研
修
会
の
開

催
回
数

減
少
、
ま

た
県
外
で
開

催
さ
れ

る
研
修
会

へ
の
参
加
困

難
〈
松

江
市
立
病

院
〉

・
集

合
研
修
が

で
き
な
か
っ

た
・
オ

ン
ラ
イ
ン

研
修
に
な
り

、
県
外

の
研
修
に

参
加
し
づ
ら

い
相
談

員
が
研
修

を
受
け
る
こ

と
が
出

来
た
〈
県

立
中
央
病
院

〉

施
策

4
5

（
再
掲
：
施
策
4
3
）
が
ん

相
談
支
援
体
制
の

広
域
連
携
の
構
築

県
、

サ
ポ
ー

ト
セ
ン

タ
ー

、
拠
点

病
院

－
（
再
掲

：
施
策
4
3
）

（
再
掲
：
施
策
4
3
）

（
再
掲
：
施
策
4
3
）

（
再
掲
：

施
策
4
3
）

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

患者家族支援
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［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

１
３

］
患

者
や

そ
の

家
族

が
正

し
い

情
報

を
得

ら
れ

て
い

る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

4
6

わ
か
り
や
す
く
確
実
に
伝

わ
る
情
報
提
供
の

実
施
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

S
N
S
、
し
ま
ね
の

が
ん
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク
等

）
県

重
点

施
策

・
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
し
ま

ね
の
が
ん
対
策
」
の
情

報
更
新
、
配
布

　
作
成
部
数
：
5
,
0
0
0
部

・
「
し
ま
ね
の
が

ん
サ
ポ
ー

ト
ブ
ッ
ク
」
高
額
療
養

費
制
度
の
更
新

・
県
立
図
書
館
に

お
け
る
が

ん
関
連
図
書
整
備
(
H
3
0

1
5
8
冊
)
累
計
2
,
0
5
6
冊
(
H
2
1
～

)

・
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
「
し
ま
ね

の
が
ん
対
策
」
の
リ

ニ
ュ
ー
ア

ル
を
行
っ
た

・
県
立
図

書
館
に
お
け
る
が
ん

関
連
図
書
整
備
(
H
3
1

1
3
7
冊
)
累

計
2
,
1
9
3
冊
(
H
2
1
～
)
〈
県
〉

・
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
し
ま
ね
の
が
ん
対
策
」
の
情

報
更
新

・
県
立
図
書
館
に
お
け
る
が
ん
関
連
図
書
整
備
(
R
2

1
3
2
冊
)
累
計
2
,
3
2
5
冊
(
H
2
1
～
)
〈
県
〉

施
策

4
7

わ
か
り
や
す
く
確
実
に
伝

わ
る
情
報
提
供
の

実
施
（
S
N
S
は
双
方
向
の
情

報
発
信
が
可
能

で
あ
る
特
性
を
活
か
し
、

県
民
か
ら
の
反
応

に
対
し
て
、
必
要
な
対
応

を
行
う
）

県
重
点

施
策

－
－

－

施
策

4
8

正
し
い
が
ん
情
報
の
提
供

拠
点

病
院

等
－

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
各
診
療

科
の
治
療
実
績
を
掲
載

し
て
い
る
〈
松
江
市

立
病
院
〉

・
が
ん
情
報
セ
ン

タ
ー
の
活

用
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

・
冊
子
等
）
や
他
の

拠
点
病
院

と
の
連
携
、
医
師
や
専

門
領
域
看
護
師
等
院

内
ス
タ
ッ

フ
と
連
携
し
正
確
か
つ

分
か
り
や
す
い
情
報

提
供
に
努

め
て
い
る

・
お
食
事
読
本
（

が
ん
治
療

中
の
食
事
内
容
等
に
つ

い
て
患
者
に
情
報
提

供
す
る
も

の
）
の
作
成
と
病
院
H
P
で

の
情
報
提
供

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
各
診
療

科
の
治
療
実
績
を
掲
載

・
患
者
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

や
外
来
化
学
療
法
セ
ン

タ
ー
、
そ
の
他
院

内
各
所
で

の
冊
子
、
栞
、
ポ
ス
タ

ー
に
よ
る
情
報
提
供

及
び
内
容

の
充
実

・
島
根
県
が
ん
サ

ポ
ー
ト
ブ

ッ
ク
の
積
極
的
な
提
供

〈
松
江
赤
十
字
病

院
〉

・
国
立
が
ん
研
究

セ
ン
タ
ー

が
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス
、

静
岡
が
ん
セ
ン
タ
ー

よ
ろ
ず
相

談
、
県
内
拠
点
病
院
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用

し
た
情
報

提
供
の
実
施

・
一
般
向
け
の
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
を
提
示
し
な
が
ら
の

相
談
支
援
の
実
施
〈

島
根
大
学

医
学
部
附
属
病
院
〉

・
が
ん
相
談
員
と

し
て
個
々

の
状
況
に
あ
っ
た
情
報

提
供
の
実
施
〈
県
立

中
央
病
院

〉

・
が
ん
相
談
の
場

に
お
い
て

は
、
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク

や
が
ん
情
報
サ
ー
ビ

ス
等
の
公

的
な
情
報
源
を
元
に
相

談
を
行
っ
て
い
る
〈

益
田
赤
十

字
病
院
〉

・
ケ

ー
ブ
ル
T
V
を

活
用
し
た
市

民
公

開
講
座
の

番
組
作
成
・

院
内
活

用
(
例
年
は

病
院
ま
つ
り

に
お
い

て
市
民
公

開
講
座
を
開

催
し
て

い
た
)
〈
松

江
赤
十
字
病

院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

・
国
立
が

ん
研
究
セ
ン
タ
ー
が

ん
情
報
サ
ー
ビ
ス
、
静

岡
が
ん
セ

ン
タ
ー
よ
ろ
ず
相
談

、
県
内
拠
点
病
院
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

を
活
用
し
た
情
報
提

供
の
実
施

・
一
般
向

け
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
提
示
し
な
が
ら
の
相

談
支
援
の

実
施
〈
島
根
大
学
医

学
部
附
属
病
院
〉

・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
各
診
療
科

の
治
療
実
績
を
掲
載
し

て
い
る

・
が
ん
情

報
セ
ン
タ
ー
の
活
用

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・

冊
子
等
）

や
他
の
拠
点
病
院
と

の
連
携
、
医
師
や
専
門

領
域
看
護

師
等
と
の
連
携
に
よ

る
情
報
提
供
〈
松
江
市

立
病
院
〉

・
が
ん
情

報
セ
ン
タ
ー
の
活
用

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・

冊
子
等
）

や
、
院
内
の
医
師
、

専
門
領
域
看
護
師
等
、

ま
た
は
他

の
拠
点
病
院
と
の
連

携
に
よ
る
情
報
提
供
や

直
接
的
支

援
を
行
っ
て
い
る

・
お
食
事

読
本
（
が
ん
治
療
中

の
食
事
内
容
等
に
つ
い

て
患
者
に

指
導
す
る
も
の
）
の

作
成

・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
各
診
療
科

の
治
療
実
績
を
掲
載

・
患
者
総

合
支
援
セ
ン
タ
ー
や

外
来
化
学
療
法
セ
ン

タ
ー
、
そ

の
他
院
内
各
所
で
の

冊
子
、
栞
、
ポ
ス
タ
ー

に
よ
る
情

報
提
供
及
び
内
容
の

充
実

・
島
根
県

が
ん
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ

ク
の
積
極
的
な
提
供

〈
松
江
赤

十
字
病
院
〉

・
が
ん
相

談
員
と
し
て
個
々
の

状
況
に
あ
っ
た
情
報
提

供
の
実
施

〈
県
立
中
央
病
院
〉

・
が
ん
患

者
や
家
族
向
け
の
冊

子
を
提
供

・
が
ん
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
内

で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

端
末
や
図

書
を
活
用
し
た
情
報

提
供

・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
院
内
が
ん

登
録
報
告
書
を
掲
載

〈
浜
田
医

療
セ
ン
タ
ー
〉

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
各
診
療
科
の
治
療
実
績
を
掲
載

し
て
い
る

・
が
ん
情
報
セ
ン
タ
ー
の
活
用
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

・
冊
子
等
）
や
他
の
拠
点
病
院
と
の
連
携
、
医
師
や
専

門
領
域
看
護
師
等
と
の
連
携
に
よ
る
情
報
提
供
〈
松
江

市
立
病
院
〉

・
が
ん
情
報
セ
ン
タ
ー
の
活
用
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

・
冊
子
等
）
や
、
院
内
の
医
師
、
専
門
領
域
看
護
師
等

、
ま
た
は
他
の
拠
点
病
院
と
の
連
携
に
よ
る
情
報
提
供

や
直
接
的
支
援
を
行
っ
て
い
る

・
お
食
事
読
本
N
o
.
2
（
が
ん
治
療
中
の
食
事
内
容
等

に
つ
い
て
患
者
に
情
報
提
供
す
る
も
の
）
の
作
成
と
病

院
H
P
で
の
情
報
提
供

・
お
食
事
読
本
（
が
ん
治
療
中
の
食
事
内
容
等
に
つ

い
て
患
者
に
情
報
提
供
す
る
も
の
）
の
作
成
と
病
院
H
P
で

の
情
報
提
供

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
各
診
療
科
の
治
療
実
績
を
掲
載

・
患
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
や
外
来
化
学
療
法
セ
ン

タ
ー
、
そ
の
他
院
内
各
所
で
の
冊
子
、
栞
、
ポ
ス
タ

ー
に
よ
る
情
報
提
供
及
び
内
容
の
充
実

・
島
根
県
が
ん
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク
の
積
極
的
な
提
供

・
が
ん
遺
伝
子
パ
ネ
ル
検
査
に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
作
成

・
ケ
ー
ブ
ル
T
V
を
活
用
し
た
市
民
公
開
講
座
の
番
組

作
成
・
院
内
活
用
(
例
年
は
病
院
ま
つ
り
に
お
い
て
市

民
公
開
講
座
を
開
催
し
て
い
た
)
〈
松
江
赤
十
字
病
院

〉

・
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
が
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス
，

静
岡
が
ん
セ
ン
タ
ー
よ
ろ
ず
相
談
，
県
内
拠
点
病
院
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
た
情
報
提
供
の
実
施

一
般
向
け
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
示
し
な
が
ら
の
相

談
支
援
の
実
施
〈
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院
〉

患者家族支援
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H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

4
8

正
し
い
が
ん
情
報
の
提
供

拠
点

病
院

等
－

・
が
ん
相

談
の
際
に
、
島
根
県

が
ん
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク

や
が
ん
情

報
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

公
的
な
情
報
資
源
を
活

用
し
、
適

切
な
情
報
提
供
を
心

掛
け
て
い
る
〈
益
田
赤

十
字
病
院

〉

・
が
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
情
報
や
島
根
県
が
ん

サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
活
用
し
た
情
報
提
供
を
実
施
し
て

い
る ・
相
談
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
専
門
職
と
連
携
を
図

り
情
報
提
供
を
し
て
い
る
〈
県
立
中
央
病
院
〉

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
院
内
が
ん
登
録
報
告
書
を
掲
載

・
が
ん
患
者
や
家
族
向
け
冊
子
の
提
供

・
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
内
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
端
末
や
図
書
を
活
用
し
た
情
報
提
供

・
診
療
実
績
や
専
門
領
域
看
護
師
等
の
情
報
を
掲
載

〈
浜
田
医
療
セ
ン
タ
ー
〉

・
が
ん
相
談
の
際
に
、
島
根
県
が
ん
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ

ク
や
が
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
公
的
な
情
報
資
源
を

活
用
し
、
適
切
な
情
報
提
供
を
心
掛
け
て
い
る
。
今
年

度
か
ら
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
が
ん
に
関
す
る
情
報

ペ
ー
ジ
を
作
成
し
、
上
記
ペ
ー
ジ
の
リ
ン
ク
を
張
っ

て
い
る
〈
益
田
赤
十
字
病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

患者家族支援
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［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

１
４

］
患

者
や

そ
の

家
族

が
ピ

ア
サ

ポ
ー

ト
を

受
け

る
こ

と
で

悩
み

が
軽

減
で

き
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

・
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー
相

談
会
（

島
根

大
学

へ
委
託

）
　

開
催
病

院
：

松
江
市

立
、
松

江
赤

十
字

、
県
立

中
央

病
院

、
　

　
　
　

　
　

島
根
大

学
医
学

部
附

属
病

院
、
浜

田
医

療
セ

ン
タ

ー
、
益

田
赤

十
字
、

　
　

　
　

　
　

安
来
第

一
、
　

雲
南

市
立

、
大
田

市
立

、
隠

岐
（

1
0
病
院

）
　

開
催
回

数
：

4
2
回

　
相

談
者

数
3
9
名

（
3
4
組

）
・

が
ん
ピ

ア
サ

ポ
ー
タ

ー
活
動

を
考

え
る

会
（
島

根
大

学
へ

委
託

）
　

開
催
日

程
：

5
/
1
5
,
7
/
3
,
1
0
/
3
（

3
回
）

・
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー
フ

ォ
ロ
ー

ア
ッ

プ
研

修
（
島

根
大

学
へ

委
託

）
（
1
1
/
1
7
）

　
参

加
者

数
：

ピ
ア
サ

ポ
ー
タ

ー
1
4
名
、

サ
ロ
ン

関
係

者
4
名

・
ピ

ア
サ

ポ
ー

ト
養
成

研
修
会

（
厚

生
労

働
省
委

託
事

業
）

へ
の

参
加
（

松
江

市
立
）

　
開

催
日

程
：

2
/
9
～
1
0

　
参

加
者

数
：

2
名

（
患

者
と
相

談
員
の

ペ
ア

）
〈

県
〉

・
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー
相

談
会
開

催
へ

の
支

援
。
（

3
回

開
催

）
・

患
者
サ

ロ
ン

の
活
動

支
援
（

学
習

会
、

カ
フ
ェ

サ
ロ

ン
開

催
等

）
・

厚
生
労

働
省

委
託
事

業
ピ
ア

サ
ポ

ー
ト

養
成
研

修
受

講
（

患
者

・
相
談

員
1
組

修
了
）

〈
松
江

市
立
病

院
〉

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
、

ポ
ス
タ

ー
掲

示
、

院
内
放

送
等

周
知

活
動

を
行
い

、
専

門
領
域

看
護
師

、
Ｍ

Ｓ
Ｗ

等
相
談

担
当

ス
タ

ッ
フ

と
の
連

携
に

よ
る
ニ

ー
ズ
掘

り
起

こ
し

等
、
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

相
談

会
実

施
を
支

援
し
て

い
る

・
乳

が
ん

患
者

会
の
支

援
・

患
者
サ

ロ
ン

の
活
動

支
援

・
清

音
会

（
松

江
赤
十

字
病
院

喉
摘

者
会

）
の
支

援
・

あ
ゆ
み

会
（

人
工
肛

門
保
有

患
者

の
患

者
会
）

の
支

援
〈

松
江

赤
十
字

病
院

〉

・
ほ

っ
と

サ
ロ

ン
と
の

連
携
に

よ
る

相
談

支
援
、

ほ
っ

と
サ

ロ
ン

便
り
作

成
支

援
の
実

施
・

毎
月
1
5
日

に
が

ん
ピ

ア
サ
ポ

ー
タ

ー
相

談
会
を

実
施

〈
島

根
大

学
医
学

部
附

属
病
院

〉

・
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー
相

談
会
開

催
(
6
回
/
年

)
。
昨

年
度

よ
り

も
開

催
回
数

を
増

・
な

ご
や

か
サ

ロ
ン
実

施
(
毎
月

第
2
、
4
金

曜
)
、

周
知

活
動

の
た

め
院
内

ホ
ー

ル
に
て

イ
ベ
ン

ト
を

実
施

〈
県
立

中
央

病
院

〉

・
院

内
で

ピ
ア

サ
ポ
ー

タ
ー
相

談
会

を
開

催
し
た

（
平

成
3
0
年

度
は

月
１

回
程

度
（
年

1
0
回
）

開
催

し
た

）
〈
益

田
赤

十
字

病
院

〉

・
ほ

っ
と
サ

ロ
ン

と
の

連
携
に

よ
る

相
談

支
援

、
ほ

っ
と

サ
ロ

ン
便

り
作
成

支
援

・
ほ

っ
と
サ

ロ
ン

の
新

た
な
取

組
み

と
し

て
、

「
A
Y
A
世
代

が
ん
患

者
交
流

会
」

「
小

児
が
ん

経
験

者
の

親
の

交
流

会
」

を
開

催 ・
が

ん
ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
相
談

会
　
開

催
病
院

：
松

江
市

立
、
松

江
赤

十
字

、
県

立
中

央
病

院
、

　
　

　
　
　

　
島

根
大

学
病
院

、
浜

田
医

療
セ

ン
タ

ー
、

益
田

赤
十

字
、

　
　

　
　
　

　
安

来
第

一
、
雲

南
市

立
、

大
田

市
立

、
隠

岐
（
1
0
病

院
）

　
開

催
回
数

：
3
9
回

　
相

談
者
数

：
5
2
名
（

4
5
組
）

・
が

ん
ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
研

修
（

1
1
/
1
7
）

　
参

加
者
数

：
ピ

ア
サ

ポ
ー
タ

ー
1
6
名
、

サ
ロ

ン
関

係
者

3
名

〈
島

根
大
学

医
学

部
附

属
病
院

〉

・
ピ

ア
サ
ポ

ー
タ

ー
相

談
会
開

催
へ

の
支

援
。

（
3
回

開
催

）
・
患

者
サ
ロ

ン
の

活
動

支
援
（

毎
火

曜
定

例
会

、
学

習
会

7
回
、

カ
フ
ェ

サ
ロ

ン
開

催
等
）

・
A
Y
A
世

代
交

流
会
開

催
へ

の
支

援
（
1
回

）
〈

松
江

市
立

病
院
〉

・
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
、

ポ
ス
タ

ー
掲

示
、

院
内

放
送

等
周

知
活

動
を

行
い
、

専
門

領
域

看
護
師

、
Ｍ

Ｓ
Ｗ

等
相

談
担

当
ス

タ
ッ

フ
と

の
連
携

に
よ

る
ニ

ー
ズ
掘

り
起

こ
し

等
、

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ
ー

相
談
会

実
施

を
支

援
し
て

い
る

・
乳

が
ん
患

者
会

の
支

援
・
患

者
サ
ロ

ン
の

活
動

支
援

・
清

音
会
（

松
江

赤
十

字
病
院

喉
摘

者
会

）
の

支
援

・
あ

ゆ
み
会

（
人

工
肛

門
保
有

患
者

の
患

者
会

）
の

支
援

〈
松

江
赤

十
字
病

院
〉

・
ピ

ア
サ
ポ

ー
タ

ー
相

談
会
開

催
(
6
回
/
年

)
・
な

ご
や
か

サ
ロ

ン
実

施
(
毎
月

第
2
、
4
金

曜
)
サ

ロ
ン
周

知
活

動
の

た
め
絵

手
紙

教
室

の
開
催

や
院

内
ホ

ー
ル

に
て

イ
ベ

ン
ト

を
実

施
〈
県

立
中

央
病

院
〉

・
が

ん
サ
ロ

ン
（

ほ
っ

と
サ
ロ

ン
浜

田
、

女
性

だ
け

の
会

、
サ

ロ
ン

ひ
ま
わ

り
）

の
院

内
掲
示

に
よ

る
周

知
と

活
動

支
援

〈
浜

田
医

療
セ
ン

タ
ー

〉

・
院

内
に
が

ん
サ

ロ
ン

の
開
催

会
場

を
提

供
し

、
Ｍ

Ｓ
Ｗ

も
参

加
し

て
い
る

。
（

毎
週

火
曜
日

）
・
H
3
1
年

度
は

、
が
ん

サ
ロ

ン
と

が
ん
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー
相

談
会
を

共
催
と

し
、

毎
月

第
２
火

曜
日

に
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

が
が

ん
サ

ロ
ン
に

常
駐

す
る

こ
と
で

、
互

い
の

メ
リ

ッ
ト

を
生

か
し

た
相

談
の
場

を
設

け
る

こ
と
が

で
き

た
〈

益
田

赤
十

字
病

院
〉

・
ピ
ア

サ
ポ
ー

タ
ー
相
談
会

開
催
へ
の
支

援
。
（

開
催
出
来
ず

）
・

患
者

サ
ロ
ン

の
活
動
支
援

（
毎
火

曜
定
例

会
→
定
例
で

は
実
施
出
来

ず
3
回
の
み
実

施
、
学
習
会

→
開

催
出
来

ず
、
カ

フ
ェ
サ
ロ
ン

→
開
催
等
出

来
ず
）

・
A
Y
A
世

代
交

流
会
開

催
へ
の
支
援

（
開
催

出
来
ず
）

〈
松
江

市
立
病

院
〉

・
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
、
ポ
ス

タ
ー
掲
示
、

院
内
放

送
等
周
知
活

動
を
行
い
、

専
門
領

域
看
護

師
、
Ｍ
Ｓ
Ｗ

等
相
談
担
当

ス
タ
ッ

フ
と
の
連
携

に
よ
る
ニ
ー

ズ
掘
り

起
こ
し

等
、
ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
相

談
会
実

施
を
支
援
し

て
い
る

・
ビ
ア

サ
ポ
ー

タ
ー
相
談
会

の
開
催
。
(
7
月
、
1
1
月
、
3
月
)

・
乳
が

ん
患
者

会
の
支
援

・
く
つ

ろ
ぎ
サ

ロ
ン
(
患
者
サ
ロ
ン

)
の
活

動
支
援

・
清
音

会
（
松

江
赤
十
字
病

院
喉
摘
者
会

）
の
支

援
・

あ
ゆ

み
会
（

人
工
肛
門
保

有
患
者
の
患

者
会
）

の
支
援

・
遺
伝

性
乳
が

ん
・
卵
巣
が

ん
の
当
事
者

会
の
協

力
を
得
て
、

遺
伝
性
が
ん

の
当
事

者
を
対

象
に
し
た
講

演
会
を
オ
ン

ラ
イ
ン

で
実
施
し
、

双
方
で
の
意

見
交
換

を
行
っ

た
。

・
遺
伝

性
乳
が

ん
・
卵
巣
が

ん
の
当
事
者

会
の
協

力
を
得
て
、

当
事
者
が
家

族
ら
に

あ
て
た

手
紙
を
紹
介

す
る
写
真
パ

ネ
ル
展

を
実
施
し
、

当
事
者
の
方

へ
の
支

援
や
社

会
へ
の
啓
発

活
動
を
行
っ

た
〈
松

江
赤
十
字
病

院
〉

・
ほ
っ

と
サ
ロ

ン
と
の
連
携

に
よ
る
相
談

支
援
、

ほ
っ
と
サ
ロ

ン
便
り
作
成

支
援

・
ほ
っ

と
サ
ロ

ン
の
新
た
な

取
組
み
と
し

て
、
「

A
Y
A
世

代
が
ん
患
者

交
流

会
」
「

小
児
が

ん
経
験
者
の

親
の
交
流
会

」
を
開

催
・

が
ん

ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
相

談
会

　
開
催

病
院
：

松
江
市
立
、

松
江
赤
十
字

、
県
立

中
央
病
院
、

　
　
　

　
　
　

島
根
大
学
病

院
、
浜
田
医

療
セ
ン

タ
ー
、
益
田

赤
十
字
、

　
　
　

　
　
　

安
来
第
一
、

雲
南
市
立
、

大
田
市

立
、
隠
岐
（

1
0
病
院
）

　
開
催

回
数
：

3
9
回

　
相
談

者
数
：

5
2
名
（
4
5
組

）
・

が
ん

ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
研
修

（
1
1
/
1
7
）

　
参
加

者
数
：

ピ
ア
サ
ポ
ー

タ
ー
1
6
名
、

サ
ロ
ン

関
係
者
3
名
〈
島
根

大
学

医
学
部

附
属
病

院
〉

・
ピ
ア

サ
ポ
ー

タ
ー
相
談
会

を
計
画

・
な
ご

や
か
サ

ロ
ン
実
施
(
毎
月
第

2
、
4
金

曜
)
〈

県
立
中
央
病

院
〉

・
が
ん

サ
ロ
ン

（
ほ
っ
と
サ

ロ
ン
浜
田
、

女
性
だ

け
の
会
、
サ

ロ
ン
ひ
ま
わ

り
）
の

院
内
掲

示
に
よ
る
周

知
と
活
動
支

援
〈
浜

田
医
療
セ
ン

タ
ー
〉

・
が
ん

サ
ロ
ン

は
独
自
に
院

外
に
会
場
を

設
け
開

催
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
開

催
周
知

の
た
め

当
院
で
「
の

ぼ
り
」
を
作

成
し
た

〈
益
田
赤
十

字
病
院
〉

・
コ

ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症

の
影
響

あ
り
、
予

定
し
て
い
た

相
談
会

等
が
開
催

出
来
な
か
っ

た
〈
松

江
市
立
病

院
〉

・
緩

和
ケ
ア
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
開
催

を
中
止
し

た
・
昨

年
3
月
の
ビ

ア
サ
ポ
ー
タ

ー
相
談

会
を
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感

染
症
の
影

響
で
中
止
し

た
・
新

型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の

影
響
で
、

乳
が
ん
患
者

会
の
活

動
を
今
年

度
4
月
～
9
月
の

間
の

会
と
、
1
月

開
催
予
定
の

会
を
取

り
や
め
た

・
新

型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の

影
響
で
、

く
つ
ろ
ぎ
サ

ロ
ン
(
患

者
サ
ロ
ン

)
の
活
動
が
昨

年
3
月

よ
り
休
止

状
態
と
な
っ

て
い
る

・
新

型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の

影
響
で
、

去
年
2
月
よ
り

清
音
会

の
活
動
を

休
止
し
て
い

る
・
新

型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の

影
響
で
、

あ
ゆ
み
会
の

会
合
を

中
止
し
て

い
る
(
資
料
の

送
付
な

ど
に
よ
り

、
会
員
に
情

報
提
供

は
行
っ
て

い
る
)
〈
松
江

赤
十
字

病
院
〉

・
ピ

ア
サ
ポ
ー

タ
ー
相
談
会

は
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル

ス
感
染
予
防

等
に
よ

り
実
施
で

き
な
か
っ
た

・
な

ご
や
か
サ

ロ
ン
は
感
染

流
行
状

況
に
応
じ

て
月
1
回
の
開

催
ま
た

は
中
止
と

し
た
〈
県
立

中
央
病

院
〉

・
院

内
に
が
ん

サ
ロ
ン
の
開

催
会
場

を
提
供
し

て
い
た
が
、

今
年
度

は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染

症
の
影
響

で
院
内
開
催

は
中
止

し
て
い
る

・
が

ん
ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
相

談
会
に

つ
い
て
も

同
様
に
中
止

し
て
い

る
〈
益
田

赤
十
字
病
院

〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

施
策

4
9

ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
の
充
実
(
患

者
サ
ロ
ン
、
ピ

ア
サ
ポ
ー
タ
ー
相
談
会
)

県
、

サ ポ
ー

ト
セ

ン タ
ー

、
拠

点
病

院
等

重
点

施
策

患者家族支援
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［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

１
５

］
患

者
の

Q
O
L
が

向
上

し
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

・
ウ
ィ

ッ
グ
、

補
整
下
着
補

助
　

　
ウ

ィ
ッ
グ

　
9
2
人

　
　
補

整
下
着

　
 
 
7
人
〈
県
〉

・
が
ん

セ
ン
タ

ー
の
外
来
化

学
療
法
室
で

の
医
療

提
供
に
よ
っ

て
、
日
常
生

活
を
続

け
な
が

ら
の
治
療
を

可
能
に
す
る

こ
と
で

、
Q
O
L
の
向
上
に
つ

な
げ

て
い
る

・
経
済

的
問
題

に
関
し
て
は

、
医
療
相
談

係
の
担

当
者
が
対
応

・
支
援
し
て

い
る

・
ア
ピ

ア
ラ
ン

ス
支
援
に
つ

い
て
は
、
乳

が
ん
看

護
認
定
看
護

師
が
窓
口
と

な
り
、

が
ん
患

者
全
般
に
対

応
し
て
い
る

・
が
ん

セ
ン
タ

ー
の
外
来
化

学
療
法
室
に

は
パ
ウ

ダ
ー
ル
ー
ム

を
設
置
し
、

ア
ピ
ア

ラ
ン
ス

へ
の
対
応
が

可
能
な
設
備

を
備
え

て
い
る
〈
松

江
市
立
病

院
〉

・
が
ん

治
療
に

関
連
し
た
医

療
費
等
の
制

度
説
明

（
一
部
の
診

療
科
で
は
入

院
毎
に

相
談
員

と
の
面
接
を

必
須
と
し
て

い
る
）

や
、
経
済
的

問
題
の
相
談

支
援
、

社
会
保

障
制
度
活
用

に
よ
る
個
別

支
援
を

行
っ
て
い
る

・
お
手

入
れ
読

本
の
作
成

・
脱
毛

中
の
ケ

ア
、
ウ
ィ
ッ

グ
に
関
す
る

情
報
提

供
・

補
整

下
着
に

関
す
る
情
報

提
供

・
脱
毛

予
防
に

「
頭
部
冷
却

法
」
を
乳
腺

科
臨
床

試
験
と
し
て

行
っ
た

・
皮
膚

障
害
に

関
す
る
セ
ル

フ
ケ
ア
支
援

・
外
来

治
療
中

の
皮
膚
障
害

の
患
者
へ
の

定
期
的

な
電
話
訪
問

・
入
退

院
支
援

セ
ン
タ
ー
で

の
入
院
前
の

説
明
・

情
報
収
集
時

、
担
当
者
と

連
携
し

た
問
題

の
早
期
把
握

と
支
援
を
実

施
し
て

い
る

・
入
院

前
の
説

明
・
情
報
収

集
時
、
担
当

者
と
連

携
し
た
問
題

の
早
期
把
握

・
外
来

化
学
療

法
セ
ン
タ
ー

待
合
室
で
の

パ
ン
フ

レ
ッ
ト
本
、

ポ
ス
タ
ー
な

ど
で
の

情
報
提

供
〈
松
江
赤

十
字
病
院
〉

・
ウ
ィ

ッ
グ
や

補
整
下
着
の

助
成
制
度
に

つ
い
て

情
報
提
供

・
乳
が

ん
看
護

認
定
看
護
師

と
連
携
し
て

ウ
ィ
ッ

グ
購
入
希
望

者
へ
の
支
援

を
行
っ

て
い
る

・
医
療

費
や
生

活
費
等
の
経

済
的
な
相
談

を
が
ん

相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
で
対

応
し
、

活
用
で

き
る
制
度
な

ど
に
つ
な
げ

て
い
る

〈
県
立
中
央

病
院
〉

・
が
ん

専
門
相

談
員
に
よ
る

経
済
的
問
題

の
相
談

支
援
や
ア
ピ

ア
ラ
ン
ス
ケ

ア
に
つ

い
て
の

情
報
提
供
〈

浜
田
医
療
セ

ン
タ
ー

〉

・
各
メ

ー
カ
ー

の
医
療
用
ウ

ィ
ッ
グ
等
の

パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
院

内
に
設
置
し

て
い
る

・
島
根

県
が
実

施
し
て
い
る

助
成
事
業
の

周
知
、

利
用
手
続
き

の
支
援
を

行
っ
た

〈
益
田

赤
十
字
病
院

〉

・
例

年
は
が
ん

サ
ロ
ン
が
主

体
と
な

り
ア
ピ
ア

ラ
ン
ス
ケ
ア

相
談
会

を
開
催
さ

れ
て
い
た
が

、
今
年

度
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感

染
症
の
影

響
で
開
催
は

中
止
し

て
い
る
〈

益
田
赤
十
字

病
院
〉

施
策

5
0

社
会
生
活
支
援
(
就
労
以
外

)
の
充
実

県
、

拠
点

病
院

等

－

・
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス

（
外
見
）

ケ
ア
講
演
会
・
相
談
会

　
開
催
日
程
：
1
1
/
9

　
参
加
者
数
：
2
4
名

・
ウ
ィ
ッ
グ
、
補

整
下
着
補

助
　
　
ウ
ィ
ッ
グ
　

5
0
人

　
　
補
整
下
着
　

 
8
人
〈
県

〉

・
が
ん
セ
ン
タ
ー

の
外
来
化

学
療
法
室
で
の
医
療
提

供
に
よ
っ
て
、
日
常

生
活
を
続

け
な
が
ら
の
治
療
を
可

能
に
す
る
こ
と
で
、

Q
O
L
の
向
上

に
つ
な
げ
て
い
る

・
経
済
的
問
題
に

関
し
て
は

、
医
療
相
談
係
の
担
当

者
が
対
応
・
支
援
し

て
い
る

・
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス

支
援
に
つ

い
て
は
、
乳
が
ん
看
護

認
定
看
護
師
が
窓
口

と
な
り
、

が
ん
患
者
全
般
に
対
応

し
て
い
る

・
が
ん
セ
ン
タ
ー

の
外
来
化

学
療
法
室
に
は
パ
ウ
ダ

ー
ル
ー
ム
を
設
置
し

、
ア
ピ
ア

ラ
ン
ス
へ
の
対
応
が
可

能
な
設
備
を
備
え
て

い
る
〈
松

江
市
立
病
院
〉

・
化
学
療
法
な
ど

予
定
入
院

の
患
者
に
は
相
談
員
が

面
談
し
、
医
療
費
制

度
な
ど
の

情
報
提
供
や
経
済
的
問

題
の
相
談
に
あ
た
る

手
順
と
な

っ
て
い
る

・
各
部
署
で
緩
和

や
化
学
療

法
な
ど
専
門
的
知
識
を

も
っ
た
ス
タ
ッ
フ

が
助
言
等

支
援
を
行
っ
て
い
る
〈

松
江
赤
十
字
病
院
〉

・
社
会
保
障
制
度

の
情
報
提

供
（
ウ
ィ
ッ
グ
・
補
整

下
着
助
成
制
度
も
含

む
）
の
実

施
・
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス

ケ
ア
に
つ

い
て
、
看
護
専
門
外
来

と
連
携
し
情
報
提
供

の
実
施
〈

島
根
大
学
医
学
部
附
属

病
院
〉

・
個
々
の
相
談
に

対
し
、
専

門
知
識
を
有
す
る
看
護

師
が
対
応
<
県
立
中
央

病
院
>

・
ア

ピ
ア
ラ

ン
ス

（
外

見
）
ケ

ア
講

演
会

・
相

談
会

（
1
1
/
3
0
）

　
講

師
：
【

講
演

】
　
　

　
　
　

一
般

社
団

法
人
Ｈ

Ｗ
Ｂ

Ｐ
ヘ

ア
ウ

ェ
ア

ビ
ュ

ー
テ
ィ

ー
プ
ロ

グ
ラ

ム
　
　

　
　
　

　
山

岡
 
純

三
 
氏

、
今

井
 
勇

人
 
氏

　
　

　
　
【

個
別

相
談

】
　
　

　
　
　

松
江

市
立

病
院
が

ん
化

学
療

法
看

護
認

定
看

護
師

山
田

 
恵

子
 
氏

　
参

加
者
数

：
6
名

・
ウ

ィ
ッ
グ

、
補

整
下

着
補
助

　
　

ウ
ィ
ッ

グ
　

6
9
人

　
　

補
整
下

着
　

 
 
8
人

〈
県
〉

・
が

ん
セ
ン

タ
ー

の
外

来
化
学

療
法

室
で

の
医

療
提

供
に

よ
っ

て
、

日
常
生

活
を

続
け

な
が
ら

の
治

療
を

可
能

に
す

る
こ

と
で
、

Q
O
L
の
向

上
に
つ

な
げ

て
い

る
・
経

済
的
問

題
に

関
し

て
は
、

医
療

相
談

係
の

担
当

者
が

対
応
・

支
援
し

て
い

る
・
ア

ピ
ア
ラ

ン
ス

支
援

に
つ
い

て
は

、
乳

が
ん

看
護

認
定

看
護

師
が

窓
口
と

な
り

、
が

ん
患
者

全
般

に
対

応
し

て
い

る
・
が

ん
セ
ン

タ
ー

の
外

来
化
学

療
法

室
に

は
パ

ウ
ダ

ー
ル

ー
ム

を
設

置
し
、

ア
ピ

ア
ラ

ン
ス
へ

の
対

応
が

可
能

な
設

備
を

備
え

て
い

る
〈
松

江
市

立
病

院
〉

・
が

ん
治
療

に
関

連
し

た
医
療

費
等

の
制

度
説

明
（

一
部

の
診

療
科

で
は
入

院
毎

に
相

談
員
と

の
面

接
を

必
須

と
し

て
い

る
）

や
、

経
済
的

問
題

の
相

談
支
援

、
社

会
保

障
制

度
活

用
に

よ
る

個
別

支
援
を

行
っ

て
い

る
・
お

手
入
れ

読
本

の
作

成
・
脱

毛
中
の

ケ
ア

、
ウ

ィ
ッ
グ

に
関

す
る

情
報

提
供

・
補

整
下
着

に
関

す
る

情
報
提

供
〈

松
江

赤
十

字
病

院
〉

・
個

々
の
相

談
に

対
応

〈
県
立

中
央

病
院

〉

・
が

ん
専
門

相
談

員
に

よ
る
経

済
的

問
題

の
相

談
支

援
や

ア
ピ

ア
ラ

ン
ス
ケ

ア
に

つ
い

て
の
情

報
提

供
〈

浜
田

医
療

セ
ン

タ
ー

〉

・
が

ん
サ
ロ

ン
が

主
体

と
な
り

、
ア

ピ
ア

ラ
ン

ス
ケ

ア
に

関
す

る
研

修
会
を

開
催

し
た

・
毎

月
第
4
火

曜
日
の

が
ん

サ
ロ

ン
開
催

日
に

は
、

が
ん
サ

ロ
ン
の

働
き
か

け
で

ア
ピ

ア
ラ
ン

ス
ケ

ア
の

専
門

家
が

参
加

さ
れ

て
い

る
〈
益

田
赤

十
字

病
院
〉

患者家族支援
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［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

１
６

］
【

小
児

・
Ａ

Ｙ
Ａ

】
患

者
や

家
族

が
相

談
で

き
る

環
境

が
整

っ
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

5
1

【
小
児
・
Ａ
Ｙ
Ａ
】
患
者

に
必
要
な
施
策
の

検
討
・
実
施

県
、

拠
点

病
院

重
点

施
策

・
小
児
が
ん
患
者

実
態
調
査

（
島
根
大
学
医
学
部
に

委
託
）

　
調
査
期
間
：
2
/
1
2
～
3
/
1
5

　
対
象
病
院
：
島

根
大
学
医

学
部
附
属
病
院

　
回
答
者
数
/
送
付

者
数
：
3
9
名
/
7
4
名

・
Ａ
Ｙ
Ａ
実
態
調

査
（
島
根

大
学
医
学
部
に
委
託
）

　
調
査
期
間
：
1
2
/
1
～
1
/
4

　
対
象
病
院
：
松

江
市
立
、

松
江
赤
十
字
、
県
中
、

島
大
医
学
部
附
属
、

　
　
　
　
　
　
浜

田
医
療
セ

ン
タ
ー
、
益
田
赤
十
字

、
安
来
市
立
、
松
江

生
協
(
8
病

院
)

　
回
答
者
数
/
送
付

者
数
：
9
8
名
/
2
2
7
名
〈
県
〉

・
A
Y
A
世
代
患
者
に

つ
い
て
は

、
が
ん
看
護
専
門
看

護
師
が
中
心
と
な
り

、
対
象
者

へ
の
面
談
を
し
、
情
報

提
供
や
心
理
的
サ
ポ

ー
ト
を
行

っ
て
い
る

・
島
根
県
が
実
施

す
る
A
Y
A
世

代
の
が
ん
患
者
・
家

族
の
実
態
調
査
へ
の

協
力
〈
松

江
市
立
病
院
〉

・
小
児
A
Y
A
世
代
へ

の
ア
ン
ケ

ー
ト
実
施
協
力
<
島
根

大
学
医
学
部
附
属
病

院
>

・
が
ん
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー

で
相
談
を
受
け
事
例
ご

と
に
対
応
を
検
討
し

て
実
施
〈

県
立
中
央
病
院
〉

・
島
根
県

小
児
が
ん
対
策
部
会

へ
の
参
加

・
島
根
県

A
Y
A
世
代
の
が
ん
対
策

部
会
へ
の
参
加
〈
島

根
大
学
医

学
部
附
属
病
院
〉

・
A
Y
A
世
代

患
者
に
つ
い
て
は
、

が
ん
看
護
専
門
看
護

師
が
中
心

と
な
り
、
対
象
者
へ

の
面
談
を
し
、
情
報
提

供
や
心
理

的
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ

て
い
る

・
A
Y
A
世
代

交
流
会
開
催
へ
の
支

援
（
1
回
実
施
）
〈
松

江
市
立
病

院
〉

・
が
ん
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
に

て
情
報
提
供
を
行
っ
て

い
る
〈
松

江
赤
十
字
病
院
〉

・
が
ん
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
で

相
談
を
受
け
事
例
ご
と

に
対
応
を

検
討
し
て
実
施
〈
県

立
中
央
病
院
〉

・
A
Y
A
世
代
患
者
に
つ
い
て
は
、
が
ん
看
護
専
門
看

護
師
が
中
心
と
な
り
、
対
象
者
へ
の
面
談
を
し
、
情
報

提
供
や
心
理
的
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る

・
A
Y
A
世
代
交
流
会
開
催
へ
の
支
援
（
開
催
出
来
ず

）
〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
て
情
報
提
供
を
行
っ

て
い
る

・
小
冊
子
を
活
用
し
た
情
報
提
供
や
、
事
例
ご
と
に

関
係
機
関
で
の
相
談
を
調
整
し
て
い
る
〈
松
江
赤
十
字

病
院
〉

島
根
県
小
児
が
ん
対
策
部
会
へ
の
参
加

島
根
県
A
Y
A
世
代
の
が
ん
対
策
部
会
へ
の
参
加
〈
島

根
大
学
医
学
部
附
属
病
院
〉

・
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
で
相
談
を
受
け
事
例
ご

と
に
対
応
を
検
討
し
て
実
施
〈
県
立
中
央
病
院
〉

施
策

5
2

【
小
児
・
Ａ
Ｙ
Ａ
】
世
代

特
有
の
課
題
へ
の

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の

開
催
（
患
者
き
ょ

う
だ
い
へ
の
支
援
の
検
討

）

県
、

拠
点

病
院

重
点

施
策

・
家
族
か
ら
の
相

談
に
対
し

、
小
冊
子
を
活
用
し
情

報
提
供
の
実
施
〈
島

根
大
学
医

学
部
附
属
病
院
〉

・
事
例
が
あ
れ
ば

関
係
機
関

と
連
携
、
調
整
す
る
〈

県
立
中
央
病
院
〉

・
が
ん
相
談
体
制

は
あ
る
が

、
対
象
患
者
が
い
な
い

た
め
未
実
施
〈
益
田

赤
十
字
病

院
〉

・
子
ど
も

と
A
Y
A
世
代
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
の
設
置

・
小
冊
子

を
活
用
し
た
情
報
提

供
の
実
施
〈
島
根
大
学

医
学
部
附

属
病
院
〉

・
事
例
が

あ
れ
ば
関
係
機
関
と

調
整
す
る
〈
県
立
中
央

病
院
〉

・
相
談
体

制
は
あ
る
が
、
対
象

患
者
が
い
な
い
た
め
未

実
施
〈
益

田
赤
十
字
病
院
〉

子
ど
も
と
A
Y
A
世
代
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
設
置

小
冊
子
を
活
用
し
た
情
報
提
供
の
実
施
〈
島
根
大
学

医
学
部
附
属
病
院
〉

・
事
例
が
あ
れ
ば
関
係
機
関
と
調
整
す
る
〈
県
立
中

央
病
院
〉

・
相
談
体
制
は
あ
る
が
、
対
象
患
者
が
い
な
い
た
め

未
実
施
〈
益
田
赤
十
字
病
院
〉

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

１
７

］
【

小
児

・
Ａ

Ｙ
Ａ

】
医

療
機

関
や

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

が
患

者
や

そ
の

家
族

の
不

安
や

悩
み

に
対

応
で

き
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

5
3

【
小
児
・
Ａ
Ｙ
Ａ
】
家
族

の
付
き
添
い
支
援

の
実
施

島
根

大
学
医

学
部
附

属
病
院

－

・
入
院
児
童
等
家

族
宿
泊
施

設
「
だ
ん
だ
ん
ハ
ウ
ス

」
の
運
営
〈
島
根
大

学
医
学
部

附
属
病
院
〉

・
入
院
児

童
等
家
族
宿
泊
施
設

「
だ
ん
だ
ん
ハ
ウ
ス
」

の
運
営
〈

島
根
大
学
医
学
部
附

属
病
院
〉

・
入
院
児
童
等
家
族
宿
泊
施
設
「
だ
ん
だ
ん
ハ
ウ
ス

」
の
運
営
〈
島
根
大
学
医
学
部
附
属
病
院
〉

施
策

5
4

【
小
児
・
Ａ
Ｙ
Ａ
】
世
代

特
有
の
課
題
へ
の

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の

開
催
（
生
殖
機
能

の
温
存
等
に
関
す
る
施
策

の
実
施
を
検
討
）

県
－

－

・
A
Y
A
世
代

の
が
ん
対
策
部
会
（

1
/
3
0
）

・
地
域
が

ん
・
生
殖
医
療
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
構
築
を
考
え

る
会
（
2
/
5
）
＠
東
京
へ
の
参
加

・
島
根
県

が
ん
・
生
殖
医
療
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
会
則
の
検

討
〈
県
〉

・
小
児
・
A
Y
A
世
代
の
が
ん
対
策
部
会
（
2
/
8
）

・
島
根
県
が
ん
・
生
殖
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
及

び
妊
孕
性
温
存
療
法
助
成
事
業
に
つ
い
て
、
島
根
大
学

産
科
婦
人
科
等
の
関
係
者
等
と
協
議

・
島
根
県
小
児
・
A
Y
A
世
代
の
が
ん
患
者
等
の
妊
孕

性
温
存
療
法
研
究
促
進
事
業
実
施
要
綱
の
検
討
〈
県
〉

施
策

5
5

【
新
規
】

（
再
掲
：
施
策
3
3
）
【
小

児
・
Ａ
Ｙ
Ａ
】
生

殖
機
能
の
温
存
等
に
関
す

る
施
策
の
実
施

県
、

拠
点

病
院

等

重
点

施
策

（
再
掲
：
施
策
3
3
）

（
再
掲
：
施

策
3
3
）

（
再

掲
：
施
策
3
3
）

（
再
掲
：
施

策
3
3
）

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

患者家族支援

－ 100 －



［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

１
８

］
【

小
児

・
Ａ

Ｙ
Ａ

】
患

者
が

療
養

生
活

に
お

い
て

保
育

・
教

育
を

受
け

ら
れ

る
環

境
が

整
備

さ
れ

て
い

る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

5
6

【
Ａ
Ｙ
Ａ
】
世
代
特
有
の

課
題
へ
の
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
（

療
養
中
の
保
育
や

高
等
教
育
の
あ
り
方
の
検

討
）

県
－

－

・
A
Y
A
世
代

の
が
ん
対
策
部
会
で

、
小
児
が
ん
拠
点
病

院
の
取
組

に
つ
い
て
情
報
収
集

〈
県
〉

・
高
校
生
が
ん
患
者
の
教
育
支
援
検
討
会
（
9
/
1
6
）

で
、
入
院
中
の
高
校
生
が
ん
患
者
に
対
す
る
遠
隔
授

業
実
施
の
支
援
フ
ロ
ー
を
検
討
、
作
成

・
小
児
・
A
Y
A
世
代
の
が
ん
対
策
部
会
や
、
教
育
委

員
会
担
当
者
よ
り
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

会
で
支
援
周
知
〈
県
〉

・
新

型
コ
ロ
ナ

の
影
響
に
よ

り
、

各
高
校
に

対
し
、
遠
隔

授
業
用

の
タ
ブ
レ

ッ
ト
端
末
等

の
機
器

が
配
置
さ

れ
た
〈
県
〉

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

１
９

］
【

働
き

盛
り

】
患

者
が

療
養

生
活

と
仕

事
を

両
立

で
き

て
い

る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

5
7

就
労
支
援
相
談
会
等
の
開

催
（
が
ん
患
者
へ

の
両
立
支
援
を
推
進
）

県
、

拠
点

病
院

等
、

ハ ロ
ー

ワ
ー

ク
、

産
業

保
健

総
合

支
援

セ
ン

タ
ー

等

－

・
就

労
支

援
ナ

ビ
ゲ
ー

タ
ー
と

の
連

携
に

よ
る
就

労
相

談
会

　
場

所
（

日
程

）
：
島

根
大
学

医
学

部
附

属
病
院

（
毎

週
木

曜
日

）
　

　
　
　

　
　

　
　
県

立
中
央

病
院

（
毎

月
第
1
,
3
水

曜
日

）
　

相
談
者

数
：

1
8
名
〈

ハ
ロ
ー

ワ
ー

ク
出

雲
〉

・
両

立
支

援
促

進
推
進

員
に
よ

る
就

労
相

談
会

　
場

所
（

日
程

）
：
松

江
市
立

（
毎

月
第

1
水

曜
日

）
　

　
　
　

　
　

　
　
松

江
赤
十

字
（

毎
月

第
4
水
曜

日
）

　
　

　
　

　
　

　
　
県

立
中
央

病
院

（
毎

月
第
2
水

曜
日
）

　
相

談
者

数
：

4
名

〈
県

〉

・
平

成
2
9
年

度
か

ら
島

根
県
産

業
保

健
総

合
支
援

セ
ン

タ
ー

と
の

連
携
の

も
と

、
両
立

支
援
の

相
談

窓
口

を
開
設

し
対

応
し

て
い

る
（
1
回

/
月

）
・

ホ
ー
ム

ペ
ー

ジ
・
が

ん
相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
の

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

へ
の
掲

載
、

院
内
へ

の
ポ
ス

タ
ー

掲
示

や
電
子

掲
示

板
で

の
掲

示
で
周

知
に

努
め
て

い
る
〈

松
江

市
立

病
院
〉

・
産

業
保

健
セ

ン
タ
ー

の
出
張

相
談

を
実

施
中

・
令

和
元

年
度

は
ハ
ロ

ー
ワ
ー

ク
の

出
張

相
談
も

定
期

開
催

予
定

〈
松
江

赤
十

字
病
院

〉

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
就
職

支
援
ナ

ビ
ゲ

ー
タ

ー
来
院

に
よ

る
出

張
相

談
会
実

施
・

院
内
モ

ニ
タ

ー
に
よ

る
広
報

実
施

〈
島

根
大
学

医
学

部
附

属
病

院
〉

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
出
張

相
談
会

の
開

催
(
毎

月
第
１

、
３
水

曜
)

・
産

業
保

健
総

合
支
援

セ
ン
タ

ー
両

立
支

援
出
張

相
談

会
の

開
催

(
毎
月

第
２

水
曜

)
〈

県
立
中

央
病

院
〉

・
が

ん
相

談
の

場
に
お

い
て
、

随
時

対
応

し
て
い

る
・

ま
た
平

成
3
1
年

度
か

ら
は
産

業
保

健
総

合
支
援

セ
ン

タ
ー

と
提

携
し
、

相
談

会
を
随

時
開
催

す
る

こ
と

と
し
て

い
る

〈
益

田
赤

十
字
病

院
〉

・
浜

田
医

療
セ

ン
タ
ー

へ
出
張

相
談

窓
口

を
新
設

、
が

ん
情

報
提

供
促
進

病
院

個
別
訪

問
に
よ

る
周

知
〈

産
業
保

健
総

合
支

援
セ

ン
タ
ー

〉

・
ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク
出

雲
就

職
支

援
ナ

ビ
ゲ

ー
タ
ー

と
の

連
携
に

よ
る
相
談
会

開
催
(
毎

週
木

曜
日

1
0
：

0
0
～
1
2
：
0
0
)
　

が
ん
患

者
利

用
者
数

：
1
8
名

・
島
根

県
産

業
保
健

総
合

支
援

セ
ン

タ
ー

両
立
支

援
促

進
員
に

よ
る
就
労
相

談
会
（

毎
月

第
四
木

曜
日

1
3
：

0
0
～

1
6
：

0
0
）
が

ん
患

者
利
用

者
数
：
6
名

・
院
内

モ
ニ

タ
ー
、

ポ
ス

タ
ー

掲
示

、
リ

ー
フ
レ

ッ
ト

に
よ
り

広
報
〈
島
根

大
学
医

学
部

附
属
病

院
〉

島
根
県

産
業

保
健
総

合
支

援
セ

ン
タ

ー
と

の
連
携

の
も

と
、
両

立
支
援
の
相

談
窓
口

を
開

設
し
対

応
し

て
い

る
（

毎
月

第
1
水

曜
）

・
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
・

が
ん

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
の

パ
ン

フ
レ
ッ

ト
へ
の
掲

載
、
院

内
へ

の
ポ
ス

タ
ー

掲
示

や
電

子
掲

示
板
で

の
掲

示
で
周

知
に
努
め
て

い
る

　
相
談

者
数

：
5
名

〈
松

江
市
立

病
院

〉

・
就
労

支
援

ナ
ビ
ゲ

ー
タ

ー
と

の
連

携
に

よ
る
就

労
相

談
会
（

毎
月
第
3
火

曜
日
）

・
両

立
支
援

促
推

進
員

に
よ

る
就

労
相
談

会
（

毎
月
第

4
水
曜

日
）

の
開
催

と
と

も
に
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
・

院
内
掲

示
・

放
送
に

よ
る
周
知
、

Ｍ
Ｓ
Ｗ

や
専

門
領
域

看
護

師
の

連
携

に
よ

る
潜
在

的
ニ

ー
ズ
の

掘
り
起
こ
し

を
行
っ

て
い

る
〈
松

江
赤

十
字

病
院

〉

・
ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク
出

張
相

談
会

の
開

催
(
毎

月
第

1
、
3
水

曜
)

・
産
業

保
健

総
合
支

援
セ

ン
タ

ー
両

立
支

援
出
張

相
談

会
の
開

催
(
毎

月
第
2

水
曜
)
〈

県
立

中
央

病
院

〉

・
産
業

保
健

支
援
セ

ン
タ

ー
と

連
携

し
、

が
ん
患

者
の

治
療
と

仕
事
の
両
立

支
援
の

た
め

の
出
張

相
談

会
を

随
時

開
催

す
る
こ

と
と

し
た
。

（
H
3
1
年

度
：
当

院
が

関
わ
っ

た
相

談
件

数
は

1
件
）

・
労
働

局
が

主
催
す

る
両

立
支

援
チ

ー
ム

に
Ｍ
Ｓ

Ｗ
が

参
加
し

た
。
（
H
3
1

年
度
：

チ
ー

ム
会
１

回
開

催
）

〈
益

田
赤

十
字
病

院
〉

・
地
域

が
ん

診
療
連

携
拠

点
病

院
に

て
看

護
管
理

職
向

け
研
修

会
、
が
ん
情

報
提
供

促
進

病
院
に

て
全

職
員

向
け

研
修

会
を
そ

れ
ぞ

れ
実
施

し
、
出
張
相

談
窓
口

の
存

在
や
両

立
支

援
に

係
る

周
知

を
行
っ

た
・

両
立

支
援

促
進
員

に
よ

る
出

張
相

談
窓

口
　

島
根

大
学

医
学
部

附
属

病
院

4
/
1
～

第
４

木
曜

日
　

益
田

赤
十

字
病
院

4
/
1
～
随
時

開
設

・
出
雲

ハ
ロ

ー
ワ
ー

ク
に

連
携

依
頼

を
行

い
、
相

談
窓

口
の
相

互
紹
介
を
す

る
こ
と

と
な

っ
た

・
看
護

協
会

、
医
療

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
協
会

、
糖

尿
病
療

養
指
導
士
関

連
4
団
体

に
周

知
を

依
頼

し
、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

配
布
等

に
協

力
を
得

た
・

情
報

提
供

促
進
病

院
を

対
象

と
し

て
両

立
支
援

の
実

施
状
況

を
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査

・
患
者

用
リ

ー
フ
レ

ッ
ト

を
作

成
し

、
相

談
窓
口

に
つ

い
て
周

知
〈
島
根
産

業
保
健

総
合

支
援
セ

ン
タ

ー
〉

島
根
県

産
業
保

健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
と

の
連
携

の
も
と
、
両

立
支
援
の
相

談
窓
口

を
開
設

し
対
応
し
て

い
る
（
毎
月

第
1
水
曜
）

・
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
・
が
ん
相

談
支
援
セ
ン

タ
ー
の

パ
ン
フ
レ
ッ

ト
へ
の
掲

載
、
院

内
へ
の

ポ
ス
タ
ー
掲

示
や
電
子
掲

示
板
で

の
掲
示
で
周

知
に
努
め
て

い
る

　
相
談

者
数
：

4
名

・
長
期

療
養
者

に
つ
い
て
の

就
労
支
援
も

行
っ
て

い
る
〈
松
江

市
立
病
院
〉

・
就
労

支
援
ナ

ビ
ゲ
ー
タ
ー

(
ハ
ロ

ー
ワ
ー

ク
)
と

の
連
携
に
よ

る
就
労
相
談

会
（
毎

月
第
３

火
曜
日
）
・

両
立
支
援
促

推
員
(
産
業
保

健
総
合
支
援

セ
ン

タ
ー
)
に

よ
る

就
労
相

談
会
（
毎
月

第
4
水

曜
日
）

の
開
催
と
と

も
に
、
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
・

院
内
掲
示
・

放
送
に
よ
る

周
知
、

Ｍ
Ｓ
Ｗ
や
専

門
領
域
看
護

師
の
連

携
に
よ

る
潜
在
的
ニ

ー
ズ
の
掘
り

起
こ
し

を
行
っ
て
い

る
・

入
院

・
外
来

で
の
つ
ら
さ

の
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ

で
仕
事
・
経

済
面
の
不
安

を
も
つ

患
者
が

相
談
希
望
を

申
し
出
る
こ

と
が
で

き
る
体
制
を

整
備
し
て
い

る ・
入
院

の
事
前

説
明
時
に
、

就
労
中
の
が

ん
患
者

に
対
し
、
両

立
支
援
の
情

報
提
供

を
積
極

的
に
行
っ
て

い
る
〈
松
江

赤
十
字

病
院
〉

・
ハ
ロ

ー
ワ
ー

ク
出
雲
就
職

支
援
ナ
ビ
ゲ

ー
タ
ー

と
の
連
携
に

よ
る
相
談
会

開
催

　
(
毎
週

木
曜

日
1
0
：

0
0
～
1
2
：
0
0
)
　
が

ん
患
者

利
用
者
数
：

1
8
名

・
島
根

県
産
業

保
健
総
合
支

援
セ
ン
タ
ー

両
立
支

援
促
進
員
に

よ
る
就
労
相

談
会

　
（
毎

月
第
四

木
曜
日
1
3
：

0
0
～
1
6
：
0
0
）
が
ん

患
者
利
用
者

数
：
6
名

・
院
内

モ
ニ
タ

ー
、
ポ
ス
タ

ー
掲
示
、
リ

ー
フ
レ

ッ
ト
に
よ
る

周
知
・
啓
発

〈
島
根

大
学
医

学
部
附
属
病

院
〉

・
ハ
ロ

ー
ワ
ー

ク
出
雲
の
就

労
支
援
ナ
ビ

ゲ
ー
タ

ー
と
連
携
し

て
出
張
相
談

会
の
開

催
(
毎

月
第
1
、
3
水
曜
)

・
産
業

保
健
総

合
支
援
セ
ン

タ
ー
両
立
支

援
出
張

相
談
会
の
開

催
(
毎

月
第
2

水
曜
)

・
が
ん

相
談
員

に
よ
る
就
労

相
談
は
随
時

対
応
し

て
い
る
〈
県

立
中
央
病

院
〉

・
産
業

保
健
総

合
支
援
セ
ン

タ
ー
両
立
支

援
出
張

相
談
会
の
開

催
（
9
/
1
6
、

1
/
1
9
）

〈
浜
田

医
療
セ
ン
タ

ー
〉

・
一
昨

年
か
ら

産
業
保
健
総

合
支
援
セ
ン

タ
ー
と

連
携
し
、
が

ん
患
者
の
治

療
と
仕

事
の
両

立
支
援
の
た

め
の
出
張
相

談
会
を

院
内
で
随
時

開
催
し
て
き

た
が
、

R
2
年
度

は
産
業
保
健

総
合
支
援
セ

ン
タ
ー

と
当
院
と
を

つ
な
ぎ
オ
ン

ラ
イ
ン

開
催
と

し
た
（
2
回
開
催
、

申
込
者

0
名
、

2
回
目

は
圏
域
で
の

コ
ロ

ナ
患
者

発
生
に

よ
り
中
止
）

・
島
根

労
働
局

が
主
催
す
る

両
立
支
援
チ

ー
ム
と

、
産
業
保
健

総
合
支
援
セ

ン
タ
ー

が
開
催

す
る
相
談
窓

口
担
当
者
会

議
に
Ｍ

Ｓ
Ｗ
が
オ
ン

ラ
イ
ン
参
加

し
た
（

R
2
年
度

：
チ
ー
ム
会

、
担
当
者
会

、
各
1
回
開
催

）
〈
益
田
赤

十
字

病
院
〉

・
令

和
2
年
3
月
～

5
月
の
み
新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の

影
響
で

、
就
労
支

援
ナ
ビ
ケ
ー

タ
ー

と
の
連
携

に
よ
る
就
労

相
談
会

、
両
立
支

援
促
進
員
に

よ
る
就

労
相
談
会

と
も
に
開
催

を
中
止

し
た
〈
松

江
赤
十
字
病

院
〉

・
コ

ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
予

防
の
た

め
、
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
お

よ
び
産

業
保
健
総

合
支
援
セ
ン

タ
ー

と
の
相
談

会
は
予
約
の

み
の
対

応
と
し
た

〈
県
立
中
央

病
院
〉

・
新

型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対

策
の
た
め

、
1
/
1
9
実
施
分

に
つ

い
て
は
w
e
b
で

開
催
〈
浜
田

医
療

セ
ン
タ
ー

〉

・
が

ん
患
者
の

治
療
と
仕
事

の
両
立

支
援
の
た

め
の
出
張
相

談
会
を

オ
ン
ラ
イ

ン
で
2
度
予
定

し
て
い

た
が
、
2
回

目
に
つ
い
て

は
益
田

圏
域
で
の

コ
ロ
ナ
患
者

発
生
に

よ
る
当
院

内
へ
の
立
ち

入
り
制

限
し
た
時

期
と
重
な
り

中
止
と

し
た
〈
益

田
赤
十
字
病

院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

患者家族支援
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H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

5
8

就
労
支
援
相
談
会
等
の
開

催
（
事
業
所
へ
の

両
立
支
援
を
推
進
）

県
、

拠
点

病
院

等
、

島
根

労
働

局
、

産
業

保
健

総
合

支
援

セ
ン

タ
ー

等

－

・
し
ま
ね
☆
ま
め

な
カ
ン
パ

ニ
ー
登
録
制
度

　
登
録
数
：
1
4
6
事

業
所
（
3
1
.
3
末
）
〈
県
〉

・
島
根
県
地
域
両

立
支
援
推

進
チ
ー
ム
へ
の
参
加
〈

島
根
大
学
医
学
部
附

属
病
院
〉

・
産
業
保
健
総
合

支
援
セ
ン

タ
ー
両
立
支
援
出
張
相

談
会
の
開
催
(
毎
月
第

2
水
曜
)

・
産
業
保
健
総
合

支
援
セ
ン

タ
ー
と
の
勉
強
会
を
実

施
〈
県
立
中
央
病
院

〉

・
が
ん
相
談
の
場

に
お
い
て

、
随
時
対
応
し
て
い
る

・
ま
た
平
成
3
1
年

度
か
ら
は

産
業
保
健
総
合
支
援
セ

ン
タ
ー
と
提
携
し
、

相
談
会
を

随
時
開
催
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
〈
益
田
赤

十
字
病
院

〉

・
島
根
県
、
医
療

機
関
、
労

使
団
体
、
島
根
産
業
保

健
総
合
支
援
セ
ン
タ

ー
等
か
ら

な
る
島
根
県
地
域
両
立

支
援
推
進
チ
ー
ム
の

活
動
を
通

じ
た
、
「
事
業
場
に
お

け
る
治
療
と
職
業
生

活
の
両
立

支
援
の
た
め
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
や
治
療
と

仕
事
の
両

立
支
援
に
取
り
組
む
事

業
者
に
対
す
る
助
成

金
制
度
の

周
知

・
島
根
産
業
保
健

総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る

両
立
支
援
に
関
す
る

相
談
、
研

修
講
師
の
派
遣
、
両
立

支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
－
の
養

成
等
の
各
種
支
援
に
つ

い
て
の
利
用
促
進

・
各
労
働
基
準
監

督
署
が
実

施
す
る
研
修
会
、
説
明

会
等
に
お
け
る
島
根

産
業
保
健

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
所

属
講
師
に
よ
る
「
事

業
場
に
お

け
る
治
療
と
職
業
生
活

の
両
立
支
援
の
た
め

の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
等
の
周
知
〈

島
根
労
働
局
〉

・
浜
田
医
療
セ
ン

タ
ー
へ
出

張
相
談
窓
口
を
新
設
、

産
業
医
・
事
業
場
担

当
者
向
け

研
修
会
の
開
催
、
事
業

場
個
別
訪
問
に
よ
る

周
知
・
普

及
〈
島
根
県
産
業
保
健

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

〉

・
し

ま
ね
☆

ま
め

な
カ

ン
パ
ニ

ー
登

録
制

度
　
登

録
数
：

1
8
9
事
業

所
（

R
2
.
3
末

）
・
浜

田
公
共

職
業

安
定

所
主
催

の
セ

ミ
ナ

ー
で

、
が

ん
患

者
の

就
労

支
援
に

つ
い

て
説

明
及
び

依
頼

を
行

っ
た

（
8
/
2
7
）

〈
県

〉

・
島

根
県
地

域
両

立
支

援
推
進

チ
ー

ム
会

議
へ

の
参

加
〈

島
根

大
学

医
学
部

附
属

病
院

〉

・
が

ん
相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
に

て
情

報
提

供
を

行
っ

て
い

る
〈
松

江
赤
十

字
病

院
〉

・
産

業
保
健

総
合

支
援

セ
ン
タ

ー
両

立
支

援
出

張
相

談
会

の
開

催
(
毎

月
第
2
水

曜
)
〈

県
立

中
央

病
院
〉

・
厚

生
労
働

省
の

作
成

し
た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

設
置

し
周

知
を

行
っ

た
〈
益

田
赤

十
字

病
院
〉

・
島

根
県
地

域
両

立
支

援
推
進

チ
ー

ム
の

活
動

を
通

じ
、

「
事

業
場

に
お
け

る
治

療
と

仕
事
の

両
立

支
援

の
た

め
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
及
び

企
業

と
医

療
機
関

の
連

携
の

た
め

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
周

知
を
行

う
と

と
も

に
、
治

療
と

仕
事

の
両

立
支

援
に

係
る

相
談

窓
口
や

事
業

主
向

け
の
助

成
金

制
度

に
つ

い
て

、
周

知
、

利
用

勧
奨
を

行
っ

た
・
事

業
者
向

け
に

島
根

労
働
局

長
メ

ッ
セ

ー
ジ

を
作

成
し

、
監

督
署

が
行
う

事
業

場
へ

の
指
導

等
の

際
に

配
布

し
、

両
立

支
援

対
策

の
必
要

性
に

つ
い

て
周
知

・
説

明
を

行
っ

た
〈

島
根

労
働

局
〉

・
事

業
場
個

別
訪

問
に

よ
る
周

知
、

ま
た

、
事

業
場

に
お

け
る

労
働

者
教
育

を
実

施
し

た
・
産

業
保
健

研
修

会
を

定
期
的

に
開

催
。

6
，

7
月

に
は
両

立
支

援
を

テ
ー
マ

と
し

た
研

修
を
重

点
的

に
6
回

開
催

し
た

・
働

き
方
改

革
セ

ン
タ

ー
セ
ミ

ナ
ー

に
お

い
て

中
小

事
業

場
を

対
象

に
両
立

支
援

を
周

知
・
局

、
基
準

協
会

と
共

催
し
た

衛
生

週
間

説
明

会
に

て
周

知
・
各

圏
域
の

事
業

主
セ

ミ
ナ
ー

に
て

周
知

・
事

業
場
の

産
業

看
護

職
を
対

象
に

交
流

会
を

開
催

し
、

事
例

検
討

を
含
め

て
情

報
交

換
を
行

っ
た

・
事

業
場
用

リ
ー

フ
レ

ッ
ト
を

作
成

し
、

無
料

の
支

援
に

つ
い

て
周

知
〈
島

根
産

業
保

健
総
合

支
援

セ
ン

タ
ー

〉

・
し
ま

ね
☆
ま

め
な
カ
ン
パ

ニ
ー
登
録
制

度
　

登
録

数
：
2
1
0
事
業

所
（
R
3
.
3
末

）
〈
県

〉

・
が
ん

相
談
支

援
セ
ン
タ
ー

に
て
情
報
提

供
を
行

っ
て
い
る

・
両
立

支
援
促

進
員
に
よ
る

就
労
相
談
会

に
事
業

主
に
も
参
加

を
得
て
事
業

主
と
連

携
し
、

治
療
と
仕
事

の
両
立
に
関

す
る
支

援
を
行
っ
た

〈
松
江
赤
十

字
病
院

〉

島
根
県

地
域
両

立
支
援
推
進

チ
ー
ム
会
議

へ
の
参

加
〈
島
根
大

学
医
学
部
附

属
病
院

〉

・
個
々

の
ケ
ー

ス
で
患
者
の

希
望
が
あ
れ

ば
事
業

場
に
対
し
て

治
療
経
過
や

仕
事
の

上
で
の

制
限
の
有
無

等
に
つ
い
て

情
報
提

供
を
行
い
、

今
後
の
連
携

に
つ
い

て
働
き

か
け
て
い
る

〈
県
立
中
央

病
院
〉

・
厚
生

労
働
省

の
作
成
し
た

リ
ー
フ
レ
ッ

ト
を
設

置
し
周
知
を

行
っ
た
が
、

手
に
取

り
持
ち

帰
ら
れ
た
の

は
僅
か
で
あ

る
〈
益

田
赤
十
字
病

院
〉

・
島
根

県
地
域

両
立
支
援
推

進
チ
ー
ム
の

活
動
を

通
じ
、
「
事

業
場
に
お
け

る
治
療

と
仕
事

の
両
立
支
援

の
た
め
の
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
」
及
び

企
業
と
医
療

機
関
の

連
携
の

た
め
の
マ
ニ

ュ
ア
ル
の
周

知
を
行

う
と
と
も
に

、
治
療
と
仕

事
の
両

立
支
援

に
係
る
相
談

窓
口
等
の
周

知
、
利

用
勧
奨
を
行

っ
た

・
労
働

局
及
び

労
働
基
準
監

督
署
が
行
う

事
業
場

に
対
す
る
安

全
衛
生
指
導

等
の
際

に
、
産

保
セ
ン
タ
ー

の
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
を

配
布
し
、
両

立
支
援
対
策

の
必
要

性
の
説

明
と
セ
ン
タ

ー
の
利
用
勧

奨
を
行

っ
た
。
ま
た

、
そ
の
際

に
、
事

業
場
に

お
け
る
両
立

支
援
の
実
態

把
握
も

行
っ
た

・
労
働

局
に
お

い
て
設
置
し

て
い
る
安
全

衛
生
労

使
専
門
家
会

議
に
お
い

て
、
企

業
で
の

治
療
と
仕
事

の
両
立
支
援

の
取
組

報
告
を
し
て

い
た
だ
き
、

両
立
支

援
に
つ

い
て
協
議
し

た
〈
島
根
労

働
局
〉

・
1
月
に

浜
田

医
療
セ

ン
タ
ー
及
び

益
田
赤

十
字
病
院
に

お
い
て
、
オ

ン
ラ

イ
ン
に

よ
る
両

立
支
援
に
関

す
る
「
オ
ン

ラ
イ
ン

相
談
会
」
を

開
催
し
た
。

今
後
、

令
和
3
年
度
か

ら
は
浜
田
市

に
て
半

期
に
1
回
、
益
田
市

に
お
い
て
は

年
１
回

開
催
す

る
こ
と
と
な

っ
た

・
県
内

2
か
所

の
が
ん

サ
ロ
ン
に
お

い
て
、

両
立
支
援
の

啓
発
セ
ミ
ナ

ー
を

実
施
し

、
う
ち

1
か
所

で
は
、
新
聞

社
と
地

元
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
の
取

材
を

受
け
た

・
島
根

県
経
営

者
協
会
の
協

力
を
得
て
、

同
協
会

の
各
支
部
で

開
催
さ
れ
た

協
議
会

に
お
い

て
、
両
立
支

援
制
度
の
周

知
を
行

っ
た

・
松
江

東
ロ
ー

タ
リ
ー
ク
ラ

ブ
、
松
江
ロ

ー
タ
リ

ー
ク
ラ
ブ
に

て
事
業
者
向

け
に
両

立
支
援

の
周
知
を
行

い
、
好
評
を

得
た

・
治
療

と
仕
事

の
両
立
支
援

の
出
張
相
談

窓
口
を

開
設
す
る
病

院
の
担
当
者

や
両
立

支
援
促

進
員
に
よ
る

会
議
を
開
催

。
労
災

病
院
勤
務
の

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ

ー
の
事

例
発
表
や
検

討
会
等
に
よ

り
、
出

席
し
た
各
担

当
者
の
意
識

向
上
が

図
ら
れ

、
実
績
に
も

つ
な
が
っ
た

〈
島
根

産
業
保
健
総

合
支
援
セ
ン

タ
ー
〉

・
島

根
県
地
域

両
立
支
援
推

進
チ
ー

ム
会
議
に

つ
い
て
は
、

ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
方

式
で
開
催
し

た
〈
島

根
労
働
局

〉

施
策

5
9

復
職
支
援
モ
デ
ル
事
業
の

実
施

県
、

ハ ロ
ー

ワ
ー

ク

重
点

施
策

・
嘱
託
職
員
を
雇

用
し
情
報

発
信
（
1
名
 
3
0
.
8
～

3
0
.
1
1
）
〈
県
〉

・
嘱
託
職

員
を
雇
用
し
情
報
発

信
（
1
名
 
H
3
1
.
4
～

R
2
.
3
）

施
策

6
0

（
再
掲
：
施
策
4
）
事
業
所

と
連
携
し
た
情

報
提
供
の
実
施

県
－

（
再
掲
：
施

策
4
）

（
再
掲

：
施
策
4
）

（
再
掲
：
施
策
4
）

（
再
掲
：
施

策
4
）

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

患者家族支援
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［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

２
０

］
【

働
き

盛
り

】
患

者
の

子
供

等
の

悩
み

が
軽

減
で

き
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

6
1

が
ん
患
者
を
親
に
持
つ
子

ど
も
等
に
対
す
る

必
要
な
支
援
の
検
討

県
、

拠
点

病
院

－

・
子
ど
も
へ
の
支

援
が
必
要

と
な
っ
た
場
合
は
、
関

連
す
る
機
関
（
学
校

・
保
健
所

）
と
連
携
し
、
対
応
し

て
い
る
<
松
江
市
立
病

院
>

・
事
例
が
あ
れ
ば

関
係
機
関

と
調
整
し
、
対
応
す
る

。
〈
松
江
赤
十
字
病

院
〉

・
小
児
科
医
師
、

C
L
S
を
中
心

と
し
た
、
「
子
ど
も

サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
」

で
個
別
支

援
実
施
〈
島
根
大
学
医

学
部
附
属
病
院
〉

・
事
例
が
あ
れ
ば

関
係
機
関

と
調
整
す
る
〈
県
立
中

央
病
院
〉

・
「
子
ど

も
と
A
Y
A
世
代
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
」
の
設

置 ・
が
ん
の

親
を
持
つ
子
ど
も
達

へ
支
援
と
し
て
C
L
I
M
B

プ
ロ
グ
ラ

ム
を
開
催
〈
島
根
大

学
医
学
部
附
属
病
院
〉

・
子
ど
も

へ
の
支
援
が
必
要
と

な
っ
た
場
合
は
、
関
連

す
る
機
関

（
学
校
・
保
健
所
）

と
連
携
し
、
対
応
し
て

い
る
〈
松

江
市
立
病
院
〉

・
事
例
が

あ
れ
ば
関
係
機
関
と

調
整
し
、
対
応
す
る
。

〈
松
江
赤

十
字
病
院
〉

・
事
例
が

あ
れ
ば
関
係
機
関
と

調
整
す
る
〈
県
立
中
央

病
院
〉

・
子
ど
も
へ
の
支
援
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、
関

連
す
る
機
関
（
学
校
・
保
健
所
）
と
連
携
し
、
対
応
し

て
い
る
〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
事
例
が
あ
れ
ば
関
係
機
関
と
調
整
し
、
対
応
す
る

。
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

・
事
例
が
あ
れ
ば
関
係
機
関
と
調
整
す
る
〈
県
立
中

央
病
院
〉

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

２
１

］
【

高
齢

者
】

意
思

決
定

支
援

が
可

能
と

な
る

た
め

の
方

策
の

検
討

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

6
2

が
ん
患
者
及
び
そ
の
家
族

に
対
す
る
必
要
な

支
援
の
実
施

県
、

拠
点

病
院

等

－

・
認
知
症
ケ
ア
チ

ー
ム
や
緩

和
ケ
ア
チ
ー
ム
、
精
神

科
リ
エ
ゾ
ン
チ
ー
ム

、
栄
養
サ

ポ
ー
ト
チ
ー
ム
等
の
医

療
チ
ー
ム
と
病
棟
メ

ン
バ
ー
・

院
内
外
の
関
連
部
署
・

関
連
す
る
多
職
種
間

で
の
連
携

を
し
、
対
応
し
て
い
る

<
松
江
市
立
病
院
>

・
2
0
1
7
年
度
に
高

齢
患
者
へ

の
支
援
を
テ
ー
マ
と
し

た
が
ん
相
談
員
等
研

修
会
を
実

施
・
そ
れ
を
踏
ま
え

、
高
齢
者

の
身
体
的
精
神
的
状
況

を
捉
え
な
が
ら
相
談

対
応
が
実

践
で
き
る
よ
う
努
め
た

<
島
根
大
学
医
学
部

附
属
病
院

>

・
国
が
策
定
す
る

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
基
に
作
成
し
た

、
院
内
用
意
思
決
定

プ
ロ
セ
ス

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ

り
、
対
応
〈
県
立

中
央
病
院

〉

・
が
ん
相
談
の
場

に
お
い
て

、
随
時
対
応
し
て
い
る

〈
益
田
赤
十
字
病

院
〉

・
認
知
症

ケ
ア
チ
ー
ム
や
緩
和

ケ
ア
チ
ー
ム
、
精
神
科

リ
エ
ゾ
ン

チ
ー
ム
、
栄
養
サ
ポ

ー
ト
チ
ー
ム
等
の
医
療

チ
ー
ム
と

病
棟
メ
ン
バ
ー
・
院

内
外
の
関
連
部
署
・
関

連
す
る
多

職
種
間
で
の
連
携
を

し
、
対
応
し
て
い
る

〈
松
江
市

立
病
院
〉

・
認
知
症

を
合
併
し
た
が
ん
患

者
の
治
療
に
関
し
て
相

談
が
あ
っ

た
場
合
に
、
緩
和
ケ

ア
チ
ー
ム
、
認
知
症
ケ

ア
チ
ー
ム

、
認
知
症
対
応
力
向

上
研
修
を
修
了
し
た
看

護
師
が
介

入
し
、
必
要
な
支
援

を
行
う

・
認
知
症

ケ
ア
委
員
会
を
設
置

し
、
必
要
な
検
討
を
行

う
〈
松
江

赤
十
字
病
院
〉

・
入
院
患

者
に
対
し
て
認
知
症

ケ
ア
チ
ー
ム
が
適
宜
介

入
し
て
い

る
・
認
知
症

の
有
無
に
関
わ
ら
ず

患
者
の
意
思
決
定
を
尊

重
し
、
家

族
や
関
係
者
も
含
め

た
方
針
決
定
を
心
が
け

て
い
る
〈

県
立
中
央
病
院
）

・
が
ん
相

談
の
場
に
限
ら
ず
、

あ
ら
ゆ
る
相
談
支
援
の

場
に
お
い

て
認
知
症
に
つ
い
て

も
配
慮
し
て
相
談
対
応

し
て
い
る

〈
益
田
赤
十
字
病
院

〉

・
認
知
症
ケ
ア
チ
ー
ム
や
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
、
精
神

科
リ
エ
ゾ
ン
チ
ー
ム
、
栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
等
の
医

療
チ
ー
ム
と
病
棟
メ
ン
バ
ー
・
院
内
外
の
関
連
部
署
・

関
連
す
る
多
職
種
間
で
の
連
携
を
し
、
対
応
し
て
い
る

〈
松
江
市
立
病
院
〉

・
認
知
症
を
合
併
し
た
が
ん
患
者
の
治
療
に
対
し
て

、
認
知
症
ケ
ア
チ
ー
ム
、
精
神
科
リ
エ
ゾ
ン
チ
ー
ム
、

栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
、
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
、
老
人
看

護
専
門
看
護
師
、
認
知
症
対
応
向
上
研
修
を
修
了
し
た

看
護
師
、
M
S
W
等
が
介
入
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う

・
認
知
症
ケ
ア
委
員
会
を
設
置
し
、
必
要
な
検
討
を

行
う
〈
松
江
赤
十
字
病
院
〉

が
ん
患
者
・
家
族
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
認
知
症
疾

患
医
療
セ
ン
タ
ー
で
連
携
し
、
お
互
い
に
情
報
共
有
し

、
患
者
相
談
・
支
援
に
あ
た
っ
て
い
る

ま
た
、
院
内
の
周
術
期
管
理
チ
ー
ム
に
お
い
て
は
が

ん
疾
患
の
担
当
医
師
だ
け
で
な
く
、
精
神
科
医
師
や
、

看
護
師
、
歯
科
医
師
、
歯
科
衛
生
士
、
M
S
W
等
他
職
種

が
関
わ
り
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
〈
島
根
大
学

医
学
部
附
属
病
院
〉

・
入
院
患
者
に
対
し
て
認
知
症
ケ
ア
チ
ー
ム
が
適
宜

介
入
し
て
い
る

・
認
知
症
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
患
者
の
意
思
決
定
を

尊
重
し
、
家
族
や
関
係
者
も
含
め
た
方
針
決
定
を
心
が

け
て
い
る
〈
県
立
中
央
病
院
〉

・
が
ん
相
談
の
場
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
相
談
援
助

の
場
に
お
い
て
認
知
症
に
つ
い
て
も
配
慮
し
て
相
談
対

応
し
て
い
る
〈
益
田
赤
十
字
病
院
〉

・
家

族
と
の
面

会
が
難
し
く

な
っ

た
こ
と
で

、
心
身
の
状

態
が
不

安
定
に
な

る
患
者
が
増

え
た
り

、
患
者
家

族
も
患
者
の

状
況
が

分
か
り
に

く
く
な
っ
た

こ
と
で

不
安
が
増

大
す
る
と
い

っ
た
ケ

ー
ス
が
み

ら
れ
る
よ
う

に
な
っ

た
。
そ
こ

で
、
短
時
間

で
も
付

き
添
い
を

主
治
医
に
許

可
し
て

も
ら
う
、

オ
ン
ラ
イ
ン

で
面
会

し
て
も
ら

う
、
手
紙
、

写
真
等

を
い
た
だ

く
な
ど
の
施

策
を
行

っ
た
。
ま

た
、
オ
ン
ラ

イ
ン
面

会
の
環
境

が
な
い
患
者

家
族
に

つ
い
て
は

、
来
院
し
て

も
ら
い

、
別
室
に

て
オ
ン
ラ
イ

ン
で
面

会
で
き
る

よ
う
な
体
制

を
整
え

た
〈
松
江

赤
十
字
病
院

〉

・
認

知
症
を
合

併
し
て
い
る

こ
と
で

、
特
に
家

族
の
支
援
が

不
可
欠

で
あ
る
が

、
家
族
が
県

外
に
い

る
場
合
、

県
を
ま
た
ぐ

往
来
が

難
し
く
、

家
族
と
の
情

報
共
有

や
支
援
に

課
題
が
あ
る

〈
島

根
大
学
医

学
部
附
属
病

院
〉

・
面

会
制
限
に

よ
り
本
人
と

家
族
が

話
す
機
会

が
減
り
、
意

思
疎
通

が
し
づ
ら

く
な
っ
た
〈

県
立
中

央
病
院
〉

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

患者家族支援
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（
２

）
が

ん
を

正
し

く
理

解
し

、
が

ん
に

向
き

合
う

た
め

の
が

ん
教

育
　

（
が

ん
教

育
）

［
最

終
ア

ウ
ト

カ
ム

６
］

県
民

が
自

分
や

身
近

な
人

が
が

ん
に

罹
患

し
て

い
て

も
そ

れ
を

正
し

く
理

解
し

向
き

合
え

て
い

る

【
ア

　
子

ど
も

へ
の

が
ん

教
育

】

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

２
２

］
県

民
が

が
ん

に
つ

い
て

正
し

く
理

解
し

て
い

る

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

２
３

］
県

民
が

健
康

や
命

の
大

切
さ

に
つ

い
て

理
解

し
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

6
3

子
ど
も
へ
の
が
ん
教
育
の

円
滑
な
実
施

学
校

重
点

施
策

・
健
康
教
育
研
修

で
健
康
教

育
担
当
者
に
、
県
内
3
校

の
が
ん
教
育
に
関

す
る
取
組

の
発
表
や
、
日
本
女
子

大
学
の
助
友
教
授
の

「
が
ん
教

育
の
実
際
」
に
つ
い
て

の
講
義
な
ど
、
が
ん

教
育
の
必

要
性
や
進
め
方
に
つ
い

て
の
研
修
会
を
実
施

し
た

・
ま
た
、
養
護
教

諭
部
会
な

ど
養
護
教
諭
が
集
ま
る

機
会
を
利
用
し
て
、

が
ん
教
育

の
進
め
方
の
周
知
も
図

っ
た ・
H
3
0
年
度
は
喫
煙

・
飲
酒
・

薬
物
乱
用
防
止
教
室

や
食
育
等
と
兼
ね
て

実
施
し
た

学
校
が
多
か
っ
た
。
取

り
組
ん
で
い
な
い
学

校
も
あ
る

の
で
、
さ
ら
に
積
極
的

な
周
知
、
推
進
を
し

て
い
く

【
公
立
】

・
小
学
校
　
1
2
5
校

（
6
1
.
6
％

）
・
中
学
校
　
 
6
8
校

（
6
9
.
4
％

）
・
高
等
学
校
 
1
8
校

（
5
0
.
0
％

）

【
私
立
】

・
中
学
校
　
　
3
校

・
高
等
学
校
　
4
校

〈
県
〉

【
公
立
】

・
小
学
校

9
1
校
（
4
5
.
5
％
）

・
中
学
校

5
9
校
（
6
2
.
0
％
）

・
高
等
学

校
3
1
校
（
7
9
.
5
％
）

・
特
別
支

援
学
校
2
校
（
1
1
.
8
％

）

【
私
立
】

・
中
学
校

　
　
2
校

・
高
等
学

校
　
5
校

○
が
ん
教
育
の
実
施
率
（
R
2
健
康
教
育
に
関
す
る
状

況
調
査
票
よ
り
）

【
公
立
】

・
小
学
校
1
0
6
校
（
5
3
.
3
％
）

・
中
学
校
7
4
校
（
7
9
.
6
％
）

・
高
等
学
校
2
7
校
（
7
5
.
0
％
）

【
私
立
】

・
中
学
校
　
　
3
校

・
高
等
学
校
　
7
校

施
策

6
4

校
内
研
修
の
実
施

学
校

－

・
健
康
教
育
研
修

や
養
護
教

諭
部
会
等
の
機
会
を
利

用
し
て
、
校
内
研
修

の
必
要
性

の
周
知
を
図
っ
た

・
小
中
学
校
で
は

約
6
％
、
高

等
学
校
で
は
約
3
％
と

い
う
結
果
を
受
け
、

今
後
さ
ら

に
校
内
研
修
の
呼
び
か

け
を
し
て
い
き
た
い

【
公
立
】

・
小
学
校
　
 
 
1
3
校
 
（
6
％

）
・
中
学
校
　
 
 
 
7
校
（
7
％
）

・
高
等
学
校
 
 
 
1
校
（
3
％
）

【
私
立
】

・
中
学
校
　
 
　
0
校

・
高
等
学
校
　
 
1
校
〈
県
〉

【
公
立
】

・
小
学
校

8
校
（
4
.
1
％
）

・
中
学
校

9
校
（
9
.
8
％
）

・
高
等
学

校
2
校
（
6
.
9
％
）

・
特
別
支

援
学
校
0
校

【
私
立
】

・
中
学
校

　
　
0
校

・
高
等
学

校
　
0
校

○
が
ん
教
育
に
関
す
る
校
内
研
修
の
実
施
率
（
R
2
健

康
教
育
に
関
す
る
状
況
調
査
票
よ
り
）

【
公
立
】

・
小
学
校
9
校
（
4
.
5
％
）

・
中
学
校
7
校
（
7
.
5
％
）

・
高
等
学
校
0
校
（
0
％
）

【
私
立
】

・
中
学
校
　
　
0
校

・
高
等
学
校
　
0
校

施
策

6
5

外
部
講
師
の
養
成

県
－

・
が
ん
教
育
外
部

講
師
養
成

研
修
（
3
/
3
）

　
講
師
：
東
京
女

子
医
科
大

学
教
授
　
林
　
和
彦
氏

　
　
　
　
松
本
医

院
院
長
　

松
本
　
祐
二
氏

　
参
加
者
数
：
7
9
名
〈
県
〉

・
が
ん
教

育
外
部
講
師
養
成
研

修
（
2
/
1
6
）

　
講
師
：

国
立
研
究
開
発
法
人

国
立
が
ん
研
究
セ
ン

タ
ー

　
　
　
　

　
が
ん
対
策
情
報
セ

ン
タ
ー
 
　
セ
ン
タ
ー

長
　
若
尾

　
文
彦
　
氏

　
参
加
者

数
：
1
2
0
名
〈
県
〉

・
が
ん
教
育
外
部
講
師
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

（
1
2
/
3
）

　
※
教
育
庁
保
健
体
育
課
主
催
が
ん
教
育
研
修
会
と

共
催 　
講
師
：
聖
心
女
子
大
学
 
現
代
教
養
学
部
教
育
学

科
教
授
・
副
学
長
　
植
田
誠
治
氏

　
参
加
者
数
：
3
5
名
（
県
）

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

がん教育
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【
イ

　
大

人
へ

の
が

ん
教

育
】

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

２
２

］
県

民
が

が
ん

に
つ

い
て

正
し

く
理

解
し

て
い

る

［
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

２
３

］
県

民
が

健
康

や
命

の
大

切
さ

に
つ

い
て

理
解

し
て

い
る

H
3
0
(
2
0
1
8
)
年
度

R
1
(
2
0
1
9
)
年
度

R
2
(
2
0
2
0
)
年

度

コ
ロ

ナ
の

影
響

施
策

6
6

子
ど
も
へ
の
が
ん
教
育
を

通
じ
て
大
人
へ
の

正
し
い
が
ん
情
報
の
提
供

県
－

・
健
康
教
育
研
修

や
養
護
教

諭
部
会
な
ど
の
機
会
を

利
用
し
て
、
が
ん
教

育
の
授
業

や
講
演
会
を
保
護
者
等

に
公
開
す
る
こ
と
、

ま
た
、
た

よ
り
等
を
通
じ
て
保
護

者
へ
啓
発
す
る
こ
と

を
促
し
た

〈
県
（
教
育
庁
保
健
体

育
課
）
〉

【
公
立
】

・
健
康
教
育
研
修

や
養
護
教

諭
部
会
に
お
い
て
啓
発

、
た
よ
り
等
に
よ
る

啓
発

・
が
ん
教
育
公
開

授
業
（
1
2
/
1
8
）

　
対
象
：
浜
田
高

等
学
校
定

時
制
課
程

　
講
師
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
が
ん

サ
ポ
ー
ト
か
ご
し
ま
　

三
好
　
綾
氏
〈
県
〉

【
公
立
】

・
が
ん
教

育
研
修
会
、
養
護
教

諭
研
修
な
ど
に
お
い
て

啓
発

〈
実
践
校

〉
・
出
雲
市

立
河
南
中
学
校
の
P
T
A
教
育
講
演
会

　
　
対
象

：
全
校
生
徒
、
保
護

者
、
教
職
員

　
　
講
師

：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
ん

サ
ポ
ー
ト
か
ご
し
ま

三
好
　
綾

氏
・
松
江
農

林
高
等
学
校
公
開
授

業
　
　
①
対

象
：
3
年
生
（
総
合
学

科
福
祉
サ
ー
ビ
ス
系

列
）

　
　
　
講

師
：
看
護
師
、
が
ん

経
験
者

　
　
②
対

象
：
2
年
生
（
保
健
体

育
科
　
科
目
「
保

健
」
）

　
　
　
講

師
：
保
健
師
〈
県
〉

○
が
ん
教
育
の
公
開
実
施
率
（
R
2
健
康
教
育
に
関
す

る
状
況
調
査
票
よ
り
）

（
公
開
実
施
と
は
、
授
業
公
開
、
講
演
会
、
便
り
、

H
P

ブ
ロ
グ
）

【
公
立
】

・
小
学
校
1
0
校
（
9
.
4
％
）

・
中
学
校
4
校
（
5
.
4
％
）

・
高
等
学
校
3
校
（
1
1
.
1
％
）

施
策

6
7

わ
か
り
や
す
く
確
実
に
伝

わ
る
情
報
提
供
の

実
施
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

S
N
S
、
広
報
等
）

県
重
点

施
策

・
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
情
報

発
信
を
行
っ
た
〈
県
〉

・
県
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
「
し
ま
ね
の
が

ん
対
策
」
の
リ

ニ
ュ
ー
ア

ル
を
行
っ
た
〈
県
〉

・
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
情
報
発
信
を
行
っ
た
〈
県
〉

施
策

6
8

わ
か
り
や
す
く
確
実
に
伝

わ
る
情
報
提
供
の

実
施
（
S
N
S
は
双
方
向
の
情

報
発
信
が
可
能

で
あ
る
特
性
を
活
か
し
、

県
民
か
ら
の
反
応

に
対
し
て
、
必
要
な
対
応

を
行
う
）

県
重
点

施
策

－
－

－

施
策

6
9

関
係
者
と
連
携
し
た
情
報

提
供
の
実
施

県
、

が
ん
検

診
啓
発

サ
ポ
ー

タ
ー

、
島
根

県
立
大

学
、

各
種
団

体
等

－

・
が
ん
検
診
啓
発

サ
ポ
ー
タ

ー
が
地
域
の
健
康
講
座

や
催
事
な
ど
で
啓
発

及
び
情
報

発
信
を
行
っ
た

・
「
し
ま
ね
☆
ま

め
な
カ
ン

パ
ニ
ー
」
に
つ
い
て
県

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
た

・
が
ん
征
圧
月
間

に
お
い
て

関
係
団
体
と
街
頭
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
等
を
実
施

し
た
〈
県

〉

・
が
ん
検

診
啓
発
サ
ポ
ー
タ
ー

が
地
域
の
健
康
講
座
や

催
事
な
ど

で
啓
発
及
び
情
報
発

信
を
行
っ
た

・
「
し
ま

ね
☆
ま
め
な
カ
ン
パ

ニ
ー
」
に
つ
い
て
県
の

ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
し
た

・
が
ん
征

圧
月
間
に
お
い
て
関

係
団
体
と
街
頭
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
等

を
実
施
し
た
〈
県
〉

・
が
ん
検
診
啓
発
サ
ポ
ー
タ
ー
が
地
域
の
健
康
講
座

や
催
事
な
ど
で
啓
発
及
び
情
報
発
信
を
行
っ
た

・
「
し
ま
ね
☆
ま
め
な
カ
ン
パ
ニ
ー
」
に
つ
い
て
県

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
〈
県
〉

・
コ

ロ
ナ
禍
に

お
い
て
、
イ

ベ
ン
ト

や
街
頭
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン

等
は
全

県
で
中
止

と
な
っ
た

・
県

主
催
の
街

頭
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
も

中
止
し
た

施
策

7
0

（
再
掲
：
施
策
4
）
事
業
所

と
連
携
し
た
情

報
提
供
の
実
施

県
－

（
再
掲
：
施

策
4
）

（
再
掲

：
施
策
4
）

（
再
掲
：
施
策
4
）

（
再
掲
：
施

策
4
）

.

具
体

的
施

策
実
施

主
体

重
点

施
策

がん教育

－ 105 －



 

 

    

 

数 値 目 標 

（平成 30年度～令和２年度） 
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項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

数
１

が
ん

の
年

齢
調

整
死

亡
率

（
7
5
歳

未
満

人
口

1
0
万

対
）

H
2
7
年

H
2
8
年

H
2
9
年

H
3
0
年

R
3
年

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
が

ん
登

録

(2
0
1
5
年

)
(2

0
1
6
年

)
(2

0
1
7
年

)
(2

0
1
8
年

)
（
2
0
2
1
年

）
基

準
値

（
第

１
期

計
画

策
定

時
  
H
1
7
(2

0
0
5
)年

）

男
1
0
5
.2

9
7
.5

9
5
.0

8
9
.2

8
6
.1

　
男

　
1
3
1
.5

、
女

　
6
0
.6

女
5
4
.9

5
9
.9

5
2
.6

4
7
.7

5
0
.4

数
値
目
標

（
H
3
0
～
R2
）

【
基

本
理

念
】

す
べ

て
の

県
民
が

、
が

ん
を

知
り
、

が
ん

の
克
服

を
目
指

す

基本理念

－ 107 －



項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

(1
)

が
ん

の
１

次
予

防
（
発

生
リ
ス

ク
の

低
減

）
　

（
１

次
予

防
）

数
２

最
終

1
が

ん
の

年
齢

調
整

罹
患

率
（
人

口
1
0
万

対
）

H
2
5
年

H
2
7
年

H
2
8
年

H
2
9
年

R
1
年

度
島

根
県

　
が

ん
登

録

　
　

（
　

）
は

上
皮

内
が

ん
を

含
む

値
（
2
0
1
3
年

）
（
2
0
1
5
年

）
（
2
0
1
6
年

）
（
2
0
1
7
年

）
(2

0
1
9
年

度
）

胃
が

ん
6
0
.9

5
7
.5

5
6
.5

5
6
.3

低
減

大
腸

が
ん

5
1
.8

（
8
1
.9

）
5
4
.4

（
8
1
.5

）
5
9
.6

（
8
8
.2

）
5
3
.9

（
8
1
.3

）
低

減

肺
が

ん
3
7
.1

（
3
7
.3

）
4
3
.9

（
4
3
.9

）
4
9
.1

（
4
9
.2

）
4
5
.5

（
4
5
.6

）
低

減

子
宮

頸
が

ん
8
.1

（
5
4
.2

）
1
2
.3

（
5
9
.5

）
1
2
.1

（
7
2
.2

）
1
4
.7

（
6
8
.6

）
低

減

乳
が

ん
女

7
3
.2

（
8
4
.1

）
8
4
.2

（
9
6
.9

）
8
2
.2

（
1
0
0
.6

）
8
8
.9

（
1
0
4
.1

）
低

減

肝
が

ん
1
8
.4

1
6
.1

1
7
.2

1
5
.0

低
減

数
３

中
間

1
成

人
の

喫
煙

率
H
2
8
年

度
－

R
3
年

度
島

根
県

　
健

康
長

寿
し

ま
ね

推
進

計
画

（
2
0
1
6
年

度
）

（
2
0
2
1
年

度
）

（
県

民
健

康
・
栄

養
調

査
）

2
0
～

7
9
歳

男
2
7
.4

%
－

－
－

1
2
.3

%
令

和
４
年

度
調

査
実

施
予

定

2
0
～

7
9
歳

女
4
.4

%
－

－
－

3
.2

%

2
0
～

3
9
歳

男
3
0
.3

%
－

－
－

1
7
.7

%

2
0
～

3
9
歳

女
7
.1

%
－

－
－

5
.4

%

数
４

中
間

1
生

活
習

慣
の

リ
ス

ク
を

高
め

る
量

を
飲

酒
し

て
い

る
者

の
割

合
H
2
8
年

度
－

－
－

R
3
年

度
島

根
県

　
健

康
長

寿
し

ま
ね

推
進

計
画

（
2
0
1
6
年

度
）

（
2
0
2
1
年

度
）

（
県

民
健

康
・
栄

養
調

査
）

男
1
4
.7

%
－

－
－

1
3
.0

%
令

和
４
年

度
調

査
実

施
予

定

女
7
.1

%
－

－
－

6
.4

%

数
５

施
策

2
重

点
施

策
敷

地
内

・
施

設
内

禁
煙

、
完

全
分

煙
を

実
施

し
て

い
る

事
業

所
の

割
合

H
2
8
年

度
R
3
年

度
島

根
県

　
健

康
長

寿
し

ま
ね

推
進

計
画

（
2
0
1
6
年

度
）

－
－

－
（
2
0
2
1
年

度
）

（
事

業
所

健
康

づ
く
り
調

査
）

7
4
.3

0
%

1
0
0
%

数
６

施
策

4
し

ま
ね

☆
ま

め
な

カ
ン

パ
ニ

ー
登

録
事

業
所

数
H
3
0
年

度
H
3
0
年

度
R
元

年
度

R
2
年

度
R
4
年

度
島

根
県

　
健

康
推

進
課

調
査

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
1
9
年

度
）

（
2
0
2
0
年

度
）

（
2
0
2
2
年

度
）

1
4
6
事

業
所

1
4
6
事

業
所

1
8
9
事

業
所

2
1
0
事

業
所

増
加

数
７

中
間

2
肝

炎
ウ

イ
ル

ス
検

査
受

験
者

数
H
3
0
年

度
－

－
R
元

年
度

R
3
年

度
島

根
県

　
肝

炎
対

策
推

進
基

本
指

針

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
1
9
年

度
）

(2
0
2
1
年

度
）

指
針

：
H
2
9
年

3
月

改
定

　
数

値
目

標
：
H
3
0
年

1
0
月

改
定

6
,2

6
0
人

－
－

1
6
,1

5
7
人

3
万

人
以

上
目

標
値

：
4
年

間
の

累
計

受
験

者
数

男
女

計

１次予防

【
全

体
目

標
Ⅰ
】

科
学
的

根
拠
に

基
づ

く
が
ん

予
防

・
が

ん
検

診
の

充
実

（
１

次
予

防
、
が

ん
検

診
）
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項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

(2
)

が
ん

の
２

次
予

防
（
早

期
発

見
・
早

期
受

診
）
　

（
が

ん
検

診
）

数
８

最
終

2
臨

床
進

行
度

　
早

期
が

ん
（
上

皮
内

及
び

限
局

）
の

割
合

H
2
5
年

H
2
7
年

H
2
8
年

H
2
9
年

R
1
年

島
根

県
　

が
ん

登
録

（
2
0
1
3
年

）
（
2
0
1
5
年

）
（
2
0
1
6
年

）
（
2
0
1
7
年

）
（
2
0
1
9
年

）

胃
が

ん
5
5
.1

%
6
1
.4

%
6
0
.3

%
6
3
.7

%
1
0
%
増

加

肺
が

ん
3
2
.6

%
3
9
.2

%
4
2
.0

%
4
0
.0

%
1
0
%
増

加

大
腸

が
ん

5
9
.3

%
5
5
.8

%
5
9
.0

%
5
8
.4

%
1
0
%
増

加

子
宮

頸
が

ん
8
0
.8

%
8
3
.1

%
8
6
.3

%
7
9
.1

%
1
0
%
増

加

乳
が

ん
女

6
0
.3

%
6
1
.9

%
6
8
.1

%
6
1
.3

%
1
0
%
増

加

数
９

中
間

3
科

学
的

根
拠

に
基

づ
く
が

ん
検

診
（
対

策
型

検
診

）
を

実
施

し
て

い
る

市
町

村
数

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
4
年

度
厚

生
労

働
省

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
1
9
年

度
）

(2
0
2
0
年

度
)

（
2
0
2
2
年

度
）

市
区

町
村

に
お

け
る

が
ん

検
診

の
実

施
状

況

1
5
市

町
村

1
8
市

町
村

1
9
市

町
村

1
9
市

町
村

1
9
市

町
村

調
査

数
１
０

中
間

3
市

町
村

が
実

施
す

る
が

ん
検

診
の

精
密

検
査

受
診

率
H
2
6
年

度
H
2
7
年

H
2
8
年

H
2
9
年

R
1
年

度
島

根
県

　
地

域
保

健
健

康
増

進
事

業
報

告

（
2
0
1
4
年

度
）

（
2
0
1
5
年

）
（
2
0
1
6
年

）
（
2
0
1
7
年

）
（
2
0
1
9
年

度
）

4
0
～

7
4
歳

胃
が

ん
8
0
.8

%
8
1
.9

%
8
3
.1

%
7
8
.0

%
9
0
.0

%
以

上

4
0
～

7
4
歳

肺
が

ん
8
3
.9

%
8
8
.4

%
8
9
.1

%
8
5
.3

%
9
0
.0

%
以

上

4
0
～

7
4
歳

大
腸

が
ん

6
4
.9

%
7
2
.2

%
7
0
.4

%
6
8
.3

%
9
0
.0

%
以

上

2
0
～

7
4
歳

子
宮

頸
が

ん
6
9
.6

%
6
7
.2

%
7
0
.3

%
7
7
.1

%
9
0
.0

%
以

上

4
0
～

7
4
歳

乳
が

ん
9
3
.7

%
9
4
.1

%
9
6
.6

%
9
5
.2

%
9
0
.0

%
以

上

数
１
１

中
間

4
島

根
県

全
体

の
が

ん
検

診
受

診
率

H
2
8
年

度
－

－
R
1
年

度
R
4
年

度
厚

生
労

働
省

　
国

民
生

活
基

礎
調

査

（
2
0
1
6
年

度
）

（
2
0
1
9
年

度
）

(2
0
2
2
年

度
）

令
和

４
年

度
調

査
実

施
予

定

胃
が

ん
4
5
.9

%
ー

ー
4
5
.7

%
5
0
.0

%
以

上

肺
が

ん
5
3
.8

%
ー

ー
5
6
.9

%
5
0
.0

%
以

上

大
腸

が
ん

4
6
.6

%
ー

ー
4
9
.4

%
5
0
.0

%
以

上

子
宮

頸
が

ん
4
0
.5

%
ー

ー
3
9
.0

%
5
0
.0

%
以

上

乳
が

ん
4
3
.0

%
ー

ー
4
3
.7

%
5
0
.0

%
以

上

数
１
２

施
策

1
8

（
再

掲
：
数

6
）
し

ま
ね

☆
ま

め
な

カ
ン

パ
ニ

ー
登

録
事

業
所

数
（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

がん検診
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項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

数
１
３

施
策

2
0

重
点

施
策

松
江

圏
域

の
が

ん
検

診
受

診
率

（
市

町
村

実
施

分
）

H
2
7
年

度
H
2
8
年

度
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
3
年

度
島

根
県

　
地

域
保

健
健

康
増

進
事

業
報

告

（
2
0
1
5
年

度
）

（
2
0
1
6
年

度
）

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
2
1
年

度
）

(健
康

推
進

課
)

大
腸

が
ん

9
.0

%
7
.9

%
7
.7

%
7
.4

%
1
3
.5

%

数
１
４

施
策

2
0

重
点

施
策

雲
南

圏
域

の
が

ん
検

診
受

診
率

（
市

町
村

実
施

分
）

H
2
7
年

度
H
2
8
年

度
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
3
年

度
島

根
県

　
地

域
保

健
健

康
増

進
事

業
報

告

（
2
0
1
5
年

度
）

（
2
0
1
6
年

度
）

(2
0
1
7
年

度
)

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
2
1
年

度
）

(健
康

推
進

課
)

大
腸

が
ん

1
2
.2

%
1
2
.7

%
1
1
.9

%
1
1
.2

%
2
0
.0

%

数
１
５

施
策

2
0

重
点

施
策

出
雲

圏
域

の
が

ん
検

診
受

診
率

（
市

町
村

実
施

分
）

H
2
7
年

度
H
2
8
年

度
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
3
年

度
島

根
県

　
地

域
保

健
健

康
増

進
事

業
報

告

（
2
0
1
5
年

度
）

（
2
0
1
6
年

度
）

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
2
1
年

度
）

(健
康

推
進

課
)

胃
が

ん
0
.8

%
不

詳
1
.7

%
1
.4

%
1
.2

%

数
１
６

施
策

2
0

重
点

施
策

大
田

圏
域

の
が

ん
検

診
受

診
率

（
市

町
村

実
施

分
）

H
2
7
年

度
H
2
8
年

度
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
3
年

度
島

根
県

　
地

域
保

健
健

康
増

進
事

業
報

告

（
2
0
1
5
年

度
）

(2
0
1
6
年

度
)

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
2
1
年

度
）

(健
康

推
進

課
)

肺
が

ん
1
8
.2

%
1
6
.1

%
1
5
.0

%
3
0
.6

%
5
0
.0

%

胃
が

ん
5
.0

%
8
.0

%
7
.7

%
6
.7

%
5
0
.0

%

大
腸

が
ん

1
4
.3

%
1
1
.6

%
1
0
.8

%
1
0
.6

%
5
0
.0

%

子
宮

頸
が

ん
2
2
.8

%
2
5
.5

%
2
1
.4

%
2
3
.8

%
5
0
.0

%

乳
が

ん
2
2
.6

%
2
5
.0

%
2
4
.9

%
2
5
.3

%
5
0
.0

%

数
１
７

施
策

2
0

重
点

施
策

浜
田

圏
域

の
が

ん
検

診
受

診
率

（
市

町
村

実
施

分
）

H
2
7
年

度
H
2
8
年

度
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
3
年

度
島

根
県

　
地

域
保

健
健

康
増

進
事

業
報

告

（
2
0
1
5
年

度
）

（
2
0
1
6
年

度
）

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
2
1
年

度
）

(健
康

推
進

課
)

胃
が

ん
2
.4

%
4
.7

%
4
.8

%
5
.0

%
5
.5

%

肺
が

ん
4
.0

%
4
.0

%
4
.4

%
4
.1

%
8
.6

%

※
受

診
率

は
マ

ン
モ

単
独

＋
マ

ン
モ

・
視

触
診

併
用

乳
が

ん
2
1
.6

%
2
4
.4

%
2
5
.3

%
2
5
.3

%
3
0
.0

%

数
１
８

施
策

2
0

重
点

施
策

益
田

圏
域

の
が

ん
検

診
受

診
率

（
市

町
村

実
施

分
）

H
2
8
年

度
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
元

年
度

R
3
年

度
益

田
圏

域
が

ん
検

診
受

診
率

（
2
0
1
6
年

度
）

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
1
9
年

度
）

（
2
0
2
1
年

度
）

子
宮

頸
が

ん
3
3
.5

%
3
0
.9

%
3
0
.9

%
3
0
.9

%
5
0
.0

%

数
１
９

施
策

2
0

重
点

施
策

隠
岐

圏
域

の
が

ん
検

診
受

診
率

（
市

町
村

実
施

分
）

H
2
7
年

度
H
2
8
年

度
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
3
年

度
島

根
県

　
地

域
保

健
健

康
増

進
事

業
報

告

（
2
0
1
5
年

度
）

（
2
0
1
6
年

度
）

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
2
1
年

度
）

(健
康

推
進

課
)

肺
が

ん
1
3
.8

%
1
3
.5

%
1
1
.9

%
1
1
.8

%
5
0
.0

%

大
腸

が
ん

1
2
.2

%
1
0
.8

%
9
.8

%
8
.9

%
5
0
.0

%

乳
が

ん
2
4
.2

%
2
5
.1

%
2
5
.6

%
2
4
.5

%
5
0
.0

%

 ※
女

性
2
0
～

6
9
歳

、
市

町
村

＋
管

内
医

療
機

関
＋

環
境

保
健

公
社

／
推

計
人

口
、
２
年

に
１
回

受
診

と
す

る

がん検診
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項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

(１
)

ど
こ

に
住

ん
で

い
て

も
安

心
し

て
が

ん
医

療
が

受
け

ら
れ

る
体

制
の

構
築

　
（
が

ん
医

療
）

数
２
０

最
終

3
全

が
ん

の
５
年

相
対

生
存

率
H
2
5
年

H
2
7
年

H
2
8
年

H
2
9
年

R
1
年

島
根

県
　

が
ん

登
録

（
2
0
1
3
年

）
（
2
0
1
5
年

）
（
2
0
1
6
年

）
（
2
0
1
7
年

）
（
2
0
1
9
年

）

6
2
.3

%
5
8
.8

%
5
9
.7

%
6
0
.2

%
増

加

※
2
0
0
8
年

診
断

症
例

※
2
0
1
0
年

診
断

症
例

※
2
0
1
1
年

診
断

症
例

※
2
0
1
2
年

診
断

症
例

数
２
１

最
終

3
－

ー
ー

H
3
0
年

度
－

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

－
ー

ー
（
2
0
1
8
年

度
）

－
参

考
値

－
ー

ー
7
7
.8

%
－

数
２
２

中
間

5
－

ー
ー

H
3
0
年

度
－

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

－
ー

ー
（
2
0
1
8
年

度
）

－
参

考
値

－
ー

ー
7
6
.6

%
－

数
２
３

施
策

2
1

重
点

施
策

島
根

県
内

の
が

ん
診

療
連

携
拠

点
病

院
の

数
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度
島

根
県

　
健

康
推

進
課

調
査

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
1
9
年

度
）

（
2
0
2
0
年

度
）

（
2
0
2
3
年

度
）

5
施

設
5
施

設
5
施

設
5
施

設
5
施

設

数
２
４

施
策

2
4

重
点

施
策

【
新

規
】

ー
ー

ー
R
2
年

度
R
5
年

度
厚

生
労

働
省

指
定

状
況

が
ん

ゲ
ノ
ム

医
療

連
携

病
院

数
－

－
－

（
2
0
2
0
年

度
）

（
2
0
2
3
年

度
）

ー
ー

ー
４
施

設
４
施

設

数
２
５

中
間

6
圏

域
内

受
診

率
（
外

来
）

H
2
7
年

度
H
2
8
年

度
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
3
年

度
国

　
医

療
計

画
作

成
支

援
デ

ー
タ

ブ
ッ

ク

（
2
0
1
5
年

度
）

（
2
0
1
6
年

度
）

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
2
1
年

度
）

雲
南

5
6
.0

%
5
0
.7

%
ー

ー
7
0
.0

%

大
田

5
9
.7

%
5
8
.8

%
ー

ー
7
0
.0

%

益
田

8
8
.6

%
8
6
.2

%
ー

ー
9
0
.0

%

隠
岐

8
1
.6

%
7
8
.5

%
ー

ー
9
0
.0

%

数
２
６

中
間

6
－

ー
ー

H
3
0
年

度
－

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

－
ー

ー
（
2
0
1
8
年

度
）

－
参

考
値

－
ー

ー
8
0
.3

%
－

R
2
年

度
デ

ー
タ

ブ
ッ

ク
へ

の
掲

載
に

向
け

、
厚

生
労

働
省

で
作

業
中

紹
介

先
医

療
機

関
の

支
障

の
な

い
受

診
：

紹
介

先
の

医
療

機
関

を
支

障
な

く
受

診
で

き
た

と
回

答
し

た
人

の
割

合

医
療

の
進

歩
の

実
感

：
一

般
の

人
が

受
け

ら
れ

る
が

ん
医

療
は

数
年

前
と

比
べ

て
進

歩
し

た
と

回
答

し
た

人
の

割
合

納
得

の
い

く
治

療
選

択
：

が
ん

の
診

断
か

ら
治

療
開

始
ま

で
の

状
況

を
総

合
的

に
振

り
返

っ
て

、
納

得
い

く
治

療
選

択
が

で
き

た
と

回
答

し
た

人
の

割
合

がん医療

【
全

体
目

標
Ⅱ
】

患
者

本
位
で

将
来

に
わ
た
っ

て
持
続
可

能
な
し

ま
ね

ら
し

い
が

ん
医

療
の
実

現
（
が

ん
医
療

、
緩
和

ケ
ア
）
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項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

数
２
７

施
策

2
5

重
点

施
策

地
域

が
ん

診
療

病
院

の
数

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度
島

根
県

　
健

康
推

進
課

調
査

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
1
9
年

度
）

（
2
0
2
0
年

度
）

（
2
0
2
3
年

度
）

0
施

設
0
施

設
0
施

設
0
施

設
1
施

設

数
２
８

施
策

2
8

2
4
時

間
対

応
が

可
能

な
在

宅
医

療
を

提
供

し
て

い
る

医
療

機
関

数
（
成

人
）

H
2
9
年

度
ー

ー
ー

R
5
年

度
島

根
県

　
医

療
機

能
調

査

（
2
0
1
7
年

度
）

ー
ー

ー
（
2
0
2
3
年

度
）

令
和

４
年

度
調

査
実

施
予

定

1
6
4
施

設
ー

ー
ー

増
加

数
２
９

施
策

2
8

2
4
時

間
対

応
が

可
能

な
在

宅
医

療
を

提
供

し
て

い
る

医
療

機
関

数
（
小

児
）

H
2
9
年

度
ー

ー
ー

R
5
年

度
島

根
県

　
医

療
機

能
調

査

（
2
0
1
7
年

度
）

ー
ー

ー
（
2
0
2
3
年

度
）

令
和

４
年

度
調

査
実

施
予

定

2
0
施

設
ー

ー
ー

増
加

数
３
０

中
間

7
ー

ー
ー

H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

ー
ー

ー
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
ー

ー
4
0
.8

%
ー

数
３
１

施
策

3
2

重
点

施
策

【
新

規
】

（
再

掲
：
数

2
4
）
が

ん
ゲ

ノ
ム

医
療

連
携

病
院

数
（
再

掲
：
数

2
4
）

（
再

掲
：
数

2
4
）

（
再

掲
：
数

2
4
）

（
再

掲
：
数

2
4
）

（
再

掲
：
数

2
4
）

（
再

掲
：
数

2
4
）

　
県

内
病

院
及

び
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

並
び

に
一

部
の

診
療

所
及

び
助

産
所

に
対

し
て

医
療

機
能

の
現

状
を

調
査

、
そ

の
結

果
を

計
画

に
掲

載
し

公
表

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
了

解
の

上
、

当
該

医
療

機
関

を
持

っ
て

い
る

と
回

答
し

た
機

関
の

数
。

以
下

、
本

調
査

の
結

果
を

引
用

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

特
に

記
載

の
あ

る
場

合
を

除
き

同
様

の
集

計
方

法
に

よ
る

。

妊
孕

性
に

つ
い

て
の

説
明

：
最

初
の

が
ん

治
療

が
開

始
さ

れ
る

前
に

、
医

師
か

ら
そ

の
治

療
に

よ
る

不
妊

の
影

響
に

つ
い

て
説

明
が

あ
っ

た
と

回
答

し
た

患
者

・
家

族
の

割
合

（
4
0
歳

未
満

）

がん医療
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項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

（
２

）
切

れ
目

の
な

い
緩

和
ケ

ア
の

提
供

　
（
緩

和
ケ

ア
）

数
３
２

最
終

4
ー

ー
－

H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

ー
ー

－
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
ー

－
5
1
.1

%
ー

数
３
３

最
終

4
ー

ー
－

H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

ー
ー

－
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
ー

－
6
8
.6

%
ー

数
３
４

中
間

8
ー

－
－

H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
遺

族
調

査

ー
－

－
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
－

－
8
5
.0

%
ー

数
３
５

中
間

8
ー

ー
－

H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

ー
ー

－
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
ー

－
7
7
.3

%
ー

数
３
６

施
策

3
4

緩
和

ケ
ア

研
修

会
を

受
講

し
た

医
師

の
割

合
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
4
年

度
島

根
県

　
健

康
推

進
課

調
査

(2
0
1
7
年

度
）

(2
0
1
8
年

度
）

(2
0
1
9
年

度
）

(2
0
2
0
年

度
）

(2
0
2
2
年

度
）

項
目

変
更

5
2
.1

%
5
9
.1

%
6
0
.9

%
6
2
.3

%
6
9
.0

%

ー
9
6
.6

%
9
5
.2

%
9
6
.5

%
増

加

ー
3
4
.3

%
5
7
.1

%
8
3
.3

%
増

加

数
３
７

施
策

3
6

苦
痛

の
ス

ク
リ
ー

ニ
ン

グ
を

行
っ

て
い

る
施

設
数

H
2
9
年

度
－

－
R
2
年

度
R
5
年

度
島

根
県

　
健

康
推

進
課

調
査

(2
0
1
7
年

度
）

－
－

(2
0
2
0
年

度
）

(2
0
2
3
年

度
）

1
9
施

設
－

－
1
6
施

設
2
7
施

設

数
３
８

中
間

9
患

者
は

望
ん

だ
場

所
で

過
ご

せ
た

と
回

答
し

た
遺

族
の

割
合

ー
ー

－
H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
遺

族
調

査

ー
ー

－
(2

0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
ー

－
5
4
.8

%
ー

数
３
９

施
策

3
8

重
点

施
策

H
2
9
年

度
－

－
－

R
5
年

度
島

根
県

　
医

療
機

能
調

査

(2
0
1
7
年

度
）

－
－

－
(2

0
2
3
年

度
）

令
和

４
年

度
調

査
実

施
予

定

９
８
施

設
－

－
－

増
加

数
４
０

施
策

3
8

重
点

施
策

H
2
9
年

度
－

－
－

R
5
年

度
島

根
県

　
医

療
機

能
調

査

(2
0
1
7
年

度
）

－
－

－
(2

0
2
3
年

度
）

令
和

４
年

度
調

査
実

施
予

定

2
2
8
施

設
－

－
－

増
加

身
体

的
苦

痛
（
痛

み
に

限
ら

ず
包

括
的

）
：

が
ん

や
が

ん
治

療
に

伴
う

身
体

の
苦

痛
が

な
い

と
回

答
し

た
患

者
の

割
合

精
神

的
苦

痛
：

が
ん

や
が

ん
治

療
に

伴
い

気
持

ち
が

つ
ら

く
な

い
と

回
答

し
た

患
者

の
割

合

医
療

者
は

患
者

の
つ

ら
い

症
状

に
す

み
や

か
に

対
応

し
て

い
た

と
回

答
し

た
遺

族
の

割
合

が
ん

に
伴

う
痛

み
：

が
ん

や
が

ん
治

療
に

伴
う

痛
み

が
な

い
と

回
答

し
た

患
者

の
割

合

県
内

で
受

講
し

た
医

師
・
歯

科
医

師
／

計
算

時
最

新
の

県
内

医
師

・
歯

科
医

師
数

拠
点

病
院

等
1
年

以
上

所
属

す
る

が
ん

診
療

に
携

わ
る

医
師

・
歯

科
医

師

拠
点

病
院

等
臨

床
研

修
医

成
人

の
患

者
に

対
し

て
が

ん
性

疼
痛

等
に

対
す

る
緩

和
ケ

ア
が

実
施

で
き

て
い

る
診

療
所

成
人

の
患

者
に

対
し

て
医

療
用

麻
薬

を
提

供
で

き
る

体
制

を
有

す
る

医
療

機
関

緩和ケア
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項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

数
４
１

施
策

3
9

重
点

施
策

緩
和

ケ
ア

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

会
議

を
開

催
し

て
い

る
圏

域
H
2
8
年

度
H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
4
年

度
島

根
県

　
健

康
推

進
課

調
査

(2
0
1
6
年

度
）

(2
0
1
7
年

度
）

(2
0
1
8
年

度
）

(2
0
1
9
年

度
）

(2
0
2
2
年

度
）

６
圏

域
６
圏

域
６
圏

域
７
圏

域
７
圏

域

数
４
２

中
間

1
0

ー
ー

－
H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

ー
ー

－
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
ー

－
7
4
.6

%
ー

希
望

の
尊

重
：

治
療

に
お

け
る

希
望

が
尊

重
さ

れ
た

と
回

答
し

た
患

者
の

割
合

緩和ケア
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項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

(１
)

患
者

・
家

族
の

治
療

や
療

養
生

活
の

悩
み

が
軽

減
す

る
た

め
の

支
援

　
（
患

者
家

族
支

援
）

数
４
３

最
終

5
ー

ー
－

H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

ー
ー

－
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
ー

－
7
7
.2

%
ー

数
４
４

最
終

5
ー

－
－

H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

ー
－

－
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
－

－
5
3
.7

%
ー

数
４
５

中
間

1
1

ー
－

－
H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

ー
－

－
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
－

－
7
7
.1

%
ー

数
４
６

施
策

4
2

ー
－

－
H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

ー
－

－
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
－

－
7
5
.9

%
ー

数
４
７

中
間

1
2

ー
－

－
H
3
0
年

度
ー

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

ー
－

－
（
2
0
1
8
年

度
）

ー
参

考
値

ー
－

－
1
3
.5

%
ー

数
４
８

施
策

4
4

重
点

施
策

H
2
8
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
4
年

度
島

根
県

　
健

康
推

進
課

調
査

(2
0
1
6
年

度
）

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
）

(2
0
2
0
年

度
）

(2
0
2
2
年

度
）

7
1
%

4
6
%

6
1
%

4
6
%

1
0
0
%

数
４
９

中
間

1
4

ピ
ア

サ
ポ

ー
ト
利

用
者

満
足

度
H
3
0
年

度
－

－
－

R
4
年

度
島

根
県

　
健

康
推

進
課

調
査

(2
0
1
8
年

度
）

－
－

－
(2

0
2
2
年

度
）

測
定

困
難

－
－

－
設

定
困

難

自
分

ら
し

い
日

常
生

活
：

現
在

自
分

ら
し

い
日

常
生

活
を

送
れ

て
い

る
と

回
答

し
た

患
者

の
割

合

が
ん

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

の
利

用
：

が
ん

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

を
利

用
し

た
こ

と
が

あ
る

と
回

答
し

た
患

者
・
家

族
の

割
合

（
が

ん
相

談
セ

ン
タ

ー
を

知
っ

て
い

る
と

回
答

し
た

患
者

・
家

族
の

う
ち

）

が
ん

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

の
認

知
度

：
が

ん
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
を

知
っ

て
い

る
と

回
答

し
た

患
者

・
家

族
の

割
合

療
養

に
関

す
る

相
談

：
治

療
開

始
前

に
病

気
の

こ
と

や
療

養
生

活
に

つ
い

て
誰

か
に

相
談

で
き

た
患

者
の

割
合

家
族

へ
の

支
援

・
サ

ー
ビ

ス
・
場

所
：

が
ん

患
者

の
家

族
の

悩
み

や
負

担
を

相
談

で
き

る
支

援
・
サ

ー
ビ

ス
・
場

所
が

十
分

あ
る

と
回

答
し

た
患

者
・
家

族
の

割
合

が
ん

患
者

・
家

族
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
が

実
施

す
る

資
質

向
上

研
修

を
受

講
し

た
病

院
の

割
合

患者家族支援

【
全

体
目

標
】

尊
厳

を
も

っ
て

安
心

し
て

暮
ら
せ

る
社

会
の

構
築

（
患

者
家

族
支

援
、
が

ん
教

育
）
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項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

数
５
０

中
間

1
6

ー
H
3
0
年

度
ー

ー
ー

島
根

県
　

健
康

推
進

課
調

査

ー
(2

0
1
8
年

度
）

ー
ー

ー
参

考
値

ー
5
7
.7

%
ー

ー
ー

数
５
１

中
間

1
7

ー
H
3
0
年

度
ー

ー
ー

島
根

県
　

健
康

推
進

課
調

査

ー
(2

0
1
8
年

度
）

ー
ー

ー
参

考
値

ー
6
9
.3

%
ー

ー
ー

数
５
２

中
間

1
8

ー
H
3
0
年

度
ー

ー
ー

島
根

県
　

健
康

推
進

課
調

査

ー
(2

0
1
8
年

度
）

ー
ー

ー
参

考
値

ー
8
2
.1

%
ー

ー
ー

数
５
３

中
間

1
2

－
－

－
H
3
0
年

度
－

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

－
－

－
（
2
0
1
8
年

度
）

－
参

考
値

－
－

－
5
5
.2

%
－

数
５
４

中
間

1
9

－
－

－
H
3
0
年

度
－

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

－
－

－
（
2
0
1
8
年

度
）

－
参

考
値

－
－

－
6
1
.3

%
－

数
５
５

施
策

1
8

（
再

掲
：
数

6
）
し

ま
ね

☆
ま

め
な

カ
ン

パ
ニ

ー
登

録
事

業
所

数
（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

就
労

に
際

す
る

配
慮

：
職

場
や

仕
事

上
の

関
係

者
か

ら
治

療
と

仕
事

を
両

方
続

け
ら

れ
る

よ
う

な
勤

務
上

の
配

慮
が

あ
っ

た
と

回
答

し
た

患
者

の
割

合

小
児

・
A
Y
A
患

者
家

族
が

、
相

談
体

制
が

整
っ

て
い

る
と

感
じ

て
い

る
割

合

小
児

・
A
Y
A
患

者
家

族
が

、
不

安
や

悩
み

が
軽

減
さ

れ
て

い
る

と
感

じ
て

い
る

割
合

小
児

・
A
Y
A
患

者
家

族
が

、
保

育
・
教

育
を

受
け

ら
れ

る
環

境
が

整
備

さ
れ

て
い

る
と

感
じ

て
い

る
割

合

休
職

・
休

業
：

が
ん

と
診

断
さ

れ
た

時
の

仕
事

に
つ

い
て

「
休

職
・
休

業
は

し
た

が
、

退
職

・
廃

業
は

し
な

か
っ

た
」
と

回
答

し
た

患
者

の
割

合

患者家族支援
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項
　

　
目

計
画

策
定

時
進

捗
目

標
値

備
考

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
5
年

度

(2
0
1
7
年

度
)

(2
0
1
8
年

度
)

(2
0
1
9
年

度
)

(2
0
2
0
年

度
)

(2
0
2
3
年

度
)

（
２

）
が

ん
を

正
し

く
理

解
し

、
が

ん
に

向
き

合
う

た
め

の
が

ん
教

育
　

（
が

ん
教

育
）

数
５
６

最
終

6
－

－
－

H
3
0
年

度
－

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

－
－

－
（
2
0
1
8
年

度
）

－
参

考
値

－
－

－
3
.7

%
－

数
５
７

最
終

6
－

－
－

H
3
0
年

度
－

国
立

が
ん

研
究

セ
ン

タ
ー

　
患

者
体

験
調

査

－
－

－
（
2
0
1
8
年

度
）

－
参

考
値

－
－

－
6
.1

%
－

数
５
８

施
策

6
3

重
点

施
策

学
校

に
お

け
る

が
ん

教
育

の
実

施
率

H
3
0
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
4
年

度
島

根
県

　
教

育
委

員
会

調
査

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

(2
0
1
9
年

度
)

（
2
0
2
0
年

度
）

(2
0
2
2
年

度
）

小
学

校
　

6
1
.6

％
小

学
校

　
6
1
.6

％
小

学
校

　
4
5
.3

％
小

学
校

　
5
4
.7

％
増

加

中
学

校
　

6
9
.4

％
中

学
校

　
6
9
.4

％
中

学
校

　
6
1
.6

％
中

学
校

　
7
7
.8

％
1
0
0
.0

%

高
等

学
校

　
5
0
.0

％
高

等
学

校
　

5
0
.0

％
高

等
学

校
　

7
6
.6

％
高

等
学

校
　

7
2
.3

％
1
0
0
.0

%

数
５
９

施
策

6
4

学
校

に
お

け
る

が
ん

教
育

に
関

す
る

校
内

研
修

の
実

施
率

H
3
0
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
4
年

度
島

根
県

　
教

育
委

員
会

調
査

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

(2
0
1
9
年

度
)

（
2
0
2
0
年

度
）

(2
0
2
2
年

度
）

小
学

校
　

6
.4

％
小

学
校

　
6
.4

％
小

学
校

　
4
.0

％
小

学
校

　
4
.5

％
増

加

中
学

校
　

7
.2

％
中

学
校

　
7
.2

％
中

学
校

　
9
.1

％
中

学
校

　
7
.1

％
増

加

高
等

学
校

　
2
.8

％
高

等
学

校
　

2
.8

％
高

等
学

校
　

4
.3

％
高

等
学

校
　

0
.0

％
増

加

数
６
０

施
策

6
5

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
4
年

度
島

根
県

　
健

康
推

進
課

調
査

（
2
0
1
7
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

(2
0
1
9
年

度
)

（
2
0
2
0
年

度
）

(2
0
2
2
年

度
）

3
6
人

1
1
5
人

2
3
5
人

2
7
0
人

増
加

数
６
１

施
策

6
6

が
ん

教
育

を
公

開
実

施
し

た
学

校
の

割
合

H
3
0
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
4
年

度
島

根
県

　
教

育
委

員
会

調
査

（
2
0
1
8
年

度
）

（
2
0
1
8
年

度
）

(2
0
1
9
年

度
)

（
2
0
2
0
年

度
）

(2
0
2
2
年

度
）

小
学

校
　

6
.0

％
小

学
校

　
6
.0

％
小

学
校

　
7
.0

％
小

学
校

　
9
.4

％
増

加

中
学

校
　

7
.4

％
中

学
校

　
7
.4

％
中

学
校

　
7
.4

％
中

学
校

　
5
.4

％
増

加

高
等

学
校

　
7
.1

％
高

等
学

校
　

7
.1

％
高

等
学

校
　

7
.7

％
高

等
学

校
　

1
1
.1

％
増

加

数
６
２

施
策

7
0

（
再

掲
：
数

6
）
し

ま
ね

☆
ま

め
な

カ
ン

パ
ニ

ー
登

録
事

業
所

数
（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

（
再

掲
：
数

6
）

が
ん

教
育

の
外

部
講

師
養

成
研

修
受

講
者

数
（
H
2
9
～

R
4
年

度
の

累
計

）

周
囲

か
ら

の
不

必
要

な
気

遣
い

：
が

ん
と

診
断

さ
れ

て
か

ら
周

囲
に

不
必

要
に

気
を

遣
わ

れ
て

い
る

と
感

じ
る

と
回

答
し

た
患

者
の

割
合

が
ん

に
対

す
る

偏
見

：
（
家

族
以

外
の

）
周

囲
の

人
か

ら
が

ん
に

対
す

る
偏

見
を

感
じ

る
と

回
答

し
た

患
者

の
割

合

がん教育
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各 圏 域 に お け る 取 組 

（ 具体的施策 20 ） 

 

 

 

 

圏域では、罹患・死亡状況などから重点的に取り組むがん種を決定

し、それに対応したがん検診の受診率向上対策を実施 

－ 118 －



 

 

松江圏域 

 

重点目標 

 

Ⅰ 中間年における現状 

がん罹患・死亡状況等 

【死亡の状況】 

１．部位別の年齢調整死亡率（人口 10 万対、75 歳未満）の推移 ※島根県健康指

標データシステムより算出 

・H28 年（H26～H30 年平均）は、胃がん（男 12.7,女 6.2）大腸がん（男 15.0,女 7.8）

肺がん（男 21.7,女 5.8）乳がん（8.2）子宮頸がん（3.8）であり、H25 年（H23～

H27 年平均）と比較すると、大腸がん、子宮頸がんは増加していました。また、

島根県と有意差のみられたがんはありませんでした。 

２．全国を基準とした標準化死亡比 ※島根県健康指標データシステムより算出 

・H28 年（H26～H30 年平均）は、胃がん（松江市男女、安来市女性）、大腸がん

（松江市男女、安来市男性）が全国より高い死亡率でした。H25 年（H23～H27 年

平均）と比較すると、胃がん（松江市男女、安来市男性）、大腸がん（松江市女

性）、肺がん（松江市・安来市男女）、乳がん（安来市女性）、子宮頸がん（安

来市女性）で増加していましたが、どのがんも有意差は見られませんでした。 

【罹患の状況】 

がん登録データをもとに罹患状況を分析した。ベースライン値を H21-H25（2009

年-2013 年）とし、H25-H29 （2013 年-2017 年）と比較した。 

１．全国を基準とした標準化罹患比の推移 ※島根県-地域がん登録データより 

・胃がんの男女（図 1-1,2）大腸がん男性（図 1-3）子宮頸がん（図 1-4）が全国よ

り有意に高い罹患率で推移していました。その他がんで有意に高い罹患率のがん

はありませんでした。 

 ※図には、全国と比較し有意差のあるがんに＊を記載している 

 

 

 

 

大腸がん検診受診率、精密検査受診率向上と生活習慣の改善に向けた取組の

推進 
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２．年齢階級別罹患率（2013-2017 島根県地域-全国がん登録データより） 

・胃がんでは男女とも 40 代以降から罹患率があがりはじめ、男性は 55 歳-59 歳、

女性は 60-64 歳からさらに増加していました。大腸がんでは、男女ともに 40 代

から増加し 60-64 歳でさらに増加していました。肺がんでは男女ともに 50 代前

後から増加し始めていました。乳がんでは、30 代前後から増加しはじめ、60-64

歳で罹患率が一番高くなっていました。子宮頸がんは、20 代から増加しはじめ、

30-34 歳で罹患率が一番高くなっていました。 

1 次予防 

＜ 平成 28 年県民健康栄養調査から見える現状 ＞ 

・1 日 30 分以上の運動を週 2 回、1 年以上実施する割合は男性 43.8％と県よりも

高いですが、女性は 21.2％と県より低くなっていました。 

・たばこを吸っている人の割合は男性 25.8％、女性 4.4％とでした。 

・習慣的に飲酒をしている人の割合は男性 75.3％、女性 47.0％と県よりも高いで

す。そのうち、1 日 2 合以上飲酒する男性の割合は 34.3％、1 日 1 合以上飲酒す

る女性の割合は 35.8％と平成 22 年よりも増加しています。 

＜特徴的な取り組み＞ 

・生活習慣改善の取組は、松江圏域健康長寿しまね推進に基づき、各分科会（食、

歯科、たばこ・アルコール、運動、心）において、共通認識や取組推進を図りま

した。 

・松江市の健康まつえ 21 推進隊、安来市の健康推進会議と連携した取組の推進を

図りました。 

2 次予防 

【がん検診の受診状況】 
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１．部位別がん検診の受診率の推移 ※H27・H30 年度地域保健・健康増進事業報

告より  

・H27 年度と H30 年度の部位別のがん検診の受診率の推移は、胃がん（H27 1.8%→

H30 7.6%）大腸がん（H27 9.0%→H30 7.4%）肺がん（H27 5.3%→H30 4.7%）乳が

ん（H27 17.2%→H30 16.3%）子宮頸がん（H27 18.4%→H30 17.8%）となっていま

した。H30 年度では大腸がん、乳がんは島根県の受診率よりも低くなっていまし

た。 

・H30 年度の部位別の年齢階級別受診率をみると、胃がんは男女とも 70-74 歳（男

11.9%，女 13.4%）が一番高く、男女ともに 45-49 歳（男 0.7%,女 2.7%）が一番低

くなっていました。大腸がんは、男性 75 歳以上（20.0%）女性 65-69 歳（24.7%）

が一番高く、罹患率が増加し始める 40-50 代では、男性 2～3％、女性 6～9％で

推移しており、男性はすべての年代で国、県よりも低くなっていました。肺がん

では、男性 70-74 歳（11.9%）女性 75 歳以上（17.6%）が一番高く、罹患率が増

加する 50 代前後の受診率は男性１％前後、女性 3～5％前後で推移していました。

乳がんでは 65-69 歳（17.2%）が一番高く、罹患率が増加する 40～60 代では 15％

～17％前後で推移していました。子宮頸がんでは、罹患率がビークとなる 30-34

歳（31.9%）と一番高くなってました。 

２．部位別がん検診精密検査受診率 ※H27・H30 年度地域保健・健康増進事業報

告より 

・H26 年度と H29 年度の部位別のがん検診の精密検査受診率の推移は、胃がん（H26 

83.1%→H29 81.4%）大腸がん（H26 64.2%→H29 71.3%）肺がん（H26 74.1%→H29 

87.7%）乳がん（H27 90.7%→H29 95.2%）子宮頸がん（H26 87.8%→H30 77.8%)で

した。いずれのがんも島根県よりも高い精密検査受診率でした。 

【発見経緯および臨床進展度】 

１．発見経緯 ※2009 年-2017 年島根県-地域がん登録データより 

・発見経緯別に占めるがん検診・健診・人間ドックの割合（2009 年-2017 年平均）

については、胃がん（男 22.3%,女 14.2%）大腸がん（男 28.8%,女 24.9%）、肺がん

（男 13.7%,20.9%）乳がん（28.1％）、子宮頸がん（42.5％）となっており、肺が

んの男性以外は県全体よりも高くなっています。 

２．臨床進行度 ※2009 年-2017 年島根県-地域がん登録データより 

・発見時に上皮内及び限局にとどまる割合（2009 年-2017 年平均）は、胃がん（男

66.4%,女 57.5%）大腸がん（男 61.6%,女 53.4%）、肺がん（男 35.6%,女 46.7%）乳

がん（女 64.5％）、子宮頸がん（女 84.8％）となっており、大腸がん、乳がん、

子宮頸がんは県全体よりも高くなっています。 

＜特徴的な取り組み＞ 

・松江圏域健康長寿しまね推進に基づき、各分科会（食、歯科、たばこ・アルコー

ル、運動、心）活動において、大腸がんに焦点をあて、検診受診率向上に向けた
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取り組みを行いました。 

・管内２市と個別にがん検診チェックリストの達成状況を協議し、課題や方向性を

共有しました。 

その他 

＜松江圏域の体制＞ 

・がん検診、健診、精密検査が実施可能な医療機関が多く、医療の体制が充実して

います。松江市では、胃がん検診の内視鏡検査を実施。平成 30 年度からは、肺が

ん検診の診療所個別検診試行実施（令和 3 年度は休止）しています。 

・管内 2 市がそれぞれに、受診率向上につながる郵送法の実施や精密検査未受診者

へ個別受診勧奨を行うなど、受診者数増加、精度管理に向けた取組を行っていま

す。 

 

Ⅱ 具体的施策 

1 次予防 

◎がんのリスク等に関する科学的根拠に基づいた 1 次予防 

・松江圏域健康長寿しまね推進会議およびしまね健康寿命延伸プロジェクトにおい

て、がん予防対策の推進を行っていきます。がん検診受診率向上を柱とし、大腸が

んのリスクとしてあげられている喫煙、飲酒、運動、栄養を中心に各分科会や構成

団体において、がん予防に関する啓発を行っていきます。 

・引き続き松江市の健康まつえ 21 推進隊、安来市の健康推進会議と連携した取組を

推進します。 

2 次予防 

◎科学的根拠のある検診を正しい体制の下で実施する体制づくりに向けた取組 

・管内２市と個別に協議する場を活用し、がん検診受診率やチェックリストの達成状

況を確認し、受診率の向上や適切ながん検診の実施体制の整備を進めます。 

・管内２市のがん検診検討会へ参画し、課題や取り組みの方向性、がん検診精度管理

の向上に向けて検討します。 

◎働き盛り世代にフォーカスした受診率向上対策 

・松江圏域働きざかりの健康づくり連絡会と連携を図り、受診率向上に向けた取組を

検討します。 

・松江市の健康まつえ応援団、健康まつえ 21 推進隊、安来市健康推進会議と連携し

た取組を推進します。 

 

Ⅲ 中間年における評価 

１．死亡の状況 

・各種がんの 75 歳未満年齢調整死亡率と標準化死亡比をみると、有意に高い死亡率

のがんはなく大きな課題は見られませんでした。 
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２．罹患の状況 

・松江市男女の胃がんと松江市大腸がん、松江市子宮頸がんについては、国と比べ有

意に高い罹患率であったため、罹患状況に課題がありました。 

３．がん検診の状況 

・大腸がんと乳がんの受診率は低下しており、県よりも低くなっていました。大腸が

んについては、松江圏域の目標値 13％にも達していません。大腸がんや乳がんの

年齢階級別受診率をみると、乳がんでは罹患率があがる 40 代～60 代の受診率が

15％以上で推移しているのに対し、大腸がんは男性は 2％前後、女性は 5％前後で

推移しており、全体をみても罹患率があがる年代での受診率が低い傾向にありまし

た。 

・精密検査受診率では、胃がん、子宮頸がん以外は増加していましたが、島根県の目

標である 90%には乳がん以外は達していませんでした。精密検査受診率向上のため

には未把握率を減少させる取り組みも必要です。 

４．発見経緯と臨床進行度 

・がん検診・健診・人間ドックで島根県よりも高い割合でがんを発見できており、肺

がん以外は 50%以上が上皮内がんまたは限局にとどまった状態で早期にがんを発

見できていました。 

【今後の課題】 

・胃がん、大腸がん、子宮頸がんの罹患状況に課題がみられました。罹患率の低下に

向けて、引き続き一次予防に取り組んでいく必要があります。また、これらのがん

は、発見経緯、進行度をみると検診で早期発見・早期治療ができていたため、がん

検診受診率や精密検査受診率が向上することで死亡率の減少が期待できます。特に、

大腸がんは受診率が島根県と比べても低く、減少傾向にあるため受診率向上の取り

組みが必要です。罹患率が増加する 40-60 代のがん検診受診が低かったため、40-

60 代の受診率向上のため働きざかり世代の取り組みと連携していく必要がありま

す。精密検査受診率向上のためには、精密検査受診の啓発と合わせ、未把握率減少

に向けた取り組みも行っていく必要があります。 
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雲南圏域 

 

重点目標 

 

Ⅰ 中間年における現状 

がん罹患・死亡状況等 

＜罹患：島根県のがん登録 2017（H29）年集計より＞ 

・全がんの標準化罹患比（H25～H29 年）を見ると、管内市町の男性は全国に比べ高

く、特に飯南町が高くなっています。女性は飯南町を除き、全国より低くなってい

ます。 

・重点目標としている大腸・直腸がんの標準化罹患比（H25～H29 年）は、男性は飯

南町が全国に比べ高く、他市町の男性及び女性は全国と同程度か低くなっています。 

＜死亡：島根県健康指標データシステムより算出＞ 

・全がんの年齢調整死亡率※の推移を見ると、H29 年の雲南圏域の男性が 84.8（人口

10 万人対）で、国や県より低く、近年減少傾向にあります。雲南圏域の女性は 52.4

で、国や県よりも低いものの横ばい傾向にあります。 

・大腸・直腸がんは H29 年の雲南圏域の男性が 10.1 で、国や県より低く、近年減少

傾向にあります。雲南圏域の女性は 6.0 で、国や県よりも低いものの、横ばい傾向

にあります。 

・胃がんは H29 年の雲南圏域の男性が 12.1 で、国や県と同程度ですが、近年減少傾

向にあります。雲南圏域の女性は 6.7 で近年横ばい傾向ですが、国や県よりも若干

高くなっています。 

・肺がんは H29 年の雲南圏域の男性が 20.8 で、国や県と同程度もしくは低いですが、

近年増加傾向にあります。雲南圏域の女性は 5.3 で、国や県と同程度で、横ばい傾

向にあります。 

・子宮がんは H29 年の雲南圏域が 1.2 で、国や県より低く、横ばい傾向にあります。 

・乳がんは H29 年の雲南圏域が 8.1 で、国や県より低く、横ばい傾向にあります。 

※年齢調整死亡率：算出は島根県健康指標データシステムにより行った。H29 年の値

は H29 年を中間年とした 5 年平均値。75 歳未満対象。単位は「人／10 万人あた

り」 

１次予防 

・一次予防における課題として、運動習慣の有無では「運動習慣あり」と回答した人

は、圏域（30.2%）が県（34.1%）に比べ低く、H27 年度（32.1%）とはほぼ変わり

ません。 

大腸がん検診の受診率の向上と精密検査の確実な受診による早期発見・早期

受診等の意識啓発を図る 
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・男性の飲酒は、「毎日飲む」と回答した人は、圏域（54.6%）が県（50.0%）に比べ高

い傾向となっていますが、「2 合以上飲酒している」と回答した人は圏域（18.0%）

で県（17.7%）と同程度になっています。また、H27 年度と比較しても、横ばい傾

向にあります。（「毎日飲む」55.0%、「2 合以上飲酒している」19.6%）。 

・男性の喫煙習慣の有無については、「あり」と回答した人は、圏域（20.7%）が県（22.1%）

に比べ若干低く、H27 年度（22.3%）と比べても若干減少しています。 

＜H27・R1 年度国民健康保険特定健康診査の結果＞ 

＜特徴的な取組＞ 

・大腸がんのリスクとして挙げられている「喫煙」「飲酒」について、雲南圏域健康

長寿しまね推進会議のたばこ・アルコール・こころの合同プロジェクトチームで、

啓発チラシを作成し、出前講座や各構成団体を通じた啓発活動の場で幅広く活用し

ています。 

・働き盛り世代は健康課題が多く、健康づくりを行うきっかけとすることを目的とし、

令和 2 年度より、運動や食生活、禁煙など生活習慣病予防の取組を会社やグループ

などで行う「職場等で身体にいいことやってみよう大作戦」事業を実施しています。 

2 次予防 

・検診受診率について、H27 年度と H30 年度を比較すると、胃がん（H27：4.9%→H30：

6.9%）、乳がん（18.3%→19.5%）は微増していますが、肺がん（8.0%→5.9%）、大腸

がん（12.2%→11.2%）、子宮頸がん（18.3%→17.1%）は減少傾向にあります。また、

全てのがん検診において国の目標値である 50%には届いていません。 

・圏域の重点目標である大腸がん検診受診率の目標値は20%ですが、H27年度12.2%、

H30 年度 11.2%と目標に届かず、受診率は低下しています。対象者数も減少してい

ますが、受診者数の減少が上回り、受診率低下に拍車がかかっています。 

・大腸がんの発見経緯（H21～H29 年・島根県地域-全国がん登録）を見ると、「がん

検診・健診・人間ドック」と答えた人は雲南圏域（男性：24.7%、女性：19.7%）と

県（男性 24.7％、女性 20.6％）は同程度となっています。 

・がん検診の精検受診率について、H29 年度は乳がんの精検受診率が最も高く 95.6％

です。重点目標としている大腸がんについては 61.4％に留まっています。また、子

宮頸がんについては 47.5％と低くなっています。 

・H29 年度の雲南圏域の精検受診未把握率は、大腸がん 30.9%、子宮頸がん 45.0%と

なっており、県（大腸がん：15.9％、子宮頸がん：15.1％）に比べて非常に高く、

未把握をなくす取組が必要です。 

※受診率：地域保健・健康増進事業報告より算出。胃がん 50～69 歳、肺がん・大腸

がん・乳がん 40～69 歳、子宮頸がん 20～69 歳が対象。 

※精検受診率：：地域保健・健康増進事業報告より算出。胃がん・肺がん・大腸がん・

乳がんは 40～74 歳、子宮頸がん 20～74 歳が対象。 

＜特徴的な取組＞ 
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・市町では、複数のがん検診を一度に受けられるようにしたり、休日にもがん検診を

行っているだけでなく、地域自主組織で大腸がん検診の受付を行う等をしています。 

その他 

・年 1 回、がん検診精度管理検討会を開催しています。 

＜特徴的な取組＞ 

・がん検診精度管理検討会のメンバー（自治体がん検診担当者、圏域内総合病院、検

診機関）で職域でのがん検診受診率向上プロジェクト（後述）に取り組んでいます。 

 

Ⅱ 具体的施策 

1 次予防 

◎がんのリスク等に関する科学的根拠に基づいた 1 次予防 

・行政・雲南圏域健康長寿しまね推進会議等と連携しながら、喫煙対策（たばこ対策）

やアルコール対策を進めていきます。あわせて、食生活の改善（野菜摂取の増加、

減塩等）及び適正飲酒や運動の推進について、健康寿命延伸プロジェクトの「＋１

（プラスワン）活動」とも連動し、様々な広報媒体を活用しながら、年代に合わせ

た啓発活動に努めます。 

2 次予防 

◎働き盛り世代にフォーカスした受診率向上対策 

・職域のがん検診受診状況を把握し、未受診の背景を分析し、検診受診に向けたフォ

ローを実施します。 

☆具体策：がん検診精度管理検討会において、「職域でのがん検診受診率向上プロジ

ェクト」を実施します。（各市町・検診機関の職域でのがん検診受診に向けた取組

等を整理した上で、事業所へヒアリングを実施し、各事業所の現状に合わせて、検

診受診に向けたフォローを行います。また、各事業所でのがん対策の取組やプロジ

ェクトによる取組の効果などをまとめた冊子を作成し、その後の職域での受診率向

上のために活用します。） 

・検診機関、市町等と共に、事業所健診に併せ、がん検診が受診でき、受診状況を把

握・管理できるよう働きかけを行います。 

・地域自主組織の活動及びがん検診啓発サポーター等と連携し、大腸がん検診の必要

性についての啓発をすすめ、受診率の向上を図ります。 

・協会けんぽの「ヘルスマネジメント認定制度」の取組を推進する中で、がん検診の

受診者の増加につなげます。 

・R4 年度から雲南圏域健康長寿しまね推進会議の検討部会で、「たばこ・がん検診（健

診）プロジェクト検討チーム」を発足し、より一層がん検診の啓発活動に力を入れ

て実施します。 

◎科学的根拠のある検診の適切な実施に向けた体制づくりのための取組 

・がん検診を実施している圏域内の病院や検診機関と共に精度管理検討会を開催し、
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チェックリストの達成状況の改善を図るなど適切ながん検診の実施体制の整備を

進めます。中でも、大腸がん検診の精度管理の向上や精密検査が必要になった者に

対する市町のフォローのバックアップに努めるとともに、未受診者・未把握者を減

少させるよう努めます。 

 

Ⅲ 中間年における評価 

【重点目標（大腸がん）に関して】 

・計画策定時に比べ大腸がんの年齢調整死亡率は減少傾向にあります。 

・大腸がん検診受診率は微減しているため、引き続き検診の受診勧奨が必要です。 

・精密検査受診率の向上及び、未把握率の減少に向けた取組を推進する必要がありま

す。 

【すべてのがんに関して】 

・禁煙や食生活改善等の一次予防に、より一層力をいれる必要があります。 

・定期的に検診を受診してもらうため受診勧奨を実施すると共に、二次予防に関する

啓発を強化していく必要があります。 

・検診の結果等の把握・情報整理を的確に実施し、受診結果の未把握率低下に努める

必要があります。 

・精度の高い検査を実施し、がんの早期発見に繋がるよう、県・保健所・市町・検診

機関・病院が連携し、必要に応じて検討や改善を行うことが重要です。 
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出雲圏域 
 

重点目標 

 

Ⅰ 中間年における現状 

がん罹患・死亡状況等 

【がん罹患・死亡の状況】～人口動態統計及び島根県地域がん登録 

（１）年齢調整死亡率の推移 

・全がん年齢調整死亡率（5 年平均）の推移をみると、男女とも年々低下してきて

います。また、75 歳未満の女性の全がん年齢調整死亡率も年々低下してきていま

す。 

（２）標準化死亡比：基準は全国 

・胃がん・大腸がんの標準化死亡比（2006-2016 年）は男女とも全国と比べ有意な

差はなく、肺がんの標準化死亡比（2008-2017 年）は男女とも全国よりも有意に

低かったです。 

・乳がんの標準化死亡比（2006-2016 年）は全国よりも有意に低く、子宮頸がんに

おいては有意な差はみられません。 

（３）標準化罹患比（2013-2017 年）：基準は全国 

・胃がん・肺がんの標準化罹患比は男女とも全国よりも有意に高く、大腸がんにお

いては有意な差はみられません。 

・また、乳がん・子宮頸がん（CINⅢ含む）の標準化罹患比においても全国と比べ有

意な差はみられません。 

１次予防 

【喫煙率】～令和元(2019)年度国保特定健診結果 

・喫煙習慣ありの男性は、全県よりやや高い傾向にあります。 

【取組】 ～保健医療計画より抜粋 

・出雲圏域健康長寿しまね推進会議の分科会を中心に、がんの一次予防について啓発

を行っています。また、令和２(2020)年度からは、しまね健康寿命延伸プロジェク

ト事業においてプラスワン活動を推進しています。 

・また、しまね☆まめなカンパニーなど関係者の連携協力により、がん検診受診勧奨

を行っています。 

2 次予防 

【がん検診受診状況】～地域保健・健康増進事業報告 

・平成 30(2018)年度がん検診受診率（胃がん 50～69 歳、大腸がん・乳がん 40～69

歳、子宮頸がん 20～69 歳）をみると、胃がん（男女計）は県内で最も低い状況が

肺がん・胃がんの発生リスクの低減と早期発見によるがん予防の推進 
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続いています。大腸がん（男女計）は全県とほぼ同率ですが、平成 27（2015）年

度と比べ減少しました。乳がんは平成 27（2015）年度と比べ増加、子宮頸がんは

横ばいで推移していますが、いずれも全県よりも低い状況が続いています。 

・平成 29(2017)年度精密検査受診率は、国の許容値（検診が死亡率減少につながる

ための指標）を大腸がんで下回っており、また、全県よりも低率です（圏域 59.1％、

全県 68.3％）。 

【体制】 

・胃がん検診受診率向上のため、対策型胃内視鏡検診導入に向け協議をしています。 

・肺がん検診については、これまでヘリカル CT 検査のみを実施していましたが、令

和元年度から胸部 X 線・喀痰検査を実施しています。 

その他 

・これらのことから出雲圏域では、当面標準化罹患比が高く、がん検診受診率の低い

肺がん・胃がんの対策を重点的に取り組む必要があります。 

 

Ⅱ 具体的施策 

１次予防 

◎がんのリスク等に関する科学的根拠に基づいた 1 次予防 

・たばこ対策「受動喫煙の防止」「未成年者の喫煙防止」「禁煙サポート（禁煙治療実

施医療機関・禁煙支援薬局、禁煙セミナー等の周知）」「たばこに関する正しい知識

の普及啓発」の取組を推進します。 

・食生活の改善（減塩、野菜の摂取、バランスのよい食事についての啓発等）の取組

を推進します。 

・ヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）と胃がんの関係性についての周知を図ります。 

2 次予防 

◎科学的根拠のある検診を正しい体制の下で実施する体制づくりに向けた取組 

・肺がん検診の体制整備について引き続き検討します。 

・胃がん検診の体制整備について引き続き検討します。 

◎働き盛り世代にフォーカスした受診率向上対策 

・出雲圏域健康長寿しまね推進会議や、出雲圏域地域・職域連携推進連絡会等を通じ、

受診率向上のための取組を推進します。 

 

Ⅲ 中間年における評価 

・胃がん、肺がんについては、全国と比べ罹患率は高く、死亡率は低いまたは差がな

い状況であることより、比較的早期に治療につながっていると考えられます。 

・胃がん検診の受診率は依然と低率であることより、早期発見につなげるためにも、

検診の必要性に関する啓発のほか受診率向上のための新たな取り組み（胃内視鏡検

診導入）を引き続き検討することが必要です。 
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・肺がん検診については、胸部 X 線検査・喀痰検査を導入して間もないため、今後、

受診率等を評価する必要があります。 

・今後も、検診受診率向上にむけ、関係機関と連携し、がんに対する正しい知識や検

診の重要性の普及啓発を行うほか、特に働き世代に関してはしまね☆まめなカンパ

ニーと連携した取組を進めることが必要です。 

 また、精密検査受診率向上にむけ、受診勧奨および医療機関との連携を強化するこ

とが必要です。 
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大田圏域 
 

重点目標 

 

Ⅰ 中間年における現状 

がん罹患・死亡状況等 

＜がん罹患状況＞ 

・管内 4 市町の 5 つのがんの標準化罹患比（2013～2017 年）は、全国と比べ胃がん

男女が有意に高く、肺がん男性、子宮頸がん（上皮内がん含む）が高い傾向です。

また、大田市は大腸がん女性が有意に高いです。 

・年齢階級別罹患率(2013～2017 年）では、大田圏域は全国及び県と比べ 40 代以上

の胃がん男女、30～40 代の子宮頸がんが高いです。また、子宮頸がんは 20 代から

急上昇し 30 代にピークとなり、その他の４つのがんは 40 代から高くなり、胃が

ん及び大腸がんは 60 代から、肺がんは 50 代から、乳がんは 40 代から急上昇する

傾向です。 

・発見経緯別に占めるがん検診等の割合及び発見時の臨床進行度で上皮及び限局内

にとどまる割合（2009～2017 年）は、がん種によって様々ですが、子宮頸がん及

び乳がんは、いずれも低いです。 

＜がん死亡状況＞ 

・管内 4 市町の 5 つのがんの標準化死亡比（2006～2016 年）は、全国と比べ概ね低

いです。 

・大田圏域の 75 歳未満年齢調整死亡率（H28 年を中心年とする 5 年平均）は、県と

比べ胃がん女性及び肺がん男性が高く、壮年期も同じ傾向です。推移（H18 年、H23

年、H28 年を中心年とする 5 年平均）をみると、概ね減少傾向ですが、胃がん女性、

肺がん男性は増加傾向です。 

１次予防 

＜特徴的な取り組み＞ 

・がんの 1 次予防については「健康長寿しまねの推進」により取り組んでいますが、

令和 2 年度からは「しまね健康寿命延伸プロジェクト事業」を中心に、食生活の改

善(減塩、野菜摂取の増加）と運動の促進により積極的に取り組んでいます。 

2 次予防 

＜がん検診受診状況＞ 

・大田圏域のがん検診受診率（H30 年度地域保健・健康増進事業報告）は、5 つのが

ん全てで県平均を上回っています。管内市町別にみると、3 町は 5 つのがん全てで

県平均を上回っていますが、大田市は子宮頸がんを除く 4 つのがんで県平均を下回

特に壮年期に対して、5 つのがんの早期発見・受診と発症予防の推進 
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っています。 

・大田圏域のがん検診受診率を経年（H28 年度、H29 年度、H30 年度）でみると、胃

がんと肺がんは近年減少傾向です。 

・大田圏域の精密検査受診率（H29 年度）は、胃がんを除く 4 つのがんで県平均を上

回っています。肺がん、乳がんで目標値の 90%以上を達成していますが、胃がんと

大腸がんが約 70%、子宮頸がんが約 80%と目標値を達していません。 

・大田圏域の精密検査受診率を経年（H27 年度、H28 年度、H29 年度）でみると、胃

がんは近年減少傾向です。 

・管内 4 市町で対策型検診以外の検診が行われています。 

＜特徴的な取り組み＞ 

・管内市町とがんの早期発見・受診と発症予防の推進に向けた担当者会議を開催しま

した。 

・市町主催のがん検診に関する検討会に保健所も参画しました。 

その他 

＜現状を踏まえた重点施策の方向性＞ 

・市町によって、各がん種の罹患・死亡・検診受診状況には差があります。そのため、

がんの罹患が増え始め、かつ社会的な影響の大きい特に壮年期に対し、5 つのがん

の早期発見・受診と発症予防の推進していく必要があります。 

 

Ⅱ 具体的施策 

１次予防 

◎がんのリスク等に関する科学的根拠に基づいた 1 次予防 

・たばこ・アルコール対策、食生活の改善、運動の促進など、がんにならない健康づ

くりを、健康長寿しまねや健康寿命延伸プロジェクトの取組と合わせて行います。 

・がん検診啓発サポーター等の住民に近い存在の方が市町の事業等に参加し、関係機

関と協力しながら直接啓発を行います。 

・学校に通う子供やその親など、関係機関と連携して生涯を通したがん教育に取り組

みます。 

2 次予防 

◎科学的根拠のある検診を正しい体制の下で実施する体制づくりに向けた取組 

・管内の検診実施医療機関や市町と対策型検診やがん検診の精度管理の重要性につ

いて共通理解を図ります。 

・管内市町のがん検診事業の評価を行い、検診の実施体制について検討します。 

◎働き盛り世代にフォーカスした受診率向上対策 

・管内市町のがん検診受診状況の評価を行い、受診率向上に向けた取り組みについて

検討します。 

・身近な住民から、がん検診の受診勧奨ができる仕組みづくりを推進します。 
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・がんに関する情報発信、啓発について、しまね☆まめなカンパニーをはじめ、産業

保健分野と連携した取り組みを進めます。 

 

Ⅲ 中間年における評価 

・大田圏域のがん罹患・死亡状況をみると、全国及び県と比べ胃がんと肺がんが高い

一方で、胃がんと肺がんの受診率は減少傾向にあり課題です。 

・管内 4 市町で対策型検診以外の検診が行われていることから、がん検診の正しい知

識の普及や事業評価、実施体制の検討が必要です。 

・がんの早期発見と発症予防に向けて、これまでの取り組みに加え、健康寿命延伸プ

ロジェクトの取り組みや事業所との連携等により、啓発を強化する必要があります。 
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浜田圏域 
 

重点目標 

 

Ⅰ 中間年における現状 

がん罹患・死亡状況等 

・全がんの年齢調整死亡率の推移をみると男女ともに減少傾向にあり、男性は全国・

県の死亡率を下回りました。 

・がん種別に 40 歳平均余命に与える寄与度を見ると、男性で肺がん、女性で乳がん

が大きいです。65 歳平均余命では男性は肺がんの影響が大きく、女性は大腸がん

の影響が大きいです。（2016） 

・壮年期男性における胃がんの年齢調整死亡率は減少傾向にあり、県内で最も低いで

す（県：17.4／圏域：10.3）（2016）。一方、壮年期女性における胃がんの年齢調整

死亡率は、県内で 2 番目に高いです（県：9.0／圏域：10.6）（2016）。 

・壮年期男性における肺がんの年齢調整死亡率が増加（2006/28.6→2011/30.1→ 

2016/32.8）しており、2016 年は県内で 2 番目に高いです。（県値 28.4）壮年期

女性における肺がんの年齢調整死亡率も県内で 2 番目に高いです。（県：8.3/圏

域：10.9）（2016） 

・壮年期女性における乳がんの年齢調整死亡率は県内で 2 番目に高いです（県：19.8

／圏域：25.9）（2016）。 

2 次予防 

・40～69 歳における乳がん検診（マンモグラフィ）の受診率は県値と比較して高い

です（県：18.1％／圏域：25.8%）（2018） 

・40～69 歳における胃がん検診の受診率は県値と比較して低いです（県：5.3％／圏

域：5.0%）（2018） 

・40～69 歳における肺がん検診の受診率は県値と比較して低いです（県：4.4％／圏

域：4.1%）（2018） 

 

Ⅱ 具体的施策 

１次予防 

◎がんのリスク等に関する科学的根拠に基づいた 1 次予防 

・肺がんをはじめ、全がんの予防として、禁煙および受動喫煙防止対策を推進します。 

・胃がんの予防として、減塩や野菜摂取等、健康的な食生活を推進します。 

・乳がんの予防として、メタボリックシンドローム対策を推進します。 

〇壮年期における胃がんの発症予防とがん検診による早期発見の推進 

〇男性の肺がん、女性の乳がんの発症予防とがん検診による早期発見の推進 
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2 次予防 

◎科学的根拠のある検診を正しい体制の下で実施する体制づくりに向けた取組 

・チェックリストを活用し、検診体制の確認および精度管理の評価を行います。 

・検診実施体制に関する課題が明らかになった場合は、医療機関・市等の関係機関と

の検討の場における協議をふまえ、ＰＤＣＡサイクルを回しながら改善に努めます。 

◎働き盛り世代にフォーカスした受診率向上対策 

・職域と連携し、事業所におけるがん検診実施や受診体制の整備を推進します。 

・市における啓発の効果を随時検証することで、働き盛り世代の方ががん検診に興味

を持てるような効果的な啓発手段となるよう努めます。 

・保険者は、職域と連携をとりながら、保険加入者に対するがん検診の受診勧奨に努

めます。 

 

Ⅲ 中間年における評価 

・壮年期における各がんの年齢調整死亡率について、男性の胃がんは減少しています

が、女性の胃がん、男性の肺がん、女性の乳がんは増加しています。 

・胃がんの検診受診率について、2015 年の 2.4％から 2018 年は 5.0％と約 2 倍に増

加しており、胃がんの年齢調整死亡率の減少に寄与していると考えられます。しか

し県値の検診受診率と比較して低く、圏域の数値目標にも達していません。 

・肺がんの検診受診率について、県値と比較して低く、圏域の数値目標にも達してい

ません。乳がんについては、県値と比較して高いですが、圏域の数値目標には達し

ていません。 

・壮年期における検診や精密検査受診率向上のために、これまでの取組に加え、＋１

活動として事業所訪問時にがん検診実施状況や受診体制等について聞き取りを行

い適切な情報提供をするなど、事業所への支援を強化していくことが必要です。 

【具体的施策に対する評価】 

・浜田圏域健康長寿しまね推進会議各部会事業と連携して、禁煙・受動喫煙防止対策、

減塩等健康的な食習慣の推進、メタボリックシンドローム対策等を推進し、がん予

防に関する正しい知識の普及啓発ができました。 

・市町村がん検診チェックリスト活用の確認を行い、市町村の状況について把握する

ことができました。 

・浜田圏域がん予防対策連絡会や各市へのヒアリングを実施し、すべてのがん種につ

いて、現状・課題・取組の共有、受診率向上、精度管理に関する検討等を行うこと

ができました。 

・浜田圏域地域・職域連携推進協議会等の職域と連携して啓発や体制整備に取り組む

ことができました。 

・しまね☆まめなカンパニー登録事業所やヘルスマネジメント認定事業所等と連携

しながら、壮年期の働き世代への啓発活動やがん検診受診勧奨を行うことができま
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した。 

・検診受診率が伸び悩んでいるため、担当者会等を開催して現状・課題の把握や啓発

方法の見直し等を行うなど、市町村との連携がさらに必要であると考えられます。 
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益田圏域 
 

重点目標 

 

Ⅰ 中間年における現状 

がん罹患・死亡状況等 

・益田圏域の子宮頸がんの標準化罹患率及び死亡率（2013～2017）は、全国と島根

県と比べて低いですが、益田市のみでみると、標準化罹患率と死亡率は高い傾向で

す。 

・島根県地域がん登録(2009～2017）より、益田圏域における各がんの発見経緯をみ

ると、がん検診や健診・人間ドックで発見された割合は、県と比べ低く推移してい

ます。その中でも、子宮頸がんについては、県との差が他のがんと比べて大きく、

発見経緯がその他・不明（含症状受診）が半数を占めています。 

・益田圏域における各がんの臨床進行度をみると、所属リンパ節転移・隣接臓器浸潤・

遠隔転移の割合が肺がん男性は県と同程度、その他のがんは県より高く、特に子宮

頸がんについては、県の２倍以上になっています。 

１次予防 

・がんは、生活習慣や細菌及びウイルス感染などが科学的根拠に基づく予防可能なリ

スク因子とされており、特にたばこ対策や適正飲酒、減塩、運動といった生活習慣

の改善の取組は「健康長寿しまねの推進」や令和２年（2020）年度からは、「しま

ね健康寿命延伸プロジェクト」において推進しています。 

・たばこは、がんにおける予防可能な最大の原因と言われており、たばこ対策の推進

が重要です。第 4 期島根県たばこ対策指針により、関係団体等と取組を進めていま

す。 

・平成 30（2018）年 7 月には健康増進法が改正され、施設の類型・場所ごとに敷地

内または屋内禁煙が義務となり、飲食店や事業所等での禁煙の取組が進んでいます。 

2 次予防 

がん検診受診率(※地域保健・健康増進事業報告、益田保健所独自算出方法より) 

・がん検診受診率をみると、益田圏域のがん検診受診率は、県とほぼ同率で推移して

います。特に、子宮頸がんのがん検診受診率は、経年的にみると、平成 29（2017）

年 30.9%、平成 30（2018）年 30.9％、令和元（2019）年 33.2%と増加傾向で

す。 

・精密検査受診状況をみると、子宮頸がんは 34.1％→46.2％と増加傾向ですが、島根

県(75.2％)と比較して、依然として低い状況です。 

子宮頸がん検診受診率・精密検査受診率向上と働き盛り世代の生活習慣改善

に向けた取組の推進 
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がん検診実施体制 

・今ある社会資源の中で、検診実施機関と医療機関、各市町が中心となって啓発や受

診しやすい体制づくりに努めています。 

＜特徴的な取組み＞ 

・「がん検診啓発サポーター」や「しまね☆まめなカンパニー」、検診実施機関、関係

団体、市町等の連携協力による啓発活動やがん検診未受診者への受診勧奨など、受

診者数を増やす取組を継続しています。 

 

Ⅱ 具体的施策 

１次予防 

◎がんのリスク等に関する科学的根拠に基づいた 1 次予防 

・栄養や運動、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣はがんの発症に大きく関与しています

が、その中でも喫煙については子宮頸がんのリスクとして指摘されているため、益

田圏域健康長寿しまね推進会議や各市町の健康づくり協議会と連携して、たばこ対

策の取組の推進に努めます。 

・関係機関と連携して、一般住民を対象に子宮頸がん検診に関する正しい知識の普及

啓発に努めます。 

2 次予防 

◎科学的根拠のある検診を正しい体制の下で実施する体制づくりに向けた取組 

・「市区町村におけるがん検診チェックリスト」を活用し、検診体制の確認および精

度管理の評価を行います。 

＜特徴的な取組＞ 

・「子宮頸がん検診受診率向上事業」を益田市がモデル的に取り組まれ、検診受診率・

精密検査受診率向上と生活習慣改善に向けた取組が行われています。（検診への個

別通知や研修会等） 

◎働き盛り世代にフォーカスした受診率向上対策 

・益田圏域地域・職域連携推進連絡会、益田圏域健康長寿しまね推進会議等を通じて、

市町、検診機関、職域関係者、保険者、「しまね☆まめなカンパニー」等の幅広い関

係機関と連携しながら、働き盛り世代に向けたがんに対する正しい知識や検診の重

要性の普及啓発を行い、検診受診率向上に向けた取組を強化します。 

 

Ⅲ 中間年における評価 

・子宮頸がんについて、がんの発見経緯や臨床進行度から、がん検診等ではなく自覚

症状があって発見されている方が多く、そのため臨床進行度の割合も高く推移して

います。 

・益田市の特徴的な取組として、「子宮頸がん検診受診率向上事業」の成果もあり、
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経年的にみるとがん検診の受診率は増加に転じています。 

・今後も引き続き、検診率や精密検査受診率向上に向けて、今まで以上の取組に加え

て、対象者を絞り普及・啓発活動の取組を強化していく必要があります。 
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隠岐圏域 
 

重点目標 

 

Ⅰ 中間年における現状 

がん罹患・死亡状況等 

〈がん死亡〉 

・圏域の疾患別死亡数の死亡順位をみると、がんによる死亡数が最も多く、中でも肺

がんによりなくなる方が多いです。 

・がんの 75 歳未満の年齢調整死亡率(平成 26(2014)～30(2018)年平均）は増加傾向

であり、男女ともに全県を上回って推移しています。 

・75 歳未満の年齢調整死亡率(平成 26(2014)～30(2018)平均）は、男性では、肺が

ん（28.1）、胃がん（17.3）、大腸がん（15.5）、女性では、大腸がん（11.8）、肺が

ん（10.4）、乳がん（9.9）の順に高くなっています。 

・重点目標にしている３つのがんの標準化死亡比（平成 26（2014）～30（2017）平

均）は全国と比べて肺がんは男性で高く、大腸がんは 40～64 歳の壮年期の女性が

高い状況です。乳がんは全国と比べて高い町村はありますが、年によってバラつき

があります。 

〈がん罹患〉 

・重点目標にしている３つのがんの標準化罹患比（平成 25（2013）～29（2017）平

均）は、肺がんは全国と比べて男性は高い傾向です。また、大腸がんは全国と比べ

て隠岐の島町では男女ともに高い状況ですが、3 町村は同様または低い傾向です。

乳がんは、全国と比べて高い町村がありますが、年によってバラつきがあります。 

・年齢階級別罹患率（平成 25（2013）～29（2017）でみると、肺がんの男性は 50

代から、大腸がんの女性は 40 代以降で全国、県と比較して高く推移している年代

があります。 

・発見時の臨床進行度では、各圏域と比較して肺がん、大腸がんは隣接臓器浸潤、遠

隔転移の割合が高い状況です。乳がんは各圏域と比較して、上皮がん・現局内にと

どまる割合が低い傾向です。 

１次予防 

・健康長寿しまね推進会議において、喫煙対策及び適正飲酒の啓発、運動習慣の定着

や食生活の改善、がん検診の受診率向上等の共通認識や取組の推進をしています。

また、令和 2 年度からは「しまね健康寿命延伸プロジェクト事業」で食生活の改善

(減塩、野菜摂取の増加、適正飲酒）、運動の促進等を取り組んでいます。 

・関係機関や町村と連携しながら、働き盛り世代へのたばこ・適正飲酒等の健康づく

肺がん、大腸がん、乳がんの発生リスクの低減と早期発見の推進 

－ 140 －



 

 

りの普及啓発を行っています。 

2 次予防 

・がん検診受診率（平成 30(2018)年地域保健・健康増進事業報告）は、胃がん 6.5(全

県：5.3)、肺がん 11.8（全県 4.4）、大腸がん 8.9(全県 8.5)、乳がん 24.5(全県 18.1)、

子宮頸がん 14.6（全県 15.7）で、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がんは県平均を上

回っています。経年でみると、大腸がん、肺がんは減少傾向で、さらなる受診率向

上に向けた対策が必要です。 

・精密検査受診率（平成 29(2017)年地域保健・健康増進事業報告）は、すべてのがん

で県平均を上回っていますが、胃がん、大腸がん、子宮頸がんは目標値の 90％以

上を達成していません。 

 

Ⅱ 具体的施策 

1 次予防 

◎がんのリスク等に関する科学的根拠に基づいた 1 次予防 

・肺がん、大腸がん、乳がんのリスク因子をみると喫煙・受動喫煙、飲酒、肥満があ

げられます。健康長寿しまねの推進事業や健康寿命延伸プロジェクトの取組により、

喫煙及び多量飲酒への対策、運動習慣の定着や食生活の改善を推進します。 

・特に喫煙・飲酒に関しては、町村や関係機関と連携し、啓発や環境づくりに取り組

みます。 

2 次予防 

◎科学的根拠のある検診を正しい体制の下で実施する体制づくりに向けた取組 

・町村、職域関係者、検診機関、がん患者団体、しまね☆まめなカンパニー、健康長

寿しまね推進会議等と連携して、がんに関する正しい知識や検診の重要性の普及啓

発を行い、がん検診受診率の向上や検診の充実に努めます。 

・がん検診の体制整備については、各町村における実施状況を把握しながら、事業評

価を支援します。 

◎働き盛り世代にフォーカスした受診率向上対策 

・事業所訪問等により、検診受診率向上に向けた取組把握と啓発に努めます。 

・関係機関と連携した「しまね☆まめなカンパニー」の新規登録及び既登録事業所の

取組充実等の働きかけを推進します。 

 

Ⅲ 中間年における評価 

・隠岐圏域のがん罹患率・死亡率については、男性の肺がん、女性の壮年期における

大腸がんが高い状況があり、臨床進行度が進んでいる状況で発見される割合が高い

状況にあります。がん検診の受診率は県と比較して高い状況にありますが、減少傾

向にあります。がんの早期発見のための正しい知識の普及や健診受診率向上の取組、

発症予防に向けて取組を推進していく必要があります。 
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